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第一部【ファンド情報】 
第１【ファンドの状況】 

１【投資法人の概況】 

（１）【主要な経営指標等の推移】 

① 主要な経営指標等の推移 

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 

決算年月 
平成15年 
８月 

平成16年 
２月 

平成16年 
８月 

平成17年 
２月 

平成17年 
８月 

営業収益   百万円 5,120 6,072 6,576 6,425 7,373 

（うち賃貸事業収益）   百万円 (5,120) (6,072) (6,576) (6,334) (7,163)

営業費用   百万円 2,868 3,086 3,496 3,479 3,942 

（うち賃貸事業費用）   百万円 (2,395) (2,584) (2,930) (2,895) (3,336)

営業利益   百万円 2,252 2,985 3,079 2,945 3,431 

経常利益   百万円 1,884 2,483 2,589 2,469 2,883 

当期純利益 (a) 百万円 1,882 2,482 2,588 2,467 2,882 

出資総額   百万円 61,700 85,821 85,821 85,821 85,821 

発行済投資口総数 (b) 口 123,372 175,372 175,372 175,372 175,372 

純資産額 (c) 百万円 63,583 88,306 88,412 88,288 88,703 

総資産額 (d) 百万円 131,732 161,223 174,868 170,012 197,039 

１口当たり純資産額 (c)／(b) 円 515,380 503,536 504,140 503,436 505,805 

１口当たり当期純利益 （注）２． 円 15,257 14,557 14,760 14,068 16,437 

分配総額 (e) 百万円 1,880 2,482 2,590 2,467 2,882 

１口当たり分配金額 (e)／(b) 円 15,246 14,156 14,772 14,068 16,437 

(うち１口当たり利益分配金額) 円 (15,246) (14,156) (14,772) (14,068) (16,437)

(うち１口当たり利益超過分配金額) 円 (－) (－) (－) (－) (－)

自己資本比率 (c)／(d) ％ 48.3 54.8 50.6 51.9 45.0 

自己資本利益率 （注）２． ％ 3.0(5.9) 3.3(6.5) 2.9(5.9) 2.8(5.6) 3.3(6.5)

［その他参考情報］              

総資産経常利益率 （注）２． ％ 1.5(3.0) 1.7(3.4) 1.5(3.1) 1.4(2.9) 1.6(3.1)

配当性向 (e)／(a) ％ 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 

期末投資物件数 （注）３． 件 41 46 49 46 47 

期末テナント数 （注）４． 件 234 254 264 264 299 

期末総賃貸可能面積   ㎡ 152,447.79 188,254.31 196,296.36 189,604.67 215,026.73 

期末稼働率 （注）５． ％ 96.3 97.0 97.4 97.6 95.2 

当期減価償却費   百万円 782 929 997 1,000 1,112 

当期資本的支出額   百万円 539 118 297 527 715 

賃貸ＮＯＩ 

(Net Operating Income) 
（注）２． 百万円 3,507 4,417 4,643 4,439 4,939 



（注）１．営業収益等には、消費税等は含まれておりません。 

（注）２．記載した指標は以下の方法により算定しております。なお、月数により年換算した数値を（ ）内に併記して

おります。 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 
平成18年 
２月 

平成18年 
８月 

平成19年 
２月 

平成19年 
８月 

平成20年 
２月 

営業収益   百万円 8,130 8,894 8,477 9,161 9,974 

（うち賃貸事業収益）   百万円 (7,145) (7,932) (8,238) (9,161) (9,500)

営業費用   百万円 4,114 4,623 4,612 5,033 5,048 

（うち賃貸事業費用）   百万円 (3,448) (3,958) (3,896) (4,304) (4,240)

営業利益   百万円 4,016 4,271 3,865 4,127 4,925 

経常利益   百万円 3,445 3,666 3,205 3,285 4,060 

当期純利益 (a) 百万円 3,442 3,664 3,346 3,284 4,084 

出資総額   百万円 120,860 120,860 120,860 120,860 137,814 

発行済投資口総数 (b) 口 225,372 225,372 225,372 225,372 251,622 

純資産額 (c) 百万円 124,302 124,525 124,207 124,144 141,898 

総資産額 (d) 百万円 193,898 216,458 225,361 253,135 248,759 

１口当たり純資産額 (c)／(b) 円 551,545 552,533 551,121 550,843 563,936 

１口当たり当期純利益 （注）２． 円 15,568 16,261 14,850 14,572 16,558 

分配総額 (e) 百万円 3,442 3,664 3,346 3,284 4,084 

１口当たり分配金額 (e)／(b) 円 15,274 16,261 14,850 14,572 16,233 

(うち１口当たり利益分配金額) 円 (15,274) (16,261) (14,850) (14,572) (16,233)

(うち１口当たり利益超過分配金額) 円 (－) (－) (－) (－) (－)

自己資本比率 (c)／(d) ％ 64.1 57.5 55.1 49.0 57.0 

自己資本利益率 （注）２． ％ 3.2(6.5) 2.9(5.9) 2.7(5.4) 2.6(5.3) 3.1(6.1)

［その他参考情報］              

総資産経常利益率 （注）２． ％ 1.8(3.5) 1.8(3.6) 1.5(2.9) 1.4(2.7) 1.6(3.2)

配当性向 (e)／(a) ％ 99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 

期末投資物件数 （注）３． 件 39 41 40 44 43 

期末テナント数 （注）４． 件 319 299 294 336 318 

期末総賃貸可能面積   ㎡ 208,932.51 243,848.24 246,153.68 265,574.15 262,368.47 

期末稼働率 （注）５． ％ 95.7 96.5 98.3 98.3 97.8 

当期減価償却費   百万円 1,185 1,352 1,420 1,583 1,639 

当期資本的支出額   百万円 484 650 124 194 43 

賃貸ＮＯＩ 

(Net Operating Income) 
（注）２． 百万円 4,883 5,326 5,762 6,440 6,899 



（注）３．投資物件数は、社会通念上建物として一体と認められる単位で記載しております。 

（注）４．テナント数は、建物毎に延べテナント賃貸先数を記載しております。なお、貸室の一部又は全部が一括賃貸に

供される旨を約した契約（マスターリース契約）における賃借人兼転貸人が、エンドテナントに対し当該貸室

の転貸を行っている場合があります。この賃借人兼転貸人はテナント数の算出に際してテナント１社と数えて

おります。 

（注）５．稼働率は、決算日時点における総賃貸可能面積の合計に占める総賃貸面積の合計の割合を記載しております。

（注）６．上記表中、記載未満の数値につき原則として、金額は切捨て、比率は四捨五入により記載しております。ただ

し、１口当たり純資産額及び１口当たり当期純利益は四捨五入、配当性向については小数点第１位未満を切捨

てによりそれぞれ記載しております。 

（注）７．第９期以降において、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

② 事業の状況 

(イ) 業績等の概要 

(a) 本投資法人の主な推移 

 本投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号。その後

の改正を含みます。以下「投信法」といいます。）に基づき、平成13年９月10日に設立さ

れ、平成14年６月12日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に投資証券を上場し（銘柄

コード8954）、その投資口の市場での売買が可能になりました。その後、第４期期初の平成

15年９月、第８期期初の平成17年９月及び同年10月、そして当期期初の平成19年10月に公募

若しくは第三者割当による投資口の追加発行を行い、平成20年２月29日現在の発行済投資口

の総数は251,622口となっております。 

 本投資法人は首都圏のほか、主として全国の主要都市部に所在する事務所（オフィス）を

用途とする不動産に投資するとともに、物流施設・商業施設・ホテルを含むその他用途の不

動産にも投資しており、いわゆる総合型の不動産投資法人（ＲＥＩＴ）を標榜しておりま

す。 

(b) 本投資法人を取り巻く運用環境 

 本投資法人では、当面のポートフォリオ構築方針において、事務所（オフィス）を用途と

する運用不動産への投資比率が、運用不動産の取得価格総額の概ね80％以上となるように運

用することとしておりますが、事務所（オフィス）を用途とする運用不動産のみで運用を行

った場合の収益変動リスクを低減するために、収益性の異なる運用不動産を一定限度内（取

得価格総額の20％以内）で保有することができます。本投資法人を取り巻く不動産市場等の

環境や保有する運用不動産が被る影響等について、本投資法人では用途毎に以下のように考

えております。 

＜事務所（オフィス）＞ 

賃貸市場 

 全国的に空室率の改善傾向に歯止めがかかりつつあります。それは、都市により事情はや

や異なりますが、優良な空室在庫の減少、既存ビルの賃料上昇、相場より高額でテナント募

集する新規供給ビルの増加、これらによる需要の潜在化、また直近では景気の下振れリスク

が高まる中で、一部の企業に事業所拡張に慎重な姿勢が見え始めていることが、複合的に影

響していると考えられます。 

１口当たり当期純

利益 

１口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しておりま

す。 

自己資本利益率 当期純利益／平均純資産額 平均純資産額＝（期首純資産額＋期末純資産額）÷２ 

総資産経常利益率 経常利益／平均総資産額 平均総資産額＝（期首総資産額＋期末総資産額）÷２ 

賃貸ＮＯＩ 当期賃貸営業利益（賃貸事業収益－賃貸事業費用）＋当期減価償却費 



 東京23区の2007年12月の空室率は、1.8％となり３年間続いてきた空室率の改善に歯止め

がかかりました。ただし、エリアを問わず需要の強い状況に変わりはなく、空室率が改善し

にくい状況下での僅かな悪化と捉えられます。空室率が低水準で推移する中、2006年６月か

ら２年連続で平均募集賃料の上昇が続いております。 

 大阪は、2003年６月以降４年半にわたり空室率の改善傾向が続いており、2007年12月には

5.6％となりました。他の地方都市と比較すると、空室率の改善傾向が緩やかながらも安定

している点が注目されます。需要面では幅広い業種での事業所拡張、供給面では限定的な新

規供給に対して築古ビルの取り壊しによるストック調整が空室率の安定的な改善に寄与して

います。 

 名古屋は、2006年半ばから空室率は悪化と改善を繰り返しながら横ばいで推移していま

す。改善が進まない主な要因は、新規需要を上回る大量供給です。これに加え、年明けから

は企業の事業所拡張に慎重な姿勢が見られ、動きが鈍化してきています。2008年の新規供給

量は2007年の９割程度と大量供給が続く見通しであり、現在のテナント動向を踏まえると新

築ビルの空室が積み上がる可能性が高まってきています。 

売買市場 

 この半年間は、大型取引（虎ノ門・銀座・北新宿等）の公表が相次いでおり、不動産取引

は引き続き活発ですが、キャップレートは下げ止まり傾向にあります。要因は、2007年半ば

までは主に金利上昇見込みであったと考えられますが、それ以降はサブプライムローン問題

を契機としたリスク再評価の進行や経済成長の減速懸念による不動産リスクプレミアムの縮

小歯止めであると考えられます。 

 国内では、プライベートファンド市場の拡大が続いているものの一部のファンドでは、デ

ット資金の調達がやや難しくなってきているといわれています。今後、新たな買い手が大幅

に増加するとは考えづらい状況です。一般的にはサブプライムローン問題で不動産投資を抑

制する方向に動くと予想される外国資本ですが、長期金利とインカムリターンのイールドス

プレッドの各国比較感と賃貸市場の安定性から日本の不動産市場を再評価する見方もあり、

一部の外国資本や新興国の政府系ファンド等による投資が見込まれます。このように現在は

キャップレートの上昇要因と低下要因が混在する「潮目」の状況を迎えています。 

＜物流施設＞ 

 三大都市圏における2007年の新規供給は、不動産投資市場における投資対象の拡大に伴い

活発でした。需要面では企業の物流効率化のための拠点統廃合や、物流会社へのアウトソー

ス拡大といった需要増加の動きが継続しました。ただし、需給バランスの動向はエリアによ

りやや異なります。首都圏では2007年の不動産開発会社等による新規供給が2002年以来最大

となりましたが、需要増加により空室率は５～９％で堅調に推移しています。関西圏は2004

年以来最大の新規供給が需要を上回り、空室率は2006年末の16.7％から2007年末には26.1％

に悪化しました。関西圏の2008年の新規供給は前年の７割程度に減少する見込みですが、こ

こ５年の中ではやや多く、供給過剰気味の状況です。 

 東京23区と神奈川県の平均募集賃料は、需給逼迫により上昇傾向にありますが、コスト意

識が高い中で原油高等により、テナントの賃料負担力が低下しているため、継続的な賃料上

昇余地は見込みづらい状況となっています。首都圏では、東京と神奈川はストックが多い割

に新規供給が少なく、千葉県や埼玉県が多くなっています。関西圏では、大阪府がストック

が多い割に新規供給が少なく、兵庫県で多くなっています。また、三大都市圏以外でも、北

海道、宮城県及び福岡県でストックに応じた新規供給が行われており、新規供給エリアは全

国的に広域化する傾向にあります。 



＜商業施設＞ 

 長期トレンドとしては、大型小売店（百貨店・スーパー）の売場面積の抑制と販売額の下

げ止まりにより、売場効率の回復が期待できるターニングポイントを迎えており、特に売場

面積の調整が大きい神奈川県と広島県でその傾向が見られます。2007年後半は可処分所得が

やや減少しましたが、消費支出は意外に底堅く、長らく低迷してきたスーパーの売上も2007

年に入り前年比プラス傾向を維持しています。今後は、消費支出の力強い回復は期待しづら

い経済環境下にありますが、改正まちづくり三法による供給調整が働き、販売効率は安定的

に推移すると予想されます。ただし短期的には法施行前の駆け込み開業の影響で需給バラン

スが悪化する可能性があります。 

＜ホテル＞ 

 全国のホテルの施設数と客室数は、引き続き増加基調が続いており2006年度末時点の施設

数は9,165軒、客室数は721,098室となりました。 

 外資系最高級ホテル開業の動きは地方の主要都市へ拡大しており、京都では2008年、大阪

では2010年及び2011年に大規模ホテルの開発が予定されています。 

 地方都市では、宿泊特化型ホテルの供給も引き続き活発に行われており、主要チェーンで

は2008年以降も２桁以上の供給が計画されている模様です。宿泊特化型の参入により競争が

激化した地方都市では、老朽化した中堅ビジネスホテルや、温泉旅館を中心に厳しい状況が

続いています。一時減少傾向に転じていたホテル・旅館業の倒産件数は再び緩やかに増加傾

向に転じています。 

 全国55都市の2007年下期（2007年７～12月）の稼働状況をみると、平均客室稼働率は

78.2％（前年同期78.8％）、平均定員稼働率は69.5％（前年同期70.4％）と概ね前年同期と

同水準です。また、東京、横浜、名古屋及び大阪では定員稼働率が若干低下したものの、客

室稼働率は引き続き高い水準を維持しています。 

＜住宅＞ 

 2007年下期の首都圏の賃貸マンション賃料は、上期同様、１Ｒタイプは横ばい、ＤＫタイ

プとＦＡタイプは緩やかな増加基調を示しています。需給バランスが堅調に推移している結

果であり、需要の堅調さに加えて、東京と神奈川で新規供給の減少傾向が寄与しているため

と考えられます。エリア並びに物件の選別は進むものの、市場全体としては、需給の安定が

継続して賃料水準を下支えていく状態が継続すると見込まれます。 

 新築分譲マンション市場は、2007年下期は、供給の減速傾向に加え建築基準法改正による

確認申請の遅れから、３万5,057戸（前年同期比16.8％減）となり1994年以降で最低水準を

記録した上期と合わせ、年間で６万3,341戸となり９年ぶりの６万戸台となりました。購入

者の選択眼が厳しくなってきており、今後は利便性や商品優位性を訴求できない物件の販売

状況は厳しくなると考えられます。また、在庫数が１万戸を超えており、年度末へ向け完成

在庫の増加が見込まれています。 

 首都圏の中古マンション市場は、都心の良質な物件が供給され始め、新築物件の価格上昇

により割安感のある中古マンション需要を後押し、高い成約価格を推移しています。しか

し、新築マンションでの価格調整の影響も受けると考えられることから、今後中古マンショ

ン市場の動向も留意する必要があります。 



＜実績＞ 

 本投資法人は第12期中にラウンドクロス青山（譲渡価格5,250百万円）を売却いたしまし

た。この結果、本投資法人のポートフォリオは平成20年２月29日現在で43物件、投資額

231,096百万円（取得価格）となりました。 

 本投資法人では、従来どおり、首都圏に多数の運用不動産を集中的に保有する特徴を活か

し、特定の地域内に存在する複数の運用不動産を一括して管理する、いわゆる「群管理」手

法を継続し、効率的な管理体制を実践しております。本投資法人の資産運用会社であるオリ

ックス・アセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）と外部管

理会社の迅速かつ柔軟なテナント満足度向上の努力及び空室発生時のテナント誘致活動の強

化により、本投資法人の保有する運用不動産の稼働率は、第12期末（平成20年２月29日）に

おいて97.8％と一定の水準を維持しています。 

(c) 資金調達の概要 

 本投資法人は、財務方針に則り、当期は以下のとおり資金調達を実施してまいりました。

 平成19年９月20日に借換資金としてコミットメントラインに基づく26,300百万円の短期借

入（変動金利、無担保）を実行し、その後投資口の追加発行による調達資金を充当して、平

成19年10月10日にコミットメントラインに基づく短期借入（変動金利、無担保）を10,000百

万円に減額して更新いたしました。平成19年11月５日に株式会社静岡銀行より借換資金とし

て1,000百万円の長期借入（固定金利、無担保）を行いました。また、ラウンドクロス青山

の売却に伴う資金を充当して、平成20年１月21日コミットメントラインに基づく短期借入

（変動金利、無担保）を4,000百万円に減額して更新いたしました。 

 結果として、平成20年２月29日現在における借入残高は89,650百万円、有利子負債比率は

39.4％（注)１．、固定金利比率は95.5％（注)２．、長期借入比率は85.9％（注)３．、無担保

借入比率は90.4％（注)４．となりました。 

 なお、有価証券報告書提出日における本投資法人の格付取得状況は、以下のとおりです。

（注）１．有利子負債比率は、有利子負債残高を有利子負債残高と出資総額の合計額で除した数値を示したも

のであり、小数点第２位を四捨五入して記載しております。 

（注）２．固定金利比率は、固定金利借入の残高を有利子負債残高で除した数値を示したものであり、小数点

第２位を四捨五入して記載しております。 

（注）３．長期借入比率は、長期借入金残高を有利子負債残高で除した数値を示したものであり、小数点第２

位を四捨五入して記載しております。 

（注）４．無担保借入比率は、無担保借入金残高を有利子負債残高で除した数値を示したものであり、小数点

第２位を四捨五入して記載しております。 

(d) 業績及び分配の概要 

 上記のような運用の結果、第12期の実績として、営業収益9,974百万円、営業利益4,925百

万円、借入金に係わる支払利息等を控除した経常利益は4,060百万円、当期純利益は4,084百

万円を計上いたしました。 

 分配金について本投資法人では、税制の特例（租税特別措置法（昭和32年法律第26号。そ

の後の改正を含みます。）第67条の15）の適用により、利益分配金の最大額が損金算入され

ることを企図して、投資口１口当たり分配金が１円未満となる端数部分を除く配当可能所得

の金額（支払配当損金算入前の当期課税所得）の概ね全額を分配することとし、この結果、

投資口１口当たりの分配金は16,233円となりました。 

格付機関 格付内容 

 スタンダード＆プアーズ  長期会社格付け：Ａ－、短期会社格付け：Ａ-２、アウトルック：安定的 

 株式会社格付投資情報センター  発行体格付け：Ａ＋、格付けの方向性：安定的 



(ロ) 次期の見通し 

 外部成長については、ポートフォリオの構築方針及び取得方針に基づき、「用途分散」、

「地域分散」、「物件規模」、「資産の入替え」の４つのポイントに加え、「ＯＲＩＸシナジ

ー（オリックス不動産株式会社との助言契約）」の活用により、物件取得努力を行います。 

 内部成長については、テナントの満足度向上策及び賃貸市況の的確な把握等により、収益の

極大化を図ります。加えて、費用対効果の高い効率的なリニューアル工事を、対象物件を厳選

のうえ、計画・実施いたします。 

 財務面では、負債・資本の適正バランスを重視しつつ、資金調達の安定化、機動化、健全化

を更に推進いたします。 

今後の運用方針 

Ⅰ．運用不動産の運営管理についての課題への対処 

 本投資法人が今後、運用資産の収益性の安定的維持・向上を図るためには、物件特性・

テナントニーズ・市況等に適応した管理体制の構築、効率的なリニューアル工事の実施等

が不可欠となります。本投資法人が運用不動産の運営管理等にあたって、特に課題とすべ

き事項は以下の３点と考えます。 

ⅰ) テナントの満足度向上及び賃貸市況の的確な把握による賃料設定 

 これまで、外部管理会社の群管理体制を導入し、地域特性を踏まえた綿密な管理等

を実施することにより、ポートフォリオとして非常に高い稼働率を維持するととも

に、管理コストの削減を実現してまいりました。加えて、運用不動産のセキュリティ

強化（防犯カメラ設置・総括的鍵交換）等のテナントの満足度向上策を推進してまい

りました。今後も、更なるテナントの満足度向上、賃貸市況の的確な把握による賃料

設定及び既存テナントの賃料改定交渉を行い、ポートフォリオの収益向上を目指しま

す。 

ⅱ) 効率的なリニューアル工事等 

 運用不動産の老朽度・テナント入居状況・テナントニーズ・賃貸市況等を総合的に

勘案し、最良の時機を捉え、費用対効果を極大化し、かつグレード向上に資するよう

なリニューアル工事を実施いたします。また、運用不動産のグレードを維持するため

に、計画的な修繕工事を実施いたします。 

ⅲ) 法令遵守及び所有者責任の極小化 

 これまで以上に法令遵守を確保することはもとより、偶発的な所有者責任リスクを

極小化すべく、ＵＧＳ（高圧電気事故波及防止装置）の設置等を推進してまいりまし

たが、今後も継続して推進いたします。 



Ⅱ．運用不動産の新規取得及び売却についての課題への対処 

 ポートフォリオが包含する様々なリスクを軽減し、投資主に安定した分配を実現するた

め、「用途分散」、「地域分散」、「物件規模」及び「資産の入替え」の４つのポイント

に留意して、ポートフォリオの構築を行うことを目指します。 

 それぞれの概要は以下のとおりです。 

ⅰ) 用途分散 

 事務所（オフィス）を用途とする運用不動産への投資比率を概ね80％以上（取得価

格ベース）を目途として資産配分していくことを目指します。投資対象は、主たる用

途が居住以外の用に供されるものに限り（平成20年２月29日時点で保有しているもの

を除きます。）、物流施設、商業施設、ホテル、それ以外の用途の不動産へ用途毎に

きめ細かく厳選投資します。 

ⅱ) 地域分散 

 首都圏（注）への投資比率を概ね80％以上（取得価格ベース）とすることを目途と

して資産の配分を行います。 

（注）首都圏とは、一都三県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）を意味します。 

ⅲ) 物件規模 

 事務所（オフィス）については、原則として中規模（注）以上の物件を中心に投資

を行います。当面の間、管理運営の効率性の観点から、首都圏における事務所への投

資については、資産規模50億円程度以上の不動産を中心に投資を行うことを目指しま

す。 

（注）中規模とは、特に事務所（オフィス）については、延床面積3,000㎡～15,000㎡程度のものを

いいます。 

ⅳ) 資産の入替え 

 ポートフォリオについては経済環境・市況変動の影響を受け変化していくことか

ら、状況の変化に応じて、物件の機動的な取得・保有・売却を目指します。 



Ⅲ．資金調達 

 負債・資本のバランスがとれた財務政策を推進いたします。 

 資金調達面では、借入の戦略的な無担保化、借入金利の固定化、返済期限の分散化、金

融環境に応じた調達スプレッドの低下等を目指します。並行して、健全な資産成長を伴う

自己資本の充実を図るため、分配金の希薄化回避に十分留意しつつ、堅実かつ効率的な資

本政策を計画、実施してまいります。 

＜借入＞ 

・ 金利の上昇に備え、固定金利比率については７割程度以上を維持します。 

（金利スワップによる金利の固定化分を含みます。） 

・ 返済期日の集中を回避するため、借入金返済期限の分散化を図ります。 

・ 安全性向上のため、調達先金融機関の多様化を図ります。 

・ 投資法人債市場を含む金融市場の動向を注視し、低廉なコストでの資金調達を実行

します。 

・ 機動的な物件取得ができるよう、コミットメントラインを活用いたします。 

・ 機動性を高めるため、無担保借入での資金調達を進めます。 

＜資本市場＞ 

 外部成長に伴う投資口の追加発行については、分配金希薄化リスクの回避に十分留意

し、合理的なエクイティー・ストーリーをマーケットに開示してまいります。 

Ⅳ．利益相反取引・開示方針 

 利益相反取引及び開示の方針につきましては、下記の点に留意し、透明性の高い資産運

用に最大限の配慮を行ってまいります。 

・ 利益相反の問題については、「関係会社取引規程」を設け、関係会社等との一定の取

引について、本資産運用会社のリスク・コンプライアンス委員会及び本投資法人の役

員会に付議することにより二重のチェックを行うとともに、一定額以内又は一定の範

囲内の取引を除き、その適時開示を行います（詳細については、後記「２ 投資方針

／（１）投資方針／④ 関係会社等との取引方針」をご参照下さい。）。 

・ 投資法人ホームページ（www.orixjreit.com）を通じて、国内外の投資家に対し、投

資判断に有用な情報開示に努めてまいります。なお、ホームページの記載は本書の一

部を構成するものではありません。 



(ハ) その他 

(a) 資産の取得について 

  以下の運用不動産を決算日以降に取得しております。 

・戸田パークロジスティックセンター 

[取得の概要] 

取得資産     ：不動産信託受益権 

※本投資法人は不動産信託受益権を取得後、同日付にて当該信託契約を解約し、

本物件の所有権を取得いたしました。 

取得価格     ：9,600百万円 

取得日      ：平成20年３月28日 

(注) 取得価格については、消費税その他取得に係る諸経費は含んでおりません。 

[取得資産の概要] 

(注)上記テナントの内容に関しましては、平成20年３月31日時点での数値を記載しております。 

所在地 ：埼玉県戸田市笹目南町７番35号  

用途 ：事務所・倉庫  

面積 ：土地 19,473.82㎡  

  建物 36,158.60㎡  

構造 ：鉄骨造合金メッキ鋼板葺５階建 

建築時期 ：平成17年３月  

所有・それ以外の別：所有権  

テナントの総数 ：１  

総賃貸面積 ：36,158.60㎡  

総賃貸可能面積 ：36,158.60㎡  

稼働率 ：100.0％  

鑑定評価額 ：9,610百万円  

  （試算価格）  

  積算価格  ：8,080百万円  

  収益価格    

  ＤＣＦ法 ：9,540百万円  

  ＤＲ   ：4.6％  

  ＴＣＲ  ：5.1％  

  ＤＣ法  ：9,680百万円  

  ＣＲ   ：4.9％  

  価格時点  ：平成20年２月１日  

  鑑定評価業者：財団法人日本不動産研究所  



・エス・ティー・ワールドビル 

[取得の概要] 

取得資産     ：不動産（所有権） 

取得価格     ：3,500百万円 

取得日      ：平成20年３月28日 

(注) 取得価格については、消費税その他取得に係る諸経費は含んでおりません。 

[取得資産の概要] 

(注)上記テナントの内容に関しましては、平成20年３月31日時点での数値を記載しております。 

所在地 ：東京都渋谷区渋谷二丁目11番６号  

用途 ：事務所  

面積 ：土地   366.51㎡  

  建物 1,836.48㎡  

構造 ：鉄骨造陸屋根９階建 

建築時期 ：平成19年３月  

所有・それ以外の別：所有権  

テナントの総数 ：１  

総賃貸面積 ：1,550.86㎡  

総賃貸可能面積 ：1,550.86㎡  

稼働率 ：100.0％  

鑑定評価額 ：3,500百万円  

  （試算価格）  

  積算価格  ：2,120百万円  

  収益価格    

  ＤＣＦ法 ：3,500百万円  

  ＤＲ   ：4.1％  

  ＴＣＲ  ：4.4％  

  ＤＣ法  ：3,690百万円  

  ＣＲ   ：4.1％  

  価格時点  ：平成20年２月13日  

  鑑定評価業者：株式会社ヒロ＆リーエスネットワーク  



・オリックス水道橋ビル 

[取得の概要] 

取得資産     ：不動産信託受益権 

※本投資法人は不動産信託受益権を取得後、同日付にて当該信託契約を解約し、

本物件の所有権を取得いたしました。 

取得価格     ：3,000百万円 

取得日      ：平成20年３月28日 

(注) 取得価格については、消費税その他取得に係る諸経費は含んでおりません。 

[取得資産の概要] 

(注)上記テナントの内容に関しましては、平成20年３月31日時点での数値を記載しております。また、テ

ナントの総数には、駐車場賃貸借契約のみのテナントを含んでおりません。 

所在地 ：東京都千代田区三崎町二丁目10番８号  

用途 ：事務所  

面積 ：土地   488.05㎡  

  建物 2,429.74㎡  

構造 ：鉄骨造陸屋根６階建 

建築時期 ：平成17年10月  

所有・それ以外の別：所有権  

テナントの総数 ：１  

総賃貸面積 ：2,087.65㎡  

総賃貸可能面積 ：2,087.65㎡  

稼働率 ：100.0％  

鑑定評価額 ：3,000百万円  

  （試算価格）  

  積算価格  ：2,180百万円  

  収益価格    

  ＤＣＦ法 ：2,960百万円  

  ＤＲ   ：4.1％  

  ＴＣＲ  ：4.5％  

  ＤＣ法  ：3,040百万円  

  ＣＲ   ：4.2％  

  価格時点  ：平成20年１月23日  

  鑑定評価業者：財団法人日本不動産研究所  



(b) 規約の一部変更及び役員選任の予定について 

 本投資法人は、平成20年５月29日開催予定の投資主総会に、規約を一部変更する議案及び

役員を選任する議案を提出いたします。詳細については、下記「規約の一部変更の予定」及

び後記「第二部 投資法人の詳細情報／第１ 投資法人の追加情報／２ 役員の状況」をご

参照下さい。 

＜規約の一部変更の予定＞ 
（下線は変更部分を示す）

現行の規約 変更後の規約 

第２条（目 的） 

 本投資法人は、不動産及び不動産を信託する信託の

受益権（不動産に付随する金銭と合わせて信託する包

括信託（以下「包括信託」という。）を含む。）を主

たる投資対象として、中長期的な観点から、運用資産

（第６条第３項に定義する。）の着実な成長と安定し

た収益の確保を目的とする。 

第２条（目 的） 

 本投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法

律」（以下「投信法」という。）に基づき、資産を主

として特定資産（投信法に定めるものをいう。以下同

じ。）に対する投資として運用することを目的とす

る。 

第６条（発行可能投資口総口数等） 

＜以下１から３まで、条文省略＞ 

４ 本投資法人が発行する投資口は、すべて議決権を有

する無額面投資口とする。 

第６条（発行可能投資口総口数等） 

＜以下１から３まで、条文省略＞ 

＜削 除＞ 

第７条（投資口の譲渡） 

１ 投資主は投資口を譲渡できるものとし、投資口の譲

渡については、役員会の承認その他の制限を設けるこ

とができないものとする。 

第７条（投資口の譲渡） 

 投資主は投資口を譲渡できるものとし、投資口の譲

渡については、役員会の承認その他の制限を設けるこ

とができないものとする。 

２ 投資口を譲渡するには、投資証券を交付しなければ

ならない。 

＜削 除＞ 

第８条（投資口取扱規則） 

 本投資法人の投資証券の種類、投資主名簿（実質投

資主名簿を含む。以下同じ。）への記載又は記録、投

資証券の再発行その他の投資口及び投資証券の取扱に

関する手続並びにその手数料については、法令又はこ

の規約のほか、役員会の定める投資口取扱規則によ

る。 

第８条（投資口取扱規則） 

 本投資法人の投資証券の種類、投資主名簿（実質投

資主名簿を含む。以下同じ。）への記載又は記録、投

資証券の再発行その他の投資口及び投資証券の取扱に

関する手続並びにその手数料並びに投資主の権利行使

に関連する事項については、法令又はこの規約のほ

か、役員会の定める投資口取扱規則による。 

第９条（投資口に係る権利の確定） 

１ 毎決算期間末日（以下「決算期」という。）におけ

る最終の投資主名簿に記載され、又は記録されている

投資主又は登録投資口質権者をもって、その決算期間

に関する金銭の分配を受ける権利を行使することがで

きる者とする。 

第９条（投資口に係る権利の確定） 

１ 決算期間（第３９条に定義する。以下同じ。）の末

日（以下「決算期」という。）における最終の投資主

名簿に記載され、又は記録されている投資主又は登録

投資口質権者をもって、その決算期間に関する金銭の

分配を受ける権利を行使することができる者とする。 

 



現行の規約 変更後の規約 

２ 投資主総会の会日が決算期から起算して３箇月以内

の場合には、当該投資主総会の開催日の直前の決算期

における最終の投資主名簿に記載され、又は記録され

ている投資主又は登録投資口質権者をもって、当該投

資主総会において権利を行使することができる者と

し、投資主総会の会日が決算期から起算して３箇月を

超える場合には、第１３条に基づき投資主総会の招集

公告をする日における最終の投資主名簿に記載され、

又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をも

って、当該投資主総会において権利を行使することが

できる者とする。ただし、第１３条に基づく招集公告

において、一定の日における最終の投資主名簿に記載

され、又は記録されている投資主又は登録投資口質権

者をもって当該投資主総会において権利を行使するこ

とができる者とする旨を併せて公告することにより、

当該一定の日における最終の投資主名簿に記載され、

又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をも

って当該投資主総会において権利を行使することがで

きる者とすることができる。 

２ 投資主総会の会日が決算期の翌日から起算して３箇

月以内の場合には、当該投資主総会の開催日の直前の

決算期における最終の投資主名簿に記載され、又は記

録されている投資主又は登録投資口質権者をもって、

当該投資主総会において権利を行使することができる

者とし、投資主総会の会日が決算期の翌日から起算し

て３箇月を超える場合には、第１３条第１項に基づき

投資主総会の招集公告をする日における最終の投資主

名簿に記載され、又は記録されている投資主又は登録

投資口質権者をもって、当該投資主総会において権利

を行使することができる者とする。ただし、第１３条

第１項に基づく招集公告において、一定の日における

最終の投資主名簿に記載され、又は記録されている投

資主又は登録投資口質権者をもって当該投資主総会に

おいて権利を行使することができる者とする旨を併せ

て公告することにより、当該一定の日における最終の

投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主又

は登録投資口質権者をもって当該投資主総会において

権利を行使することができる者とすることができる。 

３         ＜条文省略＞ ３        ＜現行どおり＞ 

第13条（投資主総会の招集公告及び招集通知） 

１ 投資主総会を開催する場合には、会日から２箇月前

までに会日を公告し、かつ第９条第２項の規定に従い

権利を行使することができる者として確定される者に

対し会日の２週間前までに投資主総会の招集通知を発

送する。 

第13条（投資主総会の招集公告及び招集通知） 

１ 投資主総会を開催する場合には、会日から２箇月前

までに会日を公告し、かつ、第９条第２項又は第３項

の規定に従い権利を行使することができる者として確

定される者に対し会日の２週間前までに投資主総会の

招集通知を発送する。 

２ 投資主総会の招集通知には、投資主総会の日時及び

場所、投資主総会の目的である事項その他法令で定め

る事項を記載する。 

２ 投資主総会の招集通知には、投資主総会の日時及び

場所、投資主総会の目的である事項その他の法令で定

める事項を記載する。 

第14条（投資主総会の議長） 

 投資主総会の議長は、役員会が予め定めた順序に従

い、執行役員の１人がこれにあたる。ただし、議長た

る執行役員に事故がある場合には、役員会が予め定め

た順序に従い、他の執行役員又は監督役員の１人がこ

れに代わる。 

第14条（投資主総会の議長） 

 投資主総会の議長は、役員会が予め定めた順序に従

い、執行役員の１人がこれにあたる。ただし、議長た

る執行役員に事故がある場合には、役員会が予め定め

た順序に従い、他の執行役員又は監督役員（執行役員

及び監督役員を総称して、以下「役員」という。）の

１人がこれに代わる。 

第15条（投資主総会の決議要件等） 

１ 法令又はこの規約に別段の定めのある場合を除き、

投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口

を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決

権の過半数をもって行う。 

第15条（投資主総会の決議要件等） 

１ 法令又はこの規約に別段の定めのある場合を除き、

投資主総会の決議は、 出席した投資主 の議決権の過

半数をもって行う。 

＜以下２及び３につき、条文省略＞ ＜以下２及び３につき、現行どおり＞ 

第16条（議決権の代理行使） 

１ 投資主は、代理人によってその議決権を行使するこ

とができる。ただし、代理人は本投資法人の投資主で

なければならないものとする。 

２         ＜条文省略＞ 

第16条（議決権の代理行使） 

１ 投資主は、代理人によってその議決権を行使するこ

とができる。ただし、代理人は１名とし、本投資法人

の投資主でなければならないものとする。 

２        ＜現行どおり＞ 

第18条（投資主総会の議事録） 

１ 本投資法人の投資主総会の議事については、議事の

経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事

項を記載した議事録を作成する。 

第18条（投資主総会の議事録） 

１ 本投資法人の投資主総会の議事については、議事の

経過の要領及びその結果その他の法令で定める事項を

記載した議事録を作成する。 

２         ＜条文省略＞ ２        ＜現行どおり＞ 

 



現行の規約 変更後の規約 

第22条（監督役員の員数） 

 本投資法人に２人以上の監督役員（執行役員及び監

督役員を総称して、以下「役員」という。）を置く。

ただし、監督役員の員数は、執行役員の員数に１を加

えた数以上でなければならないものとする。 

第22条（監督役員の員数） 

 本投資法人に２人以上の監督役員を置く。ただし、

監督役員の員数は、執行役員の員数に１を加えた数以

上でなければならないものとする。 

第25条（役員会及びその権限） 

１ 役員会は、すべての執行役員及び監督役員で構成す

る。役員会は、法令又はこの規約に定める権限を行う

ほか、執行役員の職務の執行を監督する。 

２ 役員会は、次に掲げる権限を有する。なお、この決

議は第28条の規定にかかわらず、出席者の過半数かつ

監督役員の過半数の賛成により採択される。 

本投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務

を行う者（「投資信託及び投資法人に関する法律」(以

下「投信法」という。）で規定される投資信託委託業

者（以下「資産運用会社」という。）をいう。）が、

資産運用会社の利害関係人等（投信法で規定される利

害関係人等をいう。）及びそれと同視すべき者として

役員会が予め内規で定めた者との間で、本投資法人の

ために取引等（対象となる取引等（不動産及び実質的

にこれと同視すべき資産の取得及び譲渡を除く。）の

うち、利益相反関係により本投資法人に損害が生じる

おそれが軽微であると類型的に判断される取引等とし

て、予め役員会が内規で定める取引等を除く。）を行

う場合に、当該取引等の実施について事前の承認を付

与する権限 

第25条（役員会及びその権限） 

 役員会は、すべての執行役員及び監督役員で構成す

る。役員会は、法令又はこの規約に定める権限を行う

ほか、執行役員の職務の執行を監督する。 

＜削 除＞ 

第26条（役員会の招集権者） 

１         ＜条文省略＞ 

２ 前項の規定にかかわらず、役員会招集権を有しない

執行役員及び監督役員は、投信法の規定に従い、役員

会招集権を有する執行役員に対し、役員会の目的であ

る事項を示して、それぞれ役員会の招集を請求するこ

とができる。 

第26条（役員会の招集権者） 

１        ＜現行どおり＞ 

２ 前項の規定にかかわらず、役員会の招集権を有しな

い執行役員及び監督役員は、投信法の規定に従い、役

員会の招集権を有する執行役員に対し、役員会の目的

である事項を示して、それぞれ役員会の招集を請求す

ることができる。 

第29条（役員会の議事録） 

１ 役員会の議事については、議事の経過の要領及びそ

の結果を記載した議事録を書面をもって作成し、出席

した役員がこれに署名し、又は記名押印する。 

  

第29条（役員会の議事録） 

１ 役員会の議事については、議事の経過の要領及びそ

の結果その他の法令で定める事項を記載した議事録を

書面をもって作成し、出席した役員がこれに署名し、

又は記名押印する。 

２         ＜条文省略＞ ２        ＜現行どおり＞ 

第31条（役員の報酬の額又は報酬の支払に関する基準） 

 役員の報酬は、役員の各々について決算期間ごとに

１人当たり金４２０万円以内の金額において、当該職

務と類似の職務を行う取締役、監査役等の一般的な報

酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的

と判断される金額として上記の金額を超えない範囲で

役員会で決定される金額とし、各決算期間の分を関連

する決算期の属する月の翌月の末日までに支払う。 

第31条（役員の報酬の額又は報酬の支払に関する基準） 

 役員の報酬は、役員の各々について１人当たり月額

金８０万円以内の金額において、当該職務と類似の職

務を行う取締役、監査役等の一般的な報酬水準、物価

動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額

として上記の金額を超えない範囲で役員会で決定され

る金額とし、当該金額を、当該月の末日までに支払

う。 

第33条       ＜条文省略＞ 第33条      ＜現行どおり＞ 

第６章 資産、資産運用、計算等 ＜削 除＞ 

第34条       ＜条文省略＞ 第34条      ＜現行どおり＞ 

＜新 設＞ 第６章 資産、資産運用、計算等 

 



現行の規約 変更後の規約 

第40条（借入金及び投資法人債発行の限度額） 

１ 本投資法人は、運用資産の効率的な運用及び運用の

安定性に資するため、資産の取得、修繕等又は分配金

の支払若しくは債務の返済（敷金又は保証金その他こ

れらに類する金銭（以下「敷金等」という。）並びに

借入金及び投資法人債（短期投資法人債を含む。以下

同じ。）の債務の返済を含む。）等の資金の手当てを

目的として、資金を借入れ又は投資法人債を発行する

ことができる。ただし、借入先については「証券取引

法」に規定する適格機関投資家に限るものとする。 

第40条（借入金及び投資法人債発行の限度額等） 

１ 本投資法人は、運用資産の効率的な運用及び運用の

安定性に資するため、資産の取得、修繕等又は分配金

の支払若しくは債務の返済（敷金又は保証金その他こ

れらに類する金銭（以下「敷金等」という。）並びに

借入金及び投資法人債（短期投資法人債を含む。以下

同じ。）の債務の返済を含む。）等の資金の手当てを

目的として、資金を借入れ又は投資法人債を発行する

ことができる。ただし、借入先については「金融商品

取引法」第２条第３項第１号に定める適格機関投資家

（「租税特別措置法施行規則」第２２条の１９第１項

に定めるものに限る。）に限るものとする。 

＜新 設＞ ２ 前項の場合においては、本投資法人は、運用資産を

担保として提供することができる。 

２ 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ金

１兆円とし、かつその合計額が金１兆円を超えないも

のとする。  

３ 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ金

１兆円とし、かつ、その合計額が金１兆円を超えない

ものとする。 

第41条（投資信託委託業者に対する資産運用報酬の額又

は資産運用報酬の支払に関する基準） 

 本投資法人が資産運用会社に支払う報酬の計算方法

及び支払の時期は、次のとおりとする。 

第41条（資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資

産運用報酬の支払に関する基準） 

 本投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業

務を行う者（投信法で定める資産運用会社（以下「資

産運用会社」という。）をいう。）に本投資法人が支

払う報酬の計算方法及び支払の時期は、次のとおりと

する。 

（ａ）       ＜条文省略＞ （ａ）       ＜現行どおり＞ 

（ｂ）運用報酬２ （ｂ）運用報酬２ 

直前の決算期における本投資法人の税引前当期利益

に、当該直前の決算期における支払利息等の金利費

用に等しい額を加算し、当該直前の決算期における

運用資産中の不動産等の売却による損益を加算又は

控除した額（以下「調整後当期利益」という。）の

3.0％に相当する金額（１円未満は切り捨てる。）

を、当該直前の決算期の翌日から始まる決算期間に

おける運用報酬2とし、当該直前の決算期の翌日か

ら始まる決算期間に属する5月末日及び8月末日（当

該直前の決算期が2月末日の場合）、又は11月末日

及び翌年2月末日（当該直前の決算期が8月末日の場

合）がそれぞれ経過するごとに遅滞なく、上記金額

の2分の1ずつ（１円未満は切り捨てる。）を支払う

ものとする。ただし、調整後当期利益がゼロ又はそ

れ以下となる場合には、運用報酬2の計算において

は調整後当期利益をゼロとみなして計算するものと

し、すなわち、これに係る運用報酬2については無

報酬となるものとする。 

直前の決算期における本投資法人の税引前当期利益

に、当該直前の決算期における支払利息等の金利費

用に等しい額を加算し、当該直前の決算期における

運用資産中の不動産関連資産（この規約の一部を構

成する別紙１「資産運用の対象及び方針等につい

て」に定義する。以下同じ。）（本条においては、

不動産関連資産の取得又は売却と同時に取得し又は

売却した動産等（この規約の一部を構成する別紙１

「資産運用の対象及び方針等について」に定義す

る。）を含む。）の売却による損益を加算又は控除

した額（以下「調整後当期利益」という。）の

3.0％に相当する金額（１円未満は切り捨てる。）

を、当該直前の決算期の翌日から始まる決算期間に

おける運用報酬2とし、当該直前の決算期の翌日か

ら始まる決算期間に属する5月末日及び8月末日（当

該直前の決算期が2月末日の場合）、又は11月末日

及び翌年2月末日（当該直前の決算期が8月末日の場

合）がそれぞれ経過するごとに遅滞なく、上記金額

の2分の1ずつ（１円未満は切り捨てる。）を支払う

ものとする。ただし、調整後当期利益がゼロ又はそ

れ以下となる場合には、運用報酬2の計算において

は調整後当期利益をゼロとみなして計算するものと

し、すなわち、これに係る運用報酬2については無

報酬となるものとする。 

 



現行の規約 変更後の規約 

（ｃ）運用報酬３ 

本投資法人が新たに不動産等を取得した場合、当該

不動産等の取得価額（消費税及び地方消費税並びに

取得に伴う費用は除く。）の0.5％以下に相当する金

額（１円未満は切り捨てる。）を、取得日（所有権

移転等の権利移転の効果が発生した日をいう。）の

属する月の末日から1箇月以内に支払うものとする。

（ｃ）運用報酬３ 

本投資法人が新たに不動産関連資産を取得した場

合、当該不動産関連資産の取得価額（消費税及び地

方消費税並びに取得に伴う費用は除く。）の0.5％

以下に相当する金額（１円未満は切り捨てる。）

を、取得日（所有権移転等の権利移転の効果が発生

した日をいう。）の属する月が経過した後1箇月以

内に支払うものとする。 

（ｄ）運用報酬４ 

運用資産中の不動産等の売却が実行された場合、当

該不動産等の売却価額（消費税及び地方消費税は除

く。）の0.5％以下に相当する金額（１円未満は切り

捨てる。）を、売却日（所有権移転等の権利移転の

効果が発生した日をいう。）の属する月の末日から1

箇月以内に支払うものとする。 

（ｄ）運用報酬４ 

運用資産中の不動産関連資産の売却が実行された場

合、当該不動産関連資産の売却価額（消費税及び地

方消費税は除く。）の0.5％以下に相当する金額

（１円未満は切り捨てる。）を、売却日（所有権移

転等の権利移転の効果が発生した日をいう。）の属

する月が経過した後1箇月以内に支払うものとす

る。 

（ｅ）       ＜条文省略＞ （ｅ）       ＜現行どおり＞ 

（ｆ）       ＜条文省略＞ （ｆ）       ＜現行どおり＞ 

別紙１ 別紙１ 

資産運用の対象及び方針等について 資産運用の対象及び方針等について 

Ⅰ 資産運用の対象 Ⅰ 資産運用の対象 

本投資法人が運用を行う資産の対象は、下記(1)から

(3)までに掲げる特定資産（投信法に定める特定資産

をいう。）及び下記(4)に掲げる特定資産以外の資産

とする。 

本投資法人が運用を行う資産の対象は、下記(1)から

(3)までに掲げる特定資産及び下記(4)に掲げる特定

資産以外の資産とする。 

(1) 不動産等（下記①から⑥までに掲げる資産をい

う。） 

(1) 不動産等（下記①から⑦までに掲げる資産をい

う。以下同じ。） 

＜以下(1)①から(1)③まで、条文省略＞ ＜以下(1)①から(1)③まで、現行どおり＞ 

④ 不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信

託の受益権（包括信託を含が、投信法において

定義される有価証券（以下「有価証券」とい

う。）に該当するものを除く。） 

④ 不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信

託の受益権（不動産に付随する金銭と合わせて

信託する包括信託（以下「包括信託」とい

う。）を含む。） 

⑤ 不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投

資として運用することを目的とする金銭の信託

の受益権（有価証券に該当するものを除く。） 

⑤ 不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投

資として運用することを目的とする金銭の信託

の受益権 

⑥       ＜条文省略＞ ⑥       ＜現行どおり＞ 

⑦ 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出

資持分に対する投資として運用することを目的

とする金銭の信託の受益権（有価証券に該当す

るものを除く。） 

⑦ 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出

資持分に対する投資として運用することを目的

とする金銭の信託の受益権 

(2) 不動産対応証券（下記①から④までに掲げる資産

をいう。以下同じ。） 

(2) 不動産対応証券（下記①から④までに掲げる資産

をいう。以下同じ。）（不動産等及び不動産対応

証券を総称して、以下「不動産関連資産」とい

う。） 

＜以下(2)①から(2)④まで、条文省略＞ ＜以下(2)①から(2)④まで、現行どおり＞ 

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる以外の特定資産で、次に

掲げるもの 

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる以外の特定資産で、次に

掲げるもの 

① 有価証券（株券その他の有価証券については、

実質的に不動産等若しくは不動産対応証券に投

資することを目的とするもの又は不動産等若し

くは不動産対応証券への投資に付随し若しくは

関連して取得するものに限る。） 

① 有価証券（投信法に定めるものをいい、不動産

関連資産に該当するものを除く。以下同じ。）

（実質的に不動産関連資産に投資することを目

的とするもの又は不動産関連資産への投資に付

随し若しくは関連して取得するものに限る。） 

 



現行の規約 変更後の規約 

＜以下(3)②から(3)⑤まで、条文省略＞ ＜以下(3)②から(3)⑤まで、現行どおり＞ 

⑥ 信託財産を主として上記①から⑤までに掲げる

資産に対する投資として運用することを目的と

する金銭の信託の受益権（有価証券に該当する

ものを除く。） 

⑥ 信託財産を主として上記①から⑤までに掲げる

資産に対する投資として運用することを目的と

する金銭の信託の受益権 

⑦ 金融デリバティブ取引に係る権利（投信法施行

令に定めるものをいう。） 

⑦ デリバティブ取引に係る権利（投信法施行令に

定めるものをいう。） 

⑧ 金融先物取引に係る権利（投信法施行令に定め

るものをいう。） 

＜削 除＞ 

(4) 特定資産以外の資産で、次に掲げるもの（不動産

等又は不動産対応証券への投資に付随したものに

限る。ただし、下記⑥については、不動産、不動

産の賃借権又は地上権を出資することにより設立

され、その賃貸、運用又は管理を目的としたもの

に限るものとし、下記⑧については、不動産等又

は不動産対応証券の投資に係るリスクを軽減する

ことを目的としたものに限るものとする。） 

(4) 特定資産以外の資産で、次に掲げるもの（不動産

関連資産への投資に付随したものに限る。ただ

し、下記⑥については、不動産、不動産の賃借権

又は地上権を出資することにより設立され、その

賃貸、運用又は管理を目的としたものに限るもの

とし、下記⑧については、不動産関連資産の投資

に係るリスクを軽減することを目的としたものに

限るものとする。） 

① 「商標法」に基づく商標権等（商標権又はその

専用使用権若しくは通常使用権をいう。） 

① 「商標法」に定める商標権等（商標権又はその

専用使用権若しくは通常使用権をいう。） 

② 「著作権法」に基づく著作権等 ② 「著作権法」に定める著作権等 

③ 温泉権等（「観光施設財団抵当法」で規定され

る温泉を利用する権利又は慣習法上の権利とし

て認められる温泉権若しくは温泉利用権をい

う。） 

③ 温泉権等（「観光施設財団抵当法」に定める温

泉を利用する権利又は慣習法上の権利として認

められる温泉権若しくは温泉利用権をいう。） 

④ 動産等（「民法」で規定されるもののうち、設

備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附

加された物件等をいい、これらを賃借する場合

を含む。） 

④ 動産等（「民法」に定めるもののうち、設備、

備品その他の構造上又は利用上不動産に附加さ

れた物件等をいい、これらを賃借する場合を含

む。） 

⑤ 資産流動化法において定める特定出資 ⑤ 資産流動化法に定める特定出資 

⑥ 民法上の組合の出資持分 ⑥ 「民法」に基づく組合の出資持分 

⑦       ＜条文省略＞ ⑦       ＜現行どおり＞ 

⑧ 各種デリバティブ取引（上記(3)⑦又は⑧に該当

するものを除く。）又は各種保険契約に係る権

利 

⑧ 各種デリバティブ取引（上記(3)⑦に該当するも

のを除く。）又は各種保険契約に係る権利 

⑨ 不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して

取得が必要となるその他の権利 

⑨ 上記①から⑧までに掲げるもののほか、不動産

関連資産の投資に付随して取得が必要となる権

利 

Ⅱ 資産運用の方針 Ⅱ 資産運用の方針 

(1) 本投資法人は、不動産及び不動産を信託する信託

の受益権（包括信託を含む。）を主たる投資対象

として、中長期的な観点から、運用資産の着実な

成長と安定した収益の確保を目指す。 

(1) 本投資法人は、中長期的な観点から、運用資産の

着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用

を行う。 

＜新 設＞ (2) 本投資法人は、不動産関連資産を主たる投資対象

とする。 

(2) 本投資法人の投資する不動産及び信託財産である

不動産は、その用途が賃貸事業の用に供されるも

のを中心とし、投資対象地域は、首都圏のほか、

主として全国の主要都市部とする。 

(3) 本投資法人は、不動産関連資産の本体をなす不動

産又はその裏付けとなる不動産の用途が賃貸事業

の用に供されるものを中心に投資を行う。ただ

し、主たる用途が居住以外の用に供されるものに

限られるものとする（本投資法人が平成20年5月29

日時点で保有しているものを除く。）。 

＜新 設＞ (4) 本投資法人は、主として首都圏を投資対象地域と

する。 

 



現行の規約 変更後の規約 

(3) 個々の不動産及び信託財産である不動産の選別に

あたっては、当該不動産の予想収益、立地エリア

の将来性、建物規模、建築及び設備仕様、耐震性

能、権利関係、入居テナント、建物管理状況、環

境、地質等を総合的に検討し、十分な調査を実施

するものとする。 

(5) 本投資法人は、不動産関連資産の本体をなす個々

の不動産又はその裏付けとなる個々の不動産の選

別にあたっては、当該不動産の予想収益、立地エ

リアの将来性、建物規模、建築及び設備仕様、耐

震性能、権利関係、入居テナント、建物管理状

況、環境、地質等を総合的に検討し、十分な調査

を実施するものとする。 

(4) 本投資法人が保有する不動産及び信託財産である

不動産の地理的構成については、首都圏及び全国

の主要都市部の投資環境を総合的に検討した上

で、運用資産全体における各地域の構成割合を決

定するものとする。 

(6) 本投資法人は、その保有する不動産関連資産の本

体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の地

理的構成については、当該不動産が所在する地域

の投資環境を総合的に検討した上で、運用資産全

体における各地域の構成割合を決定するものとす

る。 

(5) 本投資法人の投資する不動産及び信託財産である

不動産は、稼動中（賃貸が可能である状態を含

む。）の収益不動産であることを原則とし、未稼

動の不動産への投資にあたっては、運用資産全体

における未稼動資産の割合が適切な範囲に収まる

ように配慮するものとする。 

(7) 本投資法人は、稼動中（賃貸が可能である状態を

含む。）の収益不動産が本体又は裏付けとなって

いる不動産関連資産に投資することを原則とし、

未稼動の不動産が本体又は裏付けとなる不動産関

連資産への投資にあたっては、運用資産全体にお

ける未稼動資産の割合が適切な範囲に収まるよう

に配慮するものとする。 

(6) 有価証券及び金銭債権への投資にあたっては、不

動産対応証券及び株券を除き、専ら安全性と換金

性の観点から運用を行うものとする。 

(8) 本投資法人は、有価証券及び金銭債権への投資に

あたっては、株券を除き、専ら安全性と換金性の

観点から運用を行うものとする。 

(7) 金融デリバティブ取引に係る権利及び金融先物取

引に係る権利への投資にあたっては、本投資法人

の負債から生じる金利変動リスクその他のリスク

を回避し、又は低減することを目的とした運用に

限るものとする。 

(9) 本投資法人は、デリバティブ取引に係る権利への

投資にあたっては、本投資法人の負債から生じる

金利変動リスクその他のリスクを回避し、又は低

減することを目的とした運用に限るものとする。 

(8) その他 

① 本投資法人は、資産の運用の方針として、特定

不動産の価額の合計額の本投資法人の有する特

定資産の価額の合計額に占める割合を１００分

の７５以上とする。ここで特定不動産とは、本

投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不

動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借

権若しくは地上権を信託する信託の受益権をい

う。 

(10) 本投資法人は、資産の運用の方針として、特定不

動産（本投資法人が取得する特定資産のうち不動

産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の

賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権を

いう。）の価額の合計額の本投資法人の有する特

定資産の価額の合計額に占める割合を１００分の

７５以上とする。 

②  本投資法人は、資産の総額に占める「租税特別

措置法」第６７条の１５第９項に規定する不動

産等の価額の割合として財務省令で定める割合

を１００分の７５以上とする。 

＜削 除＞ 

Ⅲ 組入資産の貸付けの目的及び範囲等 Ⅲ 組入資産の貸付けの目的及び範囲等 

(1) 特定資産である不動産については、第三者との間

で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則と

し、特定資産である信託受益権に係る信託財産で

ある不動産については、当該信託の受託者に第三

者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うこ

とを原則とする。 

(1) 特定資産である不動産については、第三者との間

で賃貸借契約を締結し賃貸を行うことを原則と

し、特定資産である信託受益権に係る信託財産で

ある不動産については、当該信託の受託者に第三

者との間で賃貸借契約を締結させ賃貸を行わせる

ことを原則とする。 

＜以下(2)から(4)まで、条文省略＞ ＜以下(2)から(4)まで、現行どおり＞ 

 



現行の規約 変更後の規約 

別紙２ 別紙２ 

資産評価の方法、基準及び基準日について 資産評価の方法、基準及び基準日について 

Ⅰ 資産評価の方法及び基準について Ⅰ 資産評価の方法及び基準について 

１ 運用資産の種類ごとの評価の方法及び基準 １ 運用資産の種類ごとの評価の方法及び基準 

(1) 不動産等 (1) 不動産等 

①       ＜条文省略＞ ①       ＜現行どおり＞ 

② 不動産又は土地の賃借権若しくは地上権を信託

する信託の受益権（包括信託を含み、有価証券

に該当するものを除く。） 

信託財産が上記①に掲げる資産の場合には、上

記①に定める評価を行い、金融資産の場合に

は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に従った評価を行った上で、これらの合計額

から負債の額を控除して当該信託受益権の持分

相当額を算定した価額。 

② 不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信

託の受益権（包括信託を含む。） 

信託財産が上記①に掲げる資産の場合には、上

記①に定める評価を行い、金融資産の場合に

は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に従った評価を行った上で、これらの合計額

から負債の額を控除して当該信託受益権の持分

相当額を算定した価額。 

③ 不動産又は不動産の賃借権若しくは地上権に対

する投資として運用することを目的とする金銭

の信託の受益権（有価証券に該当するものを除

く。） 

信託財産の構成資産が上記①に掲げる資産の場

合には、上記①に定める評価を行い、金融資産

の場合には、一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に従った評価を行った上で、これら

の合計額から負債の額を控除して当該信託受益

権の持分相当額を算定した価額。 

③ 不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投

資として運用することを目的とする金銭の信託

の受益権 

信託財産の構成資産が上記①に掲げる資産の場

合には、上記①に定める評価を行い、金融資産

の場合には、一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に従った評価を行った上で、これら

の合計額から負債の額を控除して当該信託受益

権の持分相当額を算定した価額。 

＜以下(1)④及び(1)⑤につき、条文省略＞ ＜以下(1)④及び(1)⑤につき、現行どおり＞ 

(2) 有価証券（不動産対応証券を含む。） (2) 有価証券（不動産対応証券を含む。） 

① 証券取引所に上場されている有価証券 ① 金融商品取引所に上場されている有価証券 

証券取引所が開設する取引所有価証券市場又は

外国有価証券市場における最終価格（原則とし

て取引価格の終値とする。また、評価の基準日

における終値が公表されていない場合には、直

近において公表された終値とする。）に基づき

算出した価額。 

金融商品取引所が開設する取引所有価証券市場

又は外国有価証券市場における最終価格（原則

として取引価格の終値とする。また、評価の基

準日における終値が公表されていない場合に

は、直近において公表された終値とする。）に

基づき算出した価額。 

＜以下(2)②から(4)まで、条文省略＞ ＜以下(2)②から(4)まで、現行どおり＞ 

(5) デリバティブ取引（金融デリバティブ取引を含

む。）に係る権利 

(5) デリバティブ取引に係る権利 

① 取引所に上場しているデリバティブ取引又は金

融先物取引により生じる債権及び債務 

当該取引所の最終価格に基づき算出した価額。

ただし、最終価格がない場合には、最終の気配

値（公表された最終の売り気配の最安値又は買

い気配の最高値。それらがともに公表されてい

る場合には、それらの仲値）に基づき算出した

価額。また、評価の基準日における当該取引所

の最終価格又は気配値が公表されていない場合

には、直近において公表された最終価格又は気

配値に基づき算出した額とする。 

① 取引所に上場しているデリバティブ取引 

当該取引所の最終価格に基づき算出した価額。

ただし、最終価格がない場合には、最終の気配

値（公表された最終の売り気配の最安値又は買

い気配の最高値。それらがともに公表されてい

る場合には、それらの仲値）に基づき算出した

価額。また、評価の基準日における当該取引所

の最終価格又は気配値が公表されていない場合

には、直近において公表された最終価格又は気

配値に基づき算出した額とする。 

 



現行の規約 変更後の規約 

② 取引所の相場がない非上場デリバティブ取引又

は非上場金融先物取引により生じる債権及び債

務 

市場価格に準ずるものとして合理的な方法によ

り算定された価額。ただし、公正な評価額を算

定することが極めて困難な場合には、取得価額

にて評価することができるものとする。 

② 取引所の相場がない非上場デリバティブ取引 

市場価格に準ずるものとして合理的な方法によ

り算定された価額。ただし、公正な評価額を算

定することが極めて困難な場合には、取得価額

にて評価することができるものとする。 

③       ＜条文省略＞ ③       ＜現行どおり＞ 

(6)        ＜条文省略＞ (6)               ＜現行どおり＞ 

３ 算定方法の継続適用 ３ 算定方法の継続適用 

＜以下(1)から(4)まで、条文省略＞ ＜以下(1)から(4)まで、現行どおり＞ 

(5) その他、投資者保護上必要な事項 (5) 上記(1)から(4)までに掲げるもののほか、投資者

保護上必要な事項 

別紙３ 別紙３ 

金銭の分配の方針について 金銭の分配の方針について 

１ 利益の分配 １ 利益の分配 

(1) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益（投信

法に規定される、本投資法人の貸借対照表上の純

資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額

をいう。以下同じ。）の金額 は、一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に従って計算される

ものとする。 

(1) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益（投信

法に定める、本投資法人の貸借対照表上の純資産

額から出資総額等の合計額を控除して得た額をい

う。以下同じ。）の金額 は、一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に従って計算されるもの

とする。 

(2) 利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合に

は、原則として租税特別措置法第６７条の１５及

び同法施行令第３９条の３２の３に規定される本

投資法人の配当可能所得の金額の１００分の９０

に相当する金額を超えてこれを行うものとする。 

(2) 利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合に

は、原則として「租税特別措置法」第６７条の１

５及び「租税特別措置法施行令」第３９条の３２

の３に定める本投資法人の配当可能所得の金額の

１００分の９０に相当する金額を超えてこれを行

うものとする。 

(3)        ＜条文省略＞ (3)               ＜現行どおり＞ 

３ 分配金の分配方法 ３ 分配金の分配方法 

分配金は金銭により分配するものとし、決算期現在

の最終の投資主名簿に記載のある投資主又は登録投

資口質権者を対象に、原則として当該決算期から３

箇月以内に投資口の所有口数に応じて分配する。 

分配金は金銭により分配するものとし、決算期現在

の最終の投資主名簿に記載され、又は記録されてい

る投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則とし

て当該決算期の翌日から３箇月以内に投資口の所有

口数に応じて分配する。 

４ 分配金の除斥期間 ４ 分配金の除斥期間等 

上記3に規定する分配金については、その支払開始の

日から満３年を経過したときに、その支払の義務を

免れるものとする。 

なお、未払分配金には利息を付さないものとする。 

上記3に定める分配金については、その支払開始の日

から満３年を経過したときに、その支払の義務を免

れるものとする。 

なお、分配金の支払に際しては、利息を付さないも

のとする。 

以上 以上 



（２）【投資法人の目的及び基本的性格】 

 本投資法人は、投信法第２条第12項に基づき、その資産を主として不動産等の特定資産（後記

「２ 投資方針 /（２）投資対象」をご参照下さい。）に対する投資として運用することを目的

として設立された法人です。本投資法人は、特定資産のうち、特に不動産及び不動産信託受益権

を主たる投資対象として、中長期的な観点から、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を

目指して運用を行います。また、その資産の運用に係る業務は、同法第198条に基づき同業務の

委託を受けた資産運用会社として、本資産運用会社が行います。 

 本資産運用会社は本投資法人の資産を、首都圏のほか、主として全国の主要都市部に所在する

事務所を用途とする不動産に投資いたします。それとともに、物流施設、商業施設、ホテル等を

含むその他の用途の不動産にも、収益性安定の観点から投資を行うことがあります。 

（３）【投資法人の仕組み】 

 本投資法人の関係法人、その他の関係者の名称及び関係業務の内容は以下の図のとおりです。

下図中、外部管理会社は本投資法人の関係法人ではありませんが、便宜上記載しております。 

 （注）１．本図は、本投資法人が直接に不動産を保有している場合の本投資法人を中心とした主要な契約関係及び当事

者を示したものであり、不動産信託受益権で保有する等、保有形態が異なる場合等には、契約関係及び当事

者が本図とは異なることがあります。 

 （注）２．本資産運用会社であるオリックス・アセットマネジメント株式会社の100％株主であったオリックス株式会

社は、株式会社大京（以下、「大京」といいます。）とオリックスグループが共同で組成する方針である

「住宅特化型リート」の運用を本資産運用会社が受託することを視野に入れ、平成20年３月18日に本資産運

用会社株式の20％を大京に譲渡しております。 

 
④投資主名簿等
管理に係る一
般事務業務委
託契約 

⑤資産保管委託
契約 

⑥経理等に係る
一般事務委託
契約 

オリックス・ 
アセットマネジメント 

株式会社 

資産運用会社／機関運営
に係る一般事務受託者／
主たる不動産管理会社 
 

（注）２. 

①資産運用委託
契約 

②機関運営に係
る一般事務委
託契約 

③不動産管理委
託契約 

オリックス 
不動産投資法人 
（本投資法人） 

投資主総会 
役員会 
執行役員 
監督役員 

住友信託銀行 
株式会社 

投資主名簿等管理に係る
一般事務業務受託者／

資産保管会社／ 
経理等に係る一般 

事務受託者 

外部管理会社 

③’不動産管理
再委託契約

あずさ監査法人 
会計監査人 



社名 運営上の役割 業務内容 

オリックス不動産投資

法人 

本投資法人 本投資法人は、特定資産のうち、不動産及び不動産信託

受益権を主たる投資対象として、中長期的な観点から、

運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して

運用を行います。 

オリックス・アセット 

マネジメント株式会社 

資産運用会社 

機関運営に係る一般

事務受託者 

主たる不動産管理会

社 

① 資産運用委託契約（前頁図中①）に従い、本投資法

人からの委託に基づき、資産運用会社として、本投資法

人の規約（以下「規約」といいます。）並びに同規約に

定める資産運用の対象及び方針等に従い、本投資法人の

資産の運用を行います。 

② 機関運営に係る一般事務委託契約（前頁図中②）に

従い、本投資法人からの委託に基づき、本投資法人の役

員会、投資主総会に関する事務（投資主名簿等管理に該

当する事務を除きます。）及び投資主の権利行使に関す

る請求その他の投資主からの申出の受付に関する業務

（上記の本投資法人の役員会、投資主総会に関する事務

に関連するものに限ります。）を行います。 

③ 主たる不動産管理会社として、不動産管理委託契約

（前頁図中③）に従い、本投資法人からの委託に基づ

き、本投資法人が直接保有する不動産について、その管

理業務を行います。さらに主たる不動産管理会社とし

て、管理業務の効率化に資するため、本投資法人の保有

する個別不動産毎に自ら選択する第三者（以下「外部管

理会社」といいます。）に対して、不動産管理再委託契

約（前頁図中③’）により、管理業務の一部を再委託す

ることができます。 

④ 資産運用会社として、本投資法人のために清掃衛生

業務、保安警備業務及び設備管理業務等の建物管理業務

の発注を代行します。 

住友信託銀行株式会社  投資主名簿等管理に

係る一般事務業務受

託者 

資産保管会社 

経理等に係る一般事

務受託者 

①投資主名簿等管理に係る一般事務業務委託契約（前頁

図中④）に従い、本投資法人からの委託に基づき、投資

主名簿、実質投資主名簿及びこれらに付属する書類の作

成、管理並びに投資主名簿及び実質投資主名簿の閲覧又

は謄写本若しくは証明書の交付に関する事務、投資主総

会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する

事務、投資証券の交付に関する事務、分配金の計算及び

支払に関する事務等を行います。 

②資産保管会社として、資産保管委託契約（前頁図中

⑤）に従い、本投資法人からの委託に基づき、本投資法

人の資産保管業務及び金銭出納管理業務を行います。 

③経理等に係る一般事務委託契約（前頁図中⑥）に従

い、本投資法人からの委託に基づき、本投資法人の計算

に関する事務、会計帳簿の作成に関する事務、納税に関

する事務を行います。 



（４）【投資法人の機構】 

 本投資法人の執行役員は１人以上、監督役員は２人以上（ただし、執行役員の員数に１を加え

た数以上とします。また、執行役員及び監督役員を総称して、以下「役員」といいます。）とさ

れております（規約第19条及び第22条）。 

 有価証券報告書提出日現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加え

て、執行役員１名、監督役員３名を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されており

ます。 

① 投資主総会 

Ｉ．投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成され

る投資主総会にて決定されます（投信法第89条第１項）。投資主総会における各投資主の議

決権及び決議方法については後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 第３ 管理及び運

営 / ３ 投資主・投資法人債権者の権利 / ⑤ 議決権」を、規約の変更に関する投資主総会

の関与形態については後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 第３ 管理及び運営 / １ 資産

管理等の概要 /（５）その他 / (ハ) 規約の変更」を、資産運用委託契約の解約等に関する

投資主総会の関与形態については後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 第３ 管理及び運

営 / １ 資産管理等の概要 /（５）その他 / (ニ) 関係法人との契約の更改等 / (a) 本資

産運用会社との間の資産運用委託契約」を、それぞれご参照下さい。 

Ⅱ．本投資法人の投資主総会は、２年に１回以上開催します（規約第11条）。開催場所は、東京

都港区又はその隣接地です。 

Ⅲ．法令に別段の定めのある場合を除き、投資主総会は、執行役員が招集します（規約第12

条）。 

Ⅳ．投資主総会を開催する場合には、会日から２箇月前までに会日を公告し、かつ権利を行使す

ることができる者として確定される者に対し、会日の２週間前までに投資主総会の招集通知

を発送します。投資主総会の招集通知には、投資主総会の日時及び場所、投資主総会の目的

である事項その他法令で定める事項を記載します（規約第13条）。 

Ⅴ．投資主総会の議長は、役員会が予め定めた順序に従い、執行役員の１人がこれにあたりま

す。ただし、議長たる執行役員に事故がある場合には、役員会が予め定めた順序に従い、他

の執行役員又は監督役員の１人がこれに代わります（規約第14条）。 

② 執行役員、監督役員及び役員会 

Ｉ．執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して、本投資法人の

業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しております（投信法第109条

第１項、第５項、会社法（平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。）第349条第４

項）。ただし、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産運用委託契約又は資

産保管委託契約の締結、本資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意、資産運用

報酬の支払その他の投信法に定められた一定の業務執行については、役員会の承認が必要と

なります（投信法第109条第２項）。また、監督役員は、執行役員の業務の執行を監督する

権限を有しております（投信法第111条第１項）。 

Ⅱ．役員会は全ての役員で構成され（投信法第112条）、一定の業務執行に関する上記Ⅰ．の承

認権限を有する（投信法第109条第２項）ほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役

員の職務の執行を監督する権限を有しております（投信法第114条第１項）。役員会の決議

は、法令又は規約に別段の定めがない限り、議決に加わることができる構成員たる役員の過

半数が出席し、その過半数の議決によって行われます（投信法第115条第１項、会社法第369

条第１項、規約第28条）。 

Ⅲ．上記Ⅱ．の決議について特別の利害関係を有する役員は、議決に加わることができないこと

が定められています（投信法第115条第１項、会社法第369条第２項）。 



Ⅳ．本投資法人の執行役員は１人以上、監督役員は２人以上とします。ただし、監督役員の員数

は、執行役員の員数に１を加えた数以上でなければならないものとします（投信法第95条、

規約第19条、第22条）。 

Ⅴ．役員は、法令に別段の定めのない限り、本投資法人の投資主総会の決議によって選任されま

す（投信法第96条、規約第20条、第23条）。 

Ⅵ．執行役員の任期は、就任後２年を超えることができません（投信法第99条）。ただし、再任

は禁じられていません。また、監督役員の任期は４年とされますが、規約又は投資主総会の

決議によってその任期を短縮することが可能です（投信法第101条、規約第24条第１項）。

補欠として又は増員により就任した執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は現任者の残

任期間と同一とします（規約第21条第２項、第24条第２項）。 

Ⅶ．本投資法人の委託を受けた資産運用会社が、資産運用会社の利害関係人等（投信法で規定さ

れる利害関係人等をいいます。）及びそれと同視すべき者として役員会が予め本投資法人の

内規で定めた者との間で、本投資法人のために取引等（対象となる取引等（不動産及び実質

的にこれと同視すべき資産の取得及び譲渡を除きます。）のうち、利益相反関係により本投

資法人に損害が生じるおそれが軽微であると類型的に判断される取引等として、予め役員会

が内規で定める取引等を除きます。）を行う場合に、当該取引等の実施について、役員会に

よる事前の承認が必要となります。なお、この承認の決議は、当該役員会の出席者の過半数

かつ監督役員の過半数の賛成により採択されます（規約第25条第２項）。 

Ⅷ．役員会は、原則として執行役員が１人の場合は当該執行役員がこれを招集し、その議長とな

り、執行役員が２人以上の場合は、役員会において予め定めた順序に従い執行役員の１人が

これを招集し、その議長となります（規約第26条第１項）。 

Ⅸ．役員会の招集通知は、各役員に対し、口頭又は書面をもって、会日の３日前までに発しま

す。ただし、役員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することがで

きます（規約第27条）。 

③ 会計監査人 

Ⅰ．会計監査人は、投資主総会の決議によって選任されます。ただし、法令の規定により、設立

の際に選任されたものとみなされる会計監査人はこの限りではありません（投信法第96条第

１項、第72条、規約第32条）。 

Ⅱ．本投資法人は、あずさ監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人

の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若

しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その

他法令で定める業務を行います（投信法第115条の３第１項等）。 

Ⅲ．会計監査人の任期は、就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主

総会の終結の時までとします。会計監査人は、投資主総会において別段の決議がされなかっ

たときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます（投信法第103条、規約

第33条）。 

 本投資法人は、本資産運用会社との間の資産運用委託契約において、本資産運用会社が本投資

法人のために運用する本資産に関する帳簿及び記録並びにその他一切の資料等について、必要な

調査を行う権利を有するほか、本資産運用会社に対してあらゆる監査を行う権利、当該監査にお

いて是正すべき点が発見された場合にはこの是正のため講じた処置を報告させる権利等を定める

こと等により、適切な管理が行えるよう体制の整備を図っております。 

 また、機関運営に係る一般事務受託者、資産保管会社、経理等に係る一般事務受託者等との間

の委託契約においては、本投資法人が当該契約の相手方である関係法人に対し、事務の遂行状況

について適宜報告を要求することができる旨を定めること等により、適切な管理が行えるよう体

制の整備を図っております。 



④ 投資法人の運用体制 

 前記のとおり、本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託されています。本資産運用会

社は、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき、本投資法人の資産の運用を行います。本

資産運用会社における組織及び意思決定手続きの詳細は、後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 

第４ 関係法人の状況 / １ 資産運用会社の概況 /（２）運用体制」をご参照下さい。 

⑤ 投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況 

 後記「３ 投資リスク /（２）投資リスクに関する管理体制」をご参照下さい。 

（５）【投資法人の出資総額】 

 本有価証券報告書提出日現在の本投資法人の出資総額、発行可能投資口総口数及び発行済投資

口総数は次のとおりです。 

 最近５年間における発行済投資口数及び出資総額の増減は次のとおりです。 

（注）１．１口当たり発行価格480,200円（引受価額463,873円）にて新規物件の取得及び借入金の返済に充当することを

目的として投資口の追加発行（52,000口）を行いました。 

（注）２．１口当たり発行価格725,200円（引受価額700,780円）にて新規物件の取得及び借入金の返済に充当することを

目的として投資口の追加発行（47,500口）を行いました。 

（注）３．１口当たり発行価額700,780円にて、（注）２．の公募増資に伴い、第三者割当による投資口の追加発行

（2,500口）を行いました。 

（注）４．１口当たり発行価格668,360円（引受価額645,854円）にて取得済み物件の取得のための借入金の返済に充当す

ることを目的として投資口の追加発行（25,000口）を行いました。 

（注）５．１口当たり発行価額645,854円にて、（注）４．の公募増資に伴い、第三者割当による投資口の追加発行

（1,250口）を行いました。 

出資総額 137,814百万円 

発行可能投資口総口数 2,000,000口 

発行済投資口総数 251,622口 

年月日 摘 要 
発行済投資口数（口） 出資総額（百万円） 

備 考 
増減 残高 増減 残高 

平成15年９月18日 
投資口の追加発行

（公募） 
52,000 175,372 24,121 85,821 (注)１． 

平成17年９月14日 
投資口の追加発行

（公募） 
47,500 222,872 33,287 119,108 (注)２． 

平成17年10月12日 第三者割当 2,500 225,372 1,751 120,860 (注)３． 

平成19年10月３日 
投資口の追加発行

（公募） 
25,000 250,372 16,146 137,006 (注)４． 

平成19年10月30日 第三者割当 1,250 251,622 807 137,814 (注)５． 



（６）【主要な投資主の状況】 

 本有価証券報告書提出日の直近決算日である平成20年２月29日現在の主要な投資主は以下のと

おりです。 

（注）発行済投資口の総数に対する所有投資口数の割合は、小数点第２位未満を切捨てにより表示しております。 

氏名又は名称 住所 
所有投資口数

（口） 

発行済投資口の総
数に対する所有投
資口数の割合(％)

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社（信

託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 23,531 9.35 

日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社

（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 20,888 8.30 

日興シティ信託銀行株

式会社（投信口） 

東京都品川区東品川二丁目３番14号 

シティグループセンター 
18,660 7.41 

資産管理サービス信託

銀行株式会社（証券投

資信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 

晴海アイランドトリトンスクエア 

オフィスタワーＺ棟 

16,405 6.51 

野村信託銀行株式会社

（投信口） 
東京都千代田区大手町二丁目２番２号 10,364 4.11 

オリックス生命保険株

式会社 

東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 

新宿モノリス 
7,312 2.90 

エイアイジー・スター

生命保険株式会社 一

般勘定 

東京都墨田区太平四丁目１番３号 5,656 2.24 

ゴールドマン・サック

ス・インターナショナ

ル 

133 ＦＬＥＥＴ ＳＴＲＥＥＴ  

ＬＯＮＤＯＮ ＥＣ4Ａ 2ＢＢ, Ｕ．Ｋ 
5,520 2.19 

ザバンクオブニューヨ

ークトリーテイージヤ

スデツクアカウント 

ＡＶＥＮＵＥ ＤＥＳ ＡＲＴＳ, 35  

ＫＵＮＳＴＬＡＡＮ, 1040 

ＢＲＵＳＳＥＬＳ, ＢＥＬＧＩＵＭ 

3,881 1.54 

アメリカンライフイン

シュアランスカンパニ

ージーエイ－エル 

東京都千代田区丸の内一丁目１番３号 3,755 1.49 

合計 115,972 46.08 



２【投資方針】 

（１）【投資方針】 

① 基本方針 

 本投資法人は、その規約において、投資の基本方針（以下「基本方針」といいます。）を主と

して、以下のとおり定めております。 

Ⅰ．本投資法人は、不動産及び不動産を信託する信託の受益権（不動産に付随する金銭と合わせ

て信託する包括信託（以下「包括信託」といいます。）を含みます。）を主たる投資対象と

して、中長期的な観点から、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。 

Ⅱ．本投資法人の投資する不動産及び信託財産である不動産は、その用途が賃貸事業の用に供さ

れるものを中心とし、投資対象地域は首都圏のほか、主として全国の主要都市部とします。

Ⅲ．個々の不動産及び信託財産である不動産の選別にあたっては、当該不動産の予想収益、立地

エリアの将来性、建物規模、建築及び設備仕様、耐震性能、権利関係、入居テナント、建物

管理状況、環境・地質等を総合的に検討し、十分な調査を実施するものとします。 

Ⅳ．本投資法人が保有する不動産及び信託財産である不動産の地理的構成については、首都圏及

び全国の主要都市部の投資環境を総合的に検討したうえで、運用資産全体における各地域の

構成割合を決定するものとします。 

Ⅴ．本投資法人の投資する不動産及び信託財産である不動産は、稼働中（賃貸が可能である状態

を含みます。以下、後記「② 基本方針に基づく運用方針の細目 /（ロ）取得方針 / Ⅳ．」

において同様とします。）の収益不動産であることを原則とし、未稼働の不動産への投資に

あたっては、運用資産全体における未稼働資産の割合が適切な範囲に収まるように配慮する

ものとします。 

② 基本方針に基づく運用方針の細目 

 本資産運用会社は、本投資法人との資産運用委託契約に基づいて、本投資法人の基本方針の範

囲内で、社内規程として「オリックス不動産投資法人 資産運用及び不動産管理に関する規程」

（以下「運用管理規程」（注）といいます。）を制定しており、運用管理規程において、本投資

法人の運用資産に適用される運用及び管理に係る方針を以下のとおり定めております。なお、運

用管理規程は、不動産関連市場、我が国の経済情勢、市況、本投資法人の財務内容等を総合的に

勘案して決定された運用管理に関する本資産運用会社の社内規程であり、今後これらの状況の変

化に即して、本投資法人の定める規約及び本投資法人との資産運用委託契約の規定に反しない限

度において、本資産運用会社の判断により変更されることがあります。また、本資産運用会社

は、運用又は管理業務に関連して、本資産運用会社の関係会社等と取引を行い、又は情報若しく

は役務の提供を受ける場合があります。 

(注) 運用管理規程において、中期とは５年以上10年未満、長期とは10年以上の期間を指します。 

(イ）ポートフォリオの構築方針 

 ポートフォリオが包含する様々なリスクを軽減し、投資主に安定した分配を実現するため、

下記の４つのポイントに留意してポートフォリオの構築を行うことを目指します。また、各用

途毎・各エリア毎の投資比率等に関しては、現在の不動産市場の状況を十分に検討したうえ

で、当面は下記の数値を基準に運用を実施します。なお、数値の基準の設定にあたっては、国

内における各用途類型のマーケット規模、物件取得機会の程度、将来的な内部成長余地の程

度、投資家の投資態度、本資産運用会社の運用体制及び現状の不動産マーケット全般に対する

本資産運用会社での見解を総合的に勘案し、当面の運用の指針として決定しております（な

お、不動産市場の予期せぬ環境変化や、物件の取得機会及びその状況から、下記の基準と必ず

しも一致しない状況も有り得ます。）。 



Ⅰ．用途分散 

 主として事務所（オフィス）を用途とする不動産に投資しますが、リスク分散の観点か

ら、事務所（オフィス）と併せて、物流施設・商業施設・ホテル・それ以外の用途の不動

産にも投資を行い、用途分散によるリスク低減を図った総合型ポートフォリオを構築する

ことを目指します。ただし、投資対象は、主たる用途が居住以外の用に供されるもの（注）

１．に限られるものとします（平成20年２月29日時点で保有しているものを除きます。）。

なお、建物の敷地、当該敷地に係る地上権又は賃借権のみに投資する場合には、当該敷地

上の建物の主たる用途が居住以外の用に供されていることを要します。 

 これは、各用途別不動産には、その用途によって投資対象として異なる特性があり、単

一の用途に集中的に投資することによる将来の収益性低下のリスクを軽減するためには、

用途による分散投資が適切と考えられるからです。本投資法人が投資対象とする資産の用

途別投資のポイント及びスタンスは下表のとおりとします。 

 事務所（オフィス）を用途とする運用不動産（注）２．の投資比率は、本投資法人の保有

する運用不動産の取得価格の総額に対し、概ね80％以上とすることを目途として資産配分

を行います。 

（注）１．ⅰ）「主たる用途が居住以外の用に供されるもの」とは、取得時点において、投資対象とする不

動産の賃貸可能面積のうち、居住以外の用に供される部分の面積が50％超であるものをいい

ます。 

ⅱ）当該投資対象が１棟の建物の場合には当該１棟を基準とし、当該投資対象が団地その他の複

数棟の不動産で構成される場合であり、かつ、当該複数棟の不動産が社会経済的に見て、い

わゆる複合不動産施設として一体利用され、又は利用されることが予定されている場合に

は、当該複数棟の不動産全体を基準として主たる用途が居住以外の用に供されているか否か

を判断します。この場合、本資産運用会社が合理的に決定した判断を最終の基準とします。

 当該投資対象が区分所有建物である場合は、投資を行おうとする当該区分所有権に係る賃

貸可能面積を基準とします。ただし、同一建物に係る複数の区分所有権を同時に又は段階的

に取得する場合には、当該複数の区分所有権全体に係る賃貸可能面積を基準とします。 

 当該投資対象が複数の不動産を信託する信託の受益権である場合には、当該複数の不動産

全体に係る賃貸可能面積を基準とします。 

ⅲ）上記ⅱ）の基準を満たさない場合又は上記ⅱ）の基準のいずれにも該当しない場合において

も、投資対象の具体的な利用形態、機能的一体性等に鑑み、投資対象の主たる用途が居住以

外の用に供される場合と実質的に同等又は同様であると本資産運用会社が合理的に判断でき

るときは、投資対象とすることができます。 

（注）２．本投資法人が所有する不動産及び本投資法人が所有する不動産信託受益権に係る信託財産である

不動産をいいます。 

用途 投資のポイント及びスタンス 

事務所 

（オフィス） 

① 事務所(オフィス)は、他の用途の不動産と比較して相対的に均質で豊富なストックがあり、流通

性も高いことから、本投資法人の中心的な投資対象とします。ただし、事務所(オフィス)需給が

景気変動等の経済動向の影響を大きく受けるため、収益率が大きく変動する可能性があり、リス

ク分散の観点から他の一定の用途への分散投資も必要であると考えられます。 

② 事務所(オフィス)の取得形態については、入札等による価格高騰の影響により十分な投資採算が

見込めないリスクがあるため、相対での取引及びオリックスグループからの取得等を重視し、適

切な投資採算を重視します。 

③ 事務所(オフィス)を用途とする不動産のうち、繁華性の高い地域に存する立地条件の良い、店舗

的な利用が可能な不動産については、用途分散及び賃料負担力の高いテナントニーズの発掘によ

る物件の収益性向上の効果が見込めることから、重点的に投資を行うことを目指します。 

④ マーケット規模の相対的に大きい東京都心部の立地のよい物件を重視し、マーケット動向、テナ

ント、立地、築年数、収益等を勘案します。 

 



(注) 上記の用途別の「投資のポイント及びスタンス」は、有価証券報告書提出日現在の本資産運用会社における不動

産投資分析に関する見解を記載したものであり、今後の経済動向及び不動産市場の動向により変わる可能性があ

ります。また、将来的な用途別の重要度の動向、変動性及び利回り等を保証するものではありません。 

Ⅱ．地域分散 

 企業活動のグローバル化・高度情報化が進むにつれ、「人・もの・金・情報」の東京へ

の集中は更に加速化しており、これらの経済環境の変化を背景として、「首都圏」におけ

る不動産需要は他都市と比較して堅調に推移していることから、首都圏(注)に存する不動産

に重点的に投資を行うことを目指します。 

 ただし、東京都心部の優良物件の取得については、入札等による価格高騰の影響によ

り、時代に応じて収益性が低下傾向を示すことがあります。よって、本投資法人において

は、収益性向上を企図し、一定の限度内で、首都圏以外の「その他地域」に所在する優良

物件への投資の検討を行います。エリア別の投資比率は下記＜表１＞に記載するとおりで

あり、首都圏への投資比率を概ね80％以上（取得価格ベース）とすることを目途として投

資を行います。 

 その他地域における投資物件については、ポートフォリオ上の位置付け、そのリスク・

リターンを慎重に検討し、組み入れを判断します。 

(注) 本投資法人では、各運用不動産の所在地域を「東京都心３区」、「その他東京23区」、「首都圏その

他地域」及び「その他地域」の４地域に区分しております。各区分の定義は、下記＜表２＞に記載す

るとおりであり、また、首都圏とは、一都三県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）を意味しま

す。 

用途 投資のポイント及びスタンス 

物流施設 

・ 物流施設については、原則として、汎用性の高い常温倉庫を基準仕様とし、テナントとの契約形

態、消費地・生産地への近接性、交通アクセス（高速道路・主要幹線道路・港湾・空港・鉄道

等）や労働力確保に相対的に優れた立地にある物流施設を投資対象とします。 

商業施設 

・ 商業施設については、大都市圏の繁華性の高い地域の商業施設、都市近郊所在の汎用性の高い複

合施設等、テナントの代替性が十分に見込める商業施設をもって商業施設向け資産の中心的な投

資対象とします。ただし、建物が総合大型スーパー等の利用特性に特化して建築され、他用途へ

の転用可能性等、建物の汎用性の相対的に低い建物は、テナントの代替性が相対的に低く、売却

特性が乏しいと判断されるおそれがあるため、原則として取得対象といたしません。 

ホテル 

・ ホテルについては、原則としてホテル・マネジメント会社との間での運営委託（マネジメント契

約）ではなく、建物の賃貸借契約を締結してホテル経営・運営リスクを回避できる物件にのみ投

資するものとし、また賃借人であるホテル・マネジメント会社の信用性を斟酌します。また、テ

ナントの代替性が認められることが、投資の前提条件となります。 

その他 

・ 上記以外の用途の不動産（ただし、主たる用途が居住以外の用に供されるものに限られるものと

します（平成20年２月29日時点で保有しているものを除きます。）。以下同じ。）については、

本投資法人が総合型の投資を行う投資法人であるとの特性を最大限活かしていくための方向性と

して、不動産市場の動向、投資対象物件の分散という総合的な投資戦略等の諸事情に鑑み、投資

適格のある不動産と認められると判断する場合には、投資を行うことがあります。 



＜表１＞ 

※記載された比率は概ねの比率を示します。 

＜表２＞ 

Ⅲ．物件規模 

 一定規模のファンドにおいて用途の分散とともに分散効果を極大化するという観点も踏

まえながら、事務所（オフィス）については、原則として、中規模（注）以上の物件を中心

に投資を行いつつ、個々の物件への集中リスクを低減することを目指します。これは、特

に事務所（オフィス）がポートフォリオ全体の中でも中核となる投資対象であり、事務所

（オフィス）用途の個別物件による集中リスクを回避することが重要と考えられるからで

す。 

 なお、当面の間、管理運営の効率性の観点から、首都圏における事務所（オフィス）へ

の投資については、資産規模50億円程度以上の不動産を中心に投資を行うことを目指しま

す。ただし、首都圏における事務所（オフィス）用途以外の資産及び首都圏以外の地方に

所在の全ての用途の資産については、各地域の特性及び各資産の用途・希少性・立地等の

諸条件を考慮して投資判断を行うことがあり、その場合、一件当たりの資産規模が50億円

を下回る資産の取得も行うことがあります。 

 (注) 中規模とは、特に事務所（オフィス）については、延床面積3,000～15,000㎡程度のものをいいま

す。 

Ⅳ．資産の入替え 

・ 不動産の投資収益は、投資対象の選別と投資の時機等により決定されます。運用上、ポ

ートフォリオについては経済環境・市況変動の影響を受け変化していくことから、状況

の変化に応じて、機動的に物件の取得・保有・売却を行うことを目指します。 

・ 本資産運用会社は、適切な分散投資を行うために、国内の経済動向及び不動産市場の動

向を分析し、現状のポートフォリオ構成が中長期的な観点で適切なものかを検討したう

えで、運用方針の定期的な見直しを行います。 

・ 本資産運用会社は、機動的に投資機会を捉え、迅速な投資判断を行うことができる体制

を整えます。また、外部の調査機関等による市場データも適宜活用しながら、経済動向

及び不動産市場の動向に関する調査を行います。 

用途 
地域 

首都圏 その他地域 

事務所（オフィス） 80％以上 

80％以上 20％以下 

物流施設 

20％以下 
商業施設 

ホテル 

その他 

地域区分 定義 

首都圏 

東京都心３区 千代田区、中央区、港区 

その他東京23区 東京都心３区を除いたその他東京23区 

首都圏その他地域 
上記以外の東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内

の地域 

その他地域 上記以外の地域 



（ロ）取得方針 

Ⅰ．本資産運用会社が、本投資法人による不動産又は不動産信託受益権の取得に関わる投資判

断を行う上で最も重視する要素の一つは、投資対象である不動産又は信託財産である不動

産のリスク・リターン分析です。したがって、運用不動産の選別・取得にあたっては、個

別物件毎に十分なデュー・ディリジェンス（詳細な調査等）を行ったうえで、将来の経済

情勢、不動産取引の動向、物件の将来のテナント入居状況及び今後予想される大きな費用

項目の有無等につき可能な限り適切な予測を行い、５年から10年前後の保有期間を想定し

た物件キャッシュ・フロー予想に基づき、投資対象である不動産又は信託財産である不動

産のリスク・リターンを分析します。また、建物状況調査、法的調査及び市場賃料調査等

の結果に基づき、当該物件の取得が、本投資法人のポートフォリオ全体の内部成長、外部

成長に寄与するか否か、ポートフォリオのパフォーマンスの向上につながるか否かにつ

き、中長期的な観点から評価を行い、総合的に投資判断を行うこととします。なお、本資

産運用会社は、物件取得のためのデュー・ディリジェンスに際し、必要に応じて本投資法

人の費用負担にて、弁護士、公認会計士、建築士及び不動産鑑定士等を含む専門家に調査

を依頼することがあります。 

Ⅱ．本資産運用会社が、不動産又は不動産信託受益権の取得のためのデュー・ディリジェンス

において検討する項目は、主として以下の事項とし、当該検討項目及び検討方法の詳細

は、内規によりこれを定めるものとします。ただし、以下の事項は運用不動産の用途によ

ってその重要性が異なることがあり、必ずしも本投資法人による不動産又は不動産信託受

益権の取得にあたり、以下の項目の全てについて調査を行うとは限りません。また、本投

資法人が取得した又は取得する運用不動産が、当該運用不動産の特性又は取得の状況等に

よって、以下の項目の一部について基準を満たさないこともあります。 

項 目 内 容 

物理的調査 

① 土地の状況 

② 建物・設備の状況 

③ 設計 

④ 建物管理の状況 

⑤ 耐震性能・ＰＭＬ 

⑥ 立地 

⑦ 環境（ＰＣＢ・アスベスト・土壌汚染等） 

⑧ 地質 

⑨ 自然災害 

法的調査 

① 建築基準法関連 

② 都市計画法 

③ その他法令上の制限等 

④ 消防法関連 

⑤ 各種条例 

⑥ 法定点検 

⑦ テナント関係 

⑧ 近隣（境界・私道・電波障害等） 

⑨ 各種契約の内容 

⑩ 売主の状況（詐害行為取消権のリスク等） 

経済的調査 

① 鑑定評価 

② 市場調査 

③ テナント属性 

④ 運営管理の状況 

⑤ ポートフォリオ戦略との整合性 

⑥ 収支見込み 



Ⅲ．物件取得の確実性を期すため、前所有者又は前信託受益権者（それらの前主を含みます。

以下同じです。）への権利移転が確認できる書類等を可能な限り確認したうえで物件を取

得するものとしますが、権利の移転が頻繁な物件の場合等、前所有者又は前信託受益権者

より権利関係に関わる移転に関する契約書、確認書、その他の関係書類等の開示を受ける

ことができず、当該物件に係る権利関係や事実関係を詳細に確認できない場合がありま

す。 

Ⅳ．本投資法人は原則として、取得時点において稼働中（賃貸可能である状態を含みます。）

の賃貸用不動産又はそれを裏付とする信託受益権を投資対象とします。また、建物の老朽

化・機能劣化、大規模な修繕工事若しくは再開発工事等の諸事由により、本投資法人が所

有する運用不動産において、一時的に未稼働期間が発生する場合がありますが、本投資法

人のその時点における取得価格総額における未稼働運用不動産の割合の上限は10％としま

す。 

Ⅴ．入札案件への参加等に際して、複数の不動産をポートフォリオとしてまとめて取得するこ

とがあります。ポートフォリオとして取得した不動産の中には、運用方針に適合しないも

のが含まれる場合がありますが、そのような不動産に関しては、取得後に本資産運用会社

において、用途変更、改修・修繕作業及び早期売却等を行うことを検討します。 

Ⅵ．本資産運用会社は、オリックス株式会社のグループ企業（以下「オリックスグループ」と

いいます。）との協働関係（ＯＲＩＸシナジー）を最重要視しつつ、資産拡大について対

応していきます。オリックスグループからの資産取得又はオリックスグループからの情報

提供ないし仲介に基づく資産取得のため、オリックス不動産株式会社との助言契約等に基

づき、オリックスグループからのノウハウ及び情報の提供が期待されるとともに、オリッ

クス不動産株式会社を含むオリックスグループから、資産取得に係る情報の提供が期待さ

れます。 

Ⅶ．本投資法人は、竣工後に不動産又は不動産信託受益権を取得するために、予め開発段階で

当該不動産の売買契約を締結することがあります。ただし、以下の（1）及び（2）の事項

が満たされること、並びに当該売買契約において以下の（3）から（6）までの事項及びそ

の他必要に応じて買主による義務の履行の前提とすべき事項が定められ、かつ、これらの

事項のすべてが満たされることをを条件とします。 

（1）開発段階で締結した不動産又は不動産信託受益権の売買契約に定める売買金額の合

計額が、本投資法人のポートフォリオ全体に過大な影響を与えない限度であるこ

と。 

（2）竣工後のテナント入居が充分見込めること。 

（3）本投資法人が必要と判断するデュー・ディリジェンスを竣工後引渡しまでの相当な

期間内に実施できるとされること。 

（4）物件引渡しは竣工以降とすること。 

（5）代金の支払いは竣工以降であること。 

（6）竣工及び引渡しについて、期限が定められていること。 



Ⅷ．本投資法人は、竣工後に不動産又は不動産信託受益権を取得するために予め開発段階で、

匿名組合契約出資持分への投資又は資産の流動化に関する法律（以下「資産流動化法」と

いいます。）に基づく優先出資証券等への投資を行うことがあります。ただし、以下の

（1）から（6）までの事項が満たされること、並びに当該投資に係る契約又は当該不動産

又は不動産信託受益権を取得するための売買契約において以下の（7）から（10）までの

事項及びその他必要に応じて買主による義務の履行の前提とすべき事項が定められ、か

つ、これらの事項のすべてが満たされることを条件とします。 

（1）匿名組合出資スキームの営業者である合同会社、資産流動化法に基づく優先出資証券

の発行者である特定目的会社等（以下「開発型投資ビークル」と総称します。）につ

いて、原則として、倒産隔離措置が図られていること。 

（2）案件毎の開発型投資ビークルについて、その発行済株式の総数の50％以上に相当する

数の株式を有しないこと、又は、その出資の総額の50％以上に相当する金額の出資を

有しないこと。 

（3）投資の時期は、開発許可（都市計画法第29条に定めるものをいいます。）及び確認通

知（建築基準法第6条に定めるものをいいます。）の取得後とすること（ただし、開

発許可については、その取得が必要な場合に限ります。）。 

（4）原則として、開発型投資ビークルへの匿名組合出資又は、優先出資証券等への投資の

合計額は、本投資法人の取得価格総額（当該投資額を含みます。）の5％程度を上限

とすること。ただし、本投資法人のポートフォリオ全体に過大な影響を与えない限度

において、かかる上限を超えることは妨げない。 

（5）竣工後のテナント入居が充分見込めること。 

（6）上記（1）から（5）までのほか、開発行為固有のリスク（開発リスク、許認可リス

ク、完工リスク、テナントリスク、価格リスク、開発中の金利変動リスク及び大規模

な自然災害発生リスクを含むが、これらに限られません。）を分析し、かつ、それら

のリスクを管理するための措置が講じられていること。 

（7）本投資法人が必要と判断するデュー・ディリジェンスを竣工後引渡しまでの相当な期

間内に実施できるとされること。 

（8）物件引渡しは竣工以降とすること。 

（9）竣工及び引渡しについて、期限が定められていること。 

（10）開発行為の進捗状況について、定期的に報告を受け、かつ、必要があれば随時報告を

受ける権限が確保されている等、事業進捗のモニタリング体制が確立されているこ

と。 

Ⅸ. 本投資法人が特定資産の取得及び譲渡等を行う場合には、投信法に従い、価格等の調査を

行います。 

Ⅹ. 関係会社等（関係会社取引規程に定めます。以下同じです。）以外の第三者より不動産関

係資産（関係会社取引規程に定めます。以下同じです。）を取得し、又は譲渡する際の取

引価格は、独立した不動産鑑定業者（関係会社取引規程に定めます。以下同じです。）よ

り取得した鑑定価格を参考として決定します。ただし、不動産関係資産の取得に係る契約

を締結する時において、当該不動産関係資産に係る土地上の建物が竣工していないため、

当該不動産関係資産の鑑定価格を取得することができないときは、まず、関係会社等から

独立した不動産鑑定業者の作成する調査報告書（価額の算出の基準ないし根拠その他の主

要な事項において、不動産鑑定評価書に準じた方法により作成されたものをいいます。以

下同じです。）に基づく価額（以下「調査価額」といいます。以下同じです。）を取得

し、当該調査価額を参考として取引価格を決定します。なお、関係会社等との取引の場合



については後記「④ 関係会社等との取引方針」をご参照下さい。 

(ハ) 不動産運営・売却の方針 

Ⅰ. 本投資法人が取得する不動産については、本投資法人と第三者との間で賃貸借契約を締結

することを原則とし、本投資法人が取得する不動産信託受益権に係る信託財産である不動

産については、当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させることを原則と

します。 

Ⅱ. 不動産又は不動産信託受益権の取得にあたり、本資産運用会社は原則として長期保有を前

提として投資判断を行います。本資産運用会社は、中長期的に資産価値を着実に維持向上

させるため、管理体制を最適なものとし、継続的に設備投資を行い、不動産収入の向上

（賃料、稼働率の上昇）及び運営支出の低減（外部業者への再委託費用、水道光熱費の節

約等）に努めます。 

Ⅲ. 本資産運用会社は、証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号。以下「証

取法改正法」といいます。）による改正前の投信法第34条の10第２項に基づき、不動産の

管理業務の兼業に係る届出を金融庁長官に対して行っているため、運用不動産に係る不動

産管理業務を受託することが認められており、本投資法人との間で平成13年11月20日付に

て不動産管理委託契約を締結し、運用不動産に係る不動産管理業務を受託しております。

また、当該不動産管理委託契約の規定に従って、必要に応じ、その業務の一部を再委託す

る等により外部管理会社と密接に協働して不動産管理業務を遂行いたします（後記

「③ 不動産管理方針」をご参照下さい。）。 

Ⅳ. 本資産運用会社は、運用資産のキャッシュ・フローの維持及び改善を目的として、資産運

用委託契約に基づき、本投資法人に対して提出した資産管理計画及び予算計画に従って、

本投資法人をして必要十分な修繕及び資本的支出を行わせます。 

Ⅴ. 本資産運用会社は、運用不動産の用途変更又は売却を行うことがあります。用途変更又は

売却については、中長期的な不動産市況、当該資産の予想収益、資産価値の上昇・下落の

見通し、立地地域の将来性、不動産の劣化に対応する資本的支出額の見込み、不動産の競

争優位性及びポートフォリオ構成における重要性等を考慮したうえで、総合的に判断しま

す。 

(ニ) 付保方針 

Ⅰ. 火災等の災害や事故等により生じる建物の損害又は対人対物事故を保険事由とする第三者

からの損害賠償請求による損害等に対応するため、個別物件の特性に応じ適切と判断され

る内容の火災保険や包括賠償責任保険等の損害保険の付保を行います。 

Ⅱ. 大規模地震等による建物への影響が特に大きいと予想される物件に関しては、地震等の発

生時に予想される当該物件及び運用不動産全体への影響と付保可能性及び保険料負担とを

比較検討したうえで、当該物件及び運用不動産全体の予想最大損失額に応じ、その一定割

合につき適切と判断される額の地震保険を付保することを検討します。ただし、各運用不

動産及びポートフォリオのＰＭＬ、地震保険の付保等に係るコスト及び付保可能性等を勘

案し、地震保険の付保を行わない場合があります（その際には、代替措置として、当該運

用不動産に対して一定額の現金を留保することもあります。）。 



(ホ) テナント選別方針 

Ⅰ. 入居が見込まれるテナントについては、信用情報等のチェックを行います。テナントが法

人の場合には、外部の調査機関のデータベース等も活用します。決算状況、信用調査等の

結果、特段の懸念がないと判断される場合、賃料、賃貸借契約期間、敷金等の経済的条

件、テナント業種、当該物件における他のテナントとの競合ないし統一性、要求されるス

ペースの規模及び形状等を総合的に検討し判断します。 

Ⅱ. 既存テナント及び新規に契約を締結したテナントについては、原則として可能な限り長期

的な関係を維持することを意図しております。 

(ヘ) 財務方針（運用資金の借入れ等） 

Ⅰ. 運用資産の効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕等又は分配金

の支払若しくは債務の返済（敷金・保証金並びに借入金及び投資法人債（短期投資法人債

を含みます。以下同じです。）の債務の返済を含みます。）等に充てる資金の調達を目的

として、本投資法人を当事者として資金を借入れ又は投資法人債を発行することができま

す。ただし、借入先については金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含

みます。以下「金商法」といいます。）に規定する適格機関投資家（注）に限るものとし

ます。なお、借入金及び投資法人債発行の限度額はそれぞれ１兆円とし、かつ、その合計

額が１兆円を超えないものとします。 

（注）規約上、借入先は金商法に規定されている適格機関投資家に限定されていますが、今後の借入先

は、運用上、「租税特別措置法第67条の15第１項第１号ロ（２）に規定する機関投資家（以下、

「機関投資家」といいます。）」に限定されます。以下、同じです。 

Ⅱ. 資本市場及び金利の動向、本投資法人の資本構成又は既存投資主への影響等を総合的に考

慮し、長期・短期の借入期間及び固定・変動の金利形態といった観点から効率的な資金調

達手段を選定します。 

Ⅲ. 本投資法人の資産運用にあたり、本投資法人の資産総額（本投資法人の規約に定める評価

方法に従って評価した場合の資産総額をいいます。）から現預金を控除した金額に対し、

借入額、投資法人債発行残高及び本投資法人がテナントから受け入れた敷金又は保証金等

の預り金（以下「テナント預り金等」といいます。）から現預金を控除した金額の占める

割合（以下「借入等比率」といいます。）の上限は70％とします。ただし、新たな運用資

産を取得する場合等に、短期的に借入等比率が予定範囲を超える場合があります。 

Ⅳ. 本投資法人の資産運用にあたり、金融デリバティブ取引に係る権利及び金融先物取引に係

る権利（注）への投資を、本投資法人の負債から生じる金利変動リスクその他のリスクを

回避し、又は低減することを目的とした運用に限って行うことができます。 

（注）証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成19年政令第233号）による

改正前の投信法施行令（以下「改正前投信法施行令」といいます。）第３条第14号及び同条第13号

においてそれぞれ定義されていたものをいいます。 

Ⅴ. 本投資法人の資産運用にあたり、物件の新規購入、テナント預り金等の返還若しくは運転

資金等の資金ニーズへの機動的な対応を目的として、本投資法人を当事者とする特定融資

枠設定契約、コミットメントライン契約等の、事前の融資枠設定又は随時の借入れの予約

契約（以下、併せて「融資枠等」と総称します。）を締結することがあります。 



Ⅵ. 本投資法人を当事者とする借入れ、投資法人債の発行又は融資枠等の設定につき、本投資

法人の運用資産の全部又は一部を担保として提供することがあります。 

(ト) 現預金等 

Ⅰ. 諸々の資金ニーズ（修繕及び資本的支出、分配金の支払い、小口債務の返済、本投資法人

の運営に関わる運転資金、テナント預り金等の返還又は運用不動産の新規購入等）に対応

するため、融資枠等の設定状況も勘案したうえで、妥当と考えられる金額の現預金を本投

資法人が常時保有するよう配慮いたします。 

Ⅱ. 本投資法人の資産運用にあたり、余資の運用を目的として、有価証券又は金銭債権に投資

することがあります。その場合、安全性と換金性を重視し投資対象を選定いたします。 

(チ) その他 

 本投資法人の資産の運用の方針として、「特定不動産（注）１．」の価額の合計額の、本投資

法人の有する特定資産（後掲「(2) 投資対象 / Ⅰ．ないしⅢ．」に掲げる資産）の価額の合

計額に占める割合（以下、本(チ)において「特定不動産の割合」といいます。）が100分の75

以上となるように運用いたします。 

(注)１． 「特定不動産」とは、本投資法人が取得する特定資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上

権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託財産とする信託の受益権をいいます。以下

同じです。 

(注)２． 本(チ)Ⅰ.に定める事項を満たさず、不動産の取得時において特定不動産の割合が100分の75未

満である場合等一定の場合は、租税特別措置法第83条の３第３項の規定に基づく登録免許税の

軽減特例や地方税法（昭和25年法律第226号。その後の改正を含みます。）附則第11条第13項の

規定に基づく不動産取得税の軽減特例は受けられません。この場合、本投資法人及びその投資

主の収益はその限度で悪影響を受けることとなります。 

(リ) 市場要因の影響 

 本投資法人の資産運用にあたり、資本市場、金利動向又は不動産市況等の予期し得ない変化

により、以上の運用方針に従った資産運用を行えないことがあります。 

③ 不動産管理方針 

(イ) 資産運用会社による不動産管理業務 

 本資産運用会社は、前記「② 基本方針に基づく運用方針の細目 / (ハ) 不動産運営・売却

の方針 / Ⅲ.」に記載のとおり、本投資法人の運用不動産に係る不動産管理業務を受託してお

ります。 

 主たる不動産管理会社としての本資産運用会社（以下、併せて「主たる不動産管理会社」と

いいます。）は、本投資法人との不動産管理委託契約に基づいて、運用管理規程において、以

下のとおり不動産管理業務に係る方針を定めております。 

(ロ) 不動産管理業務の概要 

 主たる不動産管理会社が行う不動産管理業務（以下の表に記載の管理企画・渉外業務、リー

シング・マネジメント業務及びコンストラクション・マネジメント業務を含みます。以下、併

せて「管理業務」といいます。）の具体的な内容は以下のとおりです。なお、いずれの業務に

関しても、主たる不動産管理会社は、適用法令（弁護士法（昭和24年法律第205号。その後の

改正を含みます。）を含みますが、これに限られません。）に抵触しない範囲内で業務を遂行

するものとします。 



(ハ) 資産管理委託と外部管理会社 

Ⅰ. 主たる不動産管理会社は、不動産管理委託契約に基づき、運用不動産毎に管理業務の効率

性等を勘案して、本投資法人より受託している管理業務の一部を、自ら選択する外部管理

会社に再委託することができます。かかる再委託に際しては、運用不動産毎の不動産管理

業務に関する、主たる不動産管理会社と外部管理会社との役割分担の明確化を図るものと

します。 

Ⅱ. 主たる不動産管理会社は、外部管理会社の選定にあたって、その業容、実績、サービスの

質・スピード、担当者の能力、費用の見積り、報酬、財務の健全性、近隣の競合案件との

利益相反の有無、テナント発掘能力及び仲介ネットワーク、レポーティングの質、アフタ

ーフォローの優劣、各運用不動産に係る過去の関与の度合い等を総合的に比較検討するも

のとし、特に費用及び報酬に関しては本投資法人の収益性の観点から重視します。 

項目 業務内容 

管理企画・渉外業務 

① 管理企画業務 

－不動産毎の管理計画の作成及び実績の検証等 

② テナント・官公庁等への対応業務 

－テナントクレームへの対応、官公庁への対応及び諸届等 

③ 利用者管理業務 

－不動産毎の管理細則の策定及び監理、有害な行為及び状況の改善、広告関係等の利

用・監督等 

④ 出納業務 

－賃貸関連請求業務、未収金の管理及び支払案内等 

⑤ 区分所有物件における管理組合業務 

－管理組合総会・理事会での議案検討・権利行使、管理組合運営、管理組合との折衝・

調整、他の区分所有者との折衝・調整等 

⑥ 借地物件における借地権設定者との折衝・調整 

－地代改定交渉、増改築及び建替えの承諾依頼交渉、底地買収及び売却交渉等 

⑦ 共有物件における他の共有者との折衝・調整 

－共有物件の維持管理及び運営方法の決定・実行、共有持分の買収及び売却交渉、他の

共有者との権利調整等 

⑧ 建物管理業務の委託先の比較検討及び委託にあたっての助言 

－清掃衛生業務・設備管理業務・保安警備業務・保全管理業務の委託にあたっての助言

業務等 

リーシング・マネジ

メント業務 

① 賃貸企画業務 

－賃貸条件の立案等 

② テナント誘致業務 

－誘致計画の立案・実行、テナント審査、重要事項及び管理規約等の説明等 

③ テナント交渉業務 

－契約の更新及び解約時の交渉、賃料の改定交渉、契約条項違背の是正及びテナント立

退き要請等 

④ 入退室関連業務 

－入居時の調整及び立会い、退去時の調整及び立会い等 

コンストラクショ

ン・マネジメント業

務 

① 改修・修繕の必要性検討 

－建築・設備のライフサイクル把握、建築・設備の機能レベルの把握等 

② 改修・修繕計画の立案及び発注にあたっての助言 

－改修・修繕計画の立案、改修・修繕の発注にあたっての助言等 

③ 渉外業務 

－テナントとの折衝及び近隣対応、官公庁への対応及び諸届等 



Ⅲ. 主たる不動産管理会社は、外部管理会社と密接に協働することで管理業務全体の効率性の

向上と費用の低減を図ります。主たる不動産管理会社は、外部管理会社が本投資法人の利

益の極大化を行っているか否か、定期的にその貢献度を調査し、その変更も含めてこれに

対応することとします。 

Ⅳ. 主たる不動産管理会社は、上記Ⅲ. の観点から本投資法人において有益であると判断した

場合には、関係会社取引規程に定める手続きを経たうえで、主たる不動産管理会社の関係

会社等を外部管理会社に選定し又は本投資法人を代行して建物管理に係る業務を委託する

ことがあります。 

(ニ) 外部管理会社について 

Ⅰ. 本有価証券報告書提出日の直近決算日現在、本投資法人が保有する各運用不動産における

外部管理会社は、後記「５ 運用状況 /（２）投資資産 / ② 投資不動産物件 / Ⅰ.投資

不動産の内容 /（ト）不動産の概要」に記載のとおりです。主たる不動産管理会社は、物

件特性や地域性を慎重に勘案し、運用不動産毎に外部管理会社を選び、不動産管理再委託

契約を個別物件の特性に合わせて締結しております。 

Ⅱ. 本投資法人は、本資産運用会社に対し、主たる不動産管理会社としての管理報酬相当額

に、外部管理会社に対する報酬（以下「外部管理報酬」といいます。）相当額を加えた額

の管理報酬を支払います。また、本資産運用会社は、本投資法人より受領したかかる管理

報酬の内から、外部管理会社に対し、外部管理報酬を支払います。 

外部管理報酬の算出方法は、各運用不動産の不動産管理再委託契約により異なりますが、

概ね総収入の３％以下の基本報酬のほか、立ち上げ業務、テナント募集・更新業務、工事

管理業務及び売却業務等に係る報酬等から構成されます。 

Ⅲ. 管理業務の効率化のため、外部管理会社の再編や不動産管理再委託契約の変更を行うこと

があります。 

Ⅳ. 不動産管理再委託契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は概ね次のとおりです。

ⅰ）一部の契約を除き、契約期間は翌年７月31日（ただし、契約開始日が１月１日以降７月

31日の前日以前の場合は同年７月31日）までとし、契約に従って解約・期間満了となら

ない限り、１年単位で継続されます。また、契約の当事者はいずれも２箇月前までに相

手方に通知することにより、いつでも不動産管理再委託契約を終了させることができま

す。なお、不動産の売却を行う場合には、主たる不動産管理会社は、売却の旨を遅滞な

く外部管理会社に通知のうえ、解約日を指定して不動産管理再委託契約を終了すること

ができます。 

ⅱ）契約当事者の一方の責に帰すべき事由により、管理業務の遂行に著しく支障をきたした

場合、契約当事者の一方が不動産管理再委託契約若しくはこれに付随して締結された契

約に関し重大な違反をした場合、事業を休・廃止又は解散した場合、強制執行、保全処

分、滞納処分を受け又は破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手

続開始その他の法的倒産手続開始の申立があった場合、支払いを停止し又は手形、小切

手の不渡り報告があった場合には、他方の当事者は、通告、催告その他何らの手続きを

することなく直ちに不動産管理再委託契約を解除することができます。 

ⅲ）不動産管理再委託契約において、契約の変更に関する規定は特に定めません。 



Ⅴ. 主たる不動産管理会社は、管理業務の進捗状況について、外部管理会社から定期的に報告

を受け、かつ、必要があれば随時報告を受ける権限を確保する等、管理業務の事業進捗に

対するモニタリング体制を確立いたします。 

④ 関係会社等との取引方針 

 本資産運用会社は、関係会社等との取引等に関する社内規程として「関係会社取引規程」を設

け、これを遵守することによって、本投資法人と本資産運用会社の利害関係人等、利益相反のお

それのある当事者間での取引等に係る弊害の排除に努めます。 

 関係会社取引規程の概要は以下のとおりです。なお、資産運用委託契約において、本資産運用

会社は関係会社取引規程に従うこととされております。 

(イ) 関係会社等の範囲 

 関係会社取引規程において、「関係会社等」とは以下に定める者のいずれかに該当するもの

をいいます。 

Ｉ. 資産運用会社の利害関係人等（投信法第201条第１項、投信法施行令第123条） 

Ⅱ. 上記Ⅰ. の関係会社（金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号。そ

の後の改正を含みます。）（以下「業府令」といいます。）第177条第6項に定めるものを

いいます。） 

Ⅲ. 上記Ⅰ. 又はⅡ. の該当会社がアセットマネジメントを受託する、上記Ⅰ. 又はⅡ. の該

当会社の役職員が役員の過半数を占める等の事由により、その意思決定に関して上記Ⅰ. 

又はⅡ. の該当会社が重要な影響を及ぼしうると認められる特別目的会社（業府令第33条

第２項に定めるものをいいます。） 

(ロ) 関係会社等との取引等の指針 

Ｉ. 関係会社等との間で取引等（具体的な内容については、後記「(ハ) 関係会社等との取引

等のプロセス」をご参照下さい。）を行うに際しては、金商法及び投信法による投資制限

（後記「（４）投資制限 / ② 金商法及び投信法による投資制限」及び「第二部 投資法

人の詳細情報 / 第３ 管理及び運営 / ２ 利害関係人との取引制限 / ① 利害関係人等と

の取引制限」をご参照下さい。）に反した取引等を行わないことに加えて、市場実勢に照

らして相当と認められる取引条件であり、競業他社と比較して関係会社等と取引を行うこ

とが本投資法人にとって不利益ではないような取引条件で行うこととします。 

Ⅱ. 本投資法人が特定資産の取得及び譲渡等を行う場合には、投信法に従い、価格等の調査を

行いますが、特に、不動産関係資産を関係会社等より取得するときは、関係会社等から独

立した不動産鑑定業者より鑑定価格を取得したうえで、当該鑑定価格を参考として取引価

格を決定します。また、本資産運用会社の内規である運用管理規程において、本投資法人

が関係会社等より不動産関係資産を取得する際の取引価格は、かかる鑑定価格の105％を

上限とするものとしたうえ、取引価格が鑑定価格を超過する場合は、当該取引価格の妥当

性検証のための、いわゆるセカンド・オピニオンを他の独立の不動産鑑定業者その他の専

門家より取得いたします。 

 なお、本投資法人が鑑定価格を参考として取引価格を決定し、関係会社等より不動産関

係資産を取得する場合、後記「（ハ）関係会社等との取引等のプロセス」に記載のとお

り、事前に本投資法人の役員会の承認（監督役員の過半数の同意を要します。）を得る等

のプロセスを経ることが必要とされます。かかる取得に関し、本資産運用会社は善管注意

義務及び忠実義務をもって本投資法人の資産運用業務を行うとの規制に従いながらこれを

遂行します。 



Ⅲ. 不動産関係資産を取得しようとする場合で、その取得に係る契約を締結する時において、

当該不動産関係資産に係る土地上の建物が竣工していないため、当該不動産関係資産の鑑

定価格を取得することができないときは、まず、関係会社等から独立した不動産鑑定業者

の作成する調査報告書（価額の算出の基準ないし根拠その他の主要な事項において、不動

産鑑定評価書に準じた方法により作成されたものをいいます。）に基づく価額（以下「調

査価額」といいます。）を取得し、さらに他の独立した不動産鑑定業者その他の有識者な

いし専門家から、当該調査報告書の内容の妥当性について意見を聴取したうえで、当該調

査価額を参考として取引価格を決定します。 

Ⅳ. 不動産関係資産の取得後においては、当該不動産関係資産に係る不動産管理業務又は建物

管理業務の新たな発注先の候補として関係会社等を対象とする際には、関係会社等に該当

しない複数の外部業者を含めた見積りの比較、競争入札その他適当な方法により、取引等

の発注態様、取引等の条件、取引等の態様その他関連する要因について検討を行ったう

え、この検討の結果に応じて委託先を決定します。 

Ⅴ. 不動産関係資産の取得時においては、当該不動産関係資産に係る不動産管理業務又は建物

管理業務の委託先が関係会社等であるか否かにかかわらず、取引等の条件、取引等の態様

その他関連する要因について検討を行うほか、委託先を変更することにより生じる管理上

の不都合の有無等についても検討を行ったうえ、これらの検討の結果に応じて委託先の変

更の要否を決定します。 

Ⅵ. 本資産運用会社は、本投資法人又はその資産等に関する未公開情報（ここで「未公開情

報」とは、関係会社取引規程において、本投資法人又はその資産等に関して資産運用会社

が有する情報であって、その時点において一般に公表しておらず、かつ、投資主に対して

開示していない情報をいいます。）を正当な理由なく外部（関係会社等及びその役職員を

含みます。）に開示しないものとします。ただし、本資産運用会社が関係会社等との間で

取引等を行うことを検討し、又は取引等を行うことに伴って、受託業務を遂行するために

必要な範囲に限り未公開情報を関係会社等に開示する場合及び本投資法人が関係会社等か

ら商標使用の許諾を受け、商標使用許諾者に対して商標使用許諾契約に基づき合理的な範

囲で未公開情報を開示する場合には、当該開示は正当な理由に基づく開示とします。 

Ⅶ. 上記Ⅵ．により未公開情報を開示する場合は、本資産運用会社は、個別に守秘義務契約を

締結する等の手当てにより守秘義務を課し、当該関係会社等内部の開示対象者を限定し、

当該情報の利用目的を制限する等の必要な処置をとるものとします。 



(ハ) 関係会社等との取引等のプロセス 

 本資産運用会社は、本投資法人のために、関係会社等との間で取引等（下記ⅰ）ないしⅵ）

に記載の取引等を含みますが、これらに限られません。以下「関係会社等取引等」といいま

す。）を行おうとする場合、事前に本投資法人の役員会の承認（監督役員の過半数の同意を要

します。）を得なければなりません（後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 第４ 関係法人の

状況 / １ 資産運用会社の概況 /（２）運用体制 / ⑤ 関係会社等との取引の際の手続き」を

ご参照下さい。）。 

ⅰ）本投資法人の投資対象である不動産関係資産の取得及び譲渡 

ⅱ）本投資法人の運用資産に含まれる不動産関係資産の取得又は譲渡の媒介等に係る仲介手

数料等の支払 

ⅲ）本投資法人の運用資産に含まれる不動産（本投資法人が所有する不動産の他、本投資法

人が保有する信託受益権の対象不動産を含みます。）の賃貸借の媒介等に係る仲介手数

料等の支払 

ⅳ）本投資法人の運用資産に含まれる不動産（本投資法人が所有する不動産の他、本投資法

人が保有する信託受益権の対象不動産を含みます。）に係る賃貸借契約、不動産管理委

託契約又は建物管理委託契約の締結、変更又は解約 

ⅴ）資金の借入れ又は特定融資枠若しくはコミットメントライン等の設定 

ⅵ）関係会社等が発行する証券の取得 

 上記の例外として、本投資法人の役員会は、関係会社等取引等のうち、取引等の発注態様、

取引等の条件、取引等の態様その他関連する要因に鑑みて、その利益相反関係により、本投資

法人に損害が生じるおそれが軽微であると判断される類型の取引等（以下「除外取引等」とい

います。）を本投資法人の内規において定め、それらについて、個々の取引等に関する事前承

認の対象から予め除外することができるものとします（除外取引等の類型を定める場合、役員

会の承認とともに、監督役員の過半数の同意を要します。）（注）。ただし、上記ⅰ）の取引

については、個々の取引等に関する事前承認の対象から除外することはできません（本投資法

人の役員会の事前承認及び監督役員の過半数の同意を要する取引等を、以下「制限取引等」と

いい、制限取引等については、かかる承認及び同意に先立ち、本資産運用会社内部のリスク・

コンプライアンス委員会の審議を経ることを要します。）。 

（注）有価証券報告書提出日現在、次に掲げる関係会社等取引等が除外取引等の類型として定められておりま

す。 

① 金100万円以下の仲介手数料等の支払い及び金300万円以下の工事請負報酬等の支払い 

② 秘密を守る義務を規定する契約の締結 

③ 本投資法人と関係会社等との間で既に締結された契約に従い実施される取引等（従前と同様の条件

による賃貸借契約の更新、不動産売買契約に基づく売買代金等の精算、融資枠を設定した後に当該

融資枠に基づいて実行される個別の資金の借入れ等をいうものとしますが、これらに限られないも

のとします。） 

④ 本投資法人が単に利益を得、又は義務を免れる取引等 



(ニ) 関係会社等との制限取引等の投資家への開示 

 本投資法人と関係会社等との間で制限取引等を行った場合には、本投資法人が投資家に対し

て、下記ⅰ）ないしⅲ）の開示を行うため、本資産運用会社は当該開示に係る受託業務を行い

ます。 

ⅰ）金商法、金融商品取引所の定める上場規則（以下「上場規則」といいます。）その他関

連規則に従って、有価証券報告書又はプレスリリース等により当該制限取引等の概要に

ついて開示を行います。 

ⅱ）金商法、上場規則その他関連規則に従って適時開示が要求される事項に該当するものに

ついては、当該制限取引等の概要を迅速に投資者へ開示します。 

ⅲ）上記ⅱ）所定の諸規則に別途定めがある場合を除き、制限取引等の取引金額等及び本投

資法人の資産規模等に鑑みて、制限取引等が運用資産等に関する重要な事項であって、

投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものに該当すると判断する場合（その重要性等

の基準については、本投資法人の役員会（監督役員の過半数の同意を要する。）によっ

て決定される内規において規定されます。）には、当該制限取引等の概要について直ち

に開示します（注）。 

（注）有価証券報告書提出日現在、次に掲げる制限取引等を除き、全ての制限取引等の概要について直

ちに開示することとしております。 

① 金5,000万円未満の不動産関係資産の取得及び譲渡 

② 本投資法人と関係会社等との間で既に締結された契約に関し、当該契約に規定された条件と

異なる合意がなされる場合で、当該合意の内容が、当該契約に規定された条件に従い取引等

を実施した場合に比して、本投資法人の義務を加重し又は権利を制限するものではないと実

質的に判断されるときの当該取引等（申し入れから一定の期間（以下「予告期間」といいま

す。）が経過することにより終了する旨の特約が付された賃貸借契約について、関係会社等

からかかる申し入れがあった場合に、予告期間の経過を待たず、当該未経過日数に相当する

分の賃料を受領することにより終了させる場合の当該取引等をいうものとしますが、これに

限られないものとします。）。 

(ホ) 関係会社等との制限取引等の状況 

 第12期（平成20年２月期）中において新たに行われた関係会社等取引等の状況は、以下のと

おりです。 

(a) 不動産関係資産の取得又は譲渡 

(b) 運用資産に含まれる不動産関係資産の取得又は譲渡の媒介等に係る仲介手数料等の支払い 

  該当事項はありません。 

(c) 運用不動産の賃貸借の媒介等に係る仲介手数料等の支払い 

取引の種類 関係会社等 取引の内容 

不動産関係資産の譲渡 
オーリート・ツー 

有限会社 

 本投資法人は、平成19年12月26日に左記関係会社等に対し「ラウ

ンドクロス青山（不動産）」を譲渡価格5,250百万円（消費税その他

取得に係る諸経費は含んでおりません。）で譲渡しております。 

取引の種類 関係会社等 取引の内容 

運用不動産の賃貸借の

媒介等に係る仲介手数

料 

オリックス・ファシリ

ティーズ株式会社 

 本投資法人は、「ビサイド白金」及び「ラウンドクロス築地」に

ついて、新規テナントとの賃貸借の媒介に係る仲介業務を左記関係

会社等に委託し、仲介手数料2,730,370円（消費税及び地方消費税を

含みません。）を支払いました。 



(d) 運用不動産に係る賃貸借契約、不動産管理委託契約又は建物管理委託契約の締結、変更又

は解約 

（注）上記の表における契約金額は、消費税及び地方消費税を含んでおりません。 

 また、建物管理に関連する取引として以下の取引を行っております。 

 なお、第11期末日以前に締結し、有価証券報告書提出日現在においても継続中である、運用

不動産に係る賃貸借契約、不動産管理委託契約又は建物管理委託契約は以下のとおりです。 

取引の種類 関係会社等 取引の内容 

運用不動産に係る賃貸

借契約の締結 
オリックス株式会社 

 本投資法人は、左記関係会社等の「オリックス新宿ビル」の一

部の賃貸に係る平成15年６月16日付賃貸借契約を平成19年９月１

日に更新し、契約賃料及び敷金を改定しております。賃貸借契約

の概要については後記「５ 運用状況 /（２）投資資産 / ② 投資

不動産物件 / Ⅱ. テナントの概要 /（ハ）関係会社等への賃貸状

況」をご参照下さい。 

運用不動産に係る建物

管理委託契約の変更 

オリックス・ファシリ

ティーズ株式会社 

 本投資法人は、「ＯＲＩＸ高麗橋ビル」の建物管理に関し、左

記関係会社等との間の平成17年４月27日付建物管理業務委託契約

承継覚書に係る条件の一部を変更する契約を、平成19年11月28日

付で締結しております。 

 変更条件の概要は以下のとおりです。 

 変更内容：契約期間の終期及び契約金額 

 変更前 終期：平成20年７月31日 金額：2,742,500円 

 変更後 終期：平成20年11月30日 金額：2,270,000円 

取引の種類 関係会社等 取引の内容 

その他 
オリックス日本地所 

株式会社 

 本投資法人は、「ビサイド白金」、「ラウンドクロス南麻布」及

び「ラウンドクロス築地」について、法令上の適法性調査及び境

界・越境状況調査を左記関係会社等に委託し、調査報酬は300,000円

（消費税及び地方消費税を含みません。）を支払いました。 

取引の種類 関係会社等 取引の内容 

運用不動産に係る賃貸

借契約の締結 
オリックス株式会社 

 本投資法人は、以下の運用不動産の一部を賃貸借契約に基づ

き、左記関係会社等に賃貸しております。賃貸借契約の概要につ

いては、後記「５ 運用状況 /（２）投資資産 / ② 投資不動産物

件 / Ⅱ. テナントの概要 /（ハ）関係会社等への賃貸状況」をご

参照下さい。 

・「クロスゲート」       （平成14年１月10日付契約） 

・「オリックス新宿ビル」  

（平成15年９月29日付承継、平成18年４月24日付一部追加契約） 

・「ＯＲＩＸ高麗橋ビル」    （平成17年４月27日付承継） 

 



（注）関係会社等である株式会社シーフォートコミュニティは、シーフォートスクエア管理組合からシーフ

ォートスクエアに係る管理組合業務の一部を委託されております。また、本投資法人は、シーフォー

トスクエア管理組合の管理規約等に基づき、「シーフォートスクエア／センタービルディング」に係

る地域熱供給料を関係会社等である天王洲エリアサービス株式会社に支払っております。 

(e) 資金の借入れ又は融資枠等の設定 

 該当事項はありません。 

(f) 関係会社等が発行する証券の取得 

 該当事項はありません。 

取引の種類 関係会社等 取引の内容 

運用不動産に係る賃貸

借契約の締結 

株式会社シーフォート

コミュニティ 

 本投資法人は、以下の運用不動産の一部を賃貸借契約に基づき、

左記関係会社等に賃貸しております。 

 賃貸借契約の概要については、後記「５ 運用状況 /（２）投資

資産 / ② 投資不動産物件 / Ⅱ. テナントの概要 /（ハ）関係会

社等への賃貸状況」をご参照下さい。 

・「シーフォートスクエア／センタービルディング」 

（平成18年４月28日付承継） 

運用不動産に係る建物

管理委託契約の締結 

オリックス・ファシリ

ティーズ株式会社 

 本投資法人は、以下の運用不動産に係る建物管理を建物管理委託

契約に基づき、左記関係会社等に委託しております。 

・「ラウンドクロス三田」    （平成14年11月５日付契約） 

・「芝大門ビル」        （平成14年11月５日付契約） 

・「オリックス池袋ビル」       （平成15年４月10日付契約） 

・「オリックス新宿ビル」       （平成15年９月29日付契約） 

・「オリックス芝２丁目ビル」   （平成15年９月29日付契約） 

・「日本地所南青山ビル」       （平成16年11月24日付契約） 

・「ＯＲＩＸ高麗橋ビル」       （平成17年４月27日付承継） 

・「ＯＲＥ名古屋伏見ビル」     （平成17年５月30日付承継） 

・「オリックス神保町ビル」     （平成17年11月30日付契約） 

・「ラウンドクロス新宿」       （平成18年４月28日付契約） 

・「オリックス赤坂２丁目ビル」 （平成18年12月４日付契約） 

・「日本橋本町１丁目ビル」   （平成19年３月28日付契約） 

・「ラウンドクロス新宿５丁目」 （平成19年４月26日付契約） 

・「ルナール仙台」       （平成19年６月28日付契約） 

運用不動産に係る建物

管理委託契約の締結 

株式会社シーフォート

コミュニティ 

 本投資法人は、以下の運用不動産に係る建物管理を建物管理委託

契約に基づき、左記関係会社等に委託しております。 

・「シーフォートスクエア／センタービルディング」 

             （平成18年４月28日付承継） 

運用不動産に係る建物

管理委託契約の締結 

天王洲エリアサービス

株式会社 

 本投資法人は、以下の運用不動産に係る建物管理を建物管理委託

契約に基づき、左記関係会社等に委託しております。 

・「シーフォートスクエア／センタービルディング」 

             （平成18年４月28日付承継） 



(g) その他 

 本投資法人は、関係会社等と以下の内容の取引を行っております。 

（注）上記の表における契約金額及び工事金額は、消費税及び地方消費税を含んでおりません。 

   なお、第11期末日以前に締結し、有価証券報告書提出日現在においても継続中である本

資産運用会社と関係会社等との取引内容は以下のとおりです。 

関係会社等 取引の内容 

オリックス株式会社 

 本投資法人は、「クロスゲート」に係るＥＳＣＯ事業契約を左記関係会社等との間で平成16

年１月16日に締結しております。ＥＳＣＯ事業契約の概要は以下のとおりです。 

契約業務：クロスゲートに対する省エネルギー化の提案、システム・機器の導入及び貸

与、本システム導入後の効果測定と省エネルギー効果のギャランティーサービ

スを総括したものです。ギャランティーサービスとは、省エネルギー効果が定

めたギャランティー値を上回ることを保証するサービスです。 

契約期間：平成16年５月31日から15年間 

契約金額：559,000円（月額） 

オリックス・ファシ

リティーズ株式会社 

 本投資法人は、「オリックス新宿ビル」に係る工事請負契約を左記関係会社等と締結し、工

事代金を支払いました。工事請負契約の概要は以下のとおりです。 

工事目的：全熱交換器の部品交換 

実施期間：平成20年２月21日～平成20年２月24日 

工事金額：6,980,000円 

関係会社等 取引の内容 

オリックス日本地所 

株式会社 

 本資産運用会社は、「ビサイド白金」、「ラウンドクロス南麻布」及び「ラウンドクロス築

地」に係る不動産管理業務を左記関係会社等に再委託しております。 

オリックス不動産 

株式会社 

 本資産運用会社は、左記関係会社等との間で助言契約を締結しており、本資産運用会社は、

以下の事項について左記関係会社等に対して助言等業務を依頼することができることとなって

おります。 

①不動産売買市場の動向 

②不動産賃貸市場の動向 

③金融・資本市場の動向 

④不動産市場及び金融・資本市場等に関する政府・地方公共団体の政策及び業界団体の動向 

⑤その他上記に関連又は付随する事項 



（注）上記に記載した関係会社等の概要は以下のとおりです。 

  （平成20年２月29日現在）

商号 概要 

オリックス株式会社 

所在地 ：東京都港区浜松町二丁目４番１号 

設立  ：昭和39年４月17日 

主要株主：ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー、日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託口）、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

他（平成20年３月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。） 

事業内容：リース、融資及びその他金融サービス 

オリックス不動産 

株式会社 

所在地 ：東京都港区浜松町二丁目４番１号 

設立  ：平成11年３月11日 

主要株主：オリックス株式会社100％ 

事業内容：不動産の賃貸借、売買、管理、宅地造成 

オリックス・ファシ

リティーズ株式会社 

所在地 ：京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99番地 

設立  ：昭和45年２月12日 

主要株主：オリックス株式会社100％ 

事業内容：総合ビル管理、運営、建築・設備工事 

オリックス日本地所 

株式会社 

所在地 ：東京都港区浜松町二丁目４番１号 

設立  ：平成８年11月22日 

主要株主：オリックス株式会社100％ 

事業内容：不動産の売買・仲介業務、ビル・マンションの賃貸及び管理業務、資産の有効活

用・証券化のコンサルティング業務、相続・不良債権処理等に関するコンサルティ

ング業務 

株式会社シーフォー

トコミュニティ 

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目３番12号 

設立  ：平成３年12月25日 

主要株主：オリックス・アセットマネジメント株式会社78.0％ 

事業内容：総合ビル管理、運営、建築・設備工事、店舗販売促進の催事の企画、立案、実施及

びそのコンサルティング業務、展示会、見本市、映画、演劇等の催事の企画、実施

及びそのコンサルティング業務、集金及び出納事務代行等 

天王洲エリアサービ

ス株式会社 

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目２番４号 

設立  ：昭和63年12月15日 

主要株主：オリックス・アセットマネジメント株式会社34.0％ 

事業内容：品川区東品川二丁目天王洲アイル地区に建築された高層ビル等への地域冷暖房熱媒

体(冷水、蒸気)の供給、建築物の維持管理業務等 

オーリート・ツー 

有限会社 

所在地 ：東京都港区海岸一丁目６番１号 

設立  ：平成12年３月30日 

主要株主：オリックス株式会社100％ 

事業内容：不動産の賃貸借、売買、保守管理及び土地の造成 



（２）【投資対象】 

 規約に規定する本投資法人の投資対象は、以下のⅠ. ないしⅣ. に掲げる資産とします。 

Ⅰ. 不動産等 

 下記ⅰ）からⅶ）までに掲げる資産をいいます（注)。 

ⅰ）不動産（本投資法人が第三者から直接不動産を取得した場合の不動産をいい、不動産を信託

財産とする信託の受益権を本投資法人が第三者から取得した後に、信託契約の終了、解約等

に伴い、信託財産としての不動産が受益者である本投資法人に交付された結果、不動産を取

得することとなった場合の不動産を含みます。以下同じです。） 

ⅱ）不動産の賃借権 

ⅲ）地上権 

ⅳ）不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権（包括信託を含みます。） 

ⅴ）不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信

託の受益権 

ⅵ）当事者の一方が相手方の行う上記ⅰ）からⅴ）までに掲げる資産の運用のために出資を行

い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用

から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分（以下「不動産に関する匿

名組合出資持分」といいます。） 

ⅶ) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目

的とする金銭の信託の受益権 

（注）本書において、「不動産等」はいずれもⅰ）ないしⅶ）の資産で構成されるものとし、またⅰ）ない

しⅶ）各々に記載の用語も本書において同じ意義をもつものとして用いられております。 

Ⅱ. 不動産対応証券 

 上記Ⅰ.に掲げる不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする、下記ⅰ)からⅳ)までに

掲げる資産をいいます。 

ⅰ）優先出資証券（「資産の流動化に関する法律」（平成10年法律第105号。その後の改正を含

みます。以下「資産流動化法」といいます。）に定めるものをいいます。） 

ⅱ）受益証券（投信法に定めるものをいいます。） 

ⅲ）投資証券（投信法に定めるものをいいます。） 

ⅳ）特定目的信託の受益証券（資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券 (不動産等として

定義される上記Ⅰ.ⅳ)、ⅴ)又はⅶ）に掲げる資産に該当するものを除きます。）をいいま

す。） 



Ⅲ. 上記Ⅰ.及びⅡ.以外の特定資産で、次に掲げるもの 

ⅰ）有価証券（株券その他の有価証券については、実質的に不動産等若しくは不動産対応証券に

投資することを目的とするもの又は不動産等若しくは不動産対応証券への投資に付随し若し

くは関連して取得するものに限ります。） 

ⅱ）金銭債権（改正前投信法施行令第３条第11号に定めるものをいいます。） 

ⅲ）預金 

ⅳ）コールローン 

ⅴ）譲渡性預金 

ⅵ）信託財産を主として、上記ⅰ)からⅴ)までに掲げる資産に対する投資として運用することを

目的とする金銭の信託の受益権 

ⅶ）金融デリバティブ取引に係る取引（改正前投信法施行令第３条第14号に定義されていたもの

をいいます。） 

ⅷ）金融先物取引に係る権利（改正前投信法施行令第３条第13号に定義されていたものをいいま

す。） 

Ⅳ. 特定資産以外の資産で、次に掲げるもの 

 上記Ⅰ．又はⅡ．への投資に付随したものに限ります。ただし、下記ⅵ)については、不動

産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸、運用又は管理を目的

としたものに限るものとし、下記ⅷ)については、上記Ⅰ．又はⅡ．の投資に係るリスクを軽減

することを目的としたものに限るものとします。 

ⅰ）商標法（昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。）に基づく商標権等（商標権又

はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。） 

ⅱ）著作権法（昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。）に基づく著作権等 

ⅲ）温泉権等（観光施設財団抵当法（昭和43年法律第91号。その後の改正を含みます。）で規定

される温泉を利用する権利又は慣習法上の権利として認められる温泉権若しくは温泉利用権

をいいます。） 

ⅳ）動産等（民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)で規定されるもののうち、

設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物件等をいい、これらを賃借する

場合を含みます。） 

ⅴ）資産流動化法において定める特定出資 

ⅵ）民法上の組合の出資持分 

ⅶ）信託財産として上記ⅰ)からⅵ)までに掲げる資産を信託する信託の受益権 

ⅷ）各種デリバティブ取引（上記Ⅲ．ⅶ)又はⅷ)に該当するものを除きます。）又は各種保険契

約に係る権利 

ⅸ）上記Ⅰ．又はⅡ．の投資に付随して取得が必要となるその他の権利 



（３）【分配方針】 

 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき金銭の分配を行うものとします。 

(a) 利益の分配（規約 別紙３「金銭の分配の方針について」１） 

Ⅰ. 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益（投信法に規定される、本投資法人の貸借対照表

上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額をいいます。以下同じです。）の金

額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って計算されるものとします。 

Ⅱ. 利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合には、原則として租税特別措置法第67条の15

及び租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。）第39条の32

の３に規定される本投資法人の配当可能所得の金額の100分の90に相当する金額を超えてこ

れを行うものとします。 

Ⅲ. 本投資法人の資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分

配準備積立金及びこれらに類する積立金等を積み立てることができます。 

(b) 利益を超えた分配（規約 別紙３「金銭の分配の方針について」２） 

 役員会において適切と判断した場合には、投信法の規定に従い、投資主に対し、投信法に定め

るところにより承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をする

ことができます。ただし、この判断に際しては、その結果生じる法人税法（昭和40年法律第34

号。その後の改正を含みます。）等の租税債務の有無及びその租税債務の発生が当該分配に係る

決算期間以降の決算期間に及ぼす租税債務算定上の影響をも勘案してこれを行うものとします。

(c) 分配金の分配方法（規約 別紙３「金銭の分配の方針について」３） 

 分配金は金銭により分配するものとし、決算期現在の最終の投資主名簿に記載のある投資主又

は登録投資口質権者を対象に、原則として当該決算期から３箇月以内に投資口の所有口数に応じ

て分配するものとします。 

(d) 分配金の除斥期間（規約 別紙３「金銭の分配の方針について」４） 

 上記(c) に規定する分配金については、その支払開始の日から満３年を経過したときに、その

支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息を付さないものとします。 

(e) 投信協会規則 

 上記（a）ないし（d）のほか、本投資法人は、金銭の分配にあたっては、社団法人投資信託協

会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」(平成13年３月制定。その後の

改正を含みます。以下「投信協会規則」といいます。)に従うものとします。 

(f) その他 

 本投資法人は、個人投資主が利益を超える分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うこと

が必要とされる限りにおいて、投資主に対して利益を超える金銭の分配は行いません。ただし、

下記ⅰ）ないしⅲ）のいずれかの条件を満たす場合には、上記（a）ないし（e）に従い利益を超

える金銭の分配をすることができるものとします。 

ⅰ）税法等の変更により、個人投資主が利益を超える金銭の分配額に対してその都度譲渡損益の

算定を行うことが必要でなくなった場合（法人投資主に対する譲渡損益の取扱いのみが現状

のままであるにもかかわらず、個人投資主に対する譲渡損益の取扱いに改正等があったよう

な場合も含みます。） 

ⅱ）税法等の変更により、個人投資主が譲渡損益の申告を行うことが一般的に行われるようにな

る等、利益を超える金銭の分配を行うことが適切になったと役員会において判断される場合

ⅲ）本投資法人の利益の配当等を損金として算入するための要件を満たす目的等、利益を超える

金銭の分配を行うことが必要であると役員会において判断される場合 



（４）【投資制限】 

① 規約により定める投資制限 

 規約により定める投資制限（規約 別紙１「資産運用の対象及び方針等について / Ⅱ 資産運

用の方針 /（１）ないし（８）」）は、前記「（１）投資方針 / ① 基本方針」に記載の基本方

針に加え、次のとおりです。なお、前記「（１）投資方針 / ② 基本方針に基づく運用方針の細

目」もご参照下さい。 

Ⅰ. 有価証券及び金銭債権への投資にあたっては、不動産対応証券及び前記「（２）投資対象 /

Ⅲ. ⅰ) 」の株券を除き、専ら安全性と換金性の観点から運用を行うものとします。 

Ⅱ. 金融デリバティブ取引に係る権利及び金融先物取引に係る権利（注）への投資にあたって

は、本投資法人の負債から生じる金利変動リスクその他のリスクを回避し、又は低減するこ

とを目的とした運用に限るものとします。 

（注）改正前投信法施行令第３条第14号及び同条第13号においてそれぞれ定義されていたものをいいます。

Ⅲ. その他（前記「（１）投資方針 / ② 基本方針に基づく運用方針の細目 / (チ) その他」を

ご参照下さい。）。 

② 金商法及び投信法による投資制限 

 本投資法人は金商法及び投信法による投資制限に従います。主なものは次のとおりです。 

(イ) 本資産運用会社による運用制限 

 登録を行った投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務を委託しなければなり

ませんが、資産運用会社は、資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止され

ており、結果的に、本投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為の

うち、後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 第３ 管理及び運営 / ２ 利害関係人との取引制

限」に記載される利害関係人等との取引制限を除く主なものは次のとおりです。 

(a) 自己取引等 

 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容と

した取引を行うこと（金商法第42条の２第１号）。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取

引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第

128条で定めるものを除きます。 

(b) 運用財産相互間の取引 

 資産運用会社が、運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金

商法第42条の２第２号）。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金

融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第129条で定めるものを除き

ます。 

(c) 第三者の利益を図る取引 

 資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指

数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的

をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金商法第42条

の２第３号）。 

(d) 投資法人の利益を害する取引 

 資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人

の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金商法第42

条の２第４号）。 



(e) 分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止 

 資産運用会社が、以下の権利又は有価証券について、これに関して出資され又は拠出された

金銭（これに類するものとして政令で定めるものを含みます。）が、当該金銭を充てて行われ

る事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが

当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府

令で定めるものでない場合に、当該権利についての取引（金商法第２条第８項第１号、第２号

又は第７号から第９号までに掲げる行為をいいます。）を行うこと（金商法第40条の３） 

ⅰ）金商法第２条第２項第５号又は第６号に掲げる権利 

ⅱ）金商法第２条第１項第21号に掲げる有価証券（政令で定めるものに限ります。） 

ⅲ）金商法第２条第２項第７号に掲げる権利（政令で定めるものに限ります。） 

(f) その他業府令で定める取引 

 上記のほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を

害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為（金商法

第42条の２第７号、業府令第130条）。 

Ⅰ. 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引

を行うことを内容とした運用を行うこと（業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)

（業府令第130条第１項第１号）。 

Ⅱ. 資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとな

る取引を行うことを内容とした運用を行うこと（同項第２号）。 

Ⅲ. 第三者（資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。）の利益を図るため、その行

う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認め

られる取引を行うことを内容とした運用を行うこと（同項第３号）。 

Ⅳ. 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと（同項第４

号）。 

Ⅴ. 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的に値付け

を行うことを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと（同項第５号）。 

Ⅵ. 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うになることを内容とした運

用を行うこと（ただし、資産運用会社が予め個別の取引ごとに全ての権利者に当該取引の

内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除き

ます。）（同項第６号）。 

Ⅶ. その他業府令に定められる運用を行うこと。 

(ロ) 同一株式の取得制限 

 登録投資法人は、同一の法人の発行する株式につき、登録投資法人の保有する当該株式に係

る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えることとなる場合には、

当該株式を取得することができません（投信法第194条、投信法施行規則第221条）。 



(ハ) 自己投資口の取得及び質受けの制限 

 投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができませ

ん。ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りではありません

（投信法第80条第１項、投信法施行規則第129条）。 

Ⅰ. 合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合 

Ⅱ. 投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合 

Ⅲ．当該投資法人の投資口を無償で取得する場合 

Ⅳ．当該投資法人が有する他の法人等の株式（持分その他これに準ずるものを含みます。下記

Ⅴ．において同じです。）につき、当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分

配（これらに相当する行為を含みます。）により、当該投資法人の投資口の交付を受ける

場合 

Ⅴ．当該投資法人が有する他の法人等の株式につき、当該他の法人等が行う次に掲げる行為に

際して、当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合 

ⅰ）組織の変更 

ⅱ）合併 

ⅲ）株式交換（会社法以外の法令（外国の法令を含みます。）に基づく株式交換に相当する

行為を含みます。） 

Ⅵ．その権利の実行にあたり、目的を達成するために、当該投資法人の投資口を取得すること

が必要、かつ、不可欠である場合（上記Ⅰ．ないしⅤ．に掲げる場合を除きます。） 

(ニ) 子法人による親法人投資口の取得制限 

 子法人（投資法人が他の投資法人の発行済投資口（投資法人が発行している投資口をいいま

す。）の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいいます。以下同じで

す。）は、次に掲げる場合を除くほか、その親法人（他の投資法人を子法人とする投資法人を

いいます。以下同じです。）である投資法人の投資口（以下「親法人投資口」といいます。）

を取得することができません（投信法第81条第１項、第２項、投信法施行規則第131条）。 

Ⅰ．合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合 

Ⅱ．親法人投資口を無償で取得する場合 

Ⅲ．その有する他の法人等の株式（持分その他これに準ずるものを含みます。下記Ⅳ．におい

て同じです。）につき、当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配（これら

に相当する行為を含みます。）により、親法人投資口の交付を受ける場合 

Ⅳ．その有する他の法人等の株式につき、当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して、当

該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合 

ⅰ）組織の変更 

ⅱ）合併 

ⅲ）株式交換（会社法以外の法令（外国の法令を含みます。）に基づく株式交換に相当する

行為を含みます。） 

ⅳ）株式移転（会社法以外の法令（外国の法令を含みます。）に基づく株式移転に相当する

行為を含みます。） 

Ⅴ．その権利の実行にあたり、目的を達成するために、親法人投資口を取得することが必要、

かつ、不可欠である場合（上記Ⅰ．ないしⅣ．に掲げる場合を除きます。） 



③ その他 

(イ) 有価証券の引受け及び信用取引 

 本投資法人は有価証券の引受け及び信用取引は行いません。 

(ロ) 借入れ及び投資法人債 

Ⅰ. 本投資法人は、運用資産の効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修

繕等又は分配金の支払若しくは債務の返済（敷金又は保証金その他これらに類する金銭並

びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。）等の資金の手当てを目的として、

資金を借入れ又は投資法人債を発行することができます。ただし、借入先については、規

約上、金商法に規定されている適格機関投資家に限定されており（規約第40条第１項）、

また、運用上は、利益配当等の損金算入要件等を満たすために機関投資家に限定されま

す。なお、投資法人の利益配当等の損金算入要件については、後記「４ 手数料等及び税

金 /（５）課税上の取扱い / ③ 投資法人の税務 / （イ）利益配当等の損金算入要件」

をご参照下さい。 

Ⅱ. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ１兆円とし、かつ、その合計額が１兆円

を超えないものとします（規約第40条第２項）。 

Ⅲ. 上記Ⅰ. の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます。 

(ハ) 集中投資 

 集中投資について法令上制限はありません。なお、不動産の用途・所在地域による分散投資

に関する方針について、前記「（１）投資方針 / ② 基本方針に基づく運用方針の細目 /  

(イ) ポートフォリオの構築方針」をご参照下さい。 

(ニ) 他のファンドへの投資 

 他のファンド（投資証券及び投資信託の受益証券）への投資について、規約上制限はありま

せん。 



３【投資リスク】 

(1）本投資証券への投資に関するリスク要因 

 以下には、本投資証券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を

記載しております。ただし、以下は本投資証券への投資に関する全てのリスクを網羅したものでは

なく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。以下における不動産に関する記述は、不動産

信託受益権その他の資産についてもほぼ同様に当てはまりますが、資産としての種類の違いに応じ

て追加で発生するリスクもあります。また、運用不動産のそれぞれに特有のリスクについては、後

記「５ 運用状況 /（２）投資資産 / ② 投資不動産物件 / Ⅰ．投資不動産の内容 / (ト）不動

産の概要」をご参照下さい。 

 本投資法人は、可能な限りこれらリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める

方針ですが、回避及び対応が結果的に十分であるとの保証はありません。 

 本項に記載されているリスク項目は以下のとおりです。 

① 一般的なリスク 

(a）投資口・投資証券の商品性に関するリスク 

(b）本投資証券の払戻しがないことに関するリスク 

(c）本投資証券の市場性に関するリスク 

(d）本投資証券の価格変動に関するリスク 

(e）投資口の希薄化に関するリスク 

(f）投資口の売却に関するリスク 

(g）金銭の分配に関するリスク 

(h）借入等比率に関するリスク 

(i）役員の職務遂行に係るリスク 

(j）投資法人の法律上、税制上その他諸制度上の取扱い及び解釈に関するリスク 

(k）本投資法人の登録が取消されるリスク 

② 商品設計及び関係者に関するリスク 

(a）収入及び費用、キャッシュ・フローの変動に関するリスク 

(b）借入及び投資法人債に関するリスク 

(c）本投資法人以外の関係者への依存に関するリスク 

(d）本資産運用会社に関するリスク 

(e）不動産管理会社に関するリスク 

(f）本投資法人の運営に関与する法人の利益相反等に関するリスク 

(g）運用不動産の取得方法に関するリスク 

(h）インサイダー取引規制等が存在しないことによるリスク 

(i）本投資法人の投資方針の変更に関するリスク 

 以下に記載するリスクが現実化した場合、分配金の額が低下したり、本投資証券の市場価格が下

落する可能性があり、その結果として、投資した金額を回収できなくなる可能性があります。 

 各投資家は、自らの責任において、本項及び本書の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で本

投資証券に関する投資判断を行う必要があります。 



③ 不動産に関するリスク 

(a）不動産の流動性、取引コスト等に関するリスク 

(b）物件取得の競争に関するリスク 

(c）テナントの獲得競争に関するリスク 

(d）不動産の物的及び法的な欠陥・瑕疵に関するリスク 

(e）不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク 

(f）法令等の変更に関するリスク 

(g）区分所有物件に関するリスク 

(h）共有物件に関するリスク 

(i）借地物件に関するリスク 

(j）専門家報告書等に関するリスク 

(k）わが国におけるオフィスビル等の賃貸借契約に関するリスク 

(l）賃料の減額に関するリスク 

(m）不動産の運用費用の増加に関するリスク 

(n）テナントの建物使用態様に関するリスク 

(o）不動産の毀損等に関するリスク 

(p）火災、破裂爆発、落雷、風ひょう雪災、水災、電気的事故、機械的事故その他偶然不測の事

故に関するリスク 

(q）地震火災、地震破裂、地震倒壊、噴火、津波等に関するリスク 

(r）不動産に係る所有者責任に関するリスク 

(s）有害物質に係るリスク 

(t）運用不動産の偏在に関するリスク 

(u）テナントの集中に関するリスク 

(v）売主の倒産等の影響を受けるリスク 

(w）取得予定資産を組入れられないリスク 

(x）未稼働物件（開発物件を含む）の取得に関するリスク 

(y）事務所（オフィス）・物流施設・商業施設・ホテル以外の用途の不動産への投資に関するリ

スク 

(z）不動産の売却に伴う責任に関するリスク 

④ 信託の受益権特有のリスク 

(a）信託受益者として負うリスク 

(b）信託の受益権の流動性リスク 

(c）信託受託者の破産・会社更生等に関するリスク 

(d）信託受託者の債務負担及び不当な行為に関するリスク 

(e）信託の受益権の準共有に関するリスク 

⑤ 税制に関するリスク 

(a）利益の配当等の損金算入に関する課税の特例の適用に関する一般的なリスク 

(b）会計処理と税務処理との乖離に関するリスク 

(c）利益が計上されているにもかかわらず資金不足により配当が十分できないリスク 

(d）配当後の留保利益に対して通常の法人税等の課税が行われるリスク 

(e）利益配当等の損金算入要件が満たされなくなることにより、次年度以降は通常の法人税率に

より課税が行われるリスク 

(f）税務調査等による更正のため、支払配当要件が事後的に満たされなくなるリスク 

(g）同族会社に該当するリスク 



(h）投資口の発行価額のうちに国内において保有される投資口の発行価額に占める割合が100分

の50を超えないこととなるリスク 

(i）機関投資家以外からの借入に係るリスク 

(j）投資主の減少に関するリスク 

(k）不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

(l）法令の解釈・改正に関するリスク 

(m）一般的な税制の変更に関するリスク 

(n）減損会計の適用に関するリスク 

⑥ その他のリスク 

(a）特定目的会社の優先出資証券への投資に係るリスク 

(b）匿名組合出資持分への投資に係るリスク 

① 一般的なリスク 

(a）投資口・投資証券の商品性に関するリスク 

 投資口ないし投資証券は、株式会社における株式ないし株券に類似する性質（いわゆるエ

クイティ証券としての性質）を持ち、投資金額の回収や利回りの如何は本投資法人の業務又

は財産の状況に影響されるものであり、譲渡による換価時に投資金額以上の回収を図ること

ができるかどうかは定かではありません。また、本投資法人に係る通常の清算又は倒産手続

きの下における清算においては、エクイティ証券として最劣後の地位となり、投資額の全部

又は一部の支払が行われない可能性があります。投資証券は、投資額の保証が行われる商品

ではなく、金融機関の預金と異なり預金保険等の対象になっておりません。 

(b）本投資証券の払戻しがないことに関するリスク 

 本投資証券は、投資主からの請求による投資口の払戻しを行わないクローズド・エンド型

です。したがって、投資主が本投資証券を換価する手段は、投資主総会での決議に基づき本

投資法人が解散し清算された場合の残余財産分配請求権等を除き、第三者に対する売却（東

京証券取引所を通じた売却を含みます。）に限られます。本投資証券の第三者に対する売却

が困難又は不可能となった場合、投資主は、本投資証券を希望する時期及び条件で換価でき

ないことになります。 

(c）本投資証券の市場性に関するリスク 

 本投資証券は東京証券取引所の不動産投資信託証券市場に上場されております。ただし、

本投資証券の流動性を将来にわたって予測することは困難であり、本投資証券を投資主の希

望する時期及び条件で取引できることは保証されていないため、東京証券取引所において

も、本投資法人の純資産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の譲

渡自体が不可能な場合があります。 

 また、本投資法人の総資産額の減少、本投資証券の売買高の減少、その他東京証券取引所

の上場規程、規則等に定める一定の上場廃止基準に抵触する場合には、本投資証券の上場が

廃止される可能性があります。上場廃止後は本投資証券を東京証券取引所にて売却すること

は不可能となり、投資主の換価手段が大きく制限されることとなります。 

 上記に加えて、我が国における不動産投資信託は平成13年９月より東京証券取引所での取

引が開始されたもので相対的に歴史が浅く、有価証券報告書提出日現在、不動産投資信託の

将来の市場規模を予測することは困難であり、不動産投資信託の上場市場の存続も保証され

ておりません。 



(d）本投資証券の価格変動に関するリスク 

 本投資証券の市場価格は、取引所における需給関係や不動産関係資産への投資の動向、他

の資産への投資との比較、エクイティ市場の状況、金利情勢、経済情勢等、市場を取り巻く

様々な要因の影響を受けます。また、地震等の天災その他の事象を契機として、不動産への

投資とそれ以外の資産への投資との比較により、不動産投資信託全般の需給バランスが崩れ

ないとの保証はありません。 

 本投資法人は、不動産及び不動産信託受益権を主な投資対象としておりますが、不動産の

価格及び不動産信託受益権の価格は、不動産市況、社会情勢等の影響を特に受け易いといえ

ます。さらに、不動産の流動性は一般的に低いので、望ましい時期及び価格で不動産を売却

することができない可能性があり、そのために実際の売却時までに価格が下落する可能性等

もあります。これらの要因により本投資法人の保有する資産の価値が下落すれば、本投資証

券の市場価格の下落をもたらす可能性があります。 

 本投資法人若しくは本資産運用会社又は他の投資法人若しくは他の資産運用会社に対して

監督官庁による行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、本投資証券の市場価格が下

落することがあります。 

 また、東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の将来的な規模及び同市場における流動

性の不確実性、法制や税制の変更等が本投資証券の価格形成に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

(e）投資口の希薄化に関するリスク 

 本投資法人は、資産の取得若しくは修繕等、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返

済（敷金・保証金並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。）等の資金の手当

てを随時必要としております。本投資法人は、規約及び投信法に従い、その事業遂行のため

に必要に応じて規約で定める範囲内（本投資法人の場合は200万口）において、投資法人の

保有する資産の内容に照らし公正な価額（投信法第82条第６項）で投資口を随時追加発行す

る予定です。投資口が追加発行された場合、既存の投資主が有する投資口の本投資法人の発

行済投資口数に対する割合は、当該追加発行において所要の口数を追加的に取得しない限

り、希薄化することとなります。また、期中において追加発行された投資口に対して、その

期の保有期間にかかわらず、既存の投資主が有する投資口と同額の金銭の分配を行うことが

あり、既存の投資主が有する投資口への分配額に影響を与える可能性があります。さらに、

追加発行の結果、本投資法人の投資口１口当たりの純資産額が影響を受けることがありま

す。また、市場における投資口の需給バランスに影響を与えることもあるため、その結果、

本投資証券の市場価格が悪影響を受ける可能性があります。 

 それらの結果、本投資証券の投資主は市場価格の変動により、当初の投資額を下回る金額

しか回収できない可能性があります。 

(f）投資口の売却に関するリスク 

 前記「１ 投資法人の概況 /（６）主要な投資主の状況」に記載の本投資法人の主要な投

資主を含む全ての投資主は、自由にその保有する投資口を市場その他で売却等行うことが可

能であり、多数の投資口が売却された場合には、本投資証券の市場価格が低下する可能性が

あります。 

(g）金銭の分配に関するリスク 

 本投資法人は、前記「２ 投資方針 /（３）分配方針」に記載の分配方針に従って、投資

主に対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無、金額及びその支払は、いかなる場合

においても保証されるものではありません。 



(h）借入等比率に関するリスク 

 本投資法人の借入等比率の上限は、本資産運用会社の運用管理規程により70％とされてお

りますが、資産の取得等に伴い一時的に70％を超えることがあります。借入等比率が高まれ

ば高まるほど、一般的に、分配可能金額が金利変動の影響を受け易くなり、その結果投資主

への分配額が減少する可能性があります。なお、借入等比率とは、本投資法人の資産総額

（後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 第３ 管理及び運営 / １ 資産管理等の概要 /

（１）資産の評価 / ③ 公正なる価額」に記載する評価方法に従って評価した場合の資産総

額をいいます。）から現預金を控除した金額に対し、借入額、投資法人債発行残高及び本投

資法人がテナントから受け入れた敷金又は保証金等の預り金から現預金を控除した金額の占

める割合をいいます。 

(i）役員の職務遂行に係るリスク 

 投信法上、投資法人を代表しその業務執行を行う執行役員及び執行役員の業務の監督等を

行う監督役員は、投資法人からの受任者として善良な管理者としての注意義務（以下「善管

注意義務」といいます。）を負い、また、法令、規約及び投資主総会の決議を遵守し、投資

法人のため忠実に職務を遂行する義務（以下「忠実義務」といいます。）を負っております

（投信法第109条第５項、第111条第３項、会社法第355条）。しかし、本投資法人の執行役

員又は監督役員が、職務遂行上、善管注意義務又は忠実義務に反する行為を行い、結果とし

て投資主が損害を受ける可能性があります。なお、執行役員及び監督役員の業務の詳細につ

いては、前記「１ 投資法人の概況 /（４）投資法人の機構 / ② 執行役員、監督役員及び

役員会」をご参照下さい。 

(j）投資法人の法律上、税制上その他諸制度上の取扱い及び解釈に関するリスク 

 不動産又は不動産信託受益権等を主な運用対象とする投資法人の設立は、投信法並びに政

令及び規則の改正により平成12年11月以降可能になりました。かかる投資法人に関する法律

上、税制上その他諸制度上の取扱い及び解釈には、有価証券報告書提出日現在において未確

定な点があります。今後、その取扱い若しくは解釈が大幅に変更され又は新たな法律が制定

される可能性があり、それに伴い、本投資法人の現在の運用方針、運営形態等の変更が必要

となる可能性があります。その結果、本投資法人の存続、収益等に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

(k）本投資法人の登録が取消されるリスク 

 本投資法人は、投信法のもとで投資法人としての登録を受けており、将来にわたりこれを

維持する方針ですが、一定の事由が発生した場合、登録を取消される可能性があります（投

信法第216条）。その場合、本投資証券の上場が廃止されるとともに、本投資法人は解散す

べきものとされ、清算手続きに入ることになります。 

② 商品設計及び関係者に関するリスク 

(a）収入及び費用、キャッシュ・フローの変動に関するリスク 

 本投資法人の収益は、主として運用不動産からの賃料収入に依存しております。運用不動

産に係る賃料収入は、運用不動産の稼働率の低下、賃料水準の低下（賃料水準に関しては、

後記「③ 不動産に関するリスク / (k）わが国におけるオフィスビル等の賃貸借契約に関す

るリスク」及び「同 / (l）賃料の減額に関するリスク」も併せてご参照下さい。）、賃借

人・テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延等により、大きく減少する可能性があり

ます。テナントによる賃料不払又は遅延のリスクは、いわゆるシングル・テナントビル又は

テナント数が少ないビルにおいて特に顕著です。また、賃借人・テナントの入居時及びその

後の支払能力ないし信用状態は一様ではありません。 



 本投資法人は、本資産運用会社を通じて、良質の賃借人・テナントを確保すべく努力しま

すが、その目的が達成されるとは限りません。また、一旦、良質のテナントを確保しても、

当該テナントが永続的に本投資法人の保有する運用資産を賃借し続けるとの保証もありませ

ん。 

 なお、本投資法人の運用資産に係る賃貸借契約のうち、オリックス株式会社が賃借人とな

っている賃貸借契約の中には、それが転貸され、賃料収入の確保につき実質的にエンドテナ

ント（最終的な利用者ないし転借人）の支払能力に依存しているものがあり、かかる場合に

は、本投資法人は賃借人とテナントの二重の信用リスクを負っております。 

 すなわち、本投資法人がその所有権等を取得する以前に、オリックス株式会社が前所有者

からこれを賃借したうえでエンドテナントに転貸していた不動産（決算日以降に取得したも

のを含みます。）について、本投資法人がこれを取得する際、一部のエンドテナントが当該

地位の承継について承諾しなかった場合には（かかる場合におけるエンドテナントを、以下

「未承諾テナント」と総称します。）、かかる未承諾テナントについて、本投資法人はオリ

ックス株式会社に不動産を賃貸し、これをオリックス株式会社が未承諾のテナントに対して

転貸することとしている場合がありますが、本投資法人とオリックス株式会社の間の賃貸借

契約において、あくまで本投資法人が各未承諾テナントに直接に賃貸している場合と同様の

経済状態に置くこととするために、賃貸人たる地位承継後に本投資法人及びオリックス株式

会社間で合意により賃貸借契約の条件を変更し、①賃料、共益費及び管理費等の金額、賃貸

借期間、その他の賃貸借条件を未承諾テナントとの転貸借契約と同一にし、未承諾テナント

からの賃料等の支払後、オリックス株式会社が本投資法人に賃料等を支払うこと、②オリッ

クス株式会社は本投資法人に対して敷金、保証金等相当額を差し入れないものとすること等

の対応を実施しております。したがって、かかる対応においては、本投資法人は、テナント

であるオリックス株式会社についての賃料不払い等のリスクの他、未承諾テナントによる賃

料不払いのリスクを負担しております。 

 また、上記収入の減少だけでなく、退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資

本的支出、未稼働運用不動産の取得等は、キャッシュ・フローを減ずる効果をもたらし、投

資主への分配金額に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 賃料収入のほか、運用不動産の売却に伴い収入が発生する可能性がありますが、運用不動

産の売却に伴う収入は、恒常的に発生するものではなく、本投資法人の運用方針や不動産市

場の環境に左右されるものであって、安定的に得られる性格のものではありません。 

 他方、運用不動産に関する費用としては、減価償却費、運用不動産に関して課される公租

公課、運用不動産に関して付保された保険の保険料、管理組合費、水道光熱費、不動産管理

費用、清掃衛生業務、保安警備業務及び設備管理業務等の建物管理業務に係る費用、維持修

繕費用、借地借家料並びにテナント誘致費用（媒介手数料、広告料等）等があります。かか

る費用の額は状況により増大する可能性があります（費用の増加リスクに関しては、後記

「③ 不動産に関するリスク / (m)不動産の運用費用の増加に関するリスク」も併せてご参

照下さい。）。 

 このように、運用不動産からの収入が減少する可能性がある一方で、運用不動産に関する

費用が増大する可能性があり、これら双方又はいずれか一方の事由が生じた場合、投資主へ

の分配金額等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(b）借入及び投資法人債に関するリスク 

 本投資法人は、本書記載の投資方針に従い、継続的に機関投資家からの借入及び投資法人

債の発行による資金調達を行います。本投資法人は規約において、その上限を、借入につい

ては１兆円、投資法人債については１兆円（ただし、合計して１兆円を超えないものとしま

す。）としております（規約第40条）。 



 借入及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、金利情勢その他の要因による影響を受け

るため、今後、本投資法人の希望する時期及び条件で借入及び投資法人債の発行を行うこと

ができるという保証はありません。金利が上昇しても本投資法人の受け取る賃料収入等が必

ずしも連動して上昇する関係にはないので、分配可能金額が減少する可能性があります。利

益配当の損金算入要件のうち、投資法人による借入金の借入先を機関投資家に限定するとい

う税法上の要件により、本投資法人が資金調達を行うに際して、借入先が限定され資金調達

が機動的に行えない場合があります。追加の借入を行おうとする際には、担保提供等の条件

について制約が課され、本投資法人が希望する条件での借入ができなくなる可能性もありま

す。 

 また、本投資法人が借入又は投資法人債の発行を行う場合において、借入等の比率等に応

じて投資主への金銭の分配を制約する等の財務制限条項が設けられたり、修繕費用や預り金

等に対応した現金の積立てを強制される場合もあり、また物件の取得に一定の制約が課さ

れ、規約等の変更が制限される場合もあります。このような制約が本投資法人の運営に支障

をもたらすほか、これらの制約により投資主への金銭の分配が制限され、利益配当等の損金

算入要件（後記「⑤ 税制に関するリスク / (a）利益の配当等の損金算入に関する課税の特

例の適用に関する一般的なリスク」をご参照下さい。）を満たせなくなる等、投資主への金

銭の分配に重大な悪影響を及ぼす場合があります。 

 借入又は投資法人債の発行において運用不動産に担保を設定した場合（当初は無担保の借

入又は投資法人債であっても、一定の条件のもとに担保設定を要求される場合もありま

す。）、本投資法人が担保の設定された運用不動産の売却を希望したとしても、担保の解除

手続きその他の事情により、希望どおりの時期に売却できない又は希望する価格で売却でき

ない可能性があります。また、収益性の悪化等により担保不動産の評価額が借入先によって

引き下げられた場合あるいは他の借入を行う場合等、一定の条件のもとに運用不動産に対し

て追加して担保を設定することを要求される可能性もあります。特に、担保不動産からのキ

ャッシュ・フローが減少したり、その評価額が引き下げられたりした場合には、借入先より

借入金の早期返済を強制され、本投資法人の希望しない条件で借換資金を調達せざるを得な

くなったり、借入先より担保不動産の売却による返済を強制され、本投資法人の希望しない

時期及び条件で運用不動産を処分せざるを得なくなる状況も想定され、その結果、本投資法

人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 借換や運用不動産の売却等によって借入金の期限前返済を行う場合には、違約金等がその

時点の金利情勢によって決定されることがあり、予測しがたい経済状況の変動により投資主

に損害を与える可能性があります。 

 さらに、本投資法人のキャッシュ・フロー、金利情勢その他の理由により、運用不動産を

処分しなければ借入の返済及び投資法人債の償還ができなくなる可能性があります。この場

合、本投資法人の希望しない時期及び条件で運用不動産を処分せざるを得ない状況も想定さ

れ、その結果、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 本投資法人が借入又は投資法人債について債務不履行となった場合、それらの債権者によ

り本投資法人の資産に対して仮差押え等の保全処分や差押え等の強制執行が行われることが

あるとともに、本投資法人に対して破産等の倒産手続きの申立が行われる可能性がありま

す。 

(c）本投資法人以外の関係者への依存に関するリスク 

 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管

会社に、一般事務を一般事務受託者に委託しております。本投資法人の円滑な業務遂行の実

現のためには、これらの者の能力、経験及びノウハウに拠るところが大きいと考えられます

が、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基礎等を必ずしも維持できるとの保証はあ



りません。本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者は、委託を受けた業務の執行

につき金商法及び投信法上の善管注意義務及び忠実義務を負っておりますが、これらの者に

よる業務の懈怠その他義務違反があった場合には、本投資法人の存続及び収益等に悪影響を

及ぼす可能性があります。 

 また、一定の場合には、本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者との委託契約

が解約又は解除されることがあります。投信法上、資産の運用、資産の保管及び一般事務に

関しては第三者への委託が必須のものとされているため（投信法第117条、第198条、第208

条）、委託契約が解約又は解除された場合には、本投資法人は新たな資産運用会社、資産保

管会社及び一般事務受託者を選任する必要があります。しかし、新たな資産運用会社、資産

保管会社及び一般事務受託者を速やかに選任できるとの保証はなく、速やかに選任できない

場合には、本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があるほか、場合によって

は本投資証券が上場廃止になる可能性もあります。さらに、本資産運用会社、資産保管会社

又は一般事務受託会社が、破産等により金商法における登録あるいは業務執行能力を喪失す

る場合には、新たな資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託会社への委託が必要とな

り、上記と同様のリスクがあります。 

 上記に加えて、本資産運用会社は、オリックスグループとの協働関係（ＯＲＩＸシナジ

ー）を強化するべく、オリックスグループであるオリックス不動産株式会社との間で助言契

約を締結しています。これにより、本投資法人や本資産運用会社は、オリックスグループと

の間により密接な関係を持つことになり、本投資法人のさらなる安定した収益の確保と運用

資産の成長を目指しますが、その成果につきオリックスグループの影響を受けやすくなりま

す。また、上記助言契約は、期限において更新されるとの保証はなく、今後解除される可能

性も存在するため、オリックスグループからノウハウ等の移転を受けられないこととなる可

能性は否定できません。このような場合には、本投資法人の資産運用に悪影響を与える可能

性があります。さらに、オリックス不動産株式会社による助言が今後も継続したとしても、

本投資法人の資産運用につき一定の成果が上がるとの保証はありません。 

(d）本資産運用会社に関するリスク 

 本投資法人が適切な運用資産を確保するためには、特に本資産運用会社の能力、経験及び

ノウハウに拠るところが大きいと考えられますが、本資産運用会社において、かかる業務遂

行に必要な人的・財政的基礎が常に維持されるとの保証はありません。また、資産運用会社

となるためには金商法上の投資運用業の登録を行う必要があり、金融庁等の監督官庁より投

信法及び金商法に基づく監督を受けており、その信用力の維持には一定限度の制度的な裏付

けがありますが、投信法及び金商法はその運用能力まで保証するものではありません。本資

産運用会社に対して、監督官庁により資産運用会社としての登録の取消しを含む処分等がな

された場合には、本投資法人の資産運用業務にも影響が生じ、結果として投資主に損害を与

える可能性があります。 

 本投資法人は、投資主総会の承認を得て、本資産運用会社との資産運用委託契約を解約す

ることができます。また、本投資法人は、投信法及び資産運用委託契約の規定に基づいて、

本資産運用会社が職務上の義務に違反した場合その他一定の場合に、本資産運用会社との資

産運用委託契約を解約又は解除することができるほか、本資産運用会社が金商法上の金融商

品取引業者でなくなったときその他一定の場合には、本資産運用会社との資産運用委託契約

を解約又は解除しなければならないとされております。本資産運用会社との資産運用委託契

約が解約又は解除された場合、現在の本資産運用会社との資産運用委託契約においては一定

の手当てがなされておりますが、一般的には上記(c)に記載のリスクがあてはまります。ま

た、資産運用会社の変更は、本投資法人の借入金債務及び投資法人債の期限の利益の喪失事

由となる可能性があります。 



(e）不動産管理会社に関するリスク 

 本資産運用会社は、主たる不動産管理会社として、原則として本投資法人の全ての運用不

動産につき、不動産管理業務を受託します。主たる不動産管理会社としての本資産運用会社

は、一棟貸し等の場合を除き、一部の管理業務を外部管理会社に再委託したうえ、外部管理

会社と協働で管理を行います。また、本投資法人は清掃や保安警備等の保守管理を外部業者

に直接委託します。 

 一般に、建物の保守管理を含めた不動産管理業務全般の成否は、管理会社の能力、経験、

ノウハウによるところが大きく、運用不動産の管理については、管理を委託する管理会社の

業務遂行能力に強く依拠することになりますが、主たる不動産管理会社及び外部管理会社に

おいて、かかる業務遂行に必要な人的・財政的基礎が維持される保証はありません。これら

の者について業務の懈怠その他義務違反があった場合には、本投資法人の存続及び収益等に

悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、主たる不動産管理会社や外部管理会社が、破産

又はその他の法的倒産手続き等により業務執行能力を喪失する場合においては、本投資法人

の日常の業務遂行に影響を及ぼすことになり、投資主への金銭の分配に悪影響を与える可能

性があります。 

(f）本投資法人の運営に関与する法人の利益相反等に関するリスク 

 金商法上、本資産運用会社は本投資法人のため忠実に、かつ本投資法人に対し善良な管理

者の注意をもって、本投資法人の資産の運用に係る業務を遂行することが義務づけられてい

るほか（金商法第42条）、自己又は第三者の利益を図るため本投資法人の利益を害すること

となる取引を行うことを内容とした運用を行うことが明示的に禁止されております（金商法

第42条の２第７号及び業府令第130条第１項第２号）。 

 しかしながら、本資産運用会社は他の投資法人等の資産運用会社となる可能性があり、そ

の場合、上記の善管注意義務や忠実義務等の存在にもかかわらず、本投資法人に不利益とな

る意思決定をする可能性を否定できません。 

 また、本資産運用会社の株主若しくは本資産運用会社の役職員の出向元企業等、本投資法

人に現在関与し、又は将来関与する可能性がある法人その他投信法に定める利害関係人等に

該当する法人及びその関連会社等（以下「資産運用会社関係者」といいます。）は、本資産

運用会社を介して本投資法人が行う取引について、それぞれの立場において自己又は第三者

の利益を図ることが可能な立場にあります。加えて、資産運用会社関係者は、自ら不動産投

資、運用業務を行っており又は将来行うことがあるほか、資産運用業務を行う他の会社に出

資を現在行っており又は将来行う可能性があります。そのため、第一に、本資産運用会社

が、資産運用会社関係者に有利な条件で本投資法人に係る資産を取得させることにより、資

産運用会社関係者の利益を図る可能性があり、第二に、本投資法人と資産運用会社関係者が

特定の資産の取得若しくは処分又は特定の資産の賃貸借若しくは管理委託に関して競合する

場合、本資産運用会社が本投資法人の利益を優先せず、資産運用会社関係者又はその顧客の

利益を優先し、その結果本投資法人の利益を害することとなる可能性があります。 

 本資産運用会社は、有価証券報告書提出日現在において、オリックス株式会社の子会社で

あるため、オリックス株式会社は資産運用会社関係者となります。オリックス株式会社及び

その関係会社等は、オフィスビルを含む不動産の開発や運営を手掛け、賃貸物件を管理し、

ゴルフ場、宿泊施設、商業施設等を所有又は運営しているほか、不動産事業又はこれに関連

する事業のための資金を融通する等しており（建設会社やディベロッパーへの不動産開発関

連の貸付けを含みます。）、また自ら多くの不動産開発に関与する等広範な活動を行ってお

ります。 



(g）運用不動産の取得方法に関するリスク 

 税制上の軽減措置に要する手続きとの関係で、本投資法人が不動産を取得するにあたり、

譲渡代金支払日後直ちには当該不動産についての所有権等の移転本登記申請を行わない場合

があり得ます。この場合、売主が譲渡代金支払後本登記申請までの間に当該不動産を二重譲

渡し、担保提供し又は売主が倒産すること等により、本投資法人が運用不動産の完全な所有

権を取得できなくなる可能性があり、また、同時に支払済みの譲渡代金の全部又は一部につ

き返還を受けられなくなる可能性があります。なお、上記軽減措置に関する手続きには20日

程度の日数を要する場合がありますが、このような場合においては、運用不動産の購入実行

時（代金支払時）から上記軽減措置に関する手続き終了時（終了後直ちに移転本登記申請を

行います。）までの間は仮登記を経ることにより、本登記の順位を保全して上記のリスクを

可能な限り回避する方針でおります。ただし、仮登記はそれに基づく本登記がなされるまで

は順位保全効しかなく、仮登記に基づき本登記がなされる前に売主が倒産した場合におい

て、本投資法人が保護されない可能性もあり、上記のリスクを完全に排除できるとは限りま

せん。 

(h）インサイダー取引規制等が存在しないことによるリスク 

 有価証券報告書提出日現在、上場投資証券は、上場株券等と異なり、金商法第166条に定

める会社関係者の禁止行為（いわゆる「インサイダー取引規制」）の対象ではありません。

したがって、本投資法人の関係者が本投資法人に係る一定の重要な事実を立場上知り、その

重要事実の公表前に本投資証券の取引を行った場合であっても、金商法上はインサイダー取

引規制に抵触いたしません。しかし、本投資法人の関係者が金商法で禁じられているインサ

イダー取引に類似する取引を行った場合には、取引市場における本投資証券に対する投資家

の信頼を害し、ひいては本投資証券の流動性の低下や市場価格の下落等の悪影響をもたらす

可能性があります。なお、本資産運用会社の社内規則において、インサイダー類似取引の防

止規定を設けていることについては、後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 第４ 関係法人

の状況 / １ 資産運用会社の概況 /（２）運用体制 / ⑦ インサイダー類似取引の防止」を

ご参照下さい。ただし、かかる社内規則は金商法の定めるインサイダー取引規制と一致する

とは限らず、かつ、法令に基づかない社内規則の場合には刑事罰は課されないため、法令と

同じ程度の実効性が確保されるとの保証はありません。なお、本投資法人が借入を行ってい

る場合において、借入先である機関投資家は融資の条件として、本投資法人に対し公表され

ていない重要事実の開示を要求できる立場に立つことがあります。 

(i）本投資法人の投資方針の変更に関するリスク 

 本投資法人は、投信法の規定に従い、資産運用の対象及び方針を規約別紙１において定め

ており（投信法第67条第１項第７号、同法施行規則第105条第１号、規約別紙１）、本資産

運用会社は、かかる規約の定めに従って本投資法人の資産の運用を行っております。しかし

ながら、実際の資産運用においては様々な資産の特性に応じ、またその時々の市場環境や経

済情勢に応じた的確かつきめ細やかな対応を余儀なくされることがあります。そのため、本

資産運用会社はその内規として「運用管理規程」を定め、資産運用において適時適切な対応

を行うこととしております。この場合、規約別紙１に定める資産運用の対象及び方針の改正

には投資主総会の決議を必要としますが、運用管理規程は本資産運用会社の内規であるた

め、投資主総会の決議によらず変更されることがあります。かかる運用管理規程の改正によ

り、意図したとおりの運用が成功を収めるとの保証はなく、かかる改正が結果的に本投資法

人の資産運用及びその業績に悪影響を与えないとの保証はありません。そのような場合に

は、本投資証券の投資主は損害を被る可能性があります。 



③ 不動産に関するリスク 

(a）不動産の流動性、取引コスト等に関するリスク 

 一般に、不動産の有する特徴として、特に地理的位置の固定性、不動性（非移動性）、永

続性（不変性）、不増性、個別性（非同質性、非代替性）等が挙げられます。また、上記の

特性の他に、取引当事者の属性や取引動機等の取引事情等によってもその価格が影響される

等の特性があります。これらの特性のために、不動産は、国債・長期預金等の金融商品等に

比べ、一般的に流動性が相対的に低い資産として理解されております。そして、それぞれの

不動産の個別性が強いため、売買において一定の時間と費用を要し、その時間や費用の見積

もりが難しく、予想よりも多くの時間と費用が費やされ、その結果不動産を取得若しくは売

却できない可能性があり、さらに、不動産が共有物件又は区分所有物件である場合、土地と

建物が別個の所有者に属する場合等、権利関係の態様が単純ではないことがあり、上記の流

動性等に関するリスクが増幅されます。 

 経済環境や不動産需給関係の影響によって、取得を希望する物件を希望どおりの時期・条

件で取得できず又は売却を希望する物件を希望どおりの時期・条件で売却できない可能性も

あります。これらの結果、本投資法人はその投資方針に従った運用ができず、本投資法人の

収益等が悪影響を受ける可能性があります。 

(b）物件取得の競争に関するリスク 

 本投資法人は、その規約において、不動産及び不動産信託受益権を主たる投資対象とし

て、中長期的な観点から、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行

うことをその投資の基本方針としております。しかしながら、不動産投資信託その他のファ

ンド、大小の投資家等による不動産投資が活発化する等の影響により、物件取得の競争が激

化しており、そもそも物件取得自体ができず又は投資採算の観点から希望した価格での物件

取得ができない等の事情により、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適

と考える資産のポートフォリオを実現できない可能性があります。その他、本書記載の様々

なリスクや要因により、本投資法人はその投資方針に従った運用ができず、本投資法人の収

益等が悪影響を受ける可能性があります。 

(c）テナントの獲得競争に関するリスク 

 通常、運用不動産は他の不動産とのテナント獲得競争に晒されているため、競合する不動

産の新築、リニューアル等の競争条件の変化や競合不動産の募集賃料水準の引下げ等によ

り、賃料引下げや稼働率の低下を余儀なくされ、本投資法人の収益が悪化する場合がありま

す。特に、立地条件や建物仕様等の点で本投資法人の運用不動産に優る競合不動産がある場

合、その傾向は顕著になるものと予想されます。 

(d）不動産の物的及び法的な欠陥・瑕疵に関するリスク 

 一般に、不動産には地盤地質、構造、材質等に関して欠陥、瑕疵等（隠れたものを含みま

す。）が存在している可能性があります。また、適用される法令上の規制に対する遵守や、

周辺の土地利用状況等によっても、その瑕疵や欠陥となる可能性となるものが含まれており

ます。そこで、本資産運用会社が不動産又は不動産信託受益権の選定・取得の判断を行うに

あたっては、対象となる不動産及び信託財産である不動産について、利害関係のない第三者

の建設会社等の専門業者からエンジニアリングレポート等を取得し、かつ、原則として当該

不動産又は不動産信託受益権の売主から売買契約等において譲渡の時点における一定の表明

及び保証を取得するとともに、一定の瑕疵担保責任を負担させることとしております。 

 エンジニアリングレポート等には、建物等に関する専門家が設計図書等の確認、現況の目

視調査及び施設管理者への聴き取りを行うこと等により、現在又は将来発生することが予想



される建物の不具合、必要と考えられる修繕又は更新工事の抽出及びそれらに要する概算費

用、再調達価格の算出、建物の耐震性能並びに地震による損失リスク等を検討した結果等が

記載されており、本投資法人ではこれらの専門業者からの報告書等を参考に、取得対象資産

の欠陥及び瑕疵の有無等の確認を行っています。なお、エンジニアリングレポートの作成

者、地震リスク分析評価会社等については、後記「５ 運用状況 /（２）投資資産 / ② 投

資不動産物件 / Ⅰ．投資不動産の内容 /（ニ）エンジニアリングレポートの概要」をご参

照下さい。 

 しかし、エンジニアリングレポート等の作成に係る専門業者の調査には、提供される資料

の内容やその調査範囲及び時間的な制約等から一定の限界があり、不動産及び信託財産であ

る不動産に関する欠陥・瑕疵について完全に報告が行われているとは限りません。さらに、

エンジニアリングレポート等で指摘されなかった事項であっても、本投資法人が不動産又は

不動産信託受益権を取得した後に、欠陥、瑕疵等の存在が判明する可能性があります。 

 また、不動産又は不動産信託受益権に関する売主の表明及び保証の内容が、真実かつ正確

であるとは限らず、本投資法人の取得後に欠陥、瑕疵等の存在が判明する可能性がある一

方、表明及び保証の期間及び責任額は一定範囲に限定されるのが通例です（なお、強制競売

で購入した物件については、瑕疵担保責任の追及はできません（民法第570条ただし

書）。）。さらに、不動産又は不動産信託受益権の売主が表明及び保証を全く行わず、ある

いは制限的にしか行わない場合又は瑕疵担保責任を全く負担せず、あるいは制限的にしか負

担しない場合であっても、本投資法人が当該不動産又は不動産信託受益権を取得する可能性

があります。 

 運用不動産に欠陥、瑕疵等が存在する場合、その程度によっては、当該運用不動産の資産

価値が減少する可能性があり、あるいは、これを防ぐために、買主である本投資法人が当該

欠陥、瑕疵等の補修その他に係る予定外の費用を負担せざるを得ない可能性があります。そ

して、これらに関し、売主に対して表明及び保証違反を理由とする損害賠償責任や瑕疵担保

責任を追及することが法的には可能であっても、売主が特別目的会社や経済的に破綻した会

社である等の理由によりその資力が十分でなかったり、解散等により存在しなくなっている

等の事情により責任追及に実効性がなく、本投資法人に費用負担が発生する可能性がありま

す。本投資法人は現に多くの運用不動産を特別目的会社から取得しているので、前所有者に

対する瑕疵担保責任の追及が実効性を欠くことになる可能性を否定できません。 

 不動産をめぐる権利義務関係も、その特殊性や複雑性の故に種々の問題を引き起こす可能

性があります。本投資法人は運用不動産を取得するにあたって、不動産登記簿を確認する等

売主の所有権の帰属に関する調査を行いますが、不動産登記にいわゆる公信力がない一方

で、実際の取引において、売主の権利帰属を確実に知る方法が必ずしもあるとはいえないた

め、本投資法人の取得後に、当初より売主が所有権を取得し得なかったことが判明する可能

性があります。また、本投資法人が取得した権利が第三者の権利の対象になっていることや

第三者の権利を侵害していることが、本投資法人の取得後になって判明する可能性がありま

す。これらの問題が発生した場合、前述した欠陥や瑕疵等と同様、法律上又は契約上の瑕疵

担保責任や表明保証責任を追及できることもありますが、実効性がない可能性もあります。

 他方、運用不動産を取得するまでの時間的制約等から、隣接地権者からの境界確定同意が

取得できず又は境界標の確認ができないまま当該運用不動産を取得する事例が少なからず見

られ、今後取得する物件についてもその可能性は小さくありません。したがって、状況次第

では、後日これを処分するときに事実上の障害が発生し、また境界に関して紛争が発生し

て、所有敷地の面積の減少、損害賠償責任の負担を余儀なくされる等、運用不動産について

予定外の費用又は損失を負担する可能性があります。同様に、越境物の存在により、運用不

動産の利用が制限され賃料に悪影響を与える可能性や、越境物の除去等のために追加費用を

負担する可能性もあります。 



 他方、本投資法人が不動産を売却する場合には、瑕疵担保責任を負う場合があります。特

に、本投資法人は宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号。その後の改正を含みます。以

下「宅建業法」といいます。）上宅地建物取引業者とみなされますので、買主が宅地建物取

引業者でない場合には、瑕疵担保責任を排除することが原則としてできません。 

 これらの結果、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。 

(e）不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク 

 建築基準法（昭和25年法律第201号。その後の改正を含みます。また、これに基づく命

令・条例を含みます。以下同じです。）の規定又はその改正法の規定の施行の際、通常、こ

れらの規定に適合しない現に存する建物（現に建築中のものを含みます。）及びその敷地に

ついては、当該規定が適用されない扱いとされております。運用不動産の中には、上記のよ

うな扱いの結果、現行の建築基準法上の規定の一部を満たしていないが違法とはならない、

いわゆる既存不適格である建物を含む場合があります。特に、耐震設計基準に関し、昭和56

年以前に建築確認申請がなされた建物については、いわゆる旧耐震基準を採用しており、現

行法において必要とされる基準を満たしていないものがあります。これらの建物の建替え等

を行う場合には、現行の規定に合致するよう、既存の部分の手直しをする必要があり、費用

等追加的な負担が必要となる可能性があります。 

 また、不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が、運用不動産に適用される

可能性があります。例えば、一定割合において住宅を付置する義務や、駐車場設置義務、福

祉配慮設備設置義務、緑化推進義務及び雨水流出抑制施設設置義務等が挙げられます。この

ような義務が課せられている場合、当該運用不動産を処分するときや建替え等を行うとき

に、事実上の困難が生じたり、これらの義務を遵守するための追加的な負担が生じたりする

可能性があります。さらに、運用不動産を含む地域が道路設置等都市計画等の対象となる場

合には、当該都市計画対象部分に建築制限が付されたり、建物の敷地とされる面積が減少

し、運用不動産に関して建替え等を行う際に、現状と同規模の建築物を建築できない可能性

があります。 

(f）法令等の変更に関するリスク 

 消防法（昭和23年法律第186号。その後の改正を含みます。）その他不動産の建築・運

営・管理に影響する関係法令や条例の改正等により、運用不動産の管理費用等が増加する可

能性があります。また、建築基準法、都市計画法（昭和43年法律第100号。その後の改正を

含みます。）その他不動産に関する行政法規の改正等、新たな法令等の制定及びその改廃、

あるいは、収用、再開発、区画整理等の事業により、運用不動産に関する権利が制限される

可能性があります。さらに、将来環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、運用不動

産について、大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務、所有

者としての無過失責任等が課される可能性があります。このように、法令又は条例の制定・

改廃等が本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。 

(g）区分所有物件に関するリスク 

 不動産が区分所有物件である場合には、その管理及び運営は区分所有者間で定められる管

理規約等に服します。この管理規約等は、原則として区分所有者及びその議決権の各４分の

３以上の多数決によらなければ変更できません（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年

法律第69号。その後の改正を含みます。以下「区分所有法」といいます。）第31条。なお、

建替え決議等においては、さらに多数決の要件が加重されております。また、区分所有者の

議決権数は、必ずしも区分所有割合（専有部分の床面積割合）に比例するわけではありませ

ん。）。したがって、本投資法人が区分所有者及びその議決権の４分の３を有していない場



合には、区分所有物件の管理及び運営について本投資法人の意向を十分に反映させることが

できない可能性があります。 

 区分所有者は、自己の専有部分を原則として自由に処分することができます。したがっ

て、本投資法人の意向にかかわりなく区分所有者が変更される可能性があります。新区分所

有者の資力、数、属性等の如何によっては、運用不動産の価値や収益が減少する可能性があ

ります。これに対し、区分所有規約等において当該不動産の区分所有権（敷地の共有持分を

含みます。）を処分する場合に、他の区分所有者の先買権又は優先交渉権、処分における一

定の手続きの履践義務等が課されている場合があります。この場合は、本投資法人が区分所

有権を処分する際に、事前に優先交渉を他の区分所有者と行う等の制約を受ける可能性があ

ります。 

 また、区分所有者は自己の専有部分を、原則として自由に賃貸その他使用収益することが

できます。その結果、本投資法人の運用不動産の価値や収益は、他の区分所有者による使用

収益の状況によって影響を受ける可能性があります。 

 加えて、他の区分所有者が自己の負担すべき公租公課、修繕費、保険料等の支払い又は積

立てを履行しない場合、当該区分所有権や運用不動産が法的手続きの対象となり又は劣化す

る等の可能性があります。 

 なお、区分所有建物では、専有部分と敷地利用権（区分所有建物の専有部分を所有するた

めに区分所有者が敷地に関して有する権利をいいます。）の一体性を保持するために、区分

所有法第22条で、専有部分と敷地利用権を分離して処分することが禁止されております（た

だし、区分所有規約で別段の定めをすることはできます。）。そして、敷地権（敷地利用権

をもとに、区分所有建物の敷地になっている土地について、建物と一体化されて登記されて

いる権利をいいます。）の登記がなされている場合には、専有部分とは別に敷地利用権だけ

が分離されて処分されても、当該分離処分は無効となります。しかし、敷地権の登記がなさ

れていない場合には、分離処分の無効を善意の第三者に主張することができません。そのよ

うな場合には、区分所有建物と敷地の権利関係が複雑になるため、不動産の鑑定評価及び市

場での売買価格の決定等において、減価要因が増加する可能性があります。 

(h）共有物件に関するリスク 

 運用不動産が第三者との間で共有されている場合、その保存・利用・処分等について単独

で所有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。 

 まず、共有物の管理に関する事項は、共有者間で別段の定めをした場合等を除き、共有者

の持分の価格に従い、その過半数で決するものとされているため（民法第252条）、持分の

過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営について本投資法人の意向を反

映させることができない可能性があります。また、共有者はその持分に応じて共有物の全体

を利用することができるため（民法第249条）、他の共有者によるこれらの権利行使によっ

て、本投資法人の当該不動産の保有又は利用が妨げられる可能性があります。 

 共有物全体を一括処分する際には、全共有者の合意が必要です。したがって、本投資法人

は共有物を希望する時期及び価格で売却できない可能性があります。もっとも、共有者には

原則として共有物の分割を請求する権利があり（民法第256条第１項本文）、これにより単

独の処分又は使用収益を行うことが可能ですが、現物分割が不可能である場合等は、裁判所

により共有物全体の競売を命じられる可能性があります（民法第258条第２項）。また、本

投資法人が分割を請求できる反面、本投資法人が分割を望まないときでも、他の共有者から

の請求にも服さなければならない可能性があります。共有者間で不分割の合意をすることは

可能ですが（民法第256条第１項ただし書き）、その場合であっても、合意の有効期間（５

年が最長ですが、同条第２項により、５年を限度に更新することも可能です。）が満了して

いたり、その合意が未登記であるために第三者に対抗できないことがあります。また、共有



者が破産した場合又は共有者について会社更生手続き若しくは民事再生手続きが開始された

場合は、共有物の分割が行われる可能性があります（ただし、共有者は、破産、会社更生手

続き又は民事再生手続きの対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得す

ることができます（破産法（平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。）第52条、会

社更生法（平成14年法律第154号。その後の改正を含みます。）第60条、民事再生法（平成

11年法律第225号。その後の改正を含みます。）第48条）。）。 

 他方、共有持分については、共有者は自己の持分を原則として自由に処分することができ

ます。したがって、本投資法人の意向にかかわりなく他の共有者が変更される可能性があ

り、この場合、新たな共有者の資力、数、属性等の如何によっては、運用不動産の価値や収

益が減少する可能性があります。これに対し、共有者間の協定書又は規約等において、当該

不動産の持分を処分するに際し、他の共有者の先買権又は優先交渉権、事前同意の取得その

他処分における一定の手続きの履践等が課されている場合があります。この場合は、本投資

法人が持分を処分する際に、事前に優先交渉を他の共有者と行う等の制約を受ける可能性が

あります。 

 共有不動産を賃貸に供する場合、賃貸人の賃料債権は不可分債権となり敷金返還債務は不

可分債務になると一般的には解されております。したがって、本投資法人は、他の共有者

（賃貸人）の債権者により当該他の共有者の持分を超えて賃料債権全部が差し押さえられた

り、賃借人に対する敷金返還債務を他の共有者がその持分等に応じて履行しない場合に、敷

金全部の返還債務を負わされる可能性があります。これらの場合、本投資法人は、自己の持

分に応じた賃料債権相当額や他の共有者のために負担拠出した敷金返還債務相当額の償還を

当該他の共有者に請求することができますが、当該他の共有者の資力の如何によっては、償

還を受けることができない可能性があります。 

 また、共有者が自ら負担すべき公租公課、修繕費、保険料等の支払又は積立てを履行しな

い場合、当該不動産やその持分が強制執行その他の法的手続きの対象となる、あるいは、劣

化する等の可能性があります。 

 共有不動産については、上記のような制約やリスクがあるため、不動産の鑑定評価及び市

場での売買価格の決定等において、単独所有の場合には存在しない減価要因が加わる可能性

があります。 

(i）借地物件に関するリスク 

 本投資法人は、運用不動産である建物の敷地の所有権を有しない場合があります。この場

合、建物の処分に付随する借地権の処分に関して、敷地の所有者の同意等が要求されること

があり、そのため、本投資法人が事実上建物を処分できなかったり、多額の承諾料を徴求さ

れたり、本投資法人が希望する価格、時期等の条件で建物を処分することができない可能性

があります。 

 また、借地権が敷地利用に関する契約の終了又は解除その他の理由により消滅した場合、

本投資法人は敷地の明渡義務を負う可能性があります。さらに、借地権について民法若しく

は借地借家法（平成３年法律第90号。その後の改正を含みます。）等の法令に従い対抗要件

が具備されていないとき又は先順位の対抗要件を具備した担保権者が存在するときは、本投

資法人は、当該借地権を敷地の全部又は一部に関して権利を取得した所有者又は競落人に対

して自己の権利を対抗できず、敷地を明け渡さざるを得なくなる可能性があります。 

 また、本投資法人が敷地の所有者に対し借地契約に係る敷金・保証金等の返還請求権を有

する場合、敷地の所有者の資力の悪化や倒産等により、それらの全額又は一部が返還されな

い可能性があります。敷地の所有者に対する敷金・保証金等の返還請求権については、十分

な担保設定や保証がなされない場合が少なくありません。 



(j）専門家報告書等に関するリスク 

 不動産の鑑定評価額は、個々の不動産鑑定士等による地域分析、個別分析等の分析の結果

に基づく、ある一定時点における不動産鑑定士等の判断や意見を示したものに留まります。

本投資法人が取得した運用不動産については、毎決算期末を価格時点とした鑑定評価が行わ

れております。なお、同一物件について鑑定評価を行った場合でも、個々の不動産鑑定士等

によって、その適用する評価方法又は調査の方法若しくは時期、収集した資料等の範囲等に

よって鑑定評価額が異なる可能性があります。本書記載の鑑定評価額は、不動産鑑定評価基

準及び留意事項に基づき、原則としてＤＣＦ法による収益価格を標準とし、直接還元法（Ｄ

Ｃ法）による収益価格等による検証を行い決定された特定価格をもって「鑑定評価額」とす

るものですが、かかる鑑定評価の結果又は見直し後の結果は、将来において本投資法人が当

該鑑定評価額又は見直し価格により運用不動産を売買できることを保証又は約束するもので

はありません。 

 土壌汚染リスク評価報告書は、個々の専門業者が調査した結果を記載したものにすぎず、

土壌汚染が存在しないことを保証又は約束するものではありません。 

 エンジニアリングレポート（建物地震リスク評価報告書等を含みます。）等は、建物等の

評価に関する専門業者が建物等の状況に関して調査した結果を記載したにものにすぎず、提

供される資料の内容やその調査範囲及び時間的な制約等から一定の限界があり、不動産及び

信託財産である不動産に関する欠陥・瑕疵について完全に報告が行われているとは限りませ

ん。 

 また、不動産に関して算出されるＰＭＬ（ＰＭＬの詳細については、後記「５ 運用状

況 /（２）投資資産 / ② 投資不動産物件 / Ⅰ．投資不動産の内容 /（ニ）エンジニアリ

ングレポートの概要 /（注）４．」をご参照下さい。）は、個々の専門家の分析に基づく予

想値であり、損害の予想復旧費用の再調達価格に対する比率で示されますが、将来、地震が

発生した場合には、予想以上の復旧費用が必要となる可能性があります。 

(k）わが国におけるオフィスビル等の賃貸借契約に関するリスク 

 わが国におけるオフィスビル等の建物賃貸借契約（下記(l)に記載の原則的な定期建物賃

貸借契約の場合を除きます。）では、契約期間を２年とし、かかる期間が満了する日の一定

期間前までに更新しない旨の意思表示がない限り、自動的に更新されるとするものが多く見

られます。したがって、常に契約が更新されるとの保証はありません。また、契約期間の定

めにかかわらず、テナントが一定期間前の通知を行うことにより契約を解約できることとさ

れている場合が多く見受けられます。賃貸借契約が更新されず又は契約期間中に解約された

場合、すぐに新たなテナントが入居するとの保証はなく、その結果、賃料収入が減少する可

能性があります。なお、賃貸借契約において契約期間中に賃借人が解約した場合の違約金に

ついて規定することがありますが、かかる規定の内容によってはその全部又は一部が無効と

される可能性があります。 

 なお、賃貸人からの建物賃貸借契約の更新拒絶及び解除は、借地借家法第28条のいわゆる

正当事由の存在が認められる場合を除いて困難であることが多いのが実情です。 

(l）賃料の減額に関するリスク 

 運用不動産のテナントが支払うべき賃料は、一定の期間（以下「据置期間」といいま

す。）その増額又は減額をしない旨の特約があるか否かを問わず、賃貸人とテナントの合意

により、又はテナントが賃貸人に対し、借地借家法第32条に基づく賃料減額請求権を行使す

ることにより、据置期間の中途であっても減額される可能性があります。また、運用不動産

と競合すると思われる不動産の賃料水準が全般的に低下した場合には、新たに入居するテナ

ントとの間で締結される賃貸借契約における賃料の額が、従前の賃料の額と比較して低下す



るとともに、上記のような賃料減額の可能性もより増大することになり、本投資法人の賃料

収入の減少をもたらす可能性があります。 

 上記のような通常の建物賃貸借に対して、借地借家法第38条の定めに基づき、契約期間を

定める等の一定の要件を満たすことにより、更新がないものとすることができる建物賃貸借

（以下「定期建物賃貸借」といいます。）が存在し、そのような賃貸借においては借地借家

法第32条の賃料増減請求権に服さない旨取り決めることができます。もっとも、賃貸人にと

って、定期建物賃貸借契約には、通常の賃貸借契約に比べ契約期間中の賃料収入の安定が期

待できるという有利な面がある一方で、賃料が低く抑えられがちであったり、特約の定め方

によっては、一般的な賃料水準が上昇する場合又は当該不動産の価格若しくは公租公課が上

昇する場合等でも、それに応じた賃料の増額を請求する権利がない等、不利益な面もありま

す。さらに、契約締結の方法又はこれをめぐる事情の如何によっては、上記一定の要件を満

たしていないと判断され、定期建物賃貸借であることが否定される可能性があります。 

 なお、本投資法人が賃貸している運用不動産を賃借人が転貸している場合には、転貸条件

が必ずしも賃貸条件に比して優利ではなく、何らかの理由で本投資法人が転借人と直接の賃

貸借契約関係を有することとなったとき、従前より低額の賃料を甘受せざるを得ない可能性

があります。 

(m）不動産の運用費用の増加に関するリスク 

 経済全般のインフレーション、人件費や水道光熱費の高騰、不動産管理や建物管理に係る

費用又は備品調達等の管理コストの上昇、修繕費の負担、各種保険料の値上げ、公租公課の

増大その他の理由により、不動産の運用に関する費用が増加する可能性があります。一方

で、運用不動産からの収入がこれに対応して増加するとの保証はありません。 

(n）テナントの建物使用態様に関するリスク 

 建物そのものが法令や条例等の基準を満たす場合であっても、テナントによる建物への変

更工事、内装の変更等により、建築基準法・消防法その他の法令や条例等に違反する状態と

なり、本投資法人がその改善のための費用を負担する可能性があります。また、賃貸借契約

における規定の如何にかかわらず、テナントによる転貸や賃借権の譲渡が本投資法人の関与

なしに行われる可能性があります。その他、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律」（平成３年法律第77号。その後の改正を含みます。）に定める暴力団の入居や、テナ

ントによる「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（昭和23年法律第122

号。その後の改正を含みます。）に定める風俗営業の開始等により運用不動産のテナント属

性が悪化し、これに起因して建物全体の賃料水準が低下する可能性があります。 

(o）不動産の毀損等に関するリスク 

 運用不動産につき滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となることがあります。かか

る修繕に多額の費用を要する場合があり、また、修繕工事の内容やその実施の仕方によって

は、テナントの使用収益に影響を与えたり、テナントの館内移転が必要となったりするた

め、賃料収入等が減少し、あるいは少なからぬ付帯費用が発生する場合があります。他方、

かかる修繕が困難又は不可能な場合には、将来的に運用不動産から得られる賃料収入等が減

少する可能性があります。これらの結果、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性が

あります。 

(p）火災、破裂爆発、落雷、風ひょう雪災、水災、電気的事故、機械的事故その他偶然不測の

事故に関するリスク 

 火災、破裂爆発、落雷、風ひょう雪災、水災、電気的事故、機械的事故その他不測の事故



等の災害により、運用不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値が消滅、減少する可能性が

あります。また、これらの災害によりテナントの支払能力等が悪影響を受ける可能性もあり

ます。 

 有価証券報告書提出日現在、本投資法人が所有する運用不動産に関しては、火災保険等の

保険契約が締結されており、今後本投資法人が取得する運用不動産に関しても原則として適

切な保険を付保する予定です。しかし、運用不動産の個別事情等により、保険契約が締結さ

れない可能性、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生する可能性、保険契約でカ

バーされない災害や事故（例えば、故意によるもの、戦争やテロ行為等に基づくものは、必

ずしも全て保険でカバーされるとは限りません。）が発生する可能性又は保険契約に基づく

支払いが、保険会社により行われず若しくは遅れる可能性も否定できません。また、保険金

が支払われた場合でも、行政上の規制その他の理由により、事故発生前の状態に回復させる

ことができない可能性があります。 

 本投資法人の付保に関する方針の概要については、下記(q）及び(r）に関するものを含

め、前記「２ 投資方針 /（１）投資方針 / ② 基本方針に基づく運用方針の細

目 / (ニ) 付保方針」をご参照下さい。 

(q）地震火災、地震破裂、地震倒壊、噴火、津波等に関するリスク 

 地震火災、地震破裂、地震倒壊、噴火、津波等の災害により運用不動産が滅失、劣化又は

毀損し、その価値が消滅、減少する可能性があります。また、これらの災害によりテナント

の支払能力等が悪影響を受ける可能性もあります。 

(r）不動産に係る所有者責任に関するリスク 

 本投資法人の運用不動産の瑕疵等を原因として、第三者の生命、身体又は財産その他法律

上保護に値する利益を侵害した場合に損害賠償義務が発生し、結果的に本投資法人が予期せ

ぬ損失を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上、占有者が損害の

発生を防止するのに必要な注意をしたとき、無過失責任を負うこととされております（民法

第717条第１項）。 

 有価証券報告書提出日現在、本投資法人が所有する運用不動産に関しては、施設賠償責任

保険等の保険契約が締結されており、今後本投資法人が取得する運用不動産に関しても、原

則として適切な保険を付保する予定です。しかし、運用不動産の個別事情等により、保険契

約が締結されない可能性、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生する可能性又は

保険契約に基づく支払いが保険会社により行われず若しくは遅延する可能性は否定できませ

ん。 

(s）有害物質に係るリスク 

 運用不動産として取得した土地について産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている場合、

当該敷地及び建物の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。また、かかる有害物質を除去

するために土壌の入れ替えや洗浄が必要となって予想外の費用や時間が必要となる可能性が

あります。この点に関連して、土壌汚染等について、土壌汚染対策法（平成14年法律第53

号。その後の改正を含みます。）は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する

措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により土壌

汚染の対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とするものと定められて

おります。同法に規定する特定有害物質に係る一定の施設を設置していた場合や、土壌の特

定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生じる可能性があると認められる場合に

は、その土地の所有者、管理者又は占有者等は、かかる汚染の状況について調査報告を命じ

られることがあり、さらに、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講



じるよう命じられることがあります。このような場合には、本投資法人に多額の負担が生じ

る可能性があります。かかる負担について、本投資法人はその原因となった者に対し費用償

還を請求できることがありますが、かかる請求によっても本投資法人の損害を回復すること

ができない可能性があります。その結果、本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性

があります。 

 また、運用不動産として取得した建物につき、その建材等にアスベストその他の有害物質

を含む建材等が使用されている若しくは使用されている可能性がある場合又はＰＣＢが保管

されている場合等には、状況によって当該建物及びその敷地の価値に悪影響を及ぼす可能性

があります。さらに、かかる有害物質を除去するために建材等の全面的又は部分的交換や、

保管・撤去費用等が必要となって予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。有価

証券報告書提出日現在、アスベストを使用している若しくは使用している可能性のある建物

又はＰＣＢを保管している建物が、運用不動産に含まれております。 

 また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、運用不動産の所有者とし

て損害を賠償する義務が発生する可能性があります。 

(t）運用不動産の偏在に関するリスク 

 本投資法人は、前記「２ 投資方針 /（１）投資方針 / ② 基本方針に基づく運用方針の

細目/ (イ) ポートフォリオの構築方針」に記載された投資方針に基づき運用を行います

が、運用不動産が不動産市況によって一定の用途又は地域に偏在した場合、当該地域におけ

る地震その他の災害、市況の低迷による稼働率の低下、賃料水準の下落等が、本投資法人の

収益等又は存続に著しい悪影響を及ぼす可能性があります。 

 さらに、テナント獲得に際し、賃貸市場において他の賃貸人と競合し、結果として賃料収

入が減少し、本投資法人の収益に影響を与える可能性があり得ます。 

 また、一般に、総資産額に占める個別の運用不動産の割合は、総資産額の規模が拡大する

過程で低下していくと予想されるものの、総資産額に占める割合が大きい運用不動産に関し

て、地震その他の災害、稼働率の低下、賃料水準の下落等の事情が発生した場合には、本投

資法人の収益等又は存続に著しい悪影響をもたらす可能性があります。 

 有価証券報告書提出日現在、本投資法人の所有する運用不動産は、その多くの部分がオフ

ィス向けとされており、東京23区内及び東京周辺都市部に集中しておりますが、特に東京23

区内のオフィススペースの供給増加により同区内におけるテナントの賃料水準又は運用不動

産の稼働率が低下した場合には、運用不動産の同地域への偏在は本投資法人の収益等に悪影

響をもたらす可能性があります。 

(u）テナントの集中に関するリスク 

 運用不動産のテナント数が少ない場合ほど、本投資法人の収益等は特定のテナントの退

去、支払能力の悪化その他の事情による影響をより受けやすくなります。すなわち、このよ

うな場合においてテナントが退去した場合には、空室率が高くなるうえに、退去したテナン

トの賃貸面積が相対的に大きいほど、他のテナントを探し、その入居率を回復させるのがよ

り難しくなることがあり、その期間が長期にわたる場合には、本投資法人の収益等に悪影響

をもたらす可能性があります。 

 また、テナントが倒産した場合、双方未履行の双務契約としてテナントの管財人が解除権

を行使し、敷金・保証金の返還を求めてくる可能性があります。この場合の解除権の行使は

法律で認められたものであるため、本投資法人は解除に伴い違約金を取得できる旨の契約条

項があっても違約金を取得できない可能性があります。当該テナントの賃料が相対的に多額

である場合は、本投資法人の収益が重大な悪影響を受ける可能性があります。 



(v）売主の倒産等の影響を受けるリスク 

 一般に、不動産又は不動産信託受益権を売却した後に売主が倒産手続きに入った場合、当

該不動産又は不動産信託受益権の売買又は売買についての対抗要件具備が、当該売主の管財

人により否認される可能性があります。また、財産状態が健全でない売主が不動産又は不動

産信託受益権を売却した場合、当該不動産又は不動産信託受益権の売買が当該売主の債権者

により詐害行為を理由に取消される可能性があります。 

 また、売買取引を担保付融資取引であると法的に性格づけることにより、依然としてその

目的物が売主（又は倒産手続における管財人ないし財団）に属すると解される可能性があ

り、特に担保権の行使に対する制約が破産手続等に比較して相対的に大きい会社更生手続に

おいては、深刻な問題となり得ます。 

 なお、本投資法人に対して、取得予定資産を含む運用不動産（当該不動産に関する不動産

信託受益権を含みます。）を譲渡した前所有者（前信託受益者を含みます。）が、運用不動

産（運用不動産に関する不動産信託受益権を含みます。）をその前々所有者から購入した当

時の当該前々所有者の財産状態の健全性について、本投資法人は調査を行っておりません。

前々所有者の倒産等の場合、一定の条件のもとで、前々所有者と前所有者との間の取引に係

る否認の効力が転得者にも及ぼされることがあります（破産法第170条、会社更生法第93

条、民事再生法第134条）。したがって、かかる前々所有者を含む売主等の倒産の場合、本

投資法人が否認の効力を主張され又は詐害行為取消権の行使を受けることにより、運用不動

産又は当該不動産に関する不動産信託受益権の所有権を失う等、本投資法人の収益等に悪影

響が生じる可能性があります。 

(w）取得予定資産を組入れられないリスク 

 有価証券報告書提出日以降に、予測し得ない事由の発生により、本投資法人が取得予定資

産を購入することができない可能性があります。本投資法人は、そのような場合には代替的

な資産を取得するために努力する予定ですが、投資に適した物件を速やかに取得できるとは

限らず、そのため本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。 

(x）未稼働物件（開発物件を含む）の取得に関するリスク 

 本投資法人は、原則として、取得時点において既に賃貸されている不動産に投資を行いま

すが、本投資法人の規約又は本資産運用会社の内規である運用管理規程に定める投資方針に

従って、竣工後に不動産や不動産信託受益権を取得するために、予め開発段階で当該不動産

等の売買契約等を締結する場合があります。かかる場合、既に稼働中の物件につき売買契約

を締結して取得する場合に比べて、ａ）開発途中において、地中障害物、埋蔵文化財、土壌

汚染等が発見され、これらが開発の遅延、変更又は中止の原因となる可能性、ｂ）工事請負

業者の倒産又は請負契約の不履行により、開発が遅延、変更又は中止される可能性、ｃ）開

発コストが当初の計画を大きく上回る可能性、ｄ）天災地変により開発が遅延、変更又は中

止される可能性、ｅ）行政上の許認可手続により開発が遅延、変更又は中止される可能性、

ｆ）開発過程において事故が生じる可能性、ｇ）竣工後のテナントの確保が当初の期待を下

回り、見込みどおりの賃貸事業収入を得られない可能性、ｈ）その他予期せぬ事情により開

発が遅延、変更又は中止される可能性等の固有のリスクがあります。これらの結果、開発中

の物件からの収益が本投資法人の予想を大きく下回る可能性がある他、予定された時期に収

益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、予定されていない費用、損害又

は損失を本投資法人が被る可能性があり、そのため本投資法人の収益等が重大な悪影響を受

ける可能性があります。 



(y）事務所（オフィス）・物流施設・商業施設・ホテル以外の用途の不動産への投資に関する

リスク 

 本資産運用会社は運用管理規程において、その投資の一部に限り、事務所（オフィス）・

物流施設・商業施設・ホテル以外の用途の不動産についても投資対象とすることを定めてお

ります。これは用途分散によるリスク低減を図った総合型ポートフォリオの構築を目指すも

のです。 

 しかし、取引参加者が比較的多く、また取引慣行・投資指標等がある程度確立された市場

で取引される事務所（オフィス）、物流施設、商業施設、ホテルといった不動産に比べて、

それ以外の用途の不動産は、当該不動産に係る市場環境、これらを取り巻く経済環境や関連

法令等の変更による影響をより強く受ける可能性があります。 

 また、対象不動産の用途の特殊性等の理由から、他用途への転用が困難であるおそれや、

土壌汚染の影響を受ける可能性が高い地域に立地することがあるほか、賃借人（テナント）

となりうる市場参加者の層が限定されているため、将来における賃借人（テナント）の代替

性に欠ける可能性があります。したがって、このような不動産への投資を行うことにより、

本投資法人が予想外の損失等を被る可能性があります。 

(z）不動産の売却に伴う責任に関するリスク 

 本投資法人が運用不動産を売却した場合に、運用不動産に物的又は法的な瑕疵があるため

に、法令の規定に従い、瑕疵担保責任を負担する可能性があります。特に、本投資法人は宅

建業法上のみなし宅地建物取引業者となりますので、買主が宅地建物取引業者でない場合に

は、本投資法人の瑕疵担保責任に関するリスクを排除できない場合があります。また、法令

の規定以外にも、売買契約上の規定に従い、物件の性状その他に関する表明保証責任や瑕疵

担保責任を負う可能性があります。 

 これらの法令上又は契約上の表明保証責任や瑕疵担保責任を負担する場合には、買主から

売買契約を解除され、あるいは、買主が被った損害の補償をしなければならず、本投資法人

の収益等に悪影響が生じる可能性があります。 

 さらに、賃貸不動産の売却においては、新所有者が賃借人に対する敷金返還債務等を承継

するものと解されており、実務もこれにならうのが通常ですが、旧所有者が当該債務を免れ

ることについて賃借人の承諾を得ていない場合には、旧所有者は新所有者とともに当該債務

を負い続けると解される可能性があり、予想外の債務又は義務等を負う場合があり得ます。

④ 信託の受益権特有のリスク 

 本投資法人は、不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権を取得することが

ありますので、不動産特有のリスクに加え、以下のような信託の受益権特有のリスクを負いま

す。 

 なお、以下、平成19年９月30日施行の信託法（平成18年法律第108号）を「新信託法」とい

い、新信託法施行と同時に廃止された信託法（大正11年法律第62号。その後の改正を含みま

す。）を「旧信託法」といい、信託契約に別段の定めがない限り、平成19年９月30日より前に

効力を生じた信託契約については、信託財産についての対抗要件に関する事項を除き、旧信託

法が適用されます（信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第109

号）第２条）。 

(a）信託受益者として負うリスク 

 信託受益者とは信託の利益を享受する者ですが、他方で、旧信託法の下では、信託財産に

関する租税、信託受託者の報酬、信託財産に瑕疵があることを原因として第三者が損害を被

った場合の賠償費用等の信託費用については、最終的に信託受益者が負担することになって

おります（旧信託法第36条第２項）。したがって、本投資法人が不動産、土地の賃借権又は



地上権を信託する信託の受益権を取得する場合には、信託財産に関する十分なデュー・ディ

リジェンス（詳細な調査等）を実施し、保険金支払能力に優れる保険会社を保険者、信託受

託者を被保険者とする損害保険を付保する等、本投資法人自ら不動産を取得する場合と同等

の措置を講じたうえで取得する必要があるほか、一旦不動産、土地の賃借権若しくは地上権

を信託する信託の受益権を保有するに至った場合には、信託受託者を介して、原資産が不動

産である場合と実質的にほぼ同じリスクを受益者たる本投資法人が負担することになりま

す。 

 また、信託受託者は、信託事務の遂行に関して被った損害につき、信託財産から支弁を受

け又は受益者にその賠償を請求することができます。信託受託者は、かかる信託費用支払い

の担保として信託財産を留置することができるほか、信託費用未払いの場合には、信託財産

である不動産を売却することができます。このため、信託財産からの支弁又は受益者に対す

る請求がなされた場合、本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があり、その結果、投

資主に損害を与える可能性があります。新信託法の下では、旧信託法第36条第２項が廃止さ

れ、原則として信託受益者がこのような責任を負うことはなくなりましたが、信託受益者と

信託受託者の間で信託費用等に関し別途の合意をした場合には、当該合意に従い信託受益者

に対し信託受託者から信託費用等の請求がなされることがあり（新信託法第48条第５項、第

54条第４項）、その場合には同様に本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性がありま

す。 

(b）信託の受益権の流動性リスク 

 本投資法人が信託の受益権を運用資産とする場合で、信託受託者を通じて信託財産として

の不動産を処分する場合には、既述の不動産の流動性リスクが存在します（前記「③ 不動

産に関するリスク／(a）不動産の流動性、取引コスト等に関するリスク」をご参照下さ

い。）。また、信託の受益権を譲渡しようとする場合には、信託受託者の承諾を信託契約上

要求されるのが通常です。 

 さらに、譲渡する不動産信託受益権については有価証券とみなされますが、譲渡に際して

は債権譲渡と同様の譲渡方法によるため（新信託法第94条）、株券や社債券のような典型的

な有価証券と比較すると相対的に流動性が低いものといえます。 

(c）信託受託者の破産・会社更生等に関するリスク 

 信託法上、信託受託者につき破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続が

開始された場合における信託財産の取扱いに関しては、旧信託法の下では、明文の規定はな

いものの、同法の諸規定や信託財産の独立性という観点から、信託財産が破産財団、再生債

務者又は更生会社の財産その他信託受託者の固有財産に属すると解釈される可能性は、極め

て小さいものと考えられていました。新信託法においては、信託財産は不動産信託受託者の

固有財産に属しない旨が明文で規定されています（新信託法第25条第１項、第４項及び第７

項）。ただし、信託財産であることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託され

た財産について信託の公示（信託の登記）が必要とされます。 

(d）信託受託者の債務負担及び不当な行為に関するリスク 

 信託受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分すること、信託財産である

不動産を引当てとして何らかの債務を負うこと又は信託契約の違反等により、不動産を信託

する信託の受益権を保有する本投資法人が不測の損害を被る可能性があります。かかるリス

クに備え、旧信託法及び新信託法は信託の本旨に反した信託財産の処分行為の取消権を受益

者に認めておりますが、常にかかる権利の行使により損害を回避できるとは限りません。 



(e）信託の受益権の準共有に関するリスク 

 不動産信託受益権が準共有されている場合、単独で保有する場合には存在しない種々の問

題が生じる可能性があります。旧信託法の下では所有権以外の財産権の準共有については、

所有権の共有に関する規定が可能な限り準用されます（民法第264条）。新信託法の下では

信託受益者が複数の場合の意思決定の方法に関する明文規定があり（新信託法第105条以

下）、不動産信託受益権が準共有されている場合にもかかる規定の適用があるものと解され

るため、所有権の共有に関する民法の規定に優先してかかる規定がまず適用されます。 

 旧信託法では、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、準共有されている不動産信託

受益権の変更に当たる行為には準共有者全員の合意を要し（民法第251条）、変更に当たら

ない管理は、準共有者の準共有持分の過半数で決定する（民法第252条）ものと考えられま

す。したがって、特に本投資法人が準共有持分の過半数を有していない場合には、当該不動

産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができ

ない可能性があります。 

 一方、新信託法の下では、信託契約において意思決定の方法が定められていない場合、一

定の行為を除き、準共有者の全員一致によることになるものと解されます（新信託法第105

条第１項本文）。この場合には、他の準共有者全員が承諾しない限り、当該不動産の管理及

び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができないことと

なります。また、信託契約において別の意思決定の方法が定められている場合でも、当該方

法が本投資法人の意向を反映するような形で定められているとは限らず、同様に信託受益者

の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。 

 準共有持分の処分については、旧信託法及び新信託法いずれの下でも、準共有者は、不動

産信託受託者の承諾を得ることを条件として、自己の準共有持分を自己の判断で処分するこ

とができます。したがって、本投資法人の意向にかかわりなく他の準共有者が変更される可

能性があります。準共有者の間において信託契約とは別の協定書等において、準共有者が準

共有持分を処分する場合に他の準共有者に先買権若しくは優先交渉権を与え、又は一定の手

続の履践義務等が課されている場合があります。この場合は、本投資法人の知らない間に他

の準共有者が変動するリスクは減少しますが、本投資法人がその準共有持分を処分する際に

制約を受けることになります。 

 不動産信託受益権の準共有者が、不動産信託受託者に対して有する信託交付金の請求権及

び不動産信託受託者に対して負担する信託費用等の支払義務は、別段の合意のない限り、準

共有される財産に関する債権債務として不可分債権及び不可分債務であると一般的には解さ

れております。したがって、他の準共有者の債権者が当該準共有者の準共有持分の割合を超

えて信託交付金請求権全部を差し押さえ、又は他の準共有者が不動産信託受託者からの信託

費用等の請求をその準共有持分の割合に応じて履行しない場合に、本投資法人が請求された

全額を支払わざるを得なくなる可能性があります。不動産自体が共有されている場合と同

様、これらの場合、本投資法人は、差し押さえられた信託交付金請求権のうち自己の準共有

持分に応じた金額の支払や、支払った信託費用等のうち他の準共有者の準共有持分に応じた

金額の償還を当該他の準共有者に請求することができますが、当該他の準共有者の資力の如

何によっては、支払又は償還を受けることができない可能性があります。 

⑤ 税制に関するリスク 

(a）利益の配当等の損金算入に関する課税の特例の適用に関する一般的なリスク 

 税法上、一定の要件（以下「利益配当等の損金算入要件」といいます。）を満たした投資

法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を低減するため、利益の配当等を損金

に算入することが認められております。本投資法人は、利益配当等の損金算入要件を継続し

て満たすよう努める予定ですが、今後、配当・分配金支払原資の不足、本投資法人の投資主



の減少、海外投資主比率の増加、資金の調達先、法令の解釈・改正その他の要因により、利

益配当等の損金算入要件を満たすことができない可能性があります（(b)以下の具体的事例

をご参照下さい。）。損金算入要件のうち１つでも満たさない場合には、利益の配当等を損

金算入することができません。この場合には本投資法人の税負担が増大し、結果として投資

主への分配額等に悪影響をもたらす可能性があります。なお、本投資法人における利益の配

当等の損金算入の有無にかかわらず、個人投資主における配当控除又は法人投資主における

受取配当金の益金不算入の適用はありません。課税上の取扱いについては、後記「４ 手数

料等及び税金／（５）課税上の取扱い」をご参照下さい。 

(b）会計処理と税務処理との乖離に関するリスク 

 利益配当等の損金算入要件のうち、配当可能所得あるいは配当可能額の90％超の分配を行

わなければならないとする要件（以下「支払配当要件」といいます。）については、投資法

人の会計上の利益と税務上の課税所得との比較によりその判定を行うこととされておりま

す。したがって、会計処理と税務上の取扱いの差異により、この要件を満たすことが困難と

なり、投資主への分配に重大な悪影響を及ぼすこととなる場合があります。 

(c）利益が計上されているにもかかわらず資金不足により配当が十分できないリスク 

 本投資法人において利益が生じている際の配当原資が不足する場合、借入金や資産の処分

により原資を確保する可能性があります。しかし、支払配当要件を満たすための借入先の制

限や資産処分の遅延等により機動的な資金調達ができないときには、配当の金額が配当可能

額の90％に満たなくなる可能性があります。この場合、通常の法人と同様の法人税等の課税

を受けることとなり、投資主への分配に重大な悪影響を及ぼすこととなる場合があります。

(d）配当後の留保利益に対して通常の法人税等の課税が行われるリスク 

 利益配当前当期利益から利益配当額を控除した後の当期利益に係る課税所得に対しては、

通常の法人と同様に法人税等の課税が行われます。利益の配当等の損金算入規定が適用され

たとしても支払配当の金額が課税所得額の100％に相当しない場合には、投資法人として税

負担が生じ、投資主への分配に重大な悪影響を及ぼすこととなる場合があります。 

(e）利益配当等の損金算入要件が満たされなくなることにより、次年度以降は通常の法人税率

により課税が行われるリスク 

 本投資法人において、利益配当等の損金算入要件を満たさないこととなる場合、支払配当

額が法人税の課税所得の計算上損金不算入となるため、会計上の利益と税務上の課税所得の

間に大幅に乖離が生じる可能性があります。このような会計上の利益及び税務上の課税所得

の大幅な乖離は、その乖離の生じた事業年度以降の利益配当等の損金算入要件へも影響を及

ぼすこととなる場合があります。すなわち、投資法人の租税債務が発生することにより、次

年度以降も利益配当等の損金算入要件を満たすことが困難となり、通常の法人と同様に法人

税等の課税を受け、投資主への分配に重大な悪影響を及ぼすこととなる場合があります。 

(f）税務調査等による更正のため、支払配当要件が事後的に満たされなくなるリスク 

 本投資法人に対して税務調査が行われ、税務当局との見解の相違等により過年度の課税所

得計算について税務否認等の更正処分を受けた場合には、過年度における支払配当要件が事

後的に満たされなくなるリスクがあります。かかる場合、本投資法人が過年度において損金

算入した配当金が全額税務否認され、投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に重

大な悪影響をもたらす可能性があります。なお、過年度において正しい計算に基づくものと

して損金算入した配当金の取扱いに係る宥恕規定はありません。 



(g）同族会社に該当するリスク 

 利益配当等の損金算入要件のうち、事業年度終了時に同族会社のうち一定のものに該当し

ていないこと（発行済投資口総数又は一定の重要な事項に関する議決権の50％超が上位１位

の投資主グループによって保有されていないこと）とする要件については、投資証券が市場

で流通するため、一部の投資主が大株主となることにより、本投資法人の意思にかかわら

ず、結果としてこれを満たさなくなるリスクがあります。かかる場合、利益の配当等を損金

算入することができなくなることにより本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分

配額等に重大な悪影響をもたらす可能性があります。 

(h）投資口の発行価額のうちに国内において保有される投資口の発行価額に占める割合が100

分の50を超えないこととなるリスク 

 本投資法人は、規約において投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投

資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとすると定めておりますが、募集

終了後に投資口が市場で流通することにより、本投資法人の意図にかかわらず、結果として

国内投資主の保有割合が100分の50超ではなくなる可能性があります。利益配当等の損金算

入要件が、募集のみならず保有状況についても100分の50を超えることを要請していると解

釈された場合には、利益の配当等を損金算入することができなくなることにより本投資法人

の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に重大な悪影響をもたらす可能性がありま

す。 

(i）機関投資家以外からの借入に係るリスク 

 利益配当等の損金算入要件として、借入を行う場合には機関投資家のみからこれを行うべ

きとされております。したがって、本投資法人が何らかの理由により機関投資家以外からの

借入を余儀なくされた場合、上記要件を満たせないことになります。また、建設協力金、保

証金、敷金又は売上預り金（主に商業施設において、賃料、共益費等を控除したうえ所定の

期日に返還することを目的として、毎日の営業終了後に当該日の売上金としてテナントから

預託を受ける金銭をいいます。）等の全部又は一部がテナントからの借入金の範疇に入るも

のと解釈された場合、上記損金算入要件を満たせないことになります。これらによって、本

投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に重大な悪影響をもたらす可能性が

あります。 

(j）投資主の減少に関するリスク 

 本投資証券の市場での売買の如何によっては、本投資法人の意思にかかわらず、利益配当

等の損金算入要件のうち、事業年度終了時に投資主として機関投資家又は50人以上の者が存

在することとする要件等が、結果として満たされなくなる可能性があります。かかる場合、

利益の配当等を損金算入することができなくなることにより本投資法人の税負担が増大する

結果、投資主への分配額等に重大な悪影響をもたらす可能性があります。 

(k）不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

 本投資法人は、その規約における投資方針において、不動産取得税及び登録免許税に係る

軽減税制の適用を受けることを前提に、特定不動産の割合を100分の75以上とする旨を定め

ております。 

 しかし、対象不動産の用途等が税制の要件を満たさない場合、本投資法人がかかる軽減措

置のその他の要件を満たすことができない場合又は軽減措置の要件が変更され若しくは軽減

措置が廃止された場合においては、軽減措置の適用を受けることができません。なお、不動

産取得税の軽減措置は平成21年３月31日まで、また登録免許税の軽減措置は平成22年３月31



日までとされております。 

(l）法令の解釈・改正に関するリスク 

 上記の各種軽減措置は比較的新しいものであるため、未だ解釈・運用の固まっていない部

分も多く、そのため本投資法人の要件充足の努力にもかかわらず、後にそれが否認される可

能性のあることは否定できません。また、これらに関して将来法令が改正され、その結果、

予定していた軽減措置の享受を継続できなくなる可能性のあることも否定できません。 

(m）一般的な税制の変更に関するリスク 

 不動産、不動産信託受益権その他本投資法人の運用資産に関する税制若しくは投資法人に

関する税制又はかかる税制に関する解釈が変更された場合、公租公課の負担が増大し、その

結果、本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。また、投資証券に係る利益

の配当、出資の払戻し、譲渡等に関する税制が変更された場合、本投資証券の保有又は売却

による手取金の額が減少する可能性があります。 

(n）減損会計の適用に関するリスク 

 固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号））が、平成

17年４月１日以後開始する事業年度より強制適用されたことに伴い、本投資法人においても

減損会計が適用されております。減損会計とは、主として土地及び建物等の事業用不動産に

ついて、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件

のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。 

 減損会計の適用に伴い、地価の動向及び運用不動産の収益状況等の如何によっては、会計

上減損損失が発生し、本投資法人の業績は悪影響を受ける可能性があり、また、税務上は当

該不動産の売却まで当該損失に係る損金を認識することができないため（税務上の評価損の

損金算入要件を満たした場合や減損損失の額のうち税務上減価償却費に相当する額を除きま

す。）、税務と会計の齟齬が発生することとなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投

資主への分配額等に重大な悪影響をもたらす可能性があります。 

⑥ その他のリスク 

(a）特定目的会社の優先出資証券への投資に係るリスク 

 本投資法人は、その規約に基づき、資産流動化法に基づく特定目的会社がその資産に不動

産等を主たる投資対象とすることを目的とする場合、当該特定目的会社の発行する優先出資

証券への投資を行うことがあります。なお、本投資法人が投資対象とするかかる優先出資証

券については、確立された流通市場が存在しないためその流動性は低く、売却を意図して

も、適切な時期及び価格で売却することが困難な可能性があります。 

 また、特定目的会社の投資する不動産に係る収益が悪化した場合、当該不動産の価値が下

落した場合、特定目的会社の開発する不動産が予想した価格で売却できない場合又は導管体

である特定目的会社において意図されない課税が生じた場合等には、当該特定目的会社の発

行する優先出資証券に投資した本投資法人が、当該優先出資証券より得られる運用益や分配

される残余財産の減少等により損害を被る可能性があります。 



(b）匿名組合出資持分への投資に係るリスク 

 本投資法人は、その規約に基づき、匿名組合がその資産に不動産等を主たる投資対象とす

ることを目的とする場合、当該匿名組合の出資持分への投資を行うことがあります。本投資

法人が投資対象とするかかる匿名組合出資持分については、契約上譲渡が禁止若しくは制限

されている場合があり、また、確立された流通市場が存在しないためその流動性は低く、売

却を意図しても、適切な時期及び価格で売却することが困難な可能性があります。 

 また、匿名組合の投資する不動産に係る収益が悪化した場合、当該不動産の価値が下落し

た場合、匿名組合の開発する不動産が予想した価格で売却できない場合又は導管体である匿

名組合において意図されない課税が生じた場合等には、当該匿名組合の出資持分に投資した

本投資法人が、当該匿名組合出資持分より得られる運用益や分配される残余財産の減少等に

より損害を被る可能性があります。 

(2）投資リスクに関する管理体制 

 本資産運用会社及び本投資法人は、本投資法人の資産運用に関し、以下のような体制により、

可能な限り、本投資証券への投資に関するリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応

に努める方針ですが、これらの措置が結果的に十分な成果を収める保証はありません。 

① 本資産運用会社の体制 

（イ）運用管理規程等の整備 

Ⅰ．本資産運用会社は、運用管理規程において主に以下の諸点に関する運用方針及び不動産

の管理方針を定め、これを遵守することにより、リスクの管理に努めております。 

ⅰ）ポートフォリオの構築方針 

ⅱ）個別の不動産の取得に関する方針 

ⅲ）運用不動産の運営・売却に関する方針 

ⅳ）運用不動産への付保に関する方針 

ⅴ）資金調達及び余資運用に関する方針 

ⅵ）外部管理会社の監督等、運用不動産の管理業務に関する方針 

ⅶ）テナントの選定・獲得に関する方針 

 なお、運用管理規程の概要については、前記「２ 投資方針／（１）投資方針／② 基

本方針に基づく運用方針の細目」をご参照下さい。 

Ⅱ．本資産運用会社は、関係会社取引規程において利益相反のおそれのある当事者間での取

引等に係る方針を定め、これを遵守することにより、利益相反等に係るリスクの管理に努

めております。関係会社取引規程の概要については前記「２ 投資方針／（１）投資方針

／④ 関係会社等との取引方針」を、関係会社等との取引の際の資産運用会社内部の手続

きについては後記「第二部 投資法人の詳細情報／第４ 関係法人の状況／１ 資産運用

会社の概況／（２）運用体制／⑤ 関係会社等との取引の際の手続き」をご参照下さい。

Ⅲ．本資産運用会社は、社内規則を定めてその役職員によるインサイダー類似取引の防止に

努めております。インサイダー類似取引の防止に係る社内規則については、後記「第二部

投資法人の詳細情報／第４ 関係法人の状況／１ 資産運用会社の概況／（２）運用体制

／⑦ インサイダー類似取引の防止」をご参照下さい。 



（ロ）資産運用実績等の定期的把握及び意思決定手続きの明確化 

 本資産運用会社は、社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を定期的に開催

し、継続的なリスクの把握に努めております。具体的には、投資運用部長は、運用資産に係

る運営管理業務の実績を毎月リスク・コンプライアンス委員会に報告し、財務経理部長は、

運用資産のポートフォリオの状況を、６箇月毎にリスク・コンプライアンス委員会に報告し

ます。 

 また、本資産運用会社は、運用管理規程の変更や不動産等の取得・処分等、運用及び管理

に関する種々の決定事項の重要性に応じ、リスク・コンプライアンス委員会での審議や社長

の決裁を要求するなどの意思決定手続きを明確化し、運用及び管理に係るリスクを管理して

おります。 

 本資産運用会社の組織及び業務分掌体制並びに意思決定手続きについては、後記「第二部

投資法人の詳細情報／第４ 関係法人の状況／１ 資産運用会社の概況／（２）運用体制／

① 組織」、「同／② 業務分掌体制」及び「同／③ 意思決定手続き」をご参照下さい。

(ハ）リスク管理及びコンプライアンス体制の整備 

 本資産運用会社は、リスク管理及びコンプライアンスを統括する部門としてリスク・コン

プライアンス部を設置しております。また、社長を委員長とするリスク・コンプライアンス

委員会を定期的に開催し、役職員による法令等の遵守を図っております。本資産運用会社の

コンプライアンス手続きについては、後記「第二部 投資法人の詳細情報／第４ 関係法人

の状況／１ 資産運用会社の概況／（２）運用体制／④ コンプライアンス手続き」をご参

照下さい。 

② 本投資法人の体制 

 本投資法人は、投信法に従って３箇月に１回以上の頻度で役員会を開催し、執行役員から定

期的に業務執行状況の報告を受けるほか、本資産運用会社の関係会社等との一定の取引につい

て、本投資法人の役員会の事前承認を要することとして、利益相反等に係るリスクの管理に努

めております。 



４【手数料等及び税金】 

（１）【申込手数料】 

 該当事項はありません。 

（２）【買戻し手数料】 

 該当事項はありません。 

（３）【管理報酬等】 

（注）以下は、有価証券報告書提出日現在の内容を記載しております。 

(イ) 執行役員及び監督役員 

 役員の報酬は、役員の各々について決算期間毎に１人当たり金420万円以内の金額におい

て、当該職務と類似の職務を行う取締役、監査役等の一般的な報酬水準、一般物価動向、賃金

動向等に照らして合理的と判断される金額として、上記の金額を超えない範囲で役員会で決定

される金額とし、各決算期間の分を決算期の属する月の翌月の末日までに支払います（規約第

31条）。 

 有価証券報告書提出日現在、本投資法人は、執行役員に対する報酬を決算期間毎に金420万

円、監督役員に対する報酬を決算期間毎に合計で金540万円（１人当たり金180万円）とする旨

を、役員会の決議を経て決定しております。 

(ロ) 会計監査人（あずさ監査法人） 

 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期間毎に金2,000万円を超えない範囲で役員会

で決定される金額とし、当該決算期間の分を決算期が経過した後３箇月以内に支払うものとし

ます（規約第34条）。 

(ハ) 本資産運用会社（オリックス・アセットマネジメント株式会社） 

 本投資法人が、本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、以下の（a）な

いし（f）のとおりです（規約第41条）。 

(a) 運用報酬１ 

 直前の決算期における本投資法人の総資産額の0.175％に相当する金額（１円未満は切捨

てます。）を、当該直前の決算期の翌日から始まる決算期間における運用報酬１とし、当該

直前の決算期の翌日から始まる決算期間に属する５月末日及び８月末日（当該直前の決算期

が２月末日の場合）、又は11月末日及び翌年２月末日（当該直前の決算期が８月末日の場

合）がそれぞれ経過する毎に遅滞なく、上記金額の２分の１ずつ（１円未満は切捨てま

す。）を支払うものとします。 

(b) 運用報酬２ 

 直前の決算期における本投資法人の税引前当期利益に、当該直前の決算期における支払利

息等の金利費用に等しい額を加算し、当該直前の決算期における運用資産中の不動産等の売

却による損益を加算又は控除した額（以下「調整後当期利益」といいます。）の3.0％に相

当する金額（１円未満は切捨てます。）を、当該直前の決算期の翌日から始まる決算期間に

おける運用報酬２とし、当該直前の決算期の翌日から始まる決算期間に属する５月末日及び

８月末日（当該直前の決算期が２月末日の場合）、又は11月末日及び翌年２月末日（当該直

前の決算期が８月末日の場合）がそれぞれ経過する毎に遅滞なく、上記金額の２分の１ずつ

（１円未満は切捨てます。）を支払うものとします。ただし、調整後当期利益がゼロ又はそ

れ以下となる場合には、運用報酬２の計算においては調整後当期利益をゼロとみなして計算

するものとし、すなわち、これに係る運用報酬２については無報酬となるものとします。 



(c) 運用報酬３ 

 本投資法人が新たに不動産等を取得した場合、当該不動産等の取得価額（消費税及び地方

消費税並びに取得に伴う費用は除きます。）の0.5％以下に相当する金額（１円未満は切捨

てます。）を、取得日（所有権移転等の権利移転の効果が発生した日をいいます。）の属す

る月の末日から１箇月以内に支払うものとします。 

(d) 運用報酬４ 

 運用資産中の不動産等の売却が実行された場合、当該不動産等の売却価額（消費税及び地

方消費税は除きます。）の0.5％以下に相当する金額（１円未満は切捨てます。）を、売却

日（所有権移転等の権利移転の効果が発生した日をいいます。）の属する月の末日から１箇

月以内に支払うものとします。 

(e) 各運用報酬に係る消費税及び地方消費税は、本投資法人の負担とします。 

(f) 各運用報酬の支払は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産運

用会社の指定する銀行口座へ振り込む方法（銀行手数料並びに当該振込手数料金額に係る

消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。）によるものとします。 

(ニ) 機関運営に係る一般事務受託者（オリックス・アセットマネジメント株式会社） 

 本投資法人は機関運営に係る一般事務受託者に対し、決算期間毎に、下記計算方法に基づき

計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払う

ものとします。ただし、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、双方協議のうえ決定す

るものとします。 

 機関運営に係る一般事務受託者は、本投資法人の決算期間毎に、業務手数料並びに当該業務

手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ本投資法人に請求し、本投資法人

は請求を受けた月の翌月末日（銀行休業日の場合は前営業日）までに当該金額を機関運営に係

る一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込送金の方法（振込手数料並びに当該振込手数料金

額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。）により支払うものとします。

 機関運営に係る一般事務手数料の計算方法 

ⅰ）役員会の運営に関する事務の報酬 

 決算期毎 金1,500,000円 

ⅱ）投資主総会の運営に関する事務の報酬 

 投資主総会１開催当たり金5,000,000円 

(ホ) 主たる不動産管理会社（オリックス・アセットマネジメント株式会社（以下、本項において

「本管理会社」といいます。）） 

I. 管理業務の対象となる各不動産について、直前月における各不動産の月次ベースの総収入

に各不動産毎に定める料率（以下「管理報酬率」といいます。）を乗じた金額（１円未満

は切捨てます。）を、毎月末日までに支払うものとします。なお、ここでいう総収入に

は、賃料、共益費、駐車場利用料、場所利用料、施設利用料等各不動産の賃貸事業で得る

全収入のほか、賃貸借契約解約に伴う違約金その他の営業収益が含まれます（ただし、専

有部分に係る電気料、水道料、ガス料、空調料等の収入を除きます。）。 

Ⅱ. 管理報酬率は、各不動産毎に、本管理会社と本投資法人の間で２％を超えない範囲で別途

定めるものとします。なお、管理報酬に関する消費税及び地方消費税は、本投資法人の負

担とします。 



Ⅲ. 管理報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額

を、本管理会社の指定する銀行口座へ振込送金の方法（銀行手数料並びに当該振込手数料

金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。）により支払うものとし

ます。 

Ⅳ. 本投資法人は、本管理会社との間で上記Ⅱ.に基づき管理報酬率を定める際には、役員会

の承認を得るものとします。 

Ⅴ. 有価証券報告書提出日現在、本投資法人の所有する運用不動産の全てについて、管理報酬

率は一律0.3％となっております。 

Ⅵ. なお、本管理会社は管理業務の効率化に資するために、本投資法人の運用不動産毎に外部

管理会社を自ら選択し、管理業務の一部を再委託することがあります。本管理会社が不動

産管理再委託契約に基づいて外部管理会社に対して支払う報酬及び諸費用は、本投資法人

が負担します。また、当該費用を本管理会社が立て替えた場合の立替金の遅延利息又は損

害金の請求があった場合、かかる遅延利息又は損害金は本投資法人の負担となります。 

(ヘ) 投資主名簿等管理人 

住友信託銀行株式会社 

 本投資法人は委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下表に基づき計算された

業務手数料の合計額を上限とした金額及び当該手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当

額を支払うものとします。ただし、下表に定めのない業務に対する業務手数料は、両当事者

協議のうえ決定するものとします。 

 投資主名簿等管理人は毎月15日までに、前月に係る業務手数料及び当該手数料金額に係る

消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ本投資法人に請求し、本投資法人はその月の末日

までに、これを投資主名簿等管理人に支払うものとします。 

（一般事務手数料率表） 

項目 手数料率 対象事務の内容 

基本料 

１.月末現在の投資主名簿上の投資主（以下「一般

投資主」といいます。）と実質投資主名簿上の

投資主（以下「実質投資主」といいます。）を

合算した投資主名簿（以下「合算投資主名簿」

といいます。）上の投資主（以下「投資主」と

いいます。）１名につき、下記段階に応じ区分

計算した合計額の６分の１（月額）とします。

ただし、最低料金は月額240,000円とします。 

1      ～  5,000名 580円 

5,001  ～   10,000名 490円 

10,001  ～   30,000名 420円 

30,001 ～  50,000名 350円 

50,001 ～ 100,000名 280円 

100,001名以上     220円 

２.月中に失格した一般投資主１名につき80円加算 

投資主名簿、合算投資主名簿の維持、管理、期末

（中間を含みます）投資主確定 

一般投資主と実質投資主との名寄せ、投資口数合

算 

期末統計資料の作成 

期末投資主一覧表（大投資主、役員）の作成 

投資主票の索引、登録、整理 

失格投資主名簿の管理 

予備投資証券の保管、不要予備投資証券の廃棄 

未達、未引換投資証券の保管及び交付又は引換 

投資証券不所持の申出及び交付請求の受理 

還付郵便物の整理、保管及び再送 

投資証券の印紙税に関する申請、申告及び納付 

帳簿書類等の調整 

各種書類の保管 

投資口に関する各種照会への対応 

 



項目 手数料率 対象事務の内容 

名義書換料 

１.月中書換投資口数 

１単位の投資口数につき  120円 

２.書換投資証券 １枚につき 115円 

投資口の名義書換 

質権の登録又はその抹消 

信託財産の表示又はその抹消 

名称（商号）変更、改姓名及び氏名訂正等投資証

券券面の表示変更に関する投資証券及び投資主名

簿への記載 

投資証券 

再発行料 

１．回収投資証券 １枚につき 60円 

２．交付投資証券 １枚につき 70円 

投資証券の交換、分割、併合、再発行（喪失によ

る除権判決、汚損、毀損、満欄等）による投資証

券の回収及び代替投資証券の交付 

不所持申出による投資証券の回収 

不所持交付請求による投資証券の交付 

証券保管振替機構（以下「機構」といいます。）

名義失念投資口に係る投資証券の交付 

回収投資証券の廃棄 

諸届受理料 

各種諸届の受理 １件につき 650円 住所変更、地名変更、代表者（役職名）変更、法

定代理人、常任代理人、仮住所、共有代表者等に

関し、投資主名簿、合算投資主名簿の記載の変更

を要する諸届の受理 

事故届、改印届、分配金振込口座指定書、特別税

率適用申告書、同廃止申告書、所得税法等に基づ

く告知、諸通知送付先指定書等の受理 

機構名義失念投資口に係る諸請求の受理 

証明調査料 

証明書発行、各種調査１件（１名義人）につき 

650円 

分配金支払明細書（一括送付分を除きます。）の

作成 

投資主名簿、合算投資主名簿の記載事項に関する

各種証明書の発行 

相続、贈与等による投資主名簿及び合算投資主名

簿の調査への回答書作成 

各種税務調査への回答書作成 

分配金計算料 

１．分配金受領権者１名につき、下記段階に応じ

区分計算した合計額とします。ただし、最低

料金を１回につき310,000円とします。 

1    ～  5,000名 125円 

5,001  ～   10,000名 110円 

10,001  ～   30,000名  95円 

30,001 ～  50,000名  80円 

50,001 ～ 100,000名  65円 

100,001名以上      60円 

２．分配金振込口座指定 

１件につき加算 160円加算 

分配金額及び源泉徴収税額の計算 

分配金支払台帳、分配金領収証（又は郵便振替支

払通知書）、分配金振込磁気テープ、振込票、振

込通知書、支払調書の作成 

租税条約、特別税率の適用及び管理 

分配金領収証及び振込通知書に関する印紙税の申

請、申告及び納付 

配達記録受領証の作成 

支払済分配金領収証（又は郵便振替支払通知書）

の集計及び未払分配金の確定 

証券投資信託、年金信託組入状況の報告 

分配金支払明細書（一括送付分）の作成 

未払分配金 

支払料 

１．支払領収書 １枚につき 650円 

２．月末現在未払投資主 １名につき 7円 

銀行取扱期間（又は郵便振替払渡期間）経過後の

分配金の支払い 

機構名義失念投資口に係る分配金等の支払い 

未払分配金台帳の管理 

 



 各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。

新投資口の発行、最低純資産額の減少、投資口の分割併合、引継、解約、臨時の統計資料の作

成、新投資主への挨拶状の発送、ＰＲ郵便物の発送、振込口座指定の勧誘、未払分配金の催

告、投資口の失効、その他臨時又は特別事務については、両当事者協議のうえ別に手数料を定

めます。 

項目 手数料率 対象事務の内容 

投資主総会 

関係手数料 

１．諸通知の封入及び発送 

（投資主総会関係） 

招集通知 

：封入物２種まで投資主１名あたり 45円 

 決議通知 

：封入物２種まで投資主１名あたり 35円 

（分配金関係） 

封入物２種まで投資主１名あたり 35円 

封入物各１種増す毎、又は 

  手封入１種につき加算  7円 

２．議決権行使書の集計 

受理した議決権行使書１枚につき 70円 

ただし、最低料金を投資主総会１回に 

つき70,000円とします。 

３．発送保留等の選別 選別通数１通あたり20円 

投資主総会関係諸通知の宛名等の印刷 

議決権行使書（又は投資主総会出席票）の作成 

投資主総会招集通知書、同添付書類、議決権行使

書（又は投資主総会出席票）、決議通知書、分配

金領収証（又は郵便振替支払通知書）、振込通知

書等の封入及び発送 

議決権行使書の受理及び集計 

投資主名簿 

臨時確定料 

対象投資主１名につき、下記段階に応じ区分計算

した合計額とします。ただし、最低料金を210,000

円とします。 

1    ～  5,000名 70円 

5,001  ～   10,000名 60円 

10,001  ～   30,000名 50円 

30,001 ～  50,000名 40円 

50,001 ～ 100,000名 30円 

100,001名以上     20円 

決算期末以外を基準日とする投資主総会のための

臨時の投資主名簿確定事務及び投資主諸統計表、

大投資主一覧表の作成事務 

実質投資主 

管理料 

１．月末現在の実質投資主１名につき、下記段階

に応じて区分計算した合計額（月額）としま

す。ただし、月額最低料金を45,000円としま

す。 

1    ～  5,000名 45円 

5,001  ～   10,000名 40円 

10,001  ～   30,000名 35円 

30,001 ～  50,000名 30円 

50,001名以上      20円 

２．月中に失格した実質投資主１名につき80円加

算 

実質投資主名簿の維持及び管理 

実質投資主間の名寄せ、投資口数合算 

実質投資主の抹消、減少通知の受理 

実質投資主票の管理 

実質投資主 

に関する 

データ処理料 

１．実質投資主票処理１件につき 200円 

２．実質投資主データ１件につき 150円 

実質投資主票の受理及び送付明細表との突合 

実質投資主の新規口座作成 

実質投資主データの受理及び検証 

実質投資主票等のデータに関する不備照会 



(ト) 資産保管会社（住友信託銀行株式会社） 

 本投資法人は資産保管会社に対し、決算期間毎に、下記計算方法に基づき計算された業務手

数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。た

だし、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、双方協議のうえ決定するものとします。

 資産保管会社は、本投資法人の決算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る

消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月

の翌月末日（銀行休業日の場合は前営業日）までに、当該金額を資産保管会社の指定する銀行

口座へ振込送金の方法（振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は

本投資法人の負担とします。）により支払うものとします。 

 資産保管に係る手数料の計算方法 

 資産保管に係る手数料金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限と

して、そのテナント構成等に応じて算出した金額とします。 

 ただし、以下の資産の額については、それぞれ以下の計算により算出します。 

 なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が１箇月に満たない月の月額手数料

については、当該月における資産保管会社の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割

計算して算出するものとします。資産保管会社の委託業務日に当該月の末日が含まれない場合

は、前月末の資産の総額に対して上記計算式を用いて計算するものとします。 

 上記計算により算出された資産保管会社の手数料金額に１円未満の端数が生じた場合は、こ

れを切捨てるものとします。 

(チ) 経理等に係る一般事務受託者（住友信託銀行株式会社） 

 本投資法人は経理等に係る一般事務受託者に対し、決算期間毎に、下記計算方法に基づき計

算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うも

のとします。ただし、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、双方協議のうえ決定する

ものとします。 

 経理等に係る一般事務受託者は、本投資法人の決算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手

数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ本投資法人に請求し、本投資法人は

請求を受けた月の翌月末日（銀行休業日の場合は前営業日）までに、当該金額を経理等に係る

一般事務受託者の指定する銀行口座へ、振込送金の方法（振込手数料並びに当該振込手数料金

額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。）により支払うものとします。

  各月末時点における本投資法人の資産の総額×0.03％÷12 

有価証券 

後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 第３ 管理及び運営 / １ 資産

管理等の概要 /（１）資産の評価 / ② 運用資産の種類毎の評価の

方法及び基準 / (ロ) 有価証券（不動産対応証券を含みます。）」

に記載する方法で計算された額。 

不動産を信託する

信託受益権及び不

動産 

各月末時点における減価償却後の簿価 



 経理等に係る一般事務手数料の計算方法 

 経理等に係る一般事務手数料の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額

を上限として、そのテナント構成等に応じて算出した金額とします。 

 ただし、以下の資産の額については、それぞれ以下の計算により算出します。 

 なお、計算対象月における経理等に係る一般事務受託者の委託業務日数が１箇月に満たな

い月の月額手数料については、当該月における経理等に係る一般事務受託者の委託業務日数

に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出するものとします。経理等に係る一般事務

受託者の委託業務日に当該月の末日が含まれない場合は、前月末の資産の総額に対して上記

計算式を用いて計算するものとします。 

 上記計算により算出された経理等に係る一般事務受託者の手数料金額に１円未満の端数が

生じた場合は、これを切捨てるものとします。 

  各月末時点における本投資法人の資産の総額×0.09％÷12 

有価証券 

後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 第３ 管理及び運営 / １ 資産

管理等の概要 /（１）資産の評価 / ② 運用資産の種類毎の評価の

方法及び基準 / (ロ) 有価証券（不動産対応証券を含みます。）」

に記載する方法で計算された額。 

不動産を信託する

信託受益権及び不

動産 

各月末時点における減価償却後の簿価 



（４）【その他の手数料等】 

① 資産運用会社兼主たる不動産管理会社が委託を受けた業務を処理するに際し要する費用 

 本投資法人は、資産運用会社兼主たる不動産管理会社が本投資法人から委託を受けた業務を処

理するに際し要する印刷費、交通費、ファックス代、印紙代、郵送料、コピー代等の諸費用及び

以下の諸費用を負担するほか、当該費用が立て替えられた場合の立替金の遅延利息又は損害金の

請求があった場合、かかる遅延利息又は損害金を負担します。 

(a）資産の取得及び処分に係る費用： 

デューデリジェンス等の不動産調査に係る専門家等に対する報酬又は費用（法律顧問、鑑定

評価、価格調査、収支調査、建物調査等）、登記に際して支払う司法書士報酬、仲介手数

料、取得・処分に係る租税公課、その他資産の取得及び処分に係る費用 

(b）資産の運営及び管理に係る費用 

テナント誘致に必要な費用（媒介手数料、広告代等）、管理委託費用（外部管理会社に支払

う報酬及び費用を含みます。）、損害保険料、維持管理費用（建物等の改修、補修、修繕等

を含みます。）、保有に係る租税公課、その他資産の運営及び管理に係る費用 

(c）借入等に係る費用 

借入等に係る利息、格付取得・維持に係る費用、その他借入等に係る費用 

(d）有価証券届出書等の作成・届出に係る費用 

有価証券届出書等（有価証券報告書、目論見書及びその訂正事項分並びに臨時報告書等を含

みます。）の作成に係る専門家等に対する報酬又は費用（法律顧問、税務顧問等）、有価証

券届出書等の印刷に係る費用、その他有価証券届出書等の書面作成・届出に係る費用 

(e）情報の開示及び広報に係る費用 

ホームページの作成に係る費用、アナリスト説明会の開催に係る費用、投資主への訪問に要

する旅費・交通費、その他情報の開示及び広報に係る費用 

(f）報告等の作成に係る費用 

報告書、資産管理計画書及び予算計画書の作成に係る費用、不動産の定期的な鑑定評価に係

る費用、その他報告・計画書作成業務に係る費用 

② その他の費用 

 本投資法人は、上記①の費用のほか、投資法人債及び投資証券の発行に係る費用、分配金の支

払いに係る費用、投資主総会の開催に係る費用その他の本投資法人の運営に要する費用を負担し

ます。 



（５）【課税上の取扱い】 

 有価証券報告書提出日現在における投資法人の国内投資主及び投資法人に関する課税上の取扱い

は下記のとおりです。なお、今後の税法等の改正により下記の取り扱いは変更されることがありま

す。 

① 個人投資主の税務 

(イ) 利益の分配に係る税務 

個人投資主が本投資法人から受取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取扱

われます。この場合に、各個人投資主が有する出資口数によって課税関係が異なります。な

お、本投資法人から受ける分配金については、二重課税の調整措置を目的として設けられてい

る配当控除の適用はありません。この規定は、本投資法人が利益配当等の損金算入要件を満た

さない場合も同様です。 

(a) 発行済投資口総数の100分の５未満の口数を有する小口個人投資主の取扱い 

 本投資法人の事業年度終了の日に、本投資法人の発行済投資口総数の100分の５以上に相

当する口数を有する者以外の個人投資主が、本投資法人より分配を受取る際の源泉徴収税率

は、所得税15％、地方税（住民税）５％とされております。しかし、平成20年12月31日まで

の間に受取る分配金の源泉徴収税率に関しては、所得税７％、地方税（住民税）３％に軽減

されております。 

 また、小口個人投資主が受取る分配金については、その金額にかかわらず、総合課税に代

えて源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要の選択が可能です（住民税につい

ても申告不要です。）。 

(b) 発行済投資口総数の100分の５以上の口数を有する大口個人投資主の取扱い 

 本投資法人の事業年度終了の日に、本投資法人の発行済投資口総数の100分の５以上に相

当する口数を有する個人投資主については、総合課税となります。本投資法人より分配を受

取る際の源泉徴収税率は、所得税20％（地方税は課されません。）となります。なお、１回

に受取る分配金額が、10万円に分配金の計算期間の月数を乗じて12で除した金額以下の場合

に限り、源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要の選択が可能です（住民税に

ついては別途申告が必要となります。）。 

(ロ) 利益を超える金銭の分配に係る税務 

 個人投資主が本投資法人から受取る利益を超える金銭の分配は、出資の払戻し（資本の払戻

し）として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等（本投資法人の資本金

等の額）に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当（注）１．として上記（イ）

における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し額のうちみなし配

当を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額（注）２．として取扱われます。各投資主はこ

の譲渡収入に対応する譲渡原価（注）３．を算定し、投資口の譲渡損益の額（注）４．を計算し

ます。この譲渡損益の額の扱いは、下記（ハ）の投資口の譲渡の場合と同様になります。な

お、前記「２ 投資方針 /（３）分配方針」にて述べたように、利益を超える金銭の分配が行

われた場合における当該利益を超える分配に対して、個人投資主が税法上においてその都度譲

渡損益の算定を行うことが必要とされるときには、原則として利益を超える金銭の分配は行い

ません。また、出資の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は、この出資の払戻しを受ける直

前の投資口の取得価額から出資の払戻しに係る上記譲渡原価を控除した金額（注）５．となりま

す。 



(ハ) 投資口の譲渡に係る税務 

 個人投資主が本投資証券を譲渡した際の取扱いについては、株式を譲渡した場合と同様に取

扱われます。したがって、投資証券を譲渡した場合は、株式等の譲渡所得として申告分離課税

の対象となります。 

 上場株式等（投資証券を含みます。）を譲渡した場合の株式等に係る申告分離課税の税率

は、所得税15％、地方税（住民税）５％とされておりますが、平成20年12月31日までの間に譲

渡した場合の税率は、所得税７％、地方税３％に引き下げられております。 

 上場株式等の譲渡につき譲渡損が生じた場合は、他の株式等に係る譲渡所得等から控除でき

ますが、株式等の譲渡所得等の合計金額が損失となった場合には、その損失は他の所得から控

除することはできません。平成15年１月１日以後に生じた上場株式等の譲渡による損失の金額

を譲渡年において控除しきれない場合は、当該控除しきれない金額については翌年以後３年間

にわたり、株式等に係る譲渡所得等から繰越控除することが認められます。この規定の適用を

受けるためには、確定申告書に上場株式等に係る譲渡損失等の一定の書類を添付し、かつ、そ

の後においても継続して確定申告書を提出することが必要となります。 

 特定口座内の上場株式等の譲渡につき源泉徴収を選択した場合、その源泉徴収を選択した特

定口座（源泉徴収選択口座）内における上場株式等の譲渡等に係る源泉徴収税率は、平成20年

12月31日までは所得税７％、地方税３％となっております。なお、源泉徴収選択口座における

上場株式等の譲渡による所得は申告不要とすることができます。 

② 法人投資主の税務 

(イ) 利益の分配に係る税務 

 法人投資主が本投資法人から受取る利益の配当は、原則として分配の決議のあった日の属す

る投資主の事業年度において収益計上されます。法人投資主が本投資法人より分配を受取る際

の源泉徴収税率は所得税15％とされておりますが、平成20年12月31日までの間に受取る分配金

の源泉徴収税率に関しては、所得税７％に軽減されております。 

 源泉徴収された税額は法人投資主の法人税の申告上、税額控除の対象となります。なお、受

取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。この規定は、本投資法人が利益配当等の損

金算入要件を満たさない場合も同様です。 

(ロ) 利益を超える金銭の分配に係る税務 

 法人投資主が本投資法人から受取る利益を超える金銭の分配は、出資の払戻し（資本の払戻

し）として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等（本投資法人の資本金

等の額）に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当（注)１．として上記（イ）

における利益の配当と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し額のうちみなし配

当を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額（注）２．として取扱われます。各投資主はこ

の譲渡収入に対応する譲渡原価（注）３．を各自算定し、投資口の譲渡損益の額（注）４．を計

算します。この譲渡損益の額の取扱いは、下記（ニ）の投資口の譲渡の場合と同様となりま

す。 

 なお、出資の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は、この出資の払戻しを受ける直前の投

資口の取得価額から出資の払戻しに係る上記譲渡原価を控除した金額（注）５．となります。 



(ハ) 投資口の保有に係る税務 

 法人投資主が保有する投資証券が、税務上の売買目的有価証券に該当する場合には、当該法

人投資主の事業年度末において時価法により評価され、その評価損益は課税所得に影響を与え

ることになります。 

(ニ) 投資口の譲渡に係る税務 

 法人投資主が投資証券を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定

日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。 

③ 投資法人の税務 

(イ) 利益配当等の損金算入要件 

 税法上、一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を

排除するため、利益の配当等を損金に算入することが認められております。 

 利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要件は、次のとおりです。 

ⅰ）設立時における投資口の発行が次のいずれかに該当するものであること 

Ａ. 公募でかつ発行価額の総額が１億円以上であること 

Ｂ. 事業年度の終了時において50人以上の者によって所有されていること又は機関投資家の

みに所有されていること 

ⅱ）発行する投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占

める割合が50％を超える旨が投資法人の規約において記載されていること 

ⅲ）内閣総理大臣の登録を受けていること 

ⅳ）会計期間が１年を超えないものであること 

ⅴ）配当等の額が配当可能所得の90％超（又は金銭の分配の額が配当可能額の90％超）である

こと 

ⅵ）他の法人の株式、出資の総数又は総額の50％以上に相当する数又は金額の株式又は出資を

有していないこと 

ⅶ）借入れが機関投資家からであること 

ⅷ）事業年度の終了時において同族会社にのうち一定のもの（発行済投資口総数又は一定の重

要な事項に関する議決権の50％超が上位１位の投資主グループによって保有されているも

のに限ります。）該当していないこと 

ⅸ）次の事実がないこと 

Ａ. 資産運用以外の業務を行うこと 

Ｂ. 本店以外の営業所の設置 

Ｃ. 使用人の雇い入れ 

ⅹ）資産の運用に係る業務を資産運用会社に委託しており、資産の保管に係る資産保管業務を

資産保管会社に委託していること 

 なお、利益配当前当期利益から利益配当額を控除した後の当期利益に係る課税所得に対して

は、通常の法人と同様に法人税等の課税が行われますので、利益の配当等の損金算入規定が適

用されたとしても、これが配当等の損金算入前の課税所得額の100％に相当しない場合には、

投資法人として税負担が生じることとなります。 



(ロ) 不動産流通税の軽減措置 

(a) 登録免許税： 

 不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準額

の２％の税率により課されますが、平成18年４月１日から平成21年３月31日までの土地の売

買に係る所有権の移転登記については１％に軽減されます。ただし、規約において、資産運

用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち、特定不動産の価額の合計額が、本

投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合である「特定不動産の割合」を100

分の75以上とする旨の記載があることその他の要件（その取得後１年以内に登記を行うもの

に限る等）を満たす投資法人が、規約に従い取得する特定不動産のうち、不動産の所有権の

移転登記に対する登録免許税の税率は、平成18年４月１日から平成21年３月31日までに取得

する不動産の所有権については0.8％に軽減されます。 

(b) 不動産取得税： 

 不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額に対し４％の税率により

課されますが、平成18年４月１日から平成21年３月31日までに取得する住宅及び土地につい

ては３％に、平成18年４月１日から平成20年３月31日までに取得した住宅以外の家屋につい

ては3.5％にそれぞれ軽減されます。また、平成21年３月31日までに取得する宅地及び宅地

比準土地については、不動産取得税の課税標準額が２分の１に軽減されます。さらに規約に

おいて、資産の運用方針として、「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載が

あることその他の要件を満たす投資法人が、規約に従い平成21年３月31日までに取得する規

模及び用途等の要件を満たす一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準額が３分の

１に軽減されます（倉庫用の土地及び建物に関しては対象外となっています。）。 

(c) 特別土地保有税： 

 平成15年１月１日以後、不動産の取得（及び保有）に係る特別土地保有税は課税されない

こととされております（ただし、納税猶予が取り消されたものを除きます。）。 

(ハ) 土地重課制度 

 上記（イ）の要件を満たす投資法人が行う土地の譲渡等については、土地重課制度は適用し

ないこととされております。また、平成10年１月１日から平成20年12月31日までの間に行われ

た短期所有に係る土地の譲渡等については、土地重課制度は適用しないこととされておりま

す。 



（注）１．みなし配当の金額は次のように計算されます。なお、この金額は投資法人からお知らせします。 

「みなし配当の金額」 ＝ 出資の払戻し（資本の払戻し）額 － 

投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額（資本金等の額）

  なお、上記「投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額（資本金等の額）」は下記のよ

うに計算されます。 

(*)  前事業年度末から払戻しの直前までの間に資本金等の額が増加し又は減少した場合には、その

増加額を加算した又は減少額を減算した金額となります。 

(**)  投資法人の出資の払戻し（資本の払戻し）により減少した資本剰余金の額が、投資法人の前事

業年度末の簿価純資産額(*)を超える場合は、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)と同

額とします。 

(***) この割合は、出資の払戻し（資本の払戻し）直前の投資法人の出資等の金額（資本金等の額）

が零以下である場合は零とされ、出資の払戻し（資本の払戻し）直前の投資法人の出資等の金

額（資本金等の額）が零を超え、かつ、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)が零以下で

ある場合は１とされます。また、この割合に小数点３位未満の端数が生じるときは切上げとな

ります。 

（注）２．投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。 

「投資口の譲渡に係る収入金額」 ＝ 出資の払戻し（資本の払戻し）額  

－ みなし配当金額 （(注)１.） 

（注）３．投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。 

(*)  前事業年度末から払戻しの直前までの間に資本金等の額が増加し又は減少した場合には、その

増加額を加算した又は減少額を減算した金額となります。 

(**)  投資法人の出資の払戻し（資本の払戻し）により減少した資本剰余金の額が、投資法人の前事

業年度末の簿価純資産額(*)を超える場合は、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)と同

額とします。 

(***) この割合は、出資の払戻し（資本の払戻し）直前の投資法人の出資等の金額（資本金等の額）

が零以下である場合は零とされ、出資の払戻し（資本の払戻し）直前の投資法人の出資等の金

額（資本金等の額）が零を超え、かつ、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)が零以下で

ある場合は１とされます。また、この割合に小数点３位未満の端数が生じるときは切上げとな

ります。この割合に関しては、投資法人からお知らせすることになっております。 

（注）４．投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。 

「投資口の譲渡損益の額」 ＝ 譲渡収入金額（(注)２.）－ 譲渡原価の額（(注)３.） 

（注）５．出資の払戻し（資本の払戻し）を受けた後の投資口の取得価額は、以下のようになります。 

「出資の払戻し（資本の払戻し）を受けた後の投資口の取得価額」 ＝ 

出資の払戻し（資本の払戻し）を受ける直前の投資口の取得価額 － 譲渡原価の額（(注)３.） 

「投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額（資本金等の額）」 ＝ 

       
出資の払戻し（資本の払戻し） 

直前の投資法人の出資等の 

金額（資本金等の額）    
×

投資法人の出資の払戻し（資本の払戻し）

により減少した資本剰余金の額   (**) 
 (***) 

投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)

 

×

投資主の出資の払戻し（資本の払戻し） 

直前の払戻しに係る所有投資口数 

  投資法人の払戻しに係る投資口総数 

出資の払戻し（資本の払戻し） 

直前の取得価額 × 

投資法人の出資の払戻し（資本の払戻し） 

により減少した資本剰余金の額   (**) 
(***)

投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*) 



５【運用状況】 

（１）【投資状況】 

（注）１．上表における不動産はいずれもテナントに対する賃貸用です。また、用途区分及び地域区分の概要について

は、後記「（２）投資資産 / ② 投資不動産物件 / Ⅰ．投資不動産の内容 /（イ）投資不動産一覧」をご参

照下さい。 

（注）２．上表における不動産の価額合計は、当該分類に属する不動産の貸借対照表計上額（減価償却後の帳簿価額）

の合計額です。 

（注）３．上表における投資比率は、本投資法人の資産総額に対する各区分の価額合計の割合です。 

（注）４．投資比率並びに負債総額及び純資産総額の資産総額に対する比率の計算において、小数点第３位を四捨五入

しております。なお、投資比率の合計は、四捨五入の関係上合計数値に一致しない場合があります。 

（注）５．建設仮勘定の金額は、不動産の金額には含まれておりません。 

（平成20年２月29日現在）

資産の種類 地域/用途 
価額合計 

（百万円） 
投資比率（％） 

不動産 

東京都心３区 

事務所（オフィス） 72,086 28.98 

物流施設 - - 

商業施設 2,535 1.02 

ホテル - - 

その他 1,150 0.46 

その他東京23区 

事務所（オフィス） 79,508 31.96 

物流施設 - - 

商業施設 2,500 1.01 

ホテル - - 

その他 2,593 1.04 

首都圏その他地域 

事務所（オフィス） 6,192 2.49 

物流施設 3,968 1.60 

商業施設 - - 

ホテル 13,031 5.24 

その他 - - 

その他地域 

事務所（オフィス） 43,079 17.32 

物流施設 - - 

商業施設 - - 

ホテル - - 

その他 - - 

預金・その他資産 22,111 8.89 

資産総額 248,759 100.00 

  金額（百万円） 
資産総額に 

対する比率（％） 

負債総額 106,860 42.96 

純資産総額 141,898 57.04 



（２）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

 該当事項はありません。 

②【投資不動産物件】 

Ⅰ．投資不動産の内容 

(イ) 投資不動産一覧 

 運用不動産を、所在地による地域区分及び用途区分毎に区分すると下表のようになります。

(注)１.  上表の運用不動産はいずれもテナントに対する賃貸用です。 

(注)２.  上表では各運用不動産の所在地域を、「東京都心３区」、「その他東京23区」、「首都圏その他地域」及び

「その他地域」の４地域に分類しています。「東京都心３区」とは千代田区・中央区・港区の３区を、「そ

の他東京23区」は「東京都心３区」を除いたその他東京23区を指します。また「首都圏その他地域」とは

「東京都心3区」及び「その他東京23区」を除いた東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内の地域を、「その

他地域」とは「東京都心３区」、「その他東京23区」及び「首都圏その他地域」を除いた地域を指します。

(注)３.  上表での用途区分に関し、複数の用途にて利用されている運用不動産については、主たる用途（過半を超え

る床面積にて実際に利用されている用途）を記載しております。これは、登記簿に記載されている用途とは

必ずしも一致しておりません。また、当初決定した用途区分を変更することは、大規模リニューアル等によ

り明らかに異なる用途に変更されると判断される場合を除き、原則として行っておりません。 

(注)４.  平成19年12月26日付でラウンドクロス青山の譲渡を行いました。 

（平成20年２月29日現在）

 
地域区分 

東京都心３区 その他東京23区 首都圏その他地域 その他地域 

用途 

区分 

事務所 

(オフィス) 

青山サンクレストビル キャロットタワー ネオ・シティ三鷹 名古屋伊藤忠ビル 

ラウンドクロス一番町 東陽ＭＫビル ラウンドクロス川崎 ラウンドクロス心斎橋 

ビサイド白金 ラウンドクロス元代々木   ＯＲＩＸ高麗橋ビル 

ラウンドクロス赤坂見附 ラウンドクロス西新宿   ＯＲＥ名古屋伏見ビル 

日本橋イーストビル ビサイド木場   ルナール仙台 

ラウンドクロス南麻布 ＤＴ外苑    

ラウンドクロス赤坂 代々木フォレストビル    

ラウンドクロス三田 オリックス池袋ビル    

芝大門ビル オリックス新宿ビル    

ラウンドクロス築地 ラウンドクロス新宿    

オリックス神保町ビル シーフォートスクエア／ 

センタービルディング 

   

オリックス芝２丁目ビル    

青山２４６ビル ラウンドクロス蒲田    

オリックス赤坂２丁目ビル ラウンドクロス新宿５丁目    

日本橋本町１丁目ビル ＫＮ自由が丘プラザ    

物流施設    
越谷ロジスティックセンタ

ー 
 

商業施設 日本地所南青山ビル ＣＵＢＥ代官山    

ホテル     クロスゲート  

その他 

パークアクシス西麻布ステ

ージ 
グランドメゾン白山    

  ソネット上池袋    



(ロ) ポートフォリオの分散状況 

 運用不動産の分散状況は平成20年２月29日現在以下のとおりです。 

(a) 地域区分 

(b) 用途区分 

(c) 規模区分 

地域区分 
貸借対照表計上額 
（減価償却後の帳簿
価額：百万円） 

投資比率 
（％） 

総賃貸可能面積
合計（㎡） 

総賃貸面積 
（㎡） 

稼働率 
（％） 

東京都心３区 75,773 30.46 56,735.55 55,445.17 97.7 

その他東京23区 84,601 34.01 93,643.70 92,481.55 98.8 

首都圏その他地域 23,192 9.32 55,284.71 54,390.08 98.4 

その他地域 43,079 17.32 56,704.51 54,398.86 95.9 

合計 226,647 91.11 262,368.47 256,715.66 97.8 

用途区分 
貸借対照表計上額 
（減価償却後の帳簿
価額：百万円） 

投資比率 
（％） 

総賃貸可能面積
合計（㎡） 

総賃貸面積
（㎡） 

稼働率 
（％） 

事務所（オフィス） 200,867 80.75 206,978.22 201,325.41 97.3 

物流施設 3,968 1.60 19,200.00 19,200.00 100.0 

商業施設 5,036 2.02 1,897.18 1,897.18 100.0 

ホテル 13,031 5.24 25,942.59 25,942.59 100.0 

その他 3,743 1.51 8,350.48 8,350.48 100.0 

合計 226,647 91.11 262,368.47 256,715.66 97.8 

規模区分 
貸借対照表計上額 
（減価償却後の帳簿
価額：百万円） 

投資比率 
（％） 

総賃貸可能面積
合計（㎡） 

総賃貸面積
（㎡） 

稼働率 
（％） 

15,000㎡以上 75,771 30.46 128,411.30 125,533.74 97.8 

3,000㎡以上 

  15,000㎡未満 
129,866 52.21 121,440.97 118,827.95 97.8 

3,000㎡未満 21,010 8.45 12,516.20 12,353.97 98.7 

合計 226,647 91.11 262,368.47 256,715.66 97.8 



(d) 築年数区分 

（注）１．上表の「投資比率」とは、各区分に属する運用不動産の貸借対照表計上額（減価償却後の帳簿価額）合計の

本投資法人の総資産額に対する比率をいいます。投資比率の数値は、小数点第３位を四捨五入して記載して

おります。なお、投資比率の合計は、四捨五入の関係上合計数値に一致しない場合があります。 

（注）２．稼働率の数値は、小数点第２位を四捨五入して記載しております。 

（注）３．「(c) 規模区分」の延床面積による区分は、本投資法人保有の持分にかかわりなく、建物一棟全体の延床面

積を基準にしております。 

(ハ) 鑑定評価書の概要 

 不動産の鑑定評価においては、「不動産の鑑定評価に関する法律」（昭和38年法律第152

号。その後の変更を含みます。）及び不動産鑑定評価基準に基づき、不動産鑑定士等が、原則

として以下の三つの手法・観点から求められる価格を併用し、試算価格を決定したうえで鑑定

評価額を決定します。 

(a) 不動産の再調達に要する費用に着目し、価格時点における対象不動産の再調達原価を求

め、この再調達原価について減価修正を行って、対象不動産の試算価格を求める手法（原

価法）による積算価格。 

(b) 不動産の取引事例に着目して、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、

これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比

較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産

の試算価格を求める手法（取引事例比較法）による比準価格。 

(c) 不動産から生み出される収益に着目して、対象不動産が将来生み出すであろうと期待され

る純収益の現価の総和を求めるものであり、純収益を還元利回りで還元して対象不動産の

試算価格を求める手法（収益還元法）による収益価格。なお、収益価格は更に、純収益の

還元方法の点から、ＤＣＦ法による収益価格と直接還元法（以下「ＤＣ法」といいま

す。）による収益価格に分類されます。ＤＣＦ法は、対象不動産を一定期間保有し、その

後売却することを前提として、この保有期間（収益期間）の純収益の現在価値の総和と保

有期間経過後の転売価格等の現在価値を加算して収益価格を試算する手法です。また、Ｄ

Ｃ法は安定的な標準化純収益を還元利回りで永久還元して収益価格を試算する手法です。 

 運用不動産を本投資法人のポートフォリオに組み入れる際の鑑定評価は、社団法人日本不動

産鑑定協会の留意事項及び不動産の鑑定評価に関する法律並びに不動産鑑定評価基準に基づ

き、本投資法人と利害関係のない第三者機関である株式会社谷澤総合鑑定所、株式会社中央不

動産鑑定所、森井総合鑑定株式会社、財団法人日本不動産研究所及び株式会社ヒロ＆リーエス

ネットワークに各物件の評価を依頼し、不動産鑑定士による鑑定評価を行っております。 

 なお、本不動産鑑定評価は、一定時点における不動産鑑定士の判断及び意見であることか

ら、その内容及び当該鑑定評価額での取引等を保証するものではありません。 

築年数区分 
貸借対照表計上額 
（減価償却後の帳
簿価額：百万円） 

投資比率 
（％） 

総賃貸可能面積
合計（㎡） 

総賃貸面積
（㎡） 

稼働率 
（％） 

20年以上 28,991 11.65 36,466.58 34,576.90 94.8 

15年以上20年未満 48,408 19.46 61,457.75 58,824.07 95.7 

10年以上15年未満 38,669 15.54 53,753.47 53,175.27 98.9 

５年以上10年未満 38,735 15.57 42,952.39 42,952.39 100.0 

５年未満 71,842 28.88 67,738.28 67,187.03 99.2 

合計 226,647 91.11 262,368.47 256,715.66 97.8 



 不動産鑑定評価の結果及び帳簿価額 

 以下は、平成20年２月29日を価格時点として実施した運用不動産に関する鑑定評価の結果

の一覧です。また、同日時点における帳簿価額（減価償却後）を併せて記載しております。 

 本不動産鑑定評価は、本投資法人と利害関係のない第三者機関である株式会社谷澤総合

鑑定所、株式会社中央不動産鑑定所、森井総合鑑定株式会社、財団法人日本不動産研究所

及び株式会社ヒロ＆リーエスネットワークに運用不動産の評価を依頼し、不動産鑑定士に

よる鑑定評価を行なっております。 

 なお、本不動産鑑定評価は、一定時点における不動産鑑定士の判断及び意見であること

から、その内容及び当該鑑定評価額での取引等を保証するものではありません。 

 各項目の意味は次のとおりです。 

● 「鑑定評価額」 

 不動産鑑定評価基準及び留意事項に基づき、原則として、ＤＣＦ法による収益価格

を標準とし、ＤＣ法による収益価格等による検証を行い決定された特定価格をもって

「鑑定評価額」としております。 

● 「価格時点」 

 不動産鑑定士が鑑定評価にあたって、不動産の価格判定の基準日とした時点であ

り、運用不動産の鑑定評価にあたっては、全て平成20年２月29日となっております。 

● 「ポートフォリオ占有率」 

 運用不動産の鑑定評価の結果の合計に対する各運用不動産の鑑定評価の結果の比率

をいいます。 

● 「投資比率」 

 本投資法人の総資産額に対する各運用不動産の上記価格時点における帳簿価額（減

価償却後）の比率をいいます。 

 なお、鑑定評価額は、本投資法人による運用不動産の保有部分に係るものであり、運用不

動産を共有している場合又は一部のみを保有している場合等についての記載の数値は、個々

の運用不動産につきその全体の評価額を表しているものではありません。 

（平成20年２月29日現在）

  物件名 
鑑定 

評価額 
(百万円) 

鑑定
評価
業者 

ポート
フォリ
オ占有
率(％)

参考情報 

帳簿価額 
(百万円) 

投資比
率(％) 

ＤＣ法に
よる価格 
(百万円) 

ＣＲ 
(％) 

ＤＣＦ法に
よる価格 
(百万円) 

ＤＲ 
(％) 

ＴＣＲ 
(％) 

積算 
価格 

(百万円) 

事務所 

(オフィス) 

東京都

心３区 

青山サンクレス

トビル 

4,500 谷澤 1.70 4,590 4.6 4,460 4.8 4.9 7,740 3,403 1.37 

ラウンドクロス

一番町 

4,840 谷澤 1.82 4,920 4.8 4,810 5.0 5.1 3,850 3,669 1.48 

ビサイド白金 1,530 谷澤 0.58 1,550 5.0 1,520 5.2 5.3 2,270 1,330 0.53 

ラウンドクロス

赤坂見附 

2,440 谷澤 0.92 2,490 4.2 2,420 4.4 4.5 1,710 1,682 0.68 

日本橋イースト

ビル 

1,740 谷澤 0.66 1,710 5.3 1,750 5.1 5.6 1,170 1,651 0.66 

ラウンドクロス

南麻布 

1,444 中央 0.54 1,504 5.8 1,444 5.5 6.3 1,708 1,331 0.54 



（平成20年２月29日現在）

  物件名 
鑑定 

評価額 
(百万円) 

鑑定
評価
業者 

ポート
フォリ
オ占有
率(％)

参考情報 

帳簿価額 
(百万円) 

投資比
率(％) 

ＤＣ法に
よる価格 
(百万円) 

ＣＲ 
(％) 

ＤＣＦ法に
よる価格 
(百万円) 

ＤＲ 
(％) 

ＴＣＲ 
(％) 

積算 
価格 

(百万円) 

事務所 

(オフィス)

東京都

心３区 

ラウンドクロス

赤坂 

3,074 中央 1.16 3,162 5.8 3,074 5.5 6.3 3,020 2,883 1.16 

ラウンドクロス

三田 

1,722 中央 0.65 1,797 5.4 1,722 5.1 5.9 1,438 1,723 0.69 

芝大門ビル 1,934 中央 0.73 2,396 5.5 1,934 5.2 6.0 2,032 2,209 0.89 

ラウンドクロス

築地 

3,781 中央 1.42 3,649 5.5 3,781 5.2 6.0 2,293 3,263 1.31 

オリックス神保

町ビル 

4,388 中央 1.65 4,213 5.1 4,388 4.8 5.6 3,420 4,073 1.64 

オリックス芝２

丁目ビル 

8,632 中央 3.25 9,407 5.1 8,632 4.8 5.6 5,549 7,125 2.86 

青山２４６ビル 7,614 中央 2.87 8,055 4.2 7,614 3.9 4.7 5,558 5,458 2.19 

オリックス赤坂

２丁目ビル 

26,740 中央 10.08 30,790 4.2 26,740 3.9 4.7 12,380 21,775 8.75 

日本橋本町１丁

目ビル 

10,600 日本 3.99 10,800 4.1 10,400 3.9 4.3 7,480 10,504 4.22 

東京都心３区 計 84,979   32.03 91,033   84,689     61,618 72,086 28.98 

その他

東京23

区 

キャロットタワ

ー 

6,350 谷澤 2.39 6,320 5.3 6,360 5.3 5.6 4,560 4,810 1.93 

東陽ＭＫビル 5,470 谷澤 2.06 5,440 5.5 5,480 5.5 5.8 4,360 4,688 1.88 

ラウンドクロス

元代々木 

5,680 谷澤 2.14 - - 5,680 5.7 6.7 5,650 4,664 1.88 

ラウンドクロス

西新宿 

3,120 谷澤 1.18 3,220 4.4 3,080 4.8 4.7 2,700 2,584 1.04 

ビサイド木場 3,410 谷澤 1.29 3,320 5.4 3,450 5.3 5.7 1,840 2,336 0.94 

ＤＴ外苑 3,300 谷澤 1.24 3,360 4.7 3,280 4.9 5.0 2,920 2,313 0.93 

代々木フォレス

トビル 

1,410 谷澤 0.53 1,420 5.1 1,410 5.2 5.4 1,910 1,477 0.59 

オリックス池袋

ビル 

10,580 中央 3.99 10,950 4.9 10,580 4.6 5.4 5,946 9,146 3.68 

オリックス新宿

ビル 

10,540 中央 3.97 11,010 4.5 10,540 4.2 5.0 6,561 8,044 3.23 

ラウンドクロス

新宿 

10,800 森井 4.07 11,000 4.4 10,600 4.1 4.7 7,810 8,036 3.23 

シーフォートス

クエア／センタ

ービルディング 

18,050 中央 6.80 18,340 4.7 18,050 4.4 5.2 15,660 18,001 7.24 

ラウンドクロス

蒲田 

6,375 中央 2.40 5,728 5.8 6,375 5.5 6.3 3,115 5,710 2.30 

ラウンドクロス

新宿５丁目 

5,180 森井 1.95 5,240 4.6 5,120 4.3 4.8 3,850 4,497 1.81 

ＫＮ自由が丘プ

ラザ 

3,110 ヒロ 1.17 3,320 4.1 3,110 4.1 4.3 1,980 3,195 1.28 

その他東京23区 

計 

93,375   35.19 88,668   93,115     68,862 79,508 31.96 

首都圏

その他

地域 

ネオ・シティ三

鷹 

3,210 谷澤 1.21 3,150 5.5 3,230 5.6 5.8 2,780 2,067 0.83 

ラウンドクロス

川崎 

5,395 中央 2.03 5,405 5.3 5,395 5.0 5.8 2,768 4,125 1.66 

首都圏その他地

域 計 

8,605   3.24 8,555   8,625     5,548 6,192 2.49 



（注）１．表中の鑑定評価業者欄の「谷澤」は株式会社谷澤総合鑑定所、「中央」は株式会社中央不動産鑑定所、「森

井」は森井総合鑑定株式会社、「日本」は財団法人日本不動産研究所、「ヒロ」は株式会社ヒロ＆リーエスネ

ットワークを表します。 

（注）２．鑑定評価額及び帳簿価額は百万円未満を切捨てして記載しております。 

（注）３．ポートフォリオ占有率の計算にあたっては、小数点第３位を四捨五入して記載しております。なお、各運用不

動産のポートフォリオ占有率の合計は、四捨五入の関係上、合計数値に一致しない場合があります。 

（注）４．投資比率の計算にあたっては、小数点第３位を四捨五入して記載しております。なお、投資比率の合計は、四

捨五入の関係上、合計数値に一致しない場合があります。 

（注）５．不動産取得税等の運用不動産の取得に係る付随費用は、取得価額として資産計上しております。 

（注）６．ラウンドクロス元代々木では、建物の経済的残存耐用年数が満了した場合において、現況と同程度の建物の建

替え想定等が実質的に困難であり、純収益の永続性を前提とした直接還元法の適用は不適切と判断されるた

め、これによる収益価格の算出は行われておりません。 

（注）７．平成19年12月26日付でラウンドクロス青山の譲渡を行いました。 

（平成20年２月29日現在）

  物件名 
鑑定 

評価額 
(百万円) 

鑑定
評価
業者 

ポート
フォリ
オ占有
率(％)

参考情報 

帳簿価額 
(百万円) 

投資比
率(％) 

ＤＣ法に
よる価格 
(百万円) 

ＣＲ 
(％) 

ＤＣＦ法に
よる価格 
(百万円) 

ＤＲ 
(％) 

ＴＣＲ 
(％) 

積算 
価格 

(百万円) 

事務所 

(オフィス)

その他

地域 

名古屋伊藤忠ビ

ル 

5,800 谷澤 2.19 5,720 5.9 5,830 5.8 6.2 5,710 5,315 2.14 

ラウンドクロス

心斎橋 

14,000 森井 5.28 14,100 4.7 13,800 4.4 5.0 21,400 14,228 5.72 

ＯＲＩＸ高麗橋

ビル 

6,466 中央 2.44 6,679 5.0 6,466 4.7 5.5 4,114 5,355 2.15 

ＯＲＥ名古屋伏

見ビル 

11,550 中央 4.35 12,150 4.9 11,550 4.6 5.4 7,955 9,659 3.88 

ルナール仙台 8,420 日本 3.17 8,550 5.3 8,280 5.1 5.5 7,960 8,520 3.43 

その他地域 計 46,236   17.42 47,199   45,926     47,139 43,079 17.32 

事務所（オフィス） 計 233,195   87.88 235,455   232,355     183,167 200,867 80.75 

物流 

施設 

首都圏

その他

地域 

越谷ロジスティ

ックセンター 

3,819 中央 1.44 3,714 5.8 3,819 5.2 6.3 2,404 3,968 1.60 

首都圏その他地

域 計 

3,819   1.44 3,714   3,819     2,404 3,968 1.60 

物流施設 計 3,819   1.44 3,714   3,819     2,404 3,968 1.60 

商業 

施設 

東京都

心３区 

日本地所南青山

ビル 

3,003 中央 1.13 3,935 4.2 3,003 3.9 4.7 2,001 2,535 1.02 

東京都心３区 

計 

3,003   1.13 3,935   3,003     2,001 2,535 1.02 

その他

東京23

区 

ＣＵＢＥ代官山 2,581 中央 0.97 2,709 4.9 2,581 4.5 5.4 2,098 2,500 1.01 

その他東京23

区 計 

2,581   0.97 2,709   2,581     2,098 2,500 1.01 

商業施設 計 5,584   2.10 6,644   5,584     4,099 5,036 2.02 

ホテル 

首都圏

その他

地域 

クロスゲート 18,700 谷澤 7.05 18,600 5.5 18,700 5.5 5.8 15,400 13,031 5.24 

首都圏その他地

域 計 

18,700   7.05 18,600   18,700     15,400 13,031 5.24 

ホテル 計 18,700   7.05 18,600   18,700     15,400 13,031 5.24 

その他 

東京都

心３区 

パークアクシス

西麻布ステージ 

1,230 谷澤 0.46 1,240 4.7 1,220 4.9 5.0 1,050 1,150 0.46 

 
東京都心３区 

計 

1,230   0.46 1,240   1,220     1,050 1,150 0.46 

その他

東京23

区 

グランドメゾン

白山 

512 谷澤 0.19 509 5.6 513 5.6 5.9 479 424 0.17 

ソネット上池袋 2,310 谷澤 0.87 2,300 5.5 2,320 5.5 5.8 2,430 2,168 0.87 

 
その他東京23区 

計 

2,822   1.06 2,809   2,833     2,909 2,593 1.04 

その他 計 4,052   1.53 4,049   4,053     3,959 3,743 1.51 

総  計 265,350   100.00 268,462   264,511     209,029 226,647 91.11 



(ニ) エンジニアリングレポートの概要 

 運用不動産に関する修繕費分析及び地震リスク分析の概要は以下のとおりです。 

 ポートフォリオＰＭＬ（全物件の再調達価格合計に対する比）は6.6％、全物件の再調達価

格合計は1,477.6億円となっております。 

   

物件名 

修繕費分析 地震リスク分析 

   
調査日より15年間 
の修繕費・更新費 

（千円） 
調査業者 報告書日付 調査日付 

PML(再調
達価格に
対する
比）(％) 
(注)４. 

再調達
価格 
(億円)
(注)５.

事務所 

（オフ

ィス） 

東京都心３

区 

青山サンクレストビル 777,332 清水建設株式会社 平成13年８月31日平成13年６月12日 11 24.0 

ラウンドクロス一番町 (注)３.  130,800 株式会社竹中工務

店 

平成13年８月31日平成13年６月11日 11 16.0 

ビサイド白金 147,797 清水建設株式会社 平成13年11月２日平成13年10月４日 13 10.6 

ラウンドクロス赤坂見

附 

96,433 清水建設株式会社 平成13年11月２日平成13年10月５日 12 4.1 

日本橋イーストビル 135,838 清水建設株式会社 平成13年11月２日平成13年10月２日 16 9.0 

ラウンドクロス南麻布 179,978 清水建設株式会社 平成13年11月30日平成13年10月13日 8 9.9 

ラウンドクロス赤坂 84,111 清水建設株式会社 平成13年11月30日平成13年10月17日 18 7.4 

ラウンドクロス三田 (注)３.  123,170 日建設計コンスト

ラクション・マネ

ジメント株式会社

平成18年７月平成18年７月５日 16 8.2 

芝大門ビル (注)３.  128,980 日建設計コンスト

ラクション・マネ

ジメント株式会社

平成18年７月平成18年７月５日 14 8.0 

ラウンドクロス築地 276,518 清水建設株式会社 平成13年11月30日平成13年10月23日 13 15.2 

オリックス神保町ビル 135,824 清水建設株式会社 平成15年６月27日平成15年６月９日 11 11.2 

オリックス芝２丁目ビ

ル 

88,886 清水建設株式会社 平成15年６月27日平成15年６月９日 13 20.0 

青山２４６ビル (注)３.  137,935 日建設計コンスト

ラクション・マネ

ジメント株式会社

平成18年７月平成18年７月４日 14 7.0 

オリックス赤坂２丁目

ビル 

(注)３.  20,460 株式会社竹中工務

店 

平成18年２月15日平成18年１月19日 12 37.9 

日本橋本町１丁目ビル (注)３.  84,600 日建設計コンスト

ラクション・マネ

ジメント株式会社

平成19年２月平成19年１月19日 14 19.4 

その他東京 

23区 

キャロットタワー 775,791 清水建設株式会社 平成13年８月31日平成13年６月13日 4 240.0 

東陽ＭＫビル (注)２.  62,610 株式会社日建設計 平成13年８月31日 平成13年５月 13 34.3 

ラウンドクロス元代々

木 

(注)３.  333,450 株式会社竹中工務

店 

平成13年８月31日平成13年６月11日 10 35.6 

ラウンドクロス西新宿 71,626 清水建設株式会社 平成13年９月14日平成13年８月21日 13 4.0 

ビサイド木場 220,336 清水建設株式会社 平成13年11月２日平成13年10月２日 12 15.5 

ＤＴ外苑 211,138 清水建設株式会社 平成13年11月２日平成13年９月28日 11 14.0 

代々木フォレストビル 139,472 清水建設株式会社 平成13年11月２日平成13年９月28日 13 7.1 

オリックス池袋ビル 65,440 清水建設株式会社 平成14年10月11日平成14年９月19日 10 14.0 

オリックス新宿ビル 91,463 清水建設株式会社 平成15年６月25日平成15年６月９日 12 19.5 

ラウンドクロス新宿 (注)３.  60,800 日建設計コンスト

ラクション・マネ

ジメント株式会社

平成17年11月平成17年10月21日 14 14.0 

シーフォートスクエア

／センタービルディン

グ 

(注)３.  967,238 日建設計コンスト

ラクション・マネ

ジメント株式会社

平成17年７月平成16年７月６日 9 401.1 

ラウンドクロス蒲田 (注)３.  215,170 日建設計コンスト

ラクション・マネ

ジメント株式会社

平成18年１月平成17年10月29日 14 26.6 

ラウンドクロス新宿５

丁目 

(注)３.   38,390 日建設計コンスト

ラクション・マネ

ジメント株式会社

平成19年３月平成19年２月５日 12 10.7 

ＫＮ自由が丘プラザ (注)３.   21,890 株式会社三菱地所

設計 

平成19年４月平成19年４月６日 14 3.4 

 



（注）１．上記修繕費分析の数値は、本投資法人の持分にかかわりなく建物一棟全体（ただし、「東陽ＭＫビル」及び

「シーフォートスクエア／センタービルディング」に関しては、本投資法人の所有する部分）に係る数値で

す。 

（注）２．調査日より11年目までの修繕費・更新費等 

（注）３．調査日より12年目までの修繕費・更新費等 

（注）４．ＰＭＬ（Probable Maximum Loss）とは、確率統計論的に平均475年に一度起こりうる強さの地震（再現期間

475年）を想定したとき、被災後の建築物を被災以前の状態に復旧するための工事費が再調達価格に対して占

める割合（％）を表したものです。建物の地震リスク評価では、予想損失額（横軸）とその損失の年超過確

率（縦軸）の関係を表すリスクカーブをもとに算定しますが、損失評価には建物の耐震性能や地震動の性状

等に不確実性が伴うため、リスクカーブはばらつきを有します。上記記載のＰＭＬは信頼水準90％のリスク

カーブを用い、予想損失額を平均的な値ではなく、その上限値を記載しております。 

（注）５．再調達価格とは、評価対象の建物を調査時点において再建築することを想定した場合において必要とされる

適正な原価の総額をいい、小数点第２位を四捨五入して記載しております。上記記載の数値は、本投資法人

による建物の所有割合によらず、建物一棟全体（ただし、「東陽ＭＫビル」に関しては本投資法人の所有す

る部分、「シーフォートスクエア／センタービルディング」に関してはセンタービルディングを含むシーフ

ォートスクエア全体）に係る数値です。 

（注）６．地震リスク分析は清水建設株式会社により行われております。 

（注）７．平成19年12月26日付でラウンドクロス青山の譲渡を行いました。 

   

物件名 

修繕費分析 地震リスク分析 

   
調査日より15年間 
の修繕費・更新費 

（千円） 
調査業者 報告書日付 調査日付 

PML(再調
達価格に
対する
比）(％) 
(注)４. 

再調達
価格 
(億円)
(注)５.

事務所 

（オフ

ィス） 

首都圏その

他地域 

ネオ・シティ三鷹 190,673 清水建設株式会社 平成13年８月31日平成13年６月14日 9 44.0 

ラウンドクロス川崎 (注)３.  243,740 日建設計マネジメ

ントソリューショ

ンズ株式会社 

平成16年３月平成16年２月27日 17 19.4 

その他地域 名古屋伊藤忠ビル 944,865 清水建設株式会社 平成15年６月25日平成15年６月５日 17 40.8 

ラウンドクロス心斎橋 (注)３. 1,330,000 株式会社日建設計 平成16年11月平成16年10月27日 13 48.2 

ＯＲＩＸ高麗橋ビル (注)３.   90,360 株式会社日建設計 平成17年２月平成17年２月７日 3 22.1 

ＯＲＥ名古屋伏見ビル (注)３.  162,920 日建設計マネジメ

ントソリューショ

ンズ株式会社 

平成17年１月平成16年12月14日 3 37.4 

ルナール仙台 (注)３.  489,850 株式会社三菱地所

設計 

平成19年５月平成19年４月27日 7 41.2 

物流 

施設 

首都圏その

他地域 

越谷ロジスティックセ

ンター 

(注)３.    6,760 株式会社竹中工務

店 

平成18年４月18日平成18年２月21日 12 17.0 

商業 

施設 

東京都心３

区 

日本地所南青山ビル (注)３.   21,620 日建設計コンスト

ラクション・マネ

ジメント株式会社

平成18年７月平成18年７月４日 10 1.8 

その他東京

23区 

ＣＵＢＥ代官山 (注)３.   23,614 ボヴィス・レンド

リース・ジャパン

株式会社 

平成16年３月 平成16年３月 10 1.9 

ホテル 
首都圏その

他地域 

クロスゲート 825,422 清水建設株式会社 平成13年９月14日平成13年７月16日 4 123.4 

その他 

東京都心３

区 

パークアクシス西麻布

ステージ 

54,500 株式会社日建設計 平成13年８月31日 平成13年５月 10 3.9 

その他東京 

23区 

グランドメゾン白山 90,999 清水建設株式会社 平成13年８月31日平成13年６月12日 13 5.9 

ソネット上池袋 86,177 清水建設株式会社 平成13年８月31日平成13年６月12日 11 23.0 



(ホ) 資本的支出の概要 

(a) 資本的支出の予定 

 運用不動産に関し、有価証券報告書提出日現在までに実施され又は計画されている改修工

事等に伴う資本的支出のうち主要なものは以下のとおりです。なお、下記工事予定金額に

は、会計上の費用に区分経理される部分が含まれております。 

(b) 期中の資本的支出 

 運用不動産において、当期に行った資本的支出に該当する主な工事の概要は以下のとおり

です。当期の資本的支出は43百万円であり、当期費用に区分された修繕費130百万円と併

せ、173百万円の工事を実施しております。 

(c) 長期修繕計画のために積み立てた金銭 

 本投資法人は、物件毎に策定している長期修繕計画に基づき、期中のキャッシュ・フロー

の中から、中長期的な将来の大規模修繕等の資金支払に充当することを目的とした修繕積立

金を、以下のとおり積み立てております。 

（注）上記に記載した積立金とは別に、区分所有ビル等の管理規約等に基づく修繕積立金として、平成20年２月29日現在

326百万円を積み立てております。 

不動産等の名称 

（所在） 
目的 予定期間 

工事予定金額（百万円） 

総額 当期支払額 既払総額 

青山サンクレストビル 

(東京都港区） 
全体改修工事 

自 平成20年２月 

至 平成21年８月 
202 1 1 

ＤＴ外苑 

(東京都渋谷区） 
空調機更新 

自 平成20年７月 

至 平成21年１月 
72 － － 

代々木フォレストビル 

(東京都渋谷区） 
空調機更新 

自 平成20年８月 

至 平成21年２月 
48 － － 

青山２４６ビル 

(東京都港区） 
空調機更新 

自 平成19年８月 

至 平成20年５月 
54 7 7 

ラウンドクロス心斎橋 

(大阪府大阪市） 
ＯＡフロアー設置 

自 平成20年６月 

至 平成20年12月 
23 － － 

シーフォートスクエア／

センタービルディング 

(東京都品川区） 

ＦＣＵ用熱量計交換 
自 平成21年２月 

至 平成21年２月 
30 － － 

不動産等の名称 

（所在） 
目的 実施期間 

支出金額 

（百万円） 

青山２４６ビル 

（東京都港区) 
空調機更新 

自 平成19年８月 

至 平成19年９月 
7 

その他の資本的支出 36 

合計 43 

  第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

前期末積立金残高（百万円） 870 747 900 982 1,069 

当期積立額（百万円） 344 362 229 324 371 

当期積立金取崩額（百万円） 467 210 148 237 229 

次期繰越額（百万円） 747 900 982 1,069 1,211 



(ヘ) 主要な不動産の情報 

 各運用不動産について、その総賃貸収入が平成20年２月期（第12期）の総賃貸収入合計の

10％以上を占める物件はありません。 

(ト) 不動産の概要 

 以下の各表は平成20年２月29日現在において、本投資法人が保有している運用不動産の個別

の概要を示したものです（以下「個別不動産概要表」といいます。）。 

 個別不動産概要表は以下の方針で記載されております。 

個別不動産の概要 

● 「所在地」は、住居表示があるものは住居表示にて、住居表示がないものは登記簿に記載

されている建物の所在にて記載しております。そのため、登記簿上記載されている地番と

は異なる場合があります。 

● 「前所有者」は、運用不動産又は運用不動産を信託財産とする不動産信託受益権を本投資

法人に対して譲渡した原所有者（商号又は名称については、譲渡時点での商号又は名称に

て記載しております。）を意味します。なお、本投資法人が不動産信託受益権として取得

した運用不動産については、「前所有者」欄において、当該取得時における信託受託者を

内書きしております。 

● 「取得年月日」は、本投資法人が運用不動産又は運用不動産を信託財産とする信託受益権

を取得した日付を記載しております。 

● 「立地条件」は、不動産鑑定士の作成した不動産鑑定評価書に記載された数値に基づいて

記載しております。ただし、不動産鑑定評価書に数値が記載されていない場合には、「不

動産の表示に関する公正競争規約（首都圏）」（公正取引委員会告示第14号）に基づき、

道路距離80メートルにつき１分間を要するものとして算出した数値を記載しております。

なお、端数が生ずる場合は切上げております。 

● 「取得価格」は、単位未満切捨てして記載しております。 

● 「取得時鑑定評価額」は、個々の運用不動産の投資を行う際に取得した鑑定評価上の評価

額をいい、また、単位未満切捨てして記載しております。 

● 「地積」は、原則として登記簿上表示されている地積を記載しております。 

● 「用途地域」は、都市計画法上の指定用途地域を記載しております。 

● 土地の「所有形態」は、建物所有者の有する敷地の利用権の種類（及び敷地利用権の保有

割合）を記載しております。 

● 「用途」は、いずれも登記簿の「種類」欄に表示されているものですが、実際の使用目的

と異なる場合があります。各運用不動産の過半を超える床面積にて実際に利用されている

用途については、前記「(イ) 投資不動産一覧」をご参照下さい。 

● 「建築時期」は、登記簿上表示されている当初新築時点（不詳のものは、他の資料に基づ

き記載しております。）を記載しております。 

● 「他所有者」は、その名称の開示につき同意を得られた法人についてのみ、その名称を記

載しております。 

● 「延床面積」は、登記簿上表示されている床面積合計を記載しております。 

● 「持分（所有割合）」は、登記簿上表示されている専有部分に係る床面積における本投資

法人の所有する専有部分に係る床面積割合の合計を記載しております。 



● 「ＰＭＬ」（Probable Maximum Loss）とは、確率統計論的に平均475年に一度起こりうる

強さの地震（再現期間475年）を想定したとき、被災後の建築物を被災以前の状態に復旧

するための工事費が再調達価格に対して占める割合（％）を表したものです。建物の地震

リスク評価では、予想損失額（横軸）とその損失の年超過確率（縦軸）の関係を表すリス

クカーブをもとに算定しますが、損失評価には建物の耐震性能や地震動の性状等に不確実

性が伴うため、リスクカーブはばらつきを有します。ＰＭＬは信頼水準90％のリスクカー

ブを用い、予想損失額を平均的な値ではなく、その上限値を記載しております。 

● 地震リスク（ＰＭＬ）の分析は、清水建設株式会社により行われております。 

● 「再調達価格」とは、評価対象の建物を調査時点において再建築することを想定した場合

において必要とされる適正な原価の総額をいいます。数値は、本投資法人による建物の所

有割合によらず、建物一棟全体（ただし、「東陽ＭＫビル」に関しては本投資法人の所有

する部分、「シーフォートスクエア／センタービルディング」に関してはセンタービルデ

ィングを含むシーフォートスクエア全体）に係る数値です。 

● 「外部管理会社」は、主たる不動産管理会社であるオリックス・アセットマネジメント株

式会社が、外部の不動産管理会社に業務の一部を再委託している場合の当該外部管理会社

の商号を記載しております。また、運用不動産の中には賃借人にて個別に不動産管理を行

っている場合等がありますので、その場合には「外部管理会社」欄は、「－」と記載して

おります。なお、主たる不動産管理会社であるオリックス・アセットマネジメント株式会

社による不動産管理業務の概要については、前記「２ 投資方針 /（１）投資方針 /  

③ 不動産管理方針」をご参照下さい。 

特記事項 

 平成20年２月29日を調査時点として物件調査を行い記載しております。 

 「特記事項」は、不動産等資産の権利関係及び利用等で重要と考えられる事項のほか、資産

の評価額、収益性、処分性への影響度を考慮して重要と考えられる事項に関して、次のとお

り、「行政法規関係」、「取り決め等」及び「境界確認及び越境物等」等の分類により記載し

ています。 

Ａ.「行政法規関係」として、法令諸規則上の制限又は規制の主なものを記載しています。な

お、「旧建築基準法施行令」とは、本物件が設計・施工され又はその建築確認がなされた

当時に適用されていた建築基準法施行令をいいます。 

Ｂ.「取り決め等」として、共有者・区分所有者等との間でなされた合意事項又は協定等（本

投資法人がその内容を承継しているものを含みます。）の主なものを記載しています。 

Ｃ.「境界確認及び越境物等」として、本物件の境界を越えた構築物等がある場合及び境界確

認等が未了である場合等の主なもの（覚書等の締結により、相手方との合意が成立してい

る場合を除きます。）を記載しています。 

（注）以下の個別不動産概要表の前所有者欄に記載の「オーリート・ワン有限会社」、「オーリート・ツー有

限会社」、「オーリート・スリー有限会社」、「オーアール・ワン有限会社」及び「オーエックス・ワ

ン有限会社」は、本投資法人が当該運用不動産を取得した時点では、「オーリート・ワン有限会社」は

英領ケイマン諸島の特別目的会社であるオーリート・ワン（ケイマン）リミテッドからの出資を受け、

オリックス株式会社が匿名組合出資を行う日本国法に基づく有限会社でした。また、それ以外の有限会

社は、全てオリックス株式会社の100％出資会社でした。これらの有限会社はオリックス株式会社の役

職員がその役員となっておりました。 

（注）オリックス・リアルエステート株式会社は、平成19年４月17日付でオリックス不動産株式会社に社名変

更いたしましたが、以下の個別不動産概要表では、社名変更前の場合にも「オリックス不動産株式会

社」と表示しております。 



青山サンクレストビル 

（注）本物件の一部には建築基準法との適合性が確認されていない屋根（約５㎡）が設置されていたため、平成20年３

月に是正工事を実施いたしました。 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都港区北青山二丁目13番５号 

前所有者 オーリート・ツー有限会社 

立地条件 
東京メトロ線「外苑前」駅か

ら徒歩２分 
取得年月日 平成13年12月１日 

取得価格 3,356百万円 
取得時鑑定評価額 

（価格時点） 

3,356百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 1,682.34㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権（共有持分38.0％） 

建物 

用途 店舗 建築時期 昭和54年９月 

所有形態 区分所有 他所有者 日本生命保険相互会社 

延床面積 

 （一棟全体） 
9,851.12㎡ 持分（所有割合） 

2,818.18㎡ 

（区分所有割合38.0％） 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付８階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 11％（無） 再調達価格 24.0億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 
＜行政法規関係＞ 

・ 本建物は、昭和54年９月の建築であり、旧建築基準法に準拠して設計・施工された建物のため、耐震性能等

について既存不適格の建築物であり、現行建築基準法の一部の規定が適用されておりません。しかし、本建

物の元施工会社である戸田建設株式会社が平成18年11月に耐震診断を実施しており、「建築物の耐震改修の
促進に関する法律」（平成７年法律第123号。その後の改正も含みます。以下「耐震改修促進法」といいま

す。）等が規定する基準を満たすとの見解を得ております。 

・ 本物件は、本土地・本建物等に係る「東京都駐車場条例」に基づく確認申請時の駐車場付置義務を満たすた

めに、本投資法人が近隣より駐車場を賃借しております。 
＜取り決め等＞ 

・ 本建物の共用部分の一部（約25㎡）をテナント１社に対して賃貸しております。また、区分所有規約に基づ

いて本投資法人に専用使用権が認められている部分のうち、５箇所（合計約90㎡）が共用部分として利用さ

れております。なお、かかる規約上の専用使用権が及ぶ部分と実際の運用が異なる点につき、持分比率は変
更せずに専用使用権が及ぶ部分の変更を行うことを、日本生命保険相互会社との間で協議中です。 

・ 本投資法人と本物件の他の建物区分所有者・本土地共有者である日本生命保険相互会社との間で、平成13年

12月25日付覚書にて本土地の共有持分権と本建物専有部分を分離して処分しない旨を合意しております。 

・ 前々々所有者と日本生命保険相互会社との間で、昭和57年６月30日付にて前々々所有者より日本生命保険相
互会社が現在所有している部分を譲り受けるにあたり、前々々所有者に対し、優先交渉権を付与すべき旨の

取り決めがあり、かかる取り決めが、本物件の前々所有者及び前所有者を経由し、本投資法人に承継されて

いる可能性があります。 

＜境界確認及び越境物等＞ 
・ 本土地の境界ブロック塀の一部及びフェンスの一部が、北東側隣接地（地番84番19）に越境しております。 

・ 北東側隣接地（地番84番８）の建物排気フードの一部及び水道メーターの一部が、本土地に越境しておりま

す。 

＜その他＞ 
・ 本建物の３階貸室内において、本投資法人と日本生命保険相互会社の各々を単独の区分所有者とする区分所

有登記がなされておりますが、それぞれの専有部分を区分する界壁を除去し、それぞれが同一の建物賃借人

に賃貸しております。将来、建物賃借人の退去後には、界壁を復旧する予定です。 

・ 本建物の３階及び４階部分の用途については、登記簿上は店舗となっておりますが、事務所・ショールーム
等への用途に限定し、賃貸しております。 



ラウンドクロス一番町 

事務所部分 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都千代田区一番町13番地３ 

前所有者 オーアール・ワン有限会社（中央三井信託銀行株式会社） 

立地条件 
東京メトロ線「半蔵門」駅か

ら徒歩１分 
取得年月日 平成13年12月１日 

取得価格 3,900百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

3,900百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 975.23㎡ 用途地域 商業地域・第２種住居地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所 建築時期 平成６年３月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 4,278.36㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根８階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 11％（無） 再調達価格 16.0億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

駐車場部分 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都千代田区一番町13番地４ 

前所有者 オーアール・ワン有限会社（中央三井信託銀行株式会社） 

土地 
地積 173.32㎡ 用途地域 商業地域・第２種住居地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 駐車場 建築時期 平成６年２月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 87.97㎡ 

構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

■特記事項 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 本土地のブロック基礎部分の一部が、西側隣接地（地番13番５）に越境しております。 



ビサイド白金 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都港区白金台五丁目18番９号 

前所有者 有限会社タスカニー 

立地条件 
東京メトロ・都営地下鉄線

「白金台」駅から徒歩３分 
取得年月日 平成13年12月21日 

取得価格 1,300百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

1,300百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 826.79㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 
店舗・事務所・共同住宅・ 

駐車場 
建築時期 平成元年９月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 3,231.05㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付11階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 13％（無） 再調達価格 10.6億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 オリックス日本地所株式会社 

■特記事項 

＜行政法規関係＞ 

・ 本物件に含まれる北東側私道（地番461番４外）の一部は、建築基準法第42条第２項の規定の適用を受ける

ことから、本土地の一部につきセットバックして建築物を建築しなければならない可能性があります。 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 隣接地との境界確定は、本物件と南西側隣接地（地番25番６）との境界確定が行われておりません。 



ラウンドクロス赤坂見附 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都港区赤坂三丁目９番18号 

前所有者 有限会社モデーロ 

立地条件 
東京メトロ線「赤坂見附」駅

から徒歩２分 
取得年月日 平成13年12月21日 

取得価格 1,650百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

1,650百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 213.81㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 店舗・事務所 建築時期 昭和63年２月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 1,526.01㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根９階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 12％（無） 再調達価格 4.1億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 野村ビルマネジメント株式会社 

■特記事項 

＜瑕疵等＞ 

・ 清水建設株式会社にて実施された建物状況調査に基づくエンジニアリングレポート（平成13年10月実施）に

よれば、エレベータ機械室の天井に施工された吹付被覆材にアスベストが使用されている可能性があり、直

ちに飛散する状況ではないものの、取壊し工事等においては、飛散防止のための措置が必要となる旨の指摘

がありますが、株式会社環境管理センターにて実施されたアスベスト状況の確認調査（平成17年10月実施）

によれば、エレベータ機械室の天井の吹付被覆材にはアスベストは検出されませんでした。 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 隣接地との境界確定は、本物件と南東側隣接地（地番940番）との境界確定が行われておりません。 

・ 南側隣接地（地番934番）に所在する建物の配電盤の一部が、本物件に越境しております。 



日本橋イーストビル 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都中央区東日本橋二丁目24番14号 

前所有者 有限会社モデーロ 

立地条件 
ＪＲ線「馬喰町」駅から 

徒歩３分 
取得年月日 平成13年12月21日 

取得価格 1,720百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

1,720百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 440.59㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・駐車場 建築時期 平成元年10月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 3,087.98㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根８階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 16％（無） 再調達価格 9.0億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 野村ビルマネジメント株式会社 

■特記事項 

該当事項はありません。 



ラウンドクロス南麻布 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都港区南麻布四丁目11番21号 

前所有者 オーリート・ツー有限会社（シティトラスト信託銀行株式会社） 

立地条件 
東京メトロ線「広尾」駅から

徒歩12分 
取得年月日 平成13年12月21日 

取得価格 1,394百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

1,394百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 

941.77㎡（借地権につき対抗

力を有しない可能性がある部

分は、このうち14.91㎡で

す。） 

用途地域 
商業地域・第２種中高層住居専

用地域 

所有形態 借地権（借地借家法第２条に定める土地の賃借権） 

建物 

用途 事務所・居宅・駐車場 建築時期 平成４年５月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 4,159.49㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根銅板葺地下１階付６階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） ８％（無） 再調達価格 9.9億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 オリックス日本地所株式会社 

■特記事項 

＜取り決め等＞ 

・ 本物件は、借地権付建物（借地権の内容は、原因：平成元年12月20日設定、目的：堅固な建物所有、存続期

間：借地権設定日より60年。）です。 

・ 本物件のうち地番36番６（地積926.86㎡）に係る借地権については、当該借地上に登記した建物を所有して

いるために対抗力を有しますが、地番35番14（地積14.91㎡）に係る借地権については、その上に建物がな

いために対抗力を有しない可能性があります。 

＜瑕疵等＞ 

・ 清水建設株式会社にて実施された建物状況調査に基づくエンジニアリングレポート（平成13年10月実施）に

よれば、１階駐車場の天井部材にアスベストが使用されており、直ちに飛散する状況ではないものの、取壊

し工事等においては、飛散防止のための措置が必要となる旨の指摘がありますが、株式会社環境管理センタ

ーにて実施されたアスベスト状況の確認調査（平成17年10月実施）によれば、１階駐車場の天井部材にはア

スベストは検出されませんでした。 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 本投資法人は借地権に基づき土地を占有しているため、土地所有者の境界確認及び越境物に関する資料を確

認しておりません。 



ラウンドクロス赤坂 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都港区赤坂二丁目10番９号 

前所有者 オーリート・ツー有限会社（シティトラスト信託銀行株式会社） 

立地条件 
東京メトロ線「溜池山王」駅

から徒歩３分 
取得年月日 平成14年１月10日 

取得価格 2,624百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

2,624百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 476.87㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 店舗・事務所 建築時期 昭和53年10月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 3,288.83㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根９階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 18％（無） 再調達価格 7.4億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 野村ビルマネジメント株式会社 

■特記事項 

＜行政法規関係＞ 

・ 本建物は昭和53年10月建築であり、旧建築基準法に準拠して設計・施工された建物（ただし、一部増築部分

は除きます。）のため、耐震性能等について既存不適格の建築物であり、現行建築基準法の一部の規定が適

用されておりません。 

＜瑕疵等＞ 

・ 清水建設株式会社にて実施された建物状況調査に基づくエンジニアリングレポート（平成13年10月実施）に

よれば、１階旧ポンプ室の壁と天井にアスベストが使用されていると推察され、直ちに飛散する状況ではな

いものの、取壊し工事等においては、飛散防止のための措置が必要となる旨の指摘がありますが、株式会社

環境管理センターにて実施されたアスベスト状況の確認調査（平成17年10月実施）によれば、１階旧ポンプ

室の壁と天井にはアスベストは検出されませんでした。 



ラウンドクロス三田 

芝大門ビル 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都港区芝五丁目５番１号 

前所有者 オーリート・ツー有限会社（シティトラスト信託銀行株式会社） 

立地条件 
都営地下鉄線「三田」駅から

徒歩５分 
取得年月日 平成14年１月10日 

取得価格 1,748百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

1,748百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 666.07㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所 建築時期 平成２年５月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 3,385.98㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付７階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 16％（無） 再調達価格 8.2億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

 該当事項はありません。 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都港区芝大門一丁目３番４号 

前所有者 オーリート・ツー有限会社（シティトラスト信託銀行株式会社） 

立地条件 
都営地下鉄線「大門」駅から

徒歩４分 
取得年月日 平成14年１月10日 

取得価格 2,195百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

2,195百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 472.11㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・駐車場 建築時期 昭和63年10月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 3,446.57㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根９階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 14％（無） 再調達価格 8.0億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

＜取り決め等＞ 

・ 本物件の一括賃借人であるテナントとの間で締結された平成15年12月19日付賃貸借契約について、平成18年

８月22日付で条件変更がなされており、平成21年１月31日までの期間に限り、当該契約を解約（一部解約を

含みます。）することができない旨合意がなされております。 



ラウンドクロス築地 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都中央区築地三丁目９番９号外 

前所有者 オーリート・ツー有限会社（シティトラスト信託銀行株式会社） 

立地条件 
東京メトロ線「築地」駅から

徒歩１分 
取得年月日 平成14年１月10日 

取得価格 3,378百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

3,378百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 840.99㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権（ただし、うち698.32㎡については共有（共有持分94.5％）。） 

建物 

用途 

事務所（一部、店舗、居宅、

駐車場及び倉庫を含みま

す。） 

建築時期 平成４年５月 

所有形態 区分所有 他所有者 個人２名 

延床面積 

 （一棟全体） 
6,176.84㎡ 持分（所有割合） 

4,223.74㎡（一棟の建物におけ

る区分所有割合95.4％） 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付10階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 13％（無） 再調達価格 15.2億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 オリックス日本地所株式会社 

■特記事項 

＜取り決め等＞ 

・ 本物件の区分所有規約により、本投資法人が区分所有権を第三者に譲渡しようとするときは、第三者に優先

して他の区分所有者全員と譲渡に関する交渉を行うものと定められ、その交渉においていずれの者とも合意

が成立しない場合にのみ、第三者に譲渡することが可能とされております。 

・ 前々所有者と他の区分所有者との間で、平成４年６月10日付区分所有規約にて相互での優先交渉義務が約定

され、この内容が前所有者を経由して本投資法人に承継されております。なお、前所有者の本投資法人への

譲渡にあたって、これに従い優先交渉を行いましたが、有価証券報告書提出日現在、区分所有者１名より購

入の意思のないことにつき文書による明確な回答が得られておりません。 

＜瑕疵等＞ 

・ 清水建設株式会社にて実施された建物状況調査に基づくエンジニアリングレポート（平成13年10月実施）に

よれば、掃除用流し室の天井等にアスベストが使用されており、直ちに飛散する状況ではないものの、取壊

し工事等においては飛散防止のための措置が必要となる、とされております。 

＜費用負担＞ 

・ 上記＜取り決め等＞をご参照下さい。 



オリックス神保町ビル 

オリックス芝２丁目ビル 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都千代田区神田神保町二丁目４番地63 

前所有者 オリックス株式会社 

立地条件 
東京メトロ・都営地下鉄線

「神保町」駅から徒歩１分 
取得年月日 平成15年９月29日 

取得価格 4,177百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

4,177百万円 

（平成15年５月31日） 

土地 
地積 598.04㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・駐車場 建築時期 平成９年３月 

所有形態 一棟所有    

延床面積 4,247.18㎡    

構造 鉄骨造陸屋根地下１階付８階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 11％（無） 再調達価格 11.2億円 

担保設定の有無 抵当権（仮登記） 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 隣接地との境界確定は、本物件と西側私道及び北側隣接地（地番４番11）との間の境界確定が行われており

ません。 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都港区芝二丁目14番５号 

前所有者 オリックス不動産株式会社 

立地条件 
都営地下鉄線「三田」駅から

徒歩７分 
取得年月日 平成15年９月29日 

取得価格 7,500百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

7,500百万円 

（平成15年５月31日） 

土地 
地積 1,368.45㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・駐車場 建築時期 平成15年１月 

所有形態 一棟所有    

延床面積 9,223.18㎡（その他附属建物24.00㎡あり。）  

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付８階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 13％（無） 再調達価格 20.0億円 

担保設定の有無 抵当権（仮登記） 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

該当事項はありません。 



青山２４６ビル 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都港区南青山五丁目６番26号 

前所有者 青山二四六ビル管理株式会社 

立地条件 
東京メトロ線「表参道」駅か

ら徒歩１分 
取得年月日 平成16年３月３日 

取得価格 5,200百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

4,896百万円 

（平成15年12月１日） 

土地 
地積 427.46㎡ 用途地域 商業地域・第２種住居地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 銀行・事務所 建築時期 平成２年11月 

所有形態 一棟所有    

延床面積 2,805.01㎡  

構造 鉄骨鉄筋コンクリート鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付10階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 14％（無） 再調達価格 7.0億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

該当事項はありません。 



オリックス赤坂２丁目ビル 

（注）１.本物件に係る信託受益権の準共有持分の40％は平成18年６月26日に、残余の60％は平成18年12月４日に取得

いたしました。なお、当該信託受益権の取得と同時に当該信託契約を解除し、本物件の所有権を取得してお

ります。 

（注）２.取得時鑑定評価額は、価格時点における信託受益権の100％の持分割合に基づき算定されております。 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都港区赤坂二丁目９番11号 

前所有者 オリックス不動産株式会社（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 

立地条件 
東京メトロ線「溜池山王」駅

から徒歩１分 

取得年月日 

（注）１. 

①平成18年６月26日 

②平成18年12月４日 

取得価格（注）１. 
①8,744百万円 

②13,116百万円 

取得時鑑定評価額

（価格時点） 

（注）２. 

20,820百万円 

（平成18年２月１日） 

土地 
地積 2,133.58㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・店舗・駐車場 建築時期 平成16年11月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 14,233.15㎡ 

構造 鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付10階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 12％（無） 再調達価格 37.9億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 野村ビルマネジメント株式会社 

■特記事項 

＜境界確認及び越境等＞ 

・ 北側隣接地（地番907番７）の配線ボックスの一部が本物件に越境しているとともに、本物件の遮風板の一部

が当該隣接地に越境しております。 

・ 北側隣接地（地番910番４）の庇の一部が、本物件に越境している可能性があります。 

・ 北側隣接地（地番910番３及び地番910番18）の空調室外機の一部及び北側隣接地（地番913番１）のブロック

塀の一部が、本物件に越境しております。 



日本橋本町１丁目ビル 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都中央区日本橋本町一丁目９番13号 

前所有者 オリックス不動産株式会社 

立地条件 
東京メトロ線「三越前」駅か

ら徒歩４分 
取得年月日 平成19年３月28日 

取得価格 10,500百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

10,500百万円 

（平成19年２月１日） 

土地 
地積 825.67㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・店舗・駐車場 建築時期 平成18年３月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 6,929.65㎡ 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付10階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 14％（無） 再調達価格 19.4億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント株

式会社 

■特記事項 

 該当事項はありません。 



キャロットタワー 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号 

前所有者 
オーリート・ワン有限会社（安田信託銀行株式会社）、オーエックス・ワン有限会社 

（中央三井信託銀行株式会社） 

立地条件 
東急線「三軒茶屋」駅から徒

歩２分 
取得年月日 平成13年12月１日 

取得価格 5,479百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

5,479百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 9,149.66㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 (敷地権割合14.2％) 

建物 

用途 事務所・店舗 建築時期 平成８年11月 

所有形態 区分所有 他所有者 
自治体、法人、個人等、計約40

名 

延床面積 

 （一棟全体） 
75,388.36㎡ 持分（所有割合） 

6,947.77㎡（ただし、6.72㎡の

機械室（共有持分50.0％）及び

106.47㎡の機械室（共有持分

33.3％）を含みます。） 

構造 鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下５階付27階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） ４％（無） 再調達価格 240.0億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

＜取り決め等＞ 

・ 世田谷区と本物件管理組合との間で、平成８年12月24日付三軒茶屋・太子堂四丁目地区市街地再開発事業に

おける壁面後退部分の維持管理に関する協定書を締結し、かかる協定書において硬質レンガブロック舗装表

面、放置自転車対策、街路灯、植栽、ボラート、水栓柱等の構築物の管理区分を定めております。 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 隣接地との境界確定は、本物件と四方の隣接地（地番502番、504番、505番、506番）との間の境界確定が行

われておりません。 



東陽ＭＫビル 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都江東区東陽七丁目２番14号 

前所有者 オーリート・ツー有限会社（三菱信託銀行株式会社） 

立地条件 
東京メトロ線「東陽町」駅か

ら徒歩11分 
取得年月日 平成13年12月１日 

取得価格 5,270百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

5,270百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 5,897.31㎡ 用途地域 準工業地域 

所有形態 所有権(敷地権割合63.1％) 

建物 

用途 事務所・店舗 建築時期 平成９年４月 

所有形態 区分所有 他所有者 
日本インダストリアル特定目的

会社 

延床面積 

 （一棟全体） 
19,383.34㎡ 持分 13,778.59㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付10階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 13％（無） 再調達価格 34.3億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 野村ビルマネジメント株式会社 

■特記事項 

＜取り決め等＞ 

・ 本物件は、区分所有者による管理規約にて、原則として事務所部分は事務所、工場部分は事務所付帯工場で

の利用が取り決められております。 

・ 本物件を含む区分所有建物の他の区分所有者部分の前所有者と本物件の前々所有者との間で、以下のとおり

平成13年３月１日付覚書が締結されており、以下の内容が本投資法人に承継されております。(1）建替え時

に現状の建築面積、法定延床面積を相互に確保できること、(2）建築基準法等の法令の改正時には前記(1）

の内容を相互に協議すること、(3）自己所有部分を第三者に譲渡する際に相互に通知し、覚書内容を承継す

ること。 



ラウンドクロス元代々木 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都渋谷区元代々木町30番13号 

前所有者 オーアール・ワン有限会社（中央三井信託銀行株式会社） 

立地条件 
小田急線「代々木八幡」駅か

ら徒歩３分 
取得年月日 平成13年12月１日 

取得価格 5,091百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

5,091百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 1,704.65㎡ 用途地域 準住居地域・第１種住居地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 
事務所（一部、駐車場及び倉

庫を含みます。） 
建築時期 平成４年４月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 10,695.54㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付８階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 10％（無） 再調達価格 35.6億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

＜行政法規関係＞ 

・ 本物件の前面道路部分は、都市計画道路として拡幅されることが事業決定されているため、従前は本土地の

一部であった部分が前面計画道路部分として売却されています。また、これにより、現状、容積率超過の既

存不適格であるため、将来の増改築等の際に現状の建物と同一規模の建物が建築できない可能性がありま

す。 

＜取り決め等＞ 

・ 前々所有者である株式会社日交総本社等と本物件の大口の建物賃借人との間で、平成４年４月30日付にて、

本物件の譲渡に際しての当該建物賃借人に対する優先交渉義務が約定され、この内容が本投資法人に承継さ

れていると解されております。 

＜瑕疵等＞ 

・ 本物件の前面街路では、環状第６号線街路拡幅と地下部分への首都高速中央環状新宿線の供用に向けた工事

が行われております（東京都建設局道路建設部街路課によれば、当該都市計画道路の共用開始予定日は平成

23年を予定しているとのことです。）。このため、工事中の騒音、振動や正面入口の利用制限のおそれ及び

工事完了後の建物接道部分の上昇による建物の利便性低下（現建物登記上地下１階部分及び１階部分が、そ

れぞれ地下２階及び地下１階となることが予定されております。）の可能性があります。 



ラウンドクロス西新宿 

ビサイド木場 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都新宿区西新宿一丁目18番17号 

前所有者 オリックス生命保険株式会社 

立地条件 
ＪＲ線「新宿」駅から徒歩３

分 
取得年月日 平成13年12月１日 

取得価格 2,650百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

2,650百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 133.95㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 店舗・事務所 建築時期 平成11年６月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 1,319.09㎡ 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付12階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 13％（無） 再調達価格 4.0億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 隣接地との境界確定は、本物件と南東側隣接地（地番18番３）との間の境界確定が行われておりません。 

・ 上記隣接地に関して、隣接地所有者との間で境界に関する確認が行われておらず、当該隣接地上の建物に付

属する配管設備一部及び排水管（地下埋蔵物）が、本土地に越境している可能性があります。 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都江東区木場二丁目17番16号 

前所有者 有限会社タスカニー 

立地条件 
東京メトロ線「木場」駅から

徒歩２分 
取得年月日 平成13年12月21日 

取得価格 2,450百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

2,450百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 1,849.41㎡ 用途地域 準工業地域・商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所 建築時期 平成３年８月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 5,669.10㎡ 

構造 鉄骨造陸屋根７階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 12％（無） 再調達価格 15.5億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 野村ビルマネジメント株式会社 

■特記事項 

 該当事項はありません。 



ＤＴ外苑 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都渋谷区神宮前二丁目４番12号 

前所有者 有限会社タスカニー 

立地条件 
東京メトロ線「外苑前」駅か

ら徒歩８分 
取得年月日 平成13年12月21日 

取得価格 2,430百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

2,430百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 1,110.14㎡ 用途地域 

第２種中高層住居専用地域・ 

近隣商業地域 

所有形態 所有権（共有持分83.8％） 

建物 

用途 事務所・駐車場 建築時期 平成２年２月 

所有形態 区分所有 他所有者 大正産業株式会社 

延床面積 

 （一棟全体） 
4,307.28㎡ 持分（所有割合） 

2,527.06㎡（地下１階にある

450.71㎡の駐車場を含みませ

ん。）：区分所有割合83.8％。

（ただし、上記駐車場（共有）

については、共有持分

84.2％。） 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付７階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 11％（無） 再調達価格 14.0億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

＜取り決め等＞ 

・ 平成２年３月８日付区分所有規約により、区分所有者が区分所有権を譲渡しようとするときは、他の区分所

有者に優先交渉権を付与する必要があり、この内容が本投資法人に承継されております。 



代々木フォレストビル 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目18番20号 

前所有者 有限会社モデーロ 

立地条件 
ＪＲ線「代々木」駅から徒歩

５分 
取得年月日 平成13年12月21日 

取得価格 1,473百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

1,473百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 424.44㎡ 用途地域 商業地域・第２種住居地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・駐車場・店舗 建築時期 昭和62年６月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 2,278.39㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下１階付10階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 13％（無） 再調達価格 7.1億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

＜行政法規関係＞ 

・ 本物件の前面街路である「明治通り（幹線街路環状第５号の１）」は、都市計画道路として拡幅されること

が事業決定されているため（平成15年３月５日付）、本土地のうち前面計画道路に係る部分の売却が予定さ

れております。また、建築基準法第52条７項に基づく容積率の計算上、計画道路に係る部分が敷地面積に算

入されない結果、再建築時等一定の条件において、容積率超過となることによって現在の建物と同一規模の

建物を建築できない可能性があります。 



オリックス池袋ビル 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都豊島区南池袋一丁目19番６号 

前所有者 オリックス不動産株式会社 

立地条件 
ＪＲ線「池袋」駅から徒歩４

分 
取得年月日 平成15年４月18日 

取得価格 9,577百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

9,577百万円 

（平成15年４月１日） 

土地 
地積 834.20㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 
事務所・教習所・店舗・駐車

場 
建築時期 平成14年７月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 6,905.23㎡（その他附属建物2.82㎡あり。） 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付９階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 10％（無） 再調達価格 14.0億円 

担保設定の有無 抵当権（仮登記） 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

＜取り決め等＞ 

・ 本物件の前建物賃貸人であるオリックス不動産株式会社と建物賃借人であるテナント１社との間には、平成

14年８月１日から平成24年７月31日までの定期建物賃貸借契約が平成13年12月25日付で締結されており、こ

の内容が本投資法人に承継されております。 

・ 本物件の前建物賃貸人であるオリックス不動産株式会社と建物賃借人であるテナント１社との間には、平成

14年８月１日から平成21年７月31日までの定期建物賃貸借契約が平成13年12月28日付で締結されており、こ

の内容が本投資法人に承継されております。 

・ 本投資法人は、平成19年９月28日付で当該定期建物賃貸借契約の解約覚書を締結し、同日付で平成19年10月

１日から平成24年７月31日までの定期建物賃貸借契約を締結しました。 



オリックス新宿ビル 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都新宿区新宿四丁目３番25号 

前所有者 
オリックス不動産株式会社（60％）、新日本製鐵株式会社（40％） 

（住友信託銀行株式会社） 

立地条件 
東京メトロ線「新宿三丁目」

駅から徒歩２分 
取得年月日 平成15年９月29日 

取得価格 8,300百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

8,300百万円 

（平成15年５月31日） 

土地 
地積 1,113.87㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・駐車場 建築時期 平成15年５月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 8,720.09㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 12％（無） 再調達価格 19.5億円 

担保設定の有無 抵当権（仮登記） 外部管理会社 野村ビルマネジメント株式会社 

■特記事項 

＜取り決め等＞ 

・ 本物件については、帝都高速度交通営団（現東京地下鉄株式会社）、オリックス不動産株式会社、新日本製

鐵株式会社及び住友信託銀行株式会社間で締結された平成15年２月17日付契約書にて、平成20年度開通予定

の東京メトロ副都心線の駅開発に伴う出入口設置のために、本土地に区分地上権を設定することについての

了解、並びに本物件の全部又は一部の第三者への譲渡に際しての事前の通知及び承諾とその譲受人への承継

等に関する取り決めがなされており、その内容は本投資法人に承継されております。これに従い、本投資法

人は、平成18年１月31日付で東京地下鉄株式会社と地上権設定契約を締結し、同年２月17日付で本土地の分

筆登記を実施し、同年２月20日付で出入口に係る土地について、地上権の設定登記を行いました。 



ラウンドクロス新宿 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都渋谷区代々木二丁目11番17号 

前所有者 オリックス不動産株式会社（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 

立地条件 
ＪＲ線「新宿」駅から徒歩４

分 
取得年月日 平成18年４月28日 

取得価格 8,020百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

9,200百万円 

（平成18年４月１日） 

土地 
地積 731.53㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・店舗・駐車場 建築時期 平成17年10月 

所有形態 一棟所有    

延床面積 6,390.10㎡    

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付９階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 14％（無） 再調達価格 14.0億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

 該当事項はありません。 



シーフォートスクエア／センタービルディング 

（注）１.本物件に係る信託受益権の準共有持分の50％は平成17年９月30日に、残余の50％は平成18年４月28日に取得い

たしました。なお、当該信託受益権の取得と同時に当該信託契約を解除し、本物件の所有権を取得しておりま

す。 

（注）２.取得時鑑定評価額は、価格時点における信託受益権の100％の持分割合に基づき算定されております。 

（注）３.上表記載の「延床面積」は、登記簿面積に本投資法人が取得した各持分割合（下表の括弧内に記載されている

割合）を乗ずることにより算定しております。 

（注）４.事務所及び駐車場部分については三井不動産ビルマネジメント株式会社に、店舗部分についてはケン不動産リ

ース株式会社にそれぞれ再委託しております。 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都品川区東品川二丁目３番12号外 

前所有者 オリックス株式会社（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 

立地条件 
東京モノレール線「天王洲ア

イル」駅から徒歩１分 

取得年月日 

（注）１. 

①平成17年９月30日 

②平成18年４月28日 

取得価格（注）１. 
①9,000百万円 

②9,000百万円 

取得時鑑定評価額

（価格時点） 

（注）２. 

18,000百万円 

（平成17年８月１日） 

土地 
地積 17,189.24㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権（共有持分41.4％） 

建物 

用途 事務所・倉庫・店舗・駐車場 建築時期 平成４年６月 

所有形態 区分所有（駐車場は共有） 他所有者 個人、法人等、計約130名 

延床面積 

 （一棟全体） 
146,697.51㎡ 持分（所有割合) 38,934.71㎡（(注)３.） 

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根ガラス板・鉄板葺 

地下２階付30階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） ９％（無） 再調達価格 401.1億円 

担保設定の有無 無 
外部管理会社 

（注）４. 

三井不動産ビルマネジメント株

式会社、ケン不動産リース株式

会社 

■特記事項 

＜取り決め等＞ 

・ 本物件につき、区分所有者間ないし共有者間の合意により共有持分を譲渡するには、他の共有者の承諾を得

なければならないとされております。 

・ 本物件所在地上の一部に、跨座式モノレール高架軌道の敷設・保全及び電車の運行保全等を目的とした地役

権並びに同モノレール高架軌道の駅施設・支柱の所有等を目的とした地上権が設定されており、いずれも登

記済みです。 

・ 本物件を含む「シーフォートスクエア」全体の敷地の一部は第三者の所有となりますが、当該土地所有者と

の間で敷地の相互利用に関する協定書が締結されており、本物件に係る敷地利用権が設定されています。 

＜その他＞ 

・ 「シーフォートスクエア」は、事務所・店舗（Ａ棟・Ｂ棟・Ｃ棟）、ホテル・住戸（Ｄ棟）、劇場、店舗

（Ｅ棟）及び地下駐車場で一棟の建物が構成されており、本投資法人の所有に係る建物の専有部分は、Ｂ棟

の事務所、店舗及び地下駐車場の共有持分です。 

事務所 25,731.35㎡   （100％） 

店舗  5,026.33㎡   （100％） 

駐車場 10,480.55㎡   （77.67664％） 

付属建物   36.10㎡   （100％） 

合計 38,934.71㎡ 



ラウンドクロス蒲田 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都大田区西蒲田七丁目37番10号 

前所有者  飯野海運株式会社、個人 

立地条件 
ＪＲ線「蒲田」駅から徒歩７

分 
取得年月日 平成18年３月１日 

取得価格 5,640百万円 
取得時鑑定評価額 

（価格時点） 

5,412百万円 

（平成18年１月１日） 

土地 
地積 2,053.65㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・駐車場 建築時期 平成６年２月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 11,527.38㎡ 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付11階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 14％（無） 再調達価格 26.6億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 野村ビルマネジメント株式会社 

■特記事項 

 該当事項はありません。 



ラウンドクロス新宿５丁目 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都新宿区新宿五丁目17番５号 

前所有者 オリックス不動産株式会社 

立地条件 
東京メトロ線「新宿三丁目」

駅から徒歩３分 
取得年月日 平成19年４月26日 

取得価格 4,500百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

5,030百万円 

（平成19年４月１日） 

土地 
地積 540.38㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・店舗 建築時期 平成18年10月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 4,447.82㎡ 

構造 鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付10階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 12％（無） 再調達価格 10.7億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
シービー・リチャードエリス・

アセットサービス株式会社 

■特記事項 

＜取り決め等＞ 

・ 本物件については、前所有者であるオリックス不動産株式会社と東京地下鉄株式会社との間の平成19年４月９

日付の契約において、平成20年度開通予定の東京メトロ副都心線の駅開発に伴う出入り口設置のために、対象

物件の土地に東京地下鉄株式会社が区分地上権を設定することについてのオリックス不動産株式会社の了解、

並びに本物件の全部又は一部の第三者への譲渡に際しての東京地下鉄株式会社への事前通知及び同社の承諾と

その譲渡人への承継等に関する取り決めがなされており、本投資法人は平成19年４月26日付けで当該契約を承

継しております。 

＜境界確認及び越境等＞ 

・ 南東側隣接地（地番1001番60）の建物設備の一部であるパイプ等が、本土地に越境しております。 



ＫＮ自由が丘プラザ 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都目黒区自由が丘二丁目13番６号 

前所有者 株式会社ケン・コーポレーション 

立地条件 
東急線「自由が丘」駅から徒

歩３分 
取得年月日 平成19年５月30日 

取得価格 3,110百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

3,110百万円 

（平成19年５月７日） 

土地 
地積 575.54㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・店舗 建築時期 平成13年12月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 1,272.60㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 14％（無） 再調達価格 3.4億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
株式会社ケン・コーポレーショ

ン 

■特記事項 

＜境界確認及び越境等＞ 

・ 本物件の売主の費用と責任において、隣地所有者との間で境界確定の合意書を交わすこととしております。 



ネオ・シティ三鷹 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都三鷹市下連雀三丁目35番１号 

前所有者 オーリート・ワン有限会社（安田信託銀行株式会社） 

立地条件 
ＪＲ線「三鷹」駅から徒歩１

分 
取得年月日 平成13年12月１日 

取得価格 2,200百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

2,200百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 2,755.11㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権(敷地権割合28.4％) 

建物 

用途 事務所 建築時期 平成５年９月 

所有形態 区分所有 他所有者 組合、自治体、法人、計約10名 

延床面積 

 （一棟全体） 
19,706.10㎡ 持分 4,533.73㎡ 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付14階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） ９％（無） 再調達価格 44.0億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
シービー・リチャードエリス・

アセットサービス株式会社 

■特記事項 

＜瑕疵等＞ 

・ 清水建設株式会社にて実施された建物状況調査に基づくエンジニアリングレポート（平成13年６月実施）に

よれば、本物件の地下１階の一部にアスベストが建材として使用されている可能性があり、取壊し工事等に

おいては、飛散防止のための措置が必要となるとされております。 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 隣接地との境界確定は、本物件と東側隣接地（地番258番１）との境界以外は確認できておりません。 



ラウンドクロス川崎 

特定資産の種類 不動産 

所在地 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26番地４ 

前所有者 中央三井信託銀行株式会社 

立地条件 
ＪＲ線「川崎」駅から徒歩１

分 
取得年月日 平成16年４月27日 

取得価格 4,130百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

4,057百万円 

（平成16年３月１日） 

土地 
地積 1,005.63㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・駐車場 建築時期 平成５年１月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 8,135.33㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付10階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 17％（無） 再調達価格 19.4億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 本物件のコンクリート塀の一部が、南側隣接地に越境しております。 



名古屋伊藤忠ビル 

特定資産の種類 不動産 

所在地 愛知県名古屋市中区錦一丁目５番11号 

前所有者 オリックス不動産株式会社（中央三井信託銀行株式会社） 

立地条件 
名古屋市営地下鉄線「丸の

内」駅から徒歩３分 
取得年月日 平成15年９月29日 

取得価格 4,500百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

4,500百万円 

（平成15年５月31日） 

土地 
地積 2,041.75㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・店舗・駐車場 建築時期 昭和56年２月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 17,981.69㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付９階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 17％（無） 再調達価格 40.8億円 

担保設定の有無 抵当権（仮登記） 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

＜行政法規等＞ 

・ 本建物は昭和56年２月の建築であり、旧建築基準法に準拠して設計・施工された建物のため、平成17年２月

２日付で耐震改修促進法の規定に基づく認定（認定番号第04-15号）を名古屋市より受け、平成18年８月31

日付にて当該耐震補強工事を完了しております。 

＜取り決め等＞ 

・ 北側隣接地（地番502番２）の分筆時における名古屋市と本物件前所有者との協議に基づき、地下鉄の運行

の用に供するための通気確保のために、本土地における建物再築の際には隣地境界線から後退（１ｍ）する

こと及び一定の斜線制限を受けることが取り決められており、その内容は本投資法人に承継されているもの

と解されます。 

・ 建物賃借人であるテナント１社と前々所有者との間で、本建物の一部につき建物賃借人による転貸の容認と

賃料保証等からなる賃貸借契約が平成10年９月30日付で締結されていましたが、平成17年３月１日付で賃料

保証部分を見直しました。 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 西側隣接地（地番501番２）の建物配管の一部が、本物件に越境しております。 



ラウンドクロス心斎橋 

ＯＲＩＸ高麗橋ビル 

特定資産の種類 不動産 

所在地 大阪府大阪市中央区西心斎橋二丁目２番３号 

前所有者 松豊土地建物株式会社、個人 

立地条件 
大阪市営地下鉄線「心斎橋」

駅から徒歩４分 
取得年月日 平成17年３月１日 

取得価格 13,600百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

12,900百万円 

（平成16年11月30日） 

土地 
地積 2,304.74㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・店舗・車庫 建築時期 昭和61年４月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 23,483.28㎡ 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付14階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 13％（無） 再調達価格 48.2億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

 該当事項はありません。 

特定資産の種類 不動産 

所在地 大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目２番７号 

前所有者 オリックス不動産株式会社 

立地条件 
大阪市営地下鉄線「淀屋橋」

駅から徒歩３分 
取得年月日 平成17年４月27日 

取得価格 5,560百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

5,563百万円 

（平成17年１月31日） 

土地 
地積 1,668.18㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所・駐車場 建築時期 平成16年７月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 9,478.43㎡ 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付８階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） ３％（無） 再調達価格 22.1億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

該当事項はありません。 



ＯＲＥ名古屋伏見ビル 

ルナール仙台 

特定資産の種類 不動産 

所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目９番29号 

前所有者 オリックス不動産株式会社（三菱信託銀行株式会社） 

立地条件 
名古屋市営地下鉄線「伏見」

駅から徒歩２分 
取得年月日 平成17年５月30日 

取得価格 10,040百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

10,040百万円 

（平成17年２月１日） 

土地 
地積 1,998.46㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 事務所 建築時期 平成16年２月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 15,817.39㎡ 

構造 鉄骨造陸屋根地下１階付11階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） ３％（無） 再調達価格 37.4億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

該当事項はありません。 

特定資産の種類 不動産 

所在地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目15番１号 

前所有者 アイエックス・インベストメント株式会社（中央三井信託銀行株式会社） 

立地条件 
仙台市営地下鉄「勾当台公

園」駅から徒歩２分 
取得年月日 平成19年６月28日 

取得価格 8,500百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

8,530百万円 

（平成19年５月22日） 

土地 
地積 1,990.35㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 
事務所・店舗・駐車場・駐輪

場 
建築時期 平成10年２月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 14,107.74㎡（附属建物：駐車場183.55㎡が含まれます。） 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付14階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） ７％（無） 再調達価格 41.2億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント株

式会社 

■特記事項 

 該当事項はありません。 



越谷ロジスティックセンター 

特定資産の種類 不動産 

所在地 埼玉県越谷市流通団地三丁目３番地５外 

前所有者 オリックス株式会社 

立地条件 
ＪＲ線「南越谷」駅から徒歩

20分 
取得年月日 平成18年４月28日 

取得価格 4,000百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

3,821百万円 

（平成18年３月１日） 

土地 
地積 8,000.04㎡ 用途地域 準工業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 倉庫 建築時期 平成18年１月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 19,161.31㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺４階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 12％（無） 再調達価格 17.0億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
シービー・リチャードエリス・

アセットサービス株式会社 

■特記事項 

＜行政法規関係＞ 

・ 本物件の存する越谷流通団地は、流通業務市街地整備法に基づいて流通業務地区に指定されており、建設で

きる施設等が制限されます。 



日本地所南青山ビル 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都港区南青山三丁目16番３号 

前所有者 アイエックス・インベストメント株式会社（中央三井信託銀行株式会社） 

立地条件 
東京メトロ線「表参道」駅か

ら徒歩４分 
取得年月日 平成15年10月31日 

取得価格 2,548百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

2,548百万円 

（平成15年８月15日） 

土地 
地積 831.52㎡ 用途地域 第２種中高層住居専用地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 店舗 建築時期 平成９年11月 

所有形態 一棟所有    

延床面積 985.36㎡    

構造 鉄骨造陸屋根２階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 10％（無） 再調達価格 1.8億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

該当事項はありません。 



ＣＵＢＥ代官山 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都渋谷区猿楽町19番４号外 

前所有者 有限会社さくらプロパティーズ（三菱信託銀行株式会社） 

立地条件 
東急線「代官山」駅から徒歩

５分 
取得年月日 平成16年３月31日 

取得価格 2,435百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

2,364百万円 

（平成16年２月１日） 

土地 
地積 896.85㎡ 用途地域 第２種低層住居専用地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 店舗 建築時期 平成15年１月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 
Ａ棟：149.94㎡  Ｂ棟：149.94㎡  Ｃ棟：150.00㎡ 

Ｄ棟：149.98㎡  Ｅ棟：149.98㎡  Ｆ棟：149.98㎡  ６棟合計 899.82㎡ 

構造 Ａ棟～Ｅ棟：鉄骨造合金メッキ鋼板葺２階建、Ｆ棟：鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 10％（無） 再調達価格 1.9億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 
三井不動産ビルマネジメント 

株式会社 

■特記事項 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 本物件はＡ～Ｆ棟の６棟から構成されており、各々の棟の存する本土地について分筆登記はなされておりま

せんが、建築確認申請において、各棟につき各敷地毎に申請がなされており、それらの境界を示す境界標が

設置されております。 

＜瑕疵等＞ 

・ ボヴィス・レンドリース・ジャパン株式会社にて実施された建物状況調査に基づくエンジニアリングレポー

ト（平成16年３月実施）によれば、(1)本物件のうち、Ｃ棟ルーフバルコニーの腰壁にアスベストが使用さ

れている可能性があり、直ちに飛散する状況ではないものの、取壊し工事等においては飛散防止のための措

置が必要となる、(2)本物件の建設時における土壌調査でカドミウム、鉛、砒素が検出され、総水銀に関し

ては基準値超過が見られたため、対策工事として表層土壌の掘削及び搬出作業が実施され、対策工事実施時

において東京都の指針を満たす効果があったもの、とされております。 



クロスゲート 

特定資産の種類 不動産 

所在地 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目101番地１ 

前所有者 オリックス株式会社、オリックス生命保険株式会社 

立地条件 
ＪＲ線「桜木町」駅から徒歩

２分 
取得年月日 平成14年１月10日 

取得価格 15,040百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

15,040百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 3,337.47㎡ 用途地域 商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 
ホテル・店舗・事務所・駐車

場 
建築時期 平成12年９月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 34,432.54㎡ 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付25階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） ４％（無） 再調達価格 123.4億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 株式会社プライムプレイス 

■特記事項 
＜取り決め等＞ 
・ 本物件には、前土地所有者であるオリックス株式会社と前々土地所有者である日本国有鉄道清算事業団間に

おいて、平成８年12月20日付で締結された土地売買契約により、横浜市が歩行者横断施設設置のため区分地
上権を本土地の一部に設置する旨の協定書及び覚書が、前々土地所有者である日本国有鉄道清算事業団関係
者間で締結されており、この内容がオリックス株式会社及びオリックス生命保険株式会社を経由して本投資
法人にも承継されております。現状において、当該歩行者横断施設は、ＪＲ線「桜木町」駅から接続するペ
デストリアンデッキ接続部分及び階段として利用されております。なお、ペデストリアンデッキについて
は、オリックス株式会社、オリックス生命保険株式会社及び横浜市との間で維持管理に関する協定が締結さ
れております。 

＜費用負担等＞ 
・ 上記＜取り決め等＞をご参照下さい。 



パークアクシス西麻布ステージ 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都港区西麻布一丁目14番６号 

前所有者 オーリート・スリー有限会社（中央三井信託銀行株式会社） 

立地条件 
東京メトロ線「乃木坂」駅か

ら徒歩７分 
取得年月日 平成13年12月１日 

取得価格 1,219百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

1,219百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 353.09㎡ 用途地域 近隣商業地域 

所有形態 所有権 

建物 

用途 
共同住宅・駐車場・駐輪場 

・物置 
建築時期 平成12年４月 

所有形態 一棟所有 

延床面積 1,947.18㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付９階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 10％（無） 再調達価格 3.9億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 － 

■特記事項 

＜取り決め等＞ 

・ 本物件の賃借人との間では、平成14年11月１日付で、(1)建物賃貸借（住宅使用目的である限り、原則とし

て随時転貸できます。）、(2)転貸した場合の転借人からの賃料の変動にかかわらず、建物賃借人は一定額

を支払うこと、からなる賃貸借契約が締結されています。 



グランドメゾン白山 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都文京区白山四丁目36番16号 

前所有者 オーリート・スリー有限会社（三菱信託銀行株式会社） 

立地条件 
都営地下鉄線「白山」駅から

徒歩７分 
取得年月日 平成13年12月１日 

取得価格 455百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

455百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 
地積 690.33㎡ 用途地域 

第１種中高層住居専用地域 

・近隣商業地域 

所有形態 借地権（借地借家法第２条に定める地上権）(敷地権割合54.4％) 

建物 

用途 居宅 建築時期 平成５年５月 

所有形態 区分所有 他所有者 個人約10名 

延床面積 

 （一棟全体） 
2,506.69㎡ 持分 1,045.92㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付10階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 13％（無） 再調達価格 5.9億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 － 

■特記事項 

＜取り決め等＞ 

・ 本物件は、借地権付区分所有建物（借地権を敷地利用権とし、借地権の内容は、原因：平成５年４月30日設

定、目的：鉄骨鉄筋コンクリート造建物所有、存続期間：地上権設定日より40年。）です。 

・ 本物件の賃借人との間では、平成16年11月１日付で、(1)建物賃貸借（住居使用目的である限り、原則とし

て随時転貸できます。）と、(2)転貸した場合の転借人からの賃料の変動にかかわらず、建物賃借人は一定

額を支払うこと、からなる賃貸借契約が締結されています。 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 本投資法人は借地権に基づき土地を占有しているため、土地所有者の境界確認及び越境物に関する資料を確

認しておりません。 



ソネット上池袋 

特定資産の種類 不動産 

所在地 東京都豊島区上池袋四丁目10番８号 

前所有者 オーリート・スリー有限会社（三菱信託銀行株式会社） 

立地条件 
東武線「北池袋」駅から徒歩

９分 
取得年月日 平成13年12月１日 

取得価格 2,377百万円 
取得時鑑定評価額

（価格時点） 

2,377百万円 

（平成13年８月31日） 

土地 

地積 2,079.75㎡ 用途地域 第１種住居地域・商業地域 

所有形態 
所有権（共有持分77.5％）（この他に規約敷地（区分所有法第５条に定めるもの。）

66.05㎡あり。） 

建物 

用途 居宅・駐車場 建築時期 平成９年２月 

所有形態 区分所有 他所有者 個人、法人、計約10名 

延床面積 

 （一棟全体） 
8,983.00㎡ 持分（所有割合） 

5,873.46㎡（地下２階にある共

有部分の395.31㎡の駐車場を含

みます。）：区分所有割合

77.5％（ただし、うち共有部分

の駐車場については、共有持分

97.8％。） 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付14階建 

ＰＭＬ（地震保険の有無） 11％（無） 再調達価格 23.0億円 

担保設定の有無 無 外部管理会社 － 

■特記事項 

＜行政法規関係＞ 

・ 本物件の前面街路である「明治通り」（幹線街路環状第５号の１）の拡幅について、昭和21年３月26日付で

都市計画の計画決定がなされたため、本土地の一部に都市計画法第53条及び54条による建築制限が付されて

おります。また、建築基準法第52条第７項に基づき容積率の計算上、計画道路部分が敷地面積に算入されな

い結果、建替え等一定の条件において、容積率超過によって現在の建物と同一規模の建物を建築できない可

能性があります。 

・ 本物件の北西側前面街路である区道については、建築基準法第42条第２項の規定の適用を受けることから、

本建物は敷地につきセットバックして建築されております。 

＜取り決め等＞ 

・ 本物件の賃借人との間では、平成14年10月31日付で、(1)建物賃貸借（住居使用目的である限り、原則とし

て随時転貸できる旨の特約があります。）と、(2)転貸した場合の転借人からの賃料の変動にかかわらず、

建物賃借人は一定額を支払うこと、からなる契約が締結されております。 

＜瑕疵等＞ 

・ 清水建設株式会社にて実施された建物状況調査に基づくエンジニアリングレポート（平成13年６月実施）に

よれば、本物件の地下１階、１階、ゴミ集積場、駐車場の天井の一部にアスベストが建材として使用されて

おり、直ちに飛散する状況ではないものの、取壊し工事等においては、飛散防止のための措置が必要となる

とされております。 

＜境界確認及び越境物等＞ 

・ 北側隣接地の樋の一部及び建物基礎部分の一部が、本物件に越境しております。 



Ⅱ．テナントの概要 

(イ) 賃貸状況の概要 

 運用不動産に関する賃貸状況の概要を以下に示します。表中の各数値は平成20年２月29日現

在のものです。 

 各項目の意味は次のとおりです。 

「総賃貸面積」 

 総賃貸可能面積に含まれ、かつ実際に賃貸借契約が締結され賃貸している面積を指しま

す。なお、「全賃貸面積」は、全ての運用不動産の「総賃貸面積」を合計して求めます。

「総賃貸可能面積」 

 個々の運用不動産に係る本投資法人の所有部分において賃貸が実務的に可能な事務所

（オフィス）、店舗、倉庫及び住宅の合計面積（共用部分等を貸し付けている場合には当

該面積を含みます。）を指します。なお、「全賃貸可能面積」は、全ての運用不動産の

「総賃貸可能面積」を合計して求めます。 

「稼働率」 

 個々の運用不動産の総賃貸可能面積に占める総賃貸面積の割合を指します。なお、「全

運用不動産稼働率」は、全賃貸可能面積に占める全賃貸面積の割合を指します。稼働率の

数値は、小数点第２位を四捨五入して記載しております。 

「契約賃料合計」 

 契約賃料合計とは、個々の運用不動産の本投資法人の所有部分に係るテナントとの間

で、総賃貸面積に係る賃貸借契約上規定されている１箇月分の賃料及び共益費（当該賃貸

借契約に付帯して締結される駐車場賃貸借契約に規定されている駐車場使用料、歩合賃料

及びその他の契約上の賃料は含みません。）の合計を意味します。なお、「全契約賃料合

計」は、全ての運用不動産の「契約賃料合計」の合計として求めます。 

「敷金等合計」 

 個々の運用不動産の本投資法人の所有部分に係るテナントとの間で、本投資法人が預

かっている敷金・保証金等の残高です。なお、「全敷金等合計」は、全ての運用不動産

の「敷金等合計」の合計として求めます。 



（平成20年２月29日現在）

    物件名 テナント数
総賃貸面積 

（㎡） 
総賃貸可能面積 

（㎡） 
稼働率 
（％） 

契約賃料合計 
（円） 

敷金等合計 
（円） 

事務所 

（オフィ

ス） 

東京都心

３区 

青山サンクレストビル 4 2,769.48 2,769.48 100.0 24,132,665 261,061,320 

ラウンドクロス一番町 6 3,300.66 3,300.66 100.0 23,360,663 231,814,072 

ビサイド白金 14 1,999.59 2,088.71 95.7 8,416,060 48,594,656 

ラウンドクロス赤坂見附 9 1,173.09 1,323.28 88.7 9,450,694 114,154,234 

日本橋イーストビル 5 2,270.04 2,270.04 100.0 10,262,974 99,402,290 

ラウンドクロス南麻布 5 3,172.76 3,172.76 100.0 
9,250,420 

（注）８．
76,718,520 

ラウンドクロス赤坂   13 2,785.45 2,785.45 100.0 19,391,173 218,784,830 

ラウンドクロス三田 2 2,251.73 2,298.23 98.0 (注) ６． (注) ６．

芝大門ビル 1 2,588.50 2,588.50 100.0 (注) ６． (注) ６．

ラウンドクロス築地   8 3,543.57 3,996.89 88.7 
20,307,939 

（注）８．
275,238,188 

オリックス神保町ビル 3 3,211.50 3,211.50 100.0 24,118,500 235,055,000 

オリックス芝２丁目ビル 4 6,753.13 6,753.13 100.0 43,780,095 509,269,440 

青山２４６ビル 9 2,406.22 2,406.22 100.0 31,472,250 330,364,855 

オリックス赤坂２丁目 

ビル 
9 9,785.08 10,336.33 94.7 96,466,490 1,287,116,750 

日本橋本町１丁目ビル 3 5,099.70 5,099.70 100.0 38,258,240 401,818,900 

東京都心３区 計 95 53,110.50 54,400.88 97.6 381,835,188 4,308,344,155 

その他 

東京23区 

キャロットタワー 6 6,939.10 6,939.10 100.0 44,578,512 394,776,350 

東陽ＭＫビル 10 9,814.55 9,814.55 100.0 35,329,898 283,917,660 

ラウンドクロス元代々木 2 7,723.68 7,723.68 100.0 (注) ６． (注) ６．

ラウンドクロス西新宿 9 1,248.18 1,248.18 100.0 13,588,590 249,567,278 

ビサイド木場 3 4,824.54 4,824.54 100.0 19,792,270 186,923,120 

ＤＴ外苑 5 2,567.50 2,567.50 100.0 16,726,532 152,391,006 

代々木フォレストビル 12 1,900.38 1,912.42 99.4 8,221,852 61,773,516 

オリックス池袋ビル 3 5,539.92 5,539.92 100.0 
52,095,804 

（注）７．
889,817,461 

オリックス新宿ビル 8 6,203.05 6,203.05 100.0 50,038,644 555,876,800 

ラウンドクロス新宿 7 4,736.17 4,736.17 100.0 46,408,320 481,661,720 

シーフォートスクエア/ 

センタービルディング 
34 20,850.66 22,000.77 94.8 

117,919,201 

（注）７．
1,039,665,402 

ラウンドクロス蒲田 3 7,900.10 7,900.10 100.0 38,026,757 346,999,938 

ラウンドクロス新宿５丁

目 
7 3,089.29 3,089.29 100.0 24,154,740 285,759,320 

ＫＮ自由が丘プラザ 5 1,231.44 1,231.44 100.0 12,049,800 126,215,046 

その他東京23区 計 114 84,568.56 85,730.71 98.6    (注) ６． (注) ６．

首都圏そ

の他地域 

ネオ・シティ三鷹 6 4,622.21 4,622.21 100.0 23,755,437 162,531,984 

ラウンドクロス川崎 8 4,625.28 5,519.91 83.8 28,360,310 391,550,590 

首都圏その他地域 計 14 9,247.49 10,142.12 91.2 52,115,747 554,082,574 

その他地

域 

名古屋伊藤忠ビル 8 11,204.85 11,204.85 100.0 (注) ６． (注) ６．

ラウンドクロス心斎橋 18 14,743.65 16,471.10 89.5 72,604,682 751,152,561 

ＯＲＩＸ高麗橋ビル 13 6,857.61 6,857.61 100.0 34,102,985 338,777,770 

ＯＲＥ名古屋伏見ビル 6 12,216.13 12,216.13 100.0 57,473,486 488,830,720 

ルナール仙台 26 9,376.62 9,954.82 94.2 43,631,473 391,341,064 

その他地域 計 71 54,398.86 56,704.51 95.9 (注) ６． (注) ６．

事務所（オフィス） 計 294 201,325.41 206,978.22 97.3 1,196,788,069 12,670,305,275 

物流 

施設 

首都圏そ

の他地域 

越谷ロジスティックセン

ター 

1 19,200.00 19,200.00 100.0 (注) ６． (注) ６．

首都圏その他地域 計 1 19,200.00 19,200.00 100.0 (注) ６． (注) ６．

物流施設 計 1 19,200.00 19,200.00 100.0 (注) ６． (注) ６．

商業 

施設 

東京都心

３区 

日本地所南青山ビル 1 997.36 997.36 100.0 (注) ６． (注) ６．

東京都心３区 計 1 997.36 997.36 100.0 (注) ６． (注) ６．

その他 

東京23区 

ＣＵＢＥ代官山 3 899.82 899.82 100.0 11,886,000 116,700,000 

その他東京23区 計 3 899.82 899.82 100.0 11,886,000 116,700,000 

商業施設 計 4 1,897.18 1,897.18 100.0 (注) ６． (注) ６．

 



（注）１．各項目に記載の数値は、本投資法人による運用不動産の保有部分又は保有割合に係るものであり、建物一棟

全体に関するものではありません。 

（注）２．テナント数、テナント数の合計、総賃貸面積、全賃貸面積、総賃貸可能面積、全賃貸可能面積、稼働率、全

運用不動産稼働率、契約賃料合計、全契約賃料合計、敷金等合計及び全敷金等合計は、将来における運用不

動産の各数値を表示又は保証するものではありません。 

（注）３．稼働率の数値は、小数点第２位を四捨五入して記載しております。 

（注）４．「全契約賃料合計」及び「全敷金等合計」は、下記(注)６．の理由により記載をしていない数値を含む合計

値となっております。 

（注）５．テナント数の算出に際しては、貸室の一部又は全部が一括賃貸に供されており（マスターリース契約）、当

該契約における賃借人兼転貸人が、サブリース契約に基づきエンドテナントに対し当該貸室の転貸を行って

いる場合には、この賃借人兼転貸人を１テナントと数えております。 

（注）６．当該運用不動産において賃貸借契約を締結したテナント数が１若しくは２であるか又は特定のテナントとの

賃貸借契約における契約賃料が、当該テナントに関する運用不動産の契約賃料合計の80％以上を占めており

ます。有価証券報告書提出日現在、本投資法人は、このようなテナントから契約賃料合計及び敷金等合計を

開示することについて同意を得られていないため、やむを得ない場合として記載をしておりません。 

（注）７．当該運用不動産において、店舗目的で貸室の賃借を行っているテナントの一部は、本投資法人との賃貸借契

約において、１箇月の賃料負担額の一部若しくは全部を当該月の売上高に応じて変動する売上歩合賃料と定

めておりますが、ここでの数値には売上歩合賃料は含まれておりません。 

（注）８．当該不動産の住宅部分については、テナントがサブリース契約に基づいてエンドテナントに対し当該貸室の

転貸を行っており、本投資法人との賃貸借契約において、エンドテナントへの賃貸借状況に応じてテナント

が支払う賃料が変動する旨を定めておりますが、ここでの数値に当該賃料は含まれておりません。 

（注）９．平成19年12月26日付でラウンドクロス青山の譲渡を行いました。 

    物件名 テナント数
総賃貸面積 

（㎡） 
総賃貸可能面積 

（㎡） 
稼働率 
（％） 

契約賃料合計 
（円） 

敷金等合計 
（円） 

ホテル 

首都圏その

他地域 
クロスゲート 

16 25,942.59 25,942.59 100.0 107,924,049 

（注）７．

1,178,906,240 

首都圏その他地域 計 16 25,942.59 25,942.59 100.0 107,924,049 1,178,906,240 

ホテル 計   16 25,942.59 25,942.59 100.0 107,924,049 1,178,906,240 

その他 

東京都心３

区 

パークアクシス西麻布ス

テージ 

1 1,337.31 1,337.31 100.0 (注) ６． (注) ６．

東京都心３区 計 1 1,337.31 1,337.31 100.0 (注) ６． (注) ６．

その他 

東京23区 

グランドメゾン白山 1 1,160.17 1,160.17 100.0 (注) ６． (注) ６．

ソネット上池袋 1 5,853.00 5,853.00 100.0 (注) ６． (注) ６．

その他東京23区 計 2 7,013.17 7,013.17 100.0 (注) ６． (注) ６．

その他 計   3 8,350.48 8,350.48 100.0 23,865,180 21,840,400 

総  計 318 256,715.66 262,368.47 97.8 1,372,859,298 14,241,522,215 

テナント数の合計 318 
全賃貸面積（㎡）     （Ａ） 256,715.66 
全賃貸可能面積（㎡）   （Ｂ） 262,368.47 
全運用不動産稼働率（％） （Ａ）÷（Ｂ） 97.8 
全契約賃料合計（円）  （注）４． 1,372,859,298 
全敷金等合計（円）   （注）４． 14,241,522,215 



(ロ) 稼働率実績 

 以下は、本投資法人の各期末日における運用不動産の稼働率を記載しております。 

      稼働率（％）

   
物件名 平成15年

８月31日
平成16年
２月29日

平成16年
８月31日

平成17年
２月28日

平成17年
８月31日

平成18年
２月28日

平成18年
８月31日 

平成19年
２月28日 

平成19年
８月31日

平成20年
２月29日

事務所 

（オフ

ィス） 

東京都

心３区 

青山サンクレストビル 100.0 100.0 76.2 100.0 100.0 76.1 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス一番町 94.4 94.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ビサイド白金 82.3 100.0 93.8 93.8 100.0 100.0 100.0 100.0 95.7 95.7 

ラウンドクロス青山 100.0 100.0 100.0 95.5 90.4 100.0 100.0 88.2 88.2 - 

ラウンドクロス赤坂見附 100.0 100.0 94.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 88.7 

日本橋イーストビル 100.0 86.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス南麻布 68.0 83.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス赤坂 61.9 81.2 100.0 90.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス三田 98.0 98.0 90.7 90.7 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 

芝大門ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス築地 100.0 98.4 98.4 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 88.7 

オリックス神保町ビル - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

オリックス芝２丁目ビル - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

青山２４６ビル - - 98.7 98.7 100.0 100.0 100.0 62.6 100.0 100.0 

オリックス赤坂２丁目ビ

ル 

- - - - - - 100.0 100.0 95.1 94.7 

日本橋本町１丁目ビル - - - - - - - - 100.0 100.0 

東京都心３区 稼働率 93.9 95.9 95.5 96.4 98.8 98.6 98.9 97.5 98.2 97.6 

その他

東京23

区 

キャロットタワー 100.0 100.0 100.0 85.8 100.0 100.0 100.0 93.1 100.0 100.0 

東陽ＭＫビル 100.0 94.8 96.6 96.6 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス元代々木 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス西新宿 100.0 100.0 100.0 100.0 91.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ビサイド木場 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ＤＴ外苑 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

代々木フォレストビル 100.0 100.0 84.8 80.5 95.7 96.8 99.4 99.4 99.4 99.4 

オリックス池袋ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

オリックス新宿ビル - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス新宿 - - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 

シーフォートスクエア／

センタービルディング 

- - - - - 89.2 90.2 95.0 95.0 94.8 

ラウンドクロス蒲田 - - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス新宿５丁

目 

- - - - - - - - 86.8 100.0 

ＫＮ自由が丘プラザ - - - - - - - - 100.0 100.0 

その他東京23区 稼働率 97.2 97.2 98.5 96.9 96.4 97.8 97.3 98.0 98.2 98.6 

首都圏

その他

地域 

ネオ・シティ三鷹 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス川崎 - - 100.0 96.1 96.2 100.0 93.2 100.0 83.8 83.8 

首都圏その他地域 稼働

率 
100.0 100.0 100.0 97.9 97.9 100.0 96.3 100.0 91.2 91.2 

その他

地域 

名古屋伊藤忠ビル - 100.0 100.0 100.0 79.0 76.6 81.7 99.4 100.0 100.0 

ラウンドクロス心斎橋 - - - - 80.4 79.9 87.5 99.6 96.1 89.5 

ＯＲＩＸ高麗橋ビル - - - - 86.3 86.3 100.0 100.0 100.0 100.0 

ＯＲＥ名古屋伏見ビル - - - - 100.0 100.0 90.7 90.7 100.0 100.0 

ルナール仙台 - - - - - - - - 94.2 94.2 

その他地域 稼働率 69.8 95.1 95.1 100.0 86.9 85.2 88.8 97.3 97.8 95.9 

事務所（オフィス） 稼働率 95.0 96.5 96.9 97.2 94.6 94.7 95.6 97.8 97.8 97.3 

物流 

施設 

首都圏

その他

地域 

越谷ロジスティックセン

ター 
- - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 

首都圏その他地域 稼働

率 
- - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 

物流施設 稼働率 - - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 

 



（注）１．各項目に記載の数値は、本投資法人による不動産の保有部分又は保有割合に係るものであり、建物一棟全体

に関するものではありません。 

（注）２．稼働率及び全運用不動産稼働率は、現在及び将来における数値を表示又は保証するものではありません。 

（注）３．稼働率の数値は、小数点第２位を四捨五入して記載しております。 

（注）４．各用途区分、各地域区分の稼働率及び全運用不動産稼働率は、有価証券報告書提出日現在において売却済み

の物件を含んだ数値を記載しております。 

（注）５．平成19年12月26日付でラウンドクロス青山の譲渡を行いました。 

      稼働率（％） 

   
物件名 平成15年

８月31日
平成16年
２月29日

平成16年
８月31日

平成17年
２月28日

平成17年
８月31日

平成18年
２月28日

平成18年
８月31日 

平成19年
２月28日 

平成19年
８月31日

平成20年
２月29日

商業 

施設 

東京都

心３区 

日本地所南青山ビル - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

東京都心３区 稼働率 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

その他

東京23

区 

ＣＵＢＥ代官山 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

その他東京23区 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

商業施設 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ホテル 

首都圏

その他

地域 

クロスゲート 100.0 98.4 98.4 98.4 97.3 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 

首都圏その他地域 稼働

率 
100.0 98.4 98.4 98.4 97.3 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 

ホテル 稼働率 100.0 98.4 98.4 98.4 97.3 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 

その他 

東京都

心３区 

パークアクシス西麻布ス

テージ 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

東京都心３区 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

その他

東京23

区 

グランドメゾン白山 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ソネット上池袋 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

その他東京23区 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

その他 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

全運用不動産稼働率 96.3 97.0 97.4 97.6 95.2 95.7 96.5 98.3 98.3 97.8 



 過去６箇月（平成19年９月１日～平成20年２月29日）の稼働率実績は、以下のとおりです。 

      稼働率（％） 

   
物件名 平成19年 

９月30日 
平成19年 
10月31日 

平成19年 
11月30日 

平成19年 
12月31日 

平成20年 
１月31日 

平成20年 
２月29日 

事務所 

（オフ

ィス） 

東京都心３

区 

青山サンクレストビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス一番町 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ビサイド白金 89.5 86.7 86.7 86.7 95.7 95.7 

ラウンドクロス青山 84.1 84.1 84.1 - - - 

ラウンドクロス赤坂見附 100.0 88.7 88.7 77.3 88.7 88.7 

日本橋イーストビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス南麻布 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス赤坂 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス三田 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 

芝大門ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス築地 91.3 91.3 91.3 88.7 88.7 88.7 

オリックス神保町ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

オリックス芝２丁目ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

青山２４６ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

オリックス赤坂２丁目ビル 93.3 93.4 94.7 94.7 94.7 94.7 

日本橋本町１丁目ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

東京都心３区 稼働率 96.8 96.5 96.7 97.0 97.6 97.6 

その他東京

23区 

キャロットタワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

東陽ＭＫビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス元代々木 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス西新宿 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ビサイド木場 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ＤＴ外苑 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

代々木フォレストビル 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 

オリックス池袋ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

オリックス新宿ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス新宿 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

シーフォートスクエア 

/センタービルディング 

95.1 95.0 93.7 94.8 94.8 94.8 

ラウンドクロス蒲田 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス新宿５丁目 86.8 86.8 100.0 100.0 100.0 100.0 

ＫＮ自由が丘プラザ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

その他東京23区 稼働率 98.3 98.2 98.4 98.6 98.6 98.6 

首都圏その

他地域 

ネオ・シティ三鷹 86.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス川崎 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 

首都圏その他地域 稼働率 85.1 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 

その他地域 名古屋伊藤忠ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ラウンドクロス心斎橋 94.1 87.0 87.0 87.1 89.5 89.5 

ＯＲＩＸ高麗橋ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ＯＲＥ名古屋伏見ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ルナール仙台 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 

その他地域 稼働率 97.3 95.2 95.2 95.2 95.9 95.9 

事務所（オフィス） 稼働率 97.0 96.6 96.7 96.9 97.3 97.3 

物流 

施設 

首都圏その

他地域 

越谷ロジスティックセンタ

ー 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

首都圏その他地域 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

物流施設 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

商業 

施設 

東京都心３ 

区 

日本地所南青山ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

東京都心３区 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

その他東京

23区 

ＣＵＢＥ代官山 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

その他東京23区 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

商業施設 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 



（注）１．各項目に記載の数値は、本投資法人による不動産の保有部分又は保有割合に係るものであり、建物一棟全体に

関するものではありません。 

（注）２．稼働率及び全運用不動産稼働率は、現在及び将来における数値を表示又は保証するものではありません。 

（注）３．稼働率の数値は、小数点第２位を四捨五入して記載しております。 

（注）４．平成19年12月26日付でラウンドクロス青山の譲渡を行いました。 

      稼働率（％） 

   
物件名 平成19年 

９月30日 
平成19年 
10月31日 

平成19年 
11月30日 

平成19年 
12月31日 

平成20年 
１月31日 

平成20年 
２月29日 

ホテル 

首都圏その

他地域 
クロスゲート 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  首都圏その他地域 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ホテル 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

その他 

東京都心３

区 

パークアクシス西麻布ステ

ージ 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  東京都心３区 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

その他東京 グランドメゾン白山 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

23区 ソネット上池袋 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  その他東京23区 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

その他 稼働率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  全運用不動産稼働率 97.6 97.3 97.4 97.6 97.8 97.8 



(ハ) 関係会社等への賃貸状況 

 平成20年２月29日現在における関係会社等（前記「２ 投資方針／（１）投資方針／④ 関

係会社等との取引方針／(イ）関係会社等の範囲」をご参照下さい。）への運用不動産の賃貸

状況の概略は以下のとおりです。また、下記の表に記載のほか、運用不動産の前所有者である

オリックス株式会社の関係会社が運用不動産を取得するにあたり、前々所有者との物件取得の

交渉において、オリックス株式会社が一旦テナント等の承諾を得て賃借し、これをテナント等

に転貸するとの契約形式を採ったまま、有価証券報告書提出日現在に至るまでオリックス株式

会社が賃借人となっている運用不動産があります。 

テナントの名称 オリックス株式会社 

業種 金融業 

入居物件名 クロスゲート 

契約賃料（注）１． 月額16,262,850円 

賃貸面積 2,655.04㎡ 

全賃貸面積に対する

賃貸面積の割合  

（注）２．、（注）３． 

1.03％ 

契約満了日 平成22年１月９日（契約期間２年） 

契約更改の方法 

賃貸借契約期間満了日の１箇月前までに相手方に対して書面による別段の意思

表示をしない場合は、期間満了の日の翌日から起算して２年間自動更新され、

以後も同様です。 

特記すべき事項 

① 敷金145,624,600円 

② 解約 

・ 各契約当事者は、賃貸借契約期間内であっても、１箇月前までに１箇月

の予告期間をもって賃貸人である本投資法人に書面により通知すること

により、本賃貸借契約を解約することができます。 

・ オリックス株式会社は、上記事前通知に代えて、１箇月分の賃料及び共

益費相当額を本投資法人に支払うことで、本賃貸借契約を即時解約する

ことができます。 

③ 転貸借 

・ オリックス株式会社は、本物件を第三者（以下、本欄において「テナン

ト」といいます。）に転貸することができます。 

・ 平成20年２月29日現在において、本物件は７つのテナントに転貸されて

おります。 

④ 本賃貸借契約の終了時の措置 

・ オリックス株式会社と本投資法人との間の賃貸借契約を終了させるに際

しては、オリックス株式会社と本投資法人は、本投資法人がオリックス

株式会社の転貸人たる地位（ただし、既発生の債権債務を除きます。）

を承継することについて、テナントの承諾を得るよう努めるものとしま

す。 

・ 上記承諾を得られたテナントとの関係では、本投資法人は、かかるテナ

ントとの間の転貸借契約における賃貸人としての地位を承継します。 

・ 上記承諾を得られないテナントがある場合、オリックス株式会社と本投

資法人は、本物件のうち、かかる未承諾テナントの使用していた部分の

みを対象とするよう本賃貸借契約を変更します。 



テナントの名称 オリックス株式会社 

業種 金融業 

入居物件名 オリックス新宿ビル 

契約賃料（注）１． 月額11,558,460円（注）６． 

賃貸面積 1,448.31㎡ 

全賃貸面積に対する

賃貸面積の割合  

（注）２．、（注）３． 

0.56％ 

契約満了日 
平成21年８月31日（上記のうち894.26㎡の賃貸部分、契約期間２年) 

平成20年４月30日（上記のうち554.05㎡の賃貸部分、契約期間２年)(注）６. 

契約更改の方法 

賃貸借期間満了の６箇月前までに相手方に対して書面による別段の意思表示を

しない場合は、期間満了の日の翌日から起算して２年間自動更新され、以後も

同様です。 

特記すべき事項 

① 敷金106,043,280円（注）６． 

② 解約 

・ 各契約当事者は、賃貸借契約期間内であっても、６箇月前までに６箇月

の予告期間をもって賃貸人である本投資法人に書面により通知すること

により、本賃貸借契約を解約することができます。 

・ オリックス株式会社は、上記事前通知に代えて、６箇月分の賃料相当額

を本投資法人に支払うことで、本賃貸借契約を即時解約することができ

ます。 

テナントの名称 オリックス株式会社 

業種 金融業 

入居物件名 ＯＲＩＸ高麗橋ビル 

契約賃料（注）１． 月額2,269,600円 

賃貸面積 468.92㎡ 

全賃貸面積に対する

賃貸面積の割合  

（注）２．、（注)３． 

0.18％ 

契約満了日 平成20年８月４日（契約期間２年） 

契約更改の方法 

賃貸借期間満了の６箇月前までに相手方に対して書面による別段の意思表示を

しない場合は、期間満了の日の翌日から起算して２年間自動更新され、以後も

同様です。 

特記すべき事項 

① 敷金22,128,600円 

② 解約 

・ 各契約当事者は、賃貸借契約期間内であっても、６箇月前までに６箇月

の予告期間をもって賃貸人である本投資法人に書面により通知すること

により、本賃貸借契約を解約することができます。 

・ オリックス株式会社は、上記事前通知に代えて、６箇月分の賃料及び共

益費相当額を本投資法人に支払うことで、本賃貸借契約を即時解約する

ことができます。 



（注）１．平成20年２月29日現在、賃貸借契約書に規定されている１箇月分の賃料及び共益費の合計を記載しておりま

す。 

（注）２．「全賃貸面積」は、平成20年２月29日現在の数値を使用しております。 

（注）３．「全賃貸面積に対する賃貸面積の割合」の数値は、小数点第３位を四捨五入して記載しております。 

（注）４．契約賃料等は、現在及び将来における各賃料収入等を表示又は保証するものではありません。 

（注）５．関係会社等の概要については、前記「２ 投資方針 /（１）投資方針 / ④ 関係会社等との取引方針 /（ホ）

関係会社等との制限取引等の状況 /（g）その他」をご参照下さい。 

（注）６．平成20年４月30日付で契約満了となった賃貸部分554.05㎡につき、契約賃料月額を4,525,200円から4,860,400

円に、敷金を49,777,200円から53,464,400円に、現在成立している賃貸借契約（原契約）の条件を変更する賃

貸借契約条件変更契約（条件変更日は平成20年５月１日）を平成20年４月25日付で締結いたしました。原契約

は２年間自動更新されており、以後も同様です。 

テナントの名称 株式会社シーフォートコミュニティ 

業種 不動産業 

入居物件名 シーフォートスクエア／センタービルディング 

契約賃料（注）１． 月額1,557,145円 

賃貸面積 239.93㎡ 

全賃貸面積に対する

賃貸面積の割合  

（注）２．、（注）３． 

0.09％ 

契約満了日 平成20年７月31日（契約期間２年） 

契約更改の方法 

賃貸借期間満了の６箇月前までに相手方に対して書面による別段の意思表示を

しない場合は、期間満了の日の翌日から起算して２年間自動更新され、以後も

同様です。 

特記すべき事項 

① 敷金27,870,264円 

② 解約 

・ 各契約当事者は、賃貸借契約期間内であっても、６箇月前までに６箇月

の予告期間をもって賃貸人である本投資法人に書面により通知すること

により、本賃貸借契約を解約することができます。 

・ 株式会社シーフォートコミュニティは、上記事前通知に代えて、６箇月

分の賃料相当額を本投資法人に支払うことで、本賃貸借契約を即時解約

することができます。 



(ニ) 主要10テナントに関する情報 

 運用不動産について、平成20年２月29日時点での、特定のテナントに対する賃貸面積（複数

の運用不動産に同一のテナントが入居している場合は、その賃貸面積の合計）の、同日時点の

全賃貸面積に占める割合が10％以上を占めるテナントはありません。 

 以下では、平成20年２月29日時点において、全賃貸面積に占める賃貸面積の割合が大きい順

に、上位10位までのテナント（以下「本件主要10テナント」といいます。）についての情報を

記載します。 

 なお、賃貸面積の算定にあたっては、各運用不動産の本投資法人の所有部分に係るもののみ

を合計しています。 

テナントの名称 業種 入居物件名 
契約満了日 

(注)１. 

賃貸面積
（㎡） 
(注)２. 

全賃貸面積に
占める賃貸面
積の割合(％)
(注)２. (注)３.

１ 藤田観光株式会社 ホテル事業 クロスゲート 平成32年９月30日 19,744.39 7.7 

２      － （注）４. － － － 19,200.00 7.5 

３ 伊藤忠商事株式会社 卸売業 名古屋伊藤忠ビル 平成21年３月31日 9,200.22 3.6 

４ 株式会社ナイキジャパン 卸売業 

シーフォートスクエ

ア／センタービルデ

ィング 

平成23年５月31日 8,832.49 3.4 

５ 
株式会社富士通中部シス

テムズ 

ソフト開発

業 

ＯＲＥ名古屋伏見ビ

ル 
平成20年２月29日 7,466.70 2.9 

６      － （注）４. － － － 7,387.13 2.9 

７ 
株式会社ハウジング恒産 

（注）５. 
不動産業 ソネット上池袋 平成20年10月31日 5,853.00 2.3 

８      － （注）４. － － － 5,060.30 2.0 

９ 
青木あすなろ建設株式会

社 
工事業 

オリックス芝２丁目

ビル 
平成21年５月31日 4,906.46 1.9 

10 
オリックス株式会社 

（注）６. 
金融業 

オリックス新宿ビル 平成20年４月30日 1,448.31 0.6 

ＯＲＩＸ高麗橋ビル 平成20年８月４日 468.92 0.2 

クロスゲート 平成22年１月９日 2,655.04 1.0 

合計 92,222.96 35.9 



（注）１．「契約満了日」は、テナントが複数の賃貸借契約を締結している場合には、最も早く契約満了日が到来する賃

貸借契約の契約満了日を記載しております。 

（注）２．「賃貸面積」及び「全賃貸面積に占める賃貸面積の割合」は、平成20年２月29日現在のものです。なお、賃貸

面積及び全賃貸面積は、いずれも公簿面積ではなく実測面積に基づいており、原則として、契約面積にて記載

しております。 

（注）３．「全賃貸面積に占める賃貸面積の割合」は、小数点第２位を四捨五入して記載しております。 

（注）４．表中に名称を挙げたテナントのほかに、本件主要10テナント中には、全賃貸面積に占める賃貸面積の割合の大

きさにおいて第２位、第６位及び第８位のテナントが存在します。本投資法人は有価証券報告書提出日現在、

本テナントから名称を開示することについて同意を得られておらず、やむを得ない事情により開示できない場

合として記載をしておりません。 

（注）５．本テナントは、随時、住居として使用する目的に限り当該運用不動産を転貸できます。転貸するに際しては、

募集条件を任意に決定することができます。 

（注）６．上記のほかに、運用不動産の前所有者であるオリックス株式会社の関係会社が運用不動産を取得するにあた

り、前々所有者との物件取得の交渉において、オリックス株式会社が一旦テナント等の承諾を得て賃借し、こ

れをテナント等に転貸するとの契約形式を採ったまま、有価証券報告書提出日現在に至るまでオリックス株式

会社が賃借人となっている運用不動産があります。 

 平成20年２月29日現在、本件主要10テナントについての (1) 平成20年２月分の契約賃料

（賃貸借契約上規定されている、１箇月分の賃料及び共益費の合計。ただし、当該賃貸借契約

に付帯して締結される駐車場賃貸借契約に規定されている駐車場使用料、歩合賃料及びその他

の契約上の賃料は含みません。）の合計、(2)平成20年２月29日現在、本投資法人で預かって

いる敷金・保証金等の残高です。 

③【その他投資資産の主要なもの】 

 該当事項はありません。 

(1) 本件主要10テナントの契約賃料合計： 341,884,482円

(2) 本件主要10テナントの敷金・保証金等合計： 2,914,323,464円



（３）【運用実績】 

①【純資産等の推移】 

 直近の６計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び１口当たりの純資産額

の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び１口当たりの純資産額について期

中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。 

（注）１．１口当たりの純資産額は、１円未満を四捨五入して表示しております。 

（注）２．各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しております。 

 なお、本投資証券の東京証券取引所における取引所価格の推移は以下のとおりです。 

（注）投資口価格の最高値・最低値は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。 

年月日 
総資産額 

（百万円） 
純資産総額 
（百万円） 

１口当たりの純資産額
（円） 

第７期末（平成17年８月末日） 
197,039 

(194,157) 

88,703 

(85,821) 

505,805 

(489,368) 

第８期末（平成18年２月末日） 
193,898 

(190,456) 

124,302 

(120,860) 

551,545 

(536,271) 

第９期末（平成18年８月末日） 
216,458 

(212,793) 

124,525 

(120,860) 

552,533 

(536,272) 

第10期末（平成19年２月末日） 
225,361 

(222,014) 

124,207 

(120,860) 

551,121 

(536,271) 

第11期末（平成19年８月末日） 
253,135 

(249,851) 

124,144 

(120,860) 

550,843 

(536,271) 

第12期末（平成20年２月末日） 
248,759 

(244,674) 

141,898 

(137,814) 

563,936 

(547,703) 

計算期間別最
高・最低投資口
価格（円） 

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 平成17年８月 平成18年２月 平成18年８月 平成19年２月 平成19年８月 平成20年２月

最高 836,000 819,000 810,000 1,090,000 1,230,000 817,000 

最低 645,000 708,000 615,000 717,000 742,000 594,000 

月別最高・最低投
資口価格（円）及
び本投資証券売買
高（口） 

月別 
平成19年 
９月 

平成19年 
10月 

平成19年 
11月 

平成19年 
12月 

平成20年 
１月 

平成20年 
２月 

最高 784,000 780,000 794,000 817,000 716,000 663,000 

最低 655,000 678,000 726,000 726,000 623,000 594,000 

売買高 26,486 34,778 19,147 15,026 20,859 21,114 



②【分配の推移】 

 直近の６計算期間における本投資法人の分配総額、投資口１口当たりの分配の額の推移は次の

とおりです。 

計算期間 
分配総額 
（円） 

１口当たりの利益分
配金（円） 

１口当たりの利益超
過分配金（円） 

第７期 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

2,882,589,564 16,437 － 

第８期 
自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日 

3,442,331,928 15,274 － 

第９期 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

3,664,774,092 16,261 － 

第10期 
自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日 

3,346,774,200 14,850 － 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

3,284,120,784 14,572 － 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

4,084,579,926 16,233 － 



③【自己資本利益率（収益率）の推移】 

 直近の６計算期間末日における本投資法人の自己資本利益率（純資産当期純利益率）の推移は

次のとおりです。 

（注）１．自己資本利益率は月数により年換算した数値を（ ）内に併記しております。 

（注）２．自己資本利益率＝当期純利益／期首純資産額と期末純資産額の平均 

計算期間 自己資本利益率（％） 

第７期 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

3.3（6.5） 

第８期 
自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日 

3.2（6.5） 

第９期 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

2.9（5.9） 

第10期 
自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日 

2.7（5.4） 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

2.6（5.3） 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

3.1（6.1） 



第二部【投資法人の詳細情報】 
第１【投資法人の追加情報】 

１【投資法人の沿革】 

平成13年９月10日 投信法第166条に基づく設立の登記 

平成13年９月10日 本投資法人設立（設立企画人は資産運用会社であるオリックス・アセット

マネジメント株式会社） 

平成13年10月11日 投信法第187条に基づく登録（登録番号 関東財務局長 第７号） 

平成13年12月１日 運用資産の取得開始 

平成14年３月13日 新投資口の発行 

平成14年４月22日 投資口の分割 

平成14年６月12日 東京証券取引所不動産投資信託証券市場に新規上場 

平成15年９月18日 新投資口の発行 

平成17年９月14日 新投資口の発行 

平成17年10月12日 第三者割当による新投資口の発行 

平成19年10月３日 新投資口の発行 

平成19年10月30日 第三者割当による新投資口の発行 



２【役員の状況】 

 有価証券報告書提出日現在における役員の状況は以下のとおりです。 

役職名 
氏名 

（生年月日） 
主要略歴 

所有
投資
口数 

執行役員 
牟田 興一郎 

（昭和16年１月27日生） 

昭和39年４月 大同酸素株式会社（現エア・ウォータ

ー株式会社）入社 

昭和44年３月 オリエント・リース株式会社（現オリ

ックス株式会社）入社 

昭和63年９月 同社 国際営業部第三部長 

平成元年５月 同社 海外不動産部長 

平成３年６月 同社 取締役、国際本部副本部長 

平成５年４月 同社 北米総支配人、 

ORIX USA Corporation 社長 

平成８年５月 同社 国際本部副本部長 

平成９年１月 同社 審査第一部、審査第二部、海外

審査部、大阪審査部、不動産鑑定部管

掌 

平成９年５月 同社 常務取締役 

平成９年６月 オリックス証券株式会社 代表取締役

社長 

平成13年４月 オリックス株式会社 常務執行役員、

投資銀行本部長 

平成13年６月 オリックス・キャピタル株式会社 代

表取締役会長 

平成15年６月 オリックス株式会社 常務執行役、 

       投資銀行本部長 

平成17年２月 同社 専務執行役 

投資銀行業務担当 

スペシャル・インベストメンツグルー

プ管掌、融資事業第二部管掌、証券化

商品室管掌 

平成18年１月 オリックス・アセットマネジメント株

式会社 取締役会長 

平成18年８月 同社 取締役（非常勤) 

平成18年11月 本投資法人 執行役員（現職） 

平成20年４月 オリックス・アセットマネジメント株

式会社 顧問（現職） 

－ 

監督役員 
菅原 和夫 

（昭和20年10月13日生） 

昭和44年４月 クロウエルカーリア・アンドマクミラ

ン社 入社 

昭和49年４月 財団法人日本不動産研究所 入所 

昭和53年３月 不動産鑑定士登録 

平成２年７月 財団法人日本不動産研究所 浦和支所支

所長 

平成５年６月 同研究所 退所 

平成５年７月 菅原ランドプロジェクト株式会社 代

表取締役 （現職） 

平成14年１月 本投資法人 監督役員（現職） 

－ 

 



（注）１．監督役員３名は、いずれも他の法人等の代表者でありますが、当該法人等のいずれも本投資法人との間には

利害関係はありません。 

（注）２．本投資法人の執行役員は、平成18年11月29日に開催された本投資法人の第５回投資主総会において、選任さ

れました。なお、執行役員牟田興一郎から平成20年５月29日開催予定の第６回投資主総会の終結をもって本

投資法人の執行役員を辞任したい旨の申し出があったため、当該投資主総会に新たに小野義夫を執行役員と

して選任する議案を提出いたします。 

役職名 
氏名 

（生年月日） 
主要略歴 

所有
投資
口数 

監督役員 
石上 尚弘 

（昭和35年２月12日生） 

昭和59年４月 労働省（現厚生労働省） 入省 

昭和63年４月 国際労働事務局（ＩＬＯ） 出向 

平成７年３月 労働省 退職 

平成７年４月 第49期司法修習生 

最高裁判所司法研修所 入所 

平成９年３月 司法修習生 修了 

平成９年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

石上法律事務所 開業 

平成13年９月 本投資法人 監督役員（現職） 

平成14年10月 石上・池田法律事務所 開業（現職） 

－ 

監督役員 
森本 新一 

（昭和40年５月12日生） 

昭和63年４月 明治生命保険相互会社（現明治安田生

命保険相互会社） 入社 

平成３年10月 井上斎藤英和監査法人（現あずさ監査

法人） 入所 

平成７年７月 同監査法人 退所 

公認会計士 登録 

森本公認会計士事務所 開業（現職） 

平成７年８月 税理士登録 

平成13年９月 本投資法人 監督役員（現職） 

－ 

役職名 
氏名 

（生年月日） 
主要略歴 

所有
投資
口数 

執行役員 
小野 義夫 

（昭和20年12月25日生） 

昭和43年４月 株式会社大沢商会 入社 

昭和52年４月 オリエント・リース株式会社（現オリ

ックス株式会社）入社 

平成３年２月 同社 航空機部長 

平成６年８月 ORIX Ireland Limited 会長、

ORIX Aviation Systems Limited 社長 

平成８年５月 ORIX Europe Limited 社長 

平成８年６月 オリックス株式会社 取締役 

平成８年７月 同社 取締役欧州総支配人 

平成９年４月 ORIX Europe Limited 会長 

平成10年４月 オリックス株式会社 取締役米州総支

配人、ORIX USA Corporation社長兼CEO 

平成11年６月 オリックス株式会社 執行役員米州総

支配人 

平成11年12月 ORIX USA Corporation 会長 

平成13年４月 オリックス株式会社 執行役員海外事

業本部長 

平成15年６月 オリックス証券株式会社 代表取締役

社長 

平成18年１月 同社 取締役会長 

平成20年４月 オリックス・アセットマネジメント株

式会社 顧問（現職） 

6 



（注）３．執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、平成20年５月29日開催予定の第

６回投資主総会に、補欠執行役員として本資産運用会社の代表取締役社長である佐藤光男を選任する議案を

提出いたします。佐藤光男の主要略歴については、後記「第４ 関係法人の状況／１ 資産運用会社の概況

／（４）役員の状況」をご参照下さい。 

（注）４．本投資法人の監督役員３名は、いずれも平成18年11月29日に開催された本投資法人の第５回投資主総会にお

いて、再任が決議されました。なお、上記（注）２．の執行役員牟田興一郎の辞任に伴い、監督役員３名全

員から平成20年５月29日開催予定の第６回投資主総会の終結をもって一旦本投資法人の監督役員を辞任した

い旨の申し出があったため、当該投資主総会に上記３名を監督役員として改めて選任する議案を提出いたし

ます。 

３【その他】 

① 役員の変更 

 役員は法令に別段の定めのない限り、投資主総会の決議によって選任されます（投信法第96

条、規約第20条、第23条）。 

 役員の任期は就任後２年です。ただし、補欠又は増員のために選任された役員の任期は、前任

者又は現任者の残任期間と同一とします（規約第21条、第24条）。 

 役員の解任は、投資主総会において、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席

し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもってこれを行う必要があります（投信法第104条

第１項、第106条）。役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重

大な事実があったにもかかわらず、投資主総会において当該役員を解任する旨の議案が否決され

たときは、発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を有する投資主（６箇月前より引き続

き当該投資口を有する投資主に限ります。）は、30日以内に訴えをもって、当該役員の解任を請

求することができます（投信法第104条第３項、会社法第854条第１項第２号）。 

② 規約の変更 

 規約の変更に係る手続き等については、後記「第３ 管理及び運営 / １ 資産管理等の概要 /

（５）その他 / (ハ) 規約の変更」をご参照下さい。 

③ 事業譲渡又は事業譲受 

 該当事項はありません。 

④ 出資の状況その他の重要事項 

 出資の状況及びその他の重要事項については、前記「第一部 ファンド情報 / 第１ ファンド

の状況 / １ 投資法人の概況 /（５）投資法人の出資総額」をご参照下さい。 

⑤ 訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 該当事項はありません。 



第２【手続等】 

１【申込（販売）手続等】 

 該当事項はありません。 

２【買戻し手続等】 

 本投資法人は、投資主（実質投資主を含みます。）の請求による投資口の払戻しは行いません（規

約第５条）。したがって、該当事項はありません。 

 なお、本投資証券は東京証券取引所に上場しており、本投資証券を東京証券取引所を通じて売買す

ることが可能です。また、金融商品取引所外で本投資証券を譲渡することも可能です。 



第３【管理及び運営】 

１【資産管理等の概要】 

（１）【資産の評価】 

①１口当たりの純資産額の算出 

 本投資法人の投資口１口当たりの純資産額（以下「１口当たり純資産額」といいます。）

は、本投資法人の総資産額から総負債額を控除した金額（以下「純資産額」といいます。）を

その時点における本投資法人の発行済投資口数で除して算出します。 

 １口当たり純資産額は、原則として、後記「（４）計算期間」記載の計算期間（以下「決算

期間」といいます。）の末日（以下「決算日」といいます。）毎に算出します。 

 純資産額の算出にあたり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて下記 

②ないし④のとおりとするほか（規約 別紙２「資産評価の方法、基準及び基準日について」

Ⅰ.１ないし３に記載のとおり）、「投資法人の計算に関する規則」（平成18年内閣府令第47

号。その後の改正を含みます。）、投信協会規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に

公正妥当と認められる企業会計の基準に従います。 

② 運用資産の種類毎の評価の方法及び基準 

(イ) 不動産等 

(a) 不動産、不動産の賃借権及び地上権 

 取得価額から減価償却累計額を控除した価額 

 なお、減価償却の算定方法は、建物部分及び設備部分ともに、原則として定額法によるも

のとしますが、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合であり、か

つ、投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定す

ることができるものとします。 

(b) 不動産又は土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権（包括信託を含みま

す。） 

 信託財産が上記（a）に掲げる資産の場合には、上記（a）に定める評価を行い、金融資産

の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行ったうえで、こ

れらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額としま

す。 

(c) 不動産又は不動産の賃借権若しくは地上権に対する投資として運用することを目的とする

金銭の信託の受益権 

 信託財産の構成資産が上記（a）に掲げる資産の場合には、上記（a）に定める評価を行

い、金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行っ

たうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した

価額とします。 

(d) 不動産に関する匿名組合出資持分 

 匿名組合出資持分の構成資産が上記（a）から（c）までに掲げる資産の場合には、それぞ

れに定める評価を行い、金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に従った評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の

持分相当額を算定した価額とします。 



(e) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを

目的とする金銭の信託の受益権 

 信託財産である匿名組合出資持分について上記(d)に従った評価を行い、金融資産の場合

には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行ったうえで、これらの

合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。 

(ロ) 有価証券（不動産対応証券を含みます。） 

(a) 金融商品取引所に上場されている有価証券 

 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融商品取引所における最終価格

（原則として取引価格の終値とします。また、評価の基準日における終値が公表されていな

い場合には、直近において公表された終値とします。）に基づき算出した価額とします。 

(b) 上記(a)に掲げる有価証券以外の有価証券 

 当該有価証券の市場価格（証券会社等のブローカーにより提示される価格（気配値を含み

ます。）又は取引所金融商品市場における取引価格に準じて随時売買換金等を行うことがで

きる取引システムで成立する価格をいいます。 以下同じです。）がある場合には、市場価

格に基づく価額とします。また、市場価格がない場合には、これに準ずるものとして合理的

な方法により算出された価額とします。ただし、優先出資証券、コマーシャル・ペーパー、

貸付信託の受益証券、外国貸付債権信託受益証券、外国法人が発行する譲渡性預金証書及び

貸付債権信託受益証券並びに外国法人に対する権利で、貸付債権信託受益証券の権利の性質

を有するものについては、市場価格及び合理的な方法により算出された価格がない場合に

は、取得価額にて評価することができるものとします。 

(ハ) 金銭債権 

 取得価額から貸倒引当金を控除した価額とします。ただし、債権を債権金額より低い価額又

は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認識さ

れるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額とします。

(ニ) 金銭の信託の受益権 

 信託財産の構成資産が上記(ロ)、（ハ）又は下記（ヘ）である場合には、それぞれに定める

方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。 

(ホ) デリバティブ取引（金融デリバティブ取引を含みます。）に係る権利 

(a) 取引所に上場しているデリバティブ取引又は金融先物取引(注)により生じる債権及び債務

 当該取引所の最終価格に基づき算出した価額とします。ただし、最終価格がない場合に

は、最終の気配値（公表された最終の売り気配の最安値又は買い気配の最高値とします。そ

れらがともに公表されている場合には、それらの仲値とします。）に基づき算出した価額と

します。また、評価の基準日における当該取引所の最終価格又は気配値が公表されていない

場合には、直近において公表された最終価格又は気配値に基づき算出した額とします。 

（注）改正前投信法施行令第3条第14号及び同条第13号においてそれぞれ定義されていたものをいいます。 

(b) 取引所の相場がない非上場デリバティブ取引又は非上場金融先物取引により生じる債権及

び債務 

 市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額とします。ただし、公正

な評価額を算定することが極めて困難な場合には、取得価額にて評価することができるもの

とします。 



(c) 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められ、かつ、法人税

法の定めに基づく有効性判定においてヘッジが有効であると認められるものについては、

ヘッジ会計が適用できるものとします。 

(ヘ) その他 

 上記（イ）から（ホ）までに定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に従って評価を行います。 

③ 公正なる価額 

 資産運用報告等に記載する目的で貸借対照表価額と異なる価額を記載する場合には、上記②

（イ）(a)を「原則的に不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算定した価額」と読み替えて適

用します。 

④ 算定方法の継続適用 

 上記②及び③に定める評価方法については、継続性の原則に則り変更は行いません。ただし、

正当な事由により、採用した方法による評価が適当ではなくなった場合であり、かつ、投資者保

護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の評価方法に変更することできるものとし

ます。評価方法を変更した場合には、直後に投資者に交付する資産運用報告において、次に掲げ

る事項を記載します。 

ⅰ）当該評価方法の変更の事実及び変更日 

ⅱ）変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的内容 

ⅲ）期末における変更前に採用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による評価

額 

ⅳ）具体的な変更理由 

ⅴ）その他、投資者保護上必要な事項 

⑤ １口当たり純資産額等の公表 

 １口当たり純資産額等の運用経過は、決算日後に作成される計算書類（資産運用報告等）に記

載され、投資主に送付されるほか、金商法に基づいて決算日後３箇月以内に提出される有価証券

報告書に記載されます。なお、１口当たり純資産額等の運用経過又は本書に記載された情報等に

ついては、下記窓口にご照会下さい。 

（２）【保管】 

(a) 投資主は、証券会社等と取交わす保護預り契約により、本投資証券の保管を委託できます。

(b) 投資主から本投資証券の保管の委託を受けた証券会社等は、当該投資主の承諾を得て、また

当該投資主の請求に基づいて、当該投資主から保管の委託を受けた本投資証券を株式会社証

券保管振替機構（以下「機構」といいます。）に預託することができます。この場合、機構

はこれらの預託された本投資証券について、分別保管せず混蔵保管によって集中保管しま

す。機構はこれらの預託された本投資証券について、預託後相当の時期に機構名義への書換

えの請求を本投資法人に対して行います。機構に本投資証券を預託した投資主は、本投資証

券の保管を委託した証券会社等に申出ることにより、機構に預託した本投資証券の券面の交

付及び返還を受けることができます。 

照会窓口：オリックス・アセットマネジメント株式会社 

サポートダイヤル：03－3435－3282 



(c) 投資主は、記名式の本投資証券の券面を直接保有することも可能です。 

（３）【存続期間】 

 本投資法人の規約に存続期間の定めはありません。 

（４）【計算期間】 

 本投資法人の計算期間は、毎年３月１日から８月末日までと９月１日から翌年２月末日までの

各６箇月間とします。 

（５）【その他】 

(イ) 増減資に関する制限 

(a) 投資口の追加発行： 

 本投資法人は200万口を上限として、役員会の承認を得たうえで、本投資法人の発行する投

資口を引き受ける者の募集をすることができます（規約第６条第１項、第３項）。ただし、後

記「（ハ）規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより、追加発行の口数の上

限を変更することができます。 

 なお、租税特別措置法第67条の15第１項第１号ハに規定される要件を満たすため、本投資法

人が発行する投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占め

る割合は100分の50を超えるものとします（規約第６条第２項）。 

(b) 最低純資産額： 

 本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します（規約第35条）。な

お、投信法第67条第４項により、現在のところ5,000万円を下回る変更はできません。 

(ロ) 解散又は償還条件等 

 本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します（投信法第

143条）。 

ⅰ）規約で定めた存続期間の満了 

ⅱ）規約で定めた解散の事由の発生 

ⅲ）投資主総会の決議 

ⅳ）合併（合併により当該投資法人が消滅する場合に限ります。） 

ⅴ）破産手続開始の決定 

ⅵ）投信法第143条の３第１項の規定又は第144条において準用する会社法第824条第１項の

規定による解散を命ずる裁判 

ⅶ）投信法第187条の登録の取消し 

ⅷ）投信法第190条第１項の規定による投信法第187条の登録の拒否 

 なお、本投資法人の規約には、解散又は償還事由の定めはありません。 

(ハ) 規約の変更 

(a) 規約の変更手続き 

 規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当

該投資主の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって、規約の変更に関する議案が可決され

る必要があります（投信法第140条、第93条の２第２項第３号）。ただし、書面による議決権

行使及び議決権の代理行使が認められていること、並びに投資主総会に出席せず、かつ、議決

権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「３ 投

資主・投資法人債権者の権利 / ⑤ 議決権」をご参照下さい。 



(b) 規約の変更の開示方法 

 投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨

が開示されるほか、この規約の変更が運用に関する基本方針、投資制限又は金銭の分配方針に

関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により

開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告

書の添付書類として開示されます。 

 本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局長に対し変更内容の届

出が行われます（投信法第191条第１項、第225条第１項、第５項）。 

(ニ) 関係法人との契約の更改等 

 本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解

約、変更等に関する規定は次のとおりです。 

(a) 本資産運用会社との間の資産運用委託契約 

Ⅰ. 契約期間： 

 資産運用委託契約については、本投資法人が登録を完了した日に効力を生ずるものとし、

以降その有効期間の期限は定めません。 

Ⅱ. 契約期間中の解約に関する事項： 

ⅰ）資産運用委託契約を合意により解約する場合は、双方又はいずれかの一方から相手方に

対し、その６箇月前までに文書により通知するものとします。この場合、双方が解約に

ついて協議し、本投資法人が投資主総会の承認（なお、本資産運用会社の側からの解約

の場合は、本投資法人の投資主総会の承認又はこれに代わる内閣総理大臣の許可）を得

られた場合に限り、資産運用委託契約を解約できるものとします。 

ⅱ）本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員

会の決定のみにより直ちに資産運用委託契約を解約することができるものとし、この場

合、資産運用委託契約の解約に関して投資主総会の承認を得ることを要しないものとし

ます。 

Ａ. 本資産運用会社が投信法、金商法、本投資法人の規約及び資産運用委託契約等で規

定される職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 

Ｂ. 上記Ａ. に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引続き委託することに堪え

ない重大な事由があるとき 

ⅲ）本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、資産

運用委託契約を解約しなければならないものとします。 

Ａ. 宅地建物取引業法第３条第１項の免許及び同法第50条の２第１項の認可を受けてい

る金融商品取引業者でなくなったとき 

Ｂ. 投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき 

Ｃ. 解散したとき 

ⅳ）本投資法人が以下に定める事由のいずれかに該当する場合、本資産運用会社は、本投資

法人の執行役員が投資主総会の承認又は内閣総理大臣の許可を得て資産運用委託契約の

解約に同意することを条件として、本投資法人に対して通知をすることにより資産運用

委託契約を解約することができます。 

Ａ. 資産運用委託契約に明示的に規定される本投資法人の本資産運用会社に対する債務

に関して債務不履行が生じ、本資産運用会社から本投資法人に対する是正を求める

書面による催告を受領した日から20営業日（営業日とは、土曜日、日曜日及び国民

の祝日その他本資産運用会社が休日と定める日を除いた日をいいます。以下同じで

す。）が経過しても当該債務不履行が是正されない場合、又は当該20営業日の期間

中に合理的に是正することが期待できない場合 



Ｂ. 本投資法人につき解散、支払停止、支払不能、破産法上の破産手続開始、民事再生

法上の再生手続開始、特定調停手続開始又は特別清算開始の申立、手形交換所にお

ける取引停止処分、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合

ⅴ）本資産運用会社が前項に基づいて資産運用委託契約を解約する場合には、本投資法人が

資産運用委託契約上の業務を支障なく引き受ける後任の資産運用会社（以下「後任資産

運用会社」といいます。）を選任するまで、当該解約は効力を生じないものとし、かか

る後任資産運用会社を選任するまでの期間及び後任資産運用会社への事務引き継ぎに必

要な期間については、本資産運用会社はその業務を続行するものとします。ただし、い

かなる場合においても、上記期間は本資産運用会社が本投資法人の同意を得て、資産運

用委託契約を解約した日から起算して合計で６箇月を超えないものとし、本資産運用会

社はこの期間を超えてその業務を続行する義務を負わないものとします。 

Ⅲ. 契約の内容の変更に関する事項： 

 資産運用委託契約は、本投資法人の役員会の承認を経た両当事者の書面による合意に基づ

く場合のほか、改定、改正、免除又は変更することができません。 

Ⅳ. 解約又は契約の変更の開示方法： 

 資産運用委託契約が解約され、本資産運用会社の異動があった場合には、金商法に基づい

て本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出

られます（投信法第191条第１項、第225条第１項、第５項）。 

(b) 機関運営に係る一般事務受託者（オリックス・アセットマネジメント株式会社）との間の一

般事務委託契約 

Ⅰ. 契約期間： 

ⅰ）一般事務委託契約の有効期間は、一般事務委託契約に規定される効力発生日（注）から

向こう１年間とします。 

ⅱ）一般事務委託契約の有効期間満了６箇月前までに、当事者のいずれか一方から文書によ

る別段の申し出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に１年間延長す

るものとし、その後も同様とします。 

（注）一般事務契約に規定される効力発生日とは、本投資法人の成立の日（平成13年９月10日）をい

います。 

Ⅱ. 契約期間中の解約に関する事項： 

 一般事務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

ⅰ）当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件としま

す。この場合には一般事務委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効

します。 

ⅱ）当事者のいずれか一方が一般事務委託契約に違反し、かつ、他方による催告後も違反が

是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をも

って契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は役員会の承認を条

件とします。なお、双方いずれも契約失効後においても契約に基づく残存債権を相互に

請求することを妨げません。 

Ⅲ. 契約の内容の変更に関する事項： 

ⅰ）一般事務委託契約の内容は、本投資法人及び一般事務受託者の合意により、これを変更

することができます。 

ⅱ）変更にあたっては、本投資法人の規約、投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するもの

とします。 



Ⅳ. 解約又は契約の変更の開示方法： 

 一般事務委託契約が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金商法に基づい

て本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 また、一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出

られます（投信法第191条第１項、第225条第１項、第５項）。 

(c) 主たる不動産管理会社（オリックス・アセットマネジメント株式会社）との間の不動産管理

委託契約 

Ⅰ. 契約期間： 

 不動産管理委託契約については、契約締結の日（注）に効力を生ずるものとし、以降その

有効期間の期限は定めません。 

（注）不動産管理委託契約の締結の日とは、平成13年11月20日をいいます。 

Ⅱ. 契約期間中の解約に関する事項： 

ⅰ）下記ⅱ）又はⅲ）に基づく解除による場合を除き、当事者の一方の解約申し入れによっ

て不動産管理委託契約を解約することはできず、両当事者の合意によってのみ解約でき

るものとします。本投資法人及び主たる不動産管理会社（以下、本項において「本管理

会社」といいます。）は、不動産管理委託契約を合意により解約する場合は、まず、双

方又はいずれか一方から相手方に対し、その６箇月前までに文書により解約を申し入れ

る旨の通知を行うものとします。 

ⅱ）本投資法人は、次に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決定により直

ちに不動産管理委託契約を解除することができるものとします。 

Ａ. 資産運用委託契約が解約されたとき 

Ｂ. 本管理会社が投信法、本投資法人の規約及び不動産管理委託契約等で規定される職

務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 

Ｃ. 上記Ａ. 及びＢ. に掲げる場合のほか、本管理会社について、不動産の管理に係る

業務を引続き委託することに堪えない重大な事由があるとき 

ⅲ）以下に定める事由の一つにでも該当する場合には、本管理会社は本投資法人に対する通

知をもって不動産管理委託契約を解除することができます。 

Ａ. 資産運用委託契約が解約されたとき 

Ｂ. 不動産管理委託契約に明示的に規定される本投資法人の本管理会社に対する債務に

関して債務不履行が生じ、本管理会社から本投資法人に対する是正を求める書面に

よる催告を受領した日から20営業日が経過しても当該債務不履行が是正されない場

合、又は当該20営業日の期間中に合理的に是正することが期待できない場合 

Ｃ. 本投資法人につき解散、支払停止、支払不能、破産法上の破産手続開始、民事再生

法上の再生手続開始、特定調停手続開始又は特別清算開始の申立、手形交換所にお

ける取引停止処分、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合

ⅳ）本管理会社が上記ⅲ）に基づいて不動産管理委託契約を解約する場合には、本投資法人

が不動産管理委託契約上の業務を支障なく引き受ける後任の不動産管理会社（以下、本

項において「後任管理会社」といいます。）を選任するまで、当該解約は効力を生じな

いものとし、かかる後任管理会社を選任するまでの期間及び後任管理会社への事務引き

継ぎに必要な期間については、本管理会社はその業務を続行するものとします。ただ

し、いかなる場合においても、上記期間は本管理会社が上記ⅲ）に基づいて不動産管理

委託契約を解約した日から起算して合計で６箇月を超えないものとし、本管理会社はこ

の期間を超えてその業務を続行する義務を負わないものとします。 



Ⅲ. 契約の内容の変更に関する事項： 

 不動産管理委託契約は、本投資法人の役員会の承認を経た本投資法人及び主たる不動産管

理会社の書面による合意に基づく場合のほか、改定、改正又は変更することができません。

Ⅳ. 契約の変更の開示方法： 

 不動産管理委託契約が解約され、主たる不動産管理会社の異動があった場合には、金商法

に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

(d) 投資主名簿等管理人（住友信託銀行株式会社）との間の一般事務業務委託契約 

Ⅰ. 契約期間： 

ⅰ）一般事務業務委託契約の有効期間は、平成18年11月30日 から向こう１年間とします。 

ⅱ）一般事務業務委託契約の有効期間満了の６箇月前までに、本投資法人又は投資主名簿等

管理人のいずれか一方から文書による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務

業務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に１年間延長されるものとし、その後も同

様とします。 

Ⅱ. 契約期間中の解約に関する事項： 

ⅰ）一般事務業務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

Ａ. 当事者間の文書による解約の合意。ただし、この場合には、一般事務業務委託契約は

両当事者の合意によって指定したときから失効します。 

Ｂ. 当事者のいずれか一方が一般事務業務委託契約に違反があり、催告後も違反が是正さ

れず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって

一般事務業務委託契約は失効するものとします。ただし、本投資法人及び投資主名簿

等管理人は、一般事務業務委託契約失効後においても、一般事務業務委託契約に基づ

く残存債権を相互に請求することができます。 

Ⅲ. 契約の内容の変更に関する事項： 

ⅰ）一般事務業務委託契約の内容については、両当事者間の合意により、これを変更するこ

とができます。 

ⅱ）変更にあたっては、本投資法人の規約、投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するもの

とします。 

Ⅳ. 契約の変更の開示方法： 

 一般事務業務委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金商法

に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 また、一般事務業務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届

け出られます（投信法第191条第１項、第225条第１項、第５項）。 

(e) 資産保管会社（住友信託銀行株式会社）との間の資産保管委託契約 

Ⅰ. 契約期間： 

ⅰ）資産保管委託契約の有効期間は、資産保管委託契約に規定される効力発生日（注）から

向こう１年間とします。 

ⅱ）資産保管委託契約の有効期間満了の６箇月前までに当該者のいずれか一方から文書によ

る別段の申し出がなされなかったときは、従前の条件にて自動的に１年間延長するもの

とし、その後も同様とします。 

（注）資産保管委託契約に規定される効力発生日とは、本投資法人が投信法第189条の登録を受けた日

（平成13年10月11日）をいいます。 



Ⅱ. 契約期間中の解約に関する事項： 

 資産保管委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

ⅰ）当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件としま

す。この場合には、資産保管委託契約は両当事者の合意によって指定したときから失効

します。 

ⅱ）当事者のいずれか一方が資産保管委託契約に違反し、かつ、他方による催告後も違反が

是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をも

って資産保管委託契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は役員

会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管委託契約失効

後においても、資産保管委託契約に基づく残存債権を相互に請求ができます。 

Ⅲ. 契約の内容の変更に関する事項： 

ⅰ）資産保管委託契約の内容については、本投資法人の役員会の承認を得たうえで、本投資

法人及び資産保管会社の合意により、これを変更することができます。 

ⅱ）変更にあたっては、本投資法人の規約、投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するもの

とします。 

Ⅳ. 契約の変更の開示方法： 

 資産保管委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金商法に基づいて

本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 また、関東財務局長に資産保管会社の変更が届け出られます（投信法第191条第１項、第

225条第１項、第５項）。 

(f) 経理等に係る一般事務受託者（住友信託銀行株式会社）との間の一般事務委託契約 

Ⅰ. 契約期間： 

ⅰ）一般事務委託契約の期間は、一般事務委託契約に規定される効力発生日（注）から向こ

う１年間とします。 

ⅱ）有効期間満了の６箇月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申し出がな

されなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に１年間延長するものとし、その後

も同様とします。 

（注）一般事務委託契約に規定される効力発生日とは、本投資法人の成立の日（平成13年９月10日）を

いいます。 

Ⅱ. 契約期間中の解約に関する事項： 

 一般事務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

ⅰ）当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件としま

す。 この場合には、一般事務委託契約は両当事者の合意によって指定したときから失

効します。 

ⅱ）当事者のいずれか一方が一般事務委託契約に違反し、かつ、他方による催告後も違反が

是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をも

って一般事務委託契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は役員

会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び一般事務受託者は一般事務委託契約失

効後においても、一般事務委託契約に基づく残存債権を相互に請求することができま

す。 



Ⅲ. 契約の内容の変更に関する事項： 

ⅰ）一般事務委託契約の内容は、本投資法人及び一般事務受託者の合意により、これを変更

することができます。 

ⅱ）変更にあたっては、本投資法人の規約、投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するもの

とします。 

Ⅳ. 契約の変更の開示方法： 

 一般事務委託契約が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金商法に基づい

て本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 また、一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出

られます（投信法第191条第１項、第225条第１項、第５項）。 

(ホ) 公告 

 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います（規約第４条）。 



２【利害関係人との取引制限】 

① 利害関係人等との取引制限 

 資産運用会社の行う取引については金商法の定めにより一定の制限が課せられています。かか

る制限の中でも資産運用会社の利害関係人等との取引に関する制限として、金商法第42条の２第

１号及び第７号、第44条の３第１項第３号、業府令第130条第１項第２号、第３号、第４号、第

５号及び第９号によるものが含まれます。 

② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運

用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産

（投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本②において同

じ意味で用います。）の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行

規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を

行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その他投

信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません（投信法第203条第２項）。ただし、

資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令で定めるところにより、資産の運用

を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とす

るものに限ります。）その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項

を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行

規則に定めるものにより提供することができます（投信法第203条第４項、第５条第２項）。 

③ 資産の運用の制限 

 投資法人は、①投資法人の役員、②資産運用会社、③投資法人の役員の親族（配偶者並びに二

親等以内の血族及び姻族に限ります。）、④資産運用会社の取締役、会計参与（会計参与が法人

であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。）、監査役、執行役若しくはこれらに類す

る役職にある者又は使用人との間において、以下に掲げる行為（投資主の保護に欠けるおそれが

少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。）を行ってはなりません

（投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条ないし第118条）。 

（イ）有価証券の取得又は譲渡 

（ロ）有価証券の貸借 

（ハ）不動産の取得又は譲渡 

（ニ）不動産の貸借 

（ホ）宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引 

 なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行

為としてⅰ）資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、ⅱ）

資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。 

 資産運用会社による本投資法人の不動産管理業務の受託の状況については、前記「第一部 フ

ァンド情報 / 第１ ファンドの状況 / ２ 投資方針 /（１）投資方針 / ③ 不動産管理方針」を

ご参照下さい。 



④ 利害関係人等及び主要株主に対する取引状況等 

(イ) 取引状況 

(ロ) 支払手数料等の金額 

（注）１．利害関係人等及び主要株主とは、投信法第201条第１項及び投信法施行令第123条に規定される本投資法人と資

産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等並びに金商法第29条の４第２項に規定される本

資産運用会社の主要株主をいい、当期に取引実績又は支払手数料の支払実績のあるオリックス株式会社、オリ

ックス・ファシリティーズ株式会社、オリックス日本地所株式会社、株式会社シーフォートコミュニティにつ

いて、上記のとおり記載しております。 

（注）２．売付額及び取引状況の内訳の金額には、利害関係人等及び主要株主から受け取った売却年度の固定資産税及

び都市計画税相当額は含んでおりません。 

（注）３．（ ）内の数値は、買付額・売付額のそれぞれ総額に対する比率を表しており、小数点第２位を四捨五入して

おります。 

（注）４．オリックス日本地所株式会社への支払額は、本投資法人とオリックス・アセットマネジメント株式会社との不

動産管理委託契約に基づき、オリックス・アセットマネジメント株式会社が再委託をしている同社への不動産

管理委託報酬額であります。 

（注）５．オリックス日本地所株式会社への支払額は、投資口の発行に際して同社に委託した物件の適法性調査に関する

報酬であり、支払手数料等総額には、投資口交付費の総額を記載しております。 

（注）６．上記記載の取引以外に、当期中に利害関係人等及び主要株主へ支払った修繕工事等の支払額は以下のとおりで

す。 

区分 売買金額等（百万円） 

  買付額等 売付額等 

総額     －     5,250 

   
うち利害関係人等及び 
主要株主からの買付額 

 
うち利害関係人等及び 
主要株主への売付額 

    － （－％）   5,250 （100.0％） 

利害関係人等及び主要株主との取引状況の内訳 

オーリート・ツー 
有限会社 

－ （－％） 5,250 （100.0％） 

合計 － （－％） 5,250 （100.0％） 

  （自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日）

区分 

支払手数料 

等総額Ａ 

（百万円） 

利害関係人等及び主要株主との取引内訳（注)１. 総額に対す

る割合 

Ｂ／Ａ 支払先 
支払金額Ｂ 

（百万円） 

賃貸借媒介手数料 28 
オリックス・ファシリティーズ

株式会社  
2 9.6％ 

建物管理委託報酬 666 

オリックス株式会社 3 0.5％ 

オリックス・ファシリティーズ

株式会社 
148 22.3％ 

株式会社シーフォートコミュニ

ティ 
45 6.9％ 

不動産管理委託報酬 

（注）４． 
241 オリックス日本地所株式会社  4 2.0％ 

適法性調査報酬 

（注）５． 
71 オリックス日本地所株式会社  0 0.4％ 

区分 支払額 支払先 

修繕工事 25百万円  オリックス・ファシリティーズ株式会社  

水道光熱費 96百万円  天王洲エリアサービス株式会社  



（注）７．上記支払先であるオリックス株式会社、オリックス・ファシリティーズ株式会社、オリックス日本地所株式会

社、株式会社シーフォートコミュニティ、天王洲エリアサービス株式会社の概要につきましては、前記「第一

部 ファンド情報 / 第１ ファンドの状況 / ２ 投資方針 /（１）投資方針 / ④ 関係会社等との取引方針 / 

(ホ) 関係会社等との制限取引等の状況 / (g) その他」の（注）をご参照下さい。 

３【投資主・投資法人債権者の権利】 

(1）投資主の権利 

 投資主が投信法及び本投資法人の規約により有する主な権利の内容及び行使手続の概要は次のと

おりです。 

① 投資口の処分権 

 投資主は投資口を自由に譲渡することができます（投信法第78条第１項）。なお、投資口を譲

渡するには、投資証券を交付しなければなりません（投信法第78条第３項）。 

② 投資証券交付請求権及び不所持請求権 

 投資主は、本投資法人が投資口を発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る投資証券の交付

を受けることができます（投信法第85条第１項）。また、投資主は、投資証券の不所持を申し出

ることもできます（投信法第85条第３項、会社法第217条）。 

③ 金銭分配請求権 

 投資主は、投信法及び本投資法人の規約に定められた金銭の分配方針に従って作成され、役員

会の承認を得た金銭の分配に係る計算書に従い、金銭の分配を受ける権利を有しています（投信

法第77条第２項第１号、第137条第１項、第２項）。毎決算日における最終の投資主名簿に記載

され又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をもって、その決算期間に関する金銭の分

配を受ける権利を行使することができる者とします（規約第９条第１項）。 

④ 残余財産分配請求権 

 本投資法人が解散し清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余

財産の分配を受ける権利を有しています（投信法第77条第２項第２号、第158条）。ただし、本

投資法人は、投資主（証券保管振替制度による実質投資主を含みます。）の請求による投資口の

払戻しは行いません（規約第５条）。 

⑤ 議決権 

 投信法又は本投資法人の規約により定められる一定の事項は、投資主より構成される投資主総

会で決議されます。投資主は、その有する投資口１口につき１個の議決権を有します（投信法第

94条第１項、会社法第308条第１項本文）。投資主総会においては、原則として発行済投資口の

過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって決議さ

れますが（投信法第93条の２第１項、規約第15条第１項）、規約の変更その他一定の重要事項に

関しては、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の

３分の２以上にあたる多数をもって決議されなければなりません（投信法第140条、第93条の２

第２項）。 

 投資主総会において権利を行使することができる投資主は、本投資法人が、役員会の決議を経

て法令に従い、公告にて定められる基準日現在の最終の投資主名簿（実質投資主名簿を含みま

す。）に記載され、又は記録されている投資主（又は、投資主総会が決算期から３箇月以内であ

れば当該決算期の最終の投資主名簿上の投資主）とします（投信法第77条の３第２項、規約第９

条第２項、第３項）。 



 投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です（投

信法第90条の２第２項）。また、投資主は、投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を

行使することができます（投信法第92条の２）。さらに、投資主は、代理人によってその議決権

を行使することができます。ただし、投資主が代理人をもって議決権を行使しようとするとき

は、その代理人は本投資法人の投資主に限られます（規約第16条第１項）。これらの方法にかか

わらず、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその

投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する

趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなされ

ます（投信法第93条第１項、規約第17条第１項）。 

⑥ その他投資主総会に関する権利 

 発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を６箇月前から引続き有する投資主は、執行役

員に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することが

できます（投信法第90条第３項、会社法第297条第１項）。 

 発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６箇月前から引続き有する投資主は、執行役

員に対して、投資主総会の日の８週間前までに一定の事項を総会の目的とすることを請求するこ

とができます。ただし、その事項が総会の決議すべきものでない場合はこの限りではありません

（投信法第94条第１項、会社法第303条第２項）。 

 発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６箇月前から引続き有する投資主は、投資主

総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、投資主総会に先立って検査役の選任を

監督官庁に請求することができます（投信法第94条第１項、会社法第306条第１項）。 

 投資主は、①招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し、又は著しく不公正なと

き、②決議の内容が規約に違反するとき、又は③決議について特別の利害関係を有する投資主が

議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときは、訴えをもって投資主総会の

決議の取消しを請求することができます（投信法第94条第２項、会社法第831条）。また、投資

主総会の決議が存在しない場合又は無効である場合には、それぞれ投資主総会の決議の不存在又

は無効を確認する訴えを提起することができます（投信法第94条第２項、会社法第830条）。 

⑦ 代表訴訟提起権、違法行為差止請求権及び役員解任請求権 

 ６箇月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して、書面にて役員の責任を追

及する訴えを提起することを請求できるほか（投信法第116条、会社法第847条第１項）、執行役

員が投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし又はこれらの行

為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損

害を生ずるおそれがあるときは、執行役員に対して、その行為を止めることを請求することがで

きます（投信法第109条第５項、会社法第360条第１項）。 

 役員は投資主総会の決議により解任することができますが（投信法第104条第１項）、役員の

職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわ

らず、投資主総会において当該役員を解任する旨の議案が否決された場合には、発行済投資口の

100分の３以上にあたる投資口を６箇月前から引き続き有する投資主は、当該投資主総会の日か

ら30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができます（投信法第104条第３

項、会社法第854条第１項第２号）。 

 投資主は新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の発行の効

力が生じた日から６箇月以内に、本投資法人に対して投資口の追加発行の無効の訴えを提起する

ことができます（投信法第84条第２項、会社法第828条第１項第２号、第２項第２号）。 



 投資主は本投資法人の合併がある場合で、その手続に瑕疵があったときは、本投資法人に対し

て合併の効力が生じた日から６箇月以内に合併無効の訴えを提起することができます（投信法第

150条、会社法第828条第１項第７号、第８号、第２項第７号、第８号）。 

 投資主は本投資法人の設立手続に瑕疵があった場合には、本投資法人に対して本投資法人成立

の日から２年以内に設立無効の訴えを提起することができます（投信法第75条第６項、会社法第

828条第１項第１号、第２項第１号）。 

⑧ 帳簿等閲覧請求権 

 投資主は執行役員に対し、会計帳簿及びこれらに関する資料の閲覧又は謄写を請求することが

できます。ただし、この場合においては、当該請求の理由を明らかにしなければなりません（投

信法第128条の３）。 

(2) 投資法人債権者の権利 

 投資法人債権者が投信法等により有する主な権利の内容は、次のとおりです。 

① 元利金支払請求権 

 投資法人債権者は投資法人債の要項に従い、元利金の支払いを受けることができます。 

② 投資法人債の譲渡 

 記名式の投資法人債の譲渡は、取得者の氏名又は名称及び住所を投資法人債原簿に記載又は記

録することにより行われます（投信法第139条の７、会社法第688条）。無記名式の投資法人債の

移転は、譲渡人及び譲受人間の意思表示及び投資法人債券を交付することにより行われます。取

得者が譲受を投資法人に対抗するためには、投資法人債券の引渡及び継続占有が必要です。投資

法人債が登録債の場合には、譲渡人及び譲受人間の意思表示により投資法人債の移転が行われま

すが、取得者がかかる譲受を投資法人に対抗するためには、移転の登録が必要です。 

③ 投資法人債権者集会における議決権 

ａ．投資法人債権者集会は、投信法に規定のある場合のほか、投資法人債権者の利害に関する事

項について決議を行うことができます（投信法第139条の10第２項、会社法第716条）。 

投資法人債権者集会において、投資法人債権者は、投資法人債の金額の合計額に応じて議決

権を行使することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第723条第１項）。投資法

人債権者は、投資法人債権者集会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも

可能です（投信法第139条の10第２項、会社法第726条）。投資法人債権者集会における決議

は、裁判所の認可によってその効力を生じます（投信法第139条の10第２項、会社法第734

条）。 

ｂ．投資法人債権者集会の決議方法は、以下のとおりです（投信法第139条の10第２項、会社法

第724条）。 

(ｉ）法令及び投資法人債の要項に別段の定めがある場合のほか、原則として、決議に出席し

た議決権者の議決権の総額の２分の１を超える議決権を有する者の同意をもって行われ

ます（普通決議）。 

(ⅱ）投資法人債権者集会の決議は、一定の重要な事項については、議決権者の議決権の総額

の５分の１以上を有する議決権者が出席し、出席した議決権者の３分の２以上の議決権

を有する者の同意をもって行われます（特別決議）。 



ｃ．投資法人債総額の10分の１以上を保有する投資法人債権者は、本投資法人又は投資法人債管

理者に対して、会議の目的たる事項及び招集の理由を示して、投資法人債権者集会の招集を

請求することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第718条第１項）。 

かかる請求がなされた後、遅滞なく投資法人債権者集会の招集手続がなされない場合等に

は、かかる請求を行った投資法人債権者は、裁判所の許可を得て、投資法人債権者集会の招

集をすることができます（投信法第139条の10第２項、会社法第718条第３項）。 

ｄ．投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内に、投資法人債権者集会の議事録の閲覧又は謄

写を請求することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第731条第３項）。 

④ 投資法人債管理者 

 本投資法人は投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のた

めに弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければなりませ

ん。ただし、各投資法人債の金額が１億円以上である場合等については、この限りではありませ

ん（投信法第139条の８）。 



第４【関係法人の状況】 

１【資産運用会社の概況】 

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

① 名称 

 オリックス・アセットマネジメント株式会社 

② 資本金の額 

 １億円（有価証券報告書提出日現在） 

③ 事業の内容 

 金商法第28条第４項に規定する投資運用業を行います。 

④ 沿革 

 本資産運用会社は、日本法上の株式会社として設立された資産運用会社です。主な変遷は以下

のとおりです。このほかに、有価証券報告書提出日までの間、合併等の変更はありません。 

（注）本資産運用会社は、証取法改正法附則第159条第1項の適用を受け、投資運用業の登録を行ったものと

みなされています。 

平成12年９月８日 会社設立 

平成12年10月20日 宅地建物取引業者としての免許取得（東京都知事（2）第79049号） 

平成12年10月28日 増資（資本金の額を2,500万円から１億円に増額） 

平成13年５月25日 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得（国土交通大臣第７

号） 

平成13年６月20日 証取法改正法による改正前の投信法上の投資信託委託業者としての認可

取得（内閣総理大臣第８号）（注） 

平成13年９月13日 不動産の管理業務の兼業に係る届出 

平成13年９月19日 機関運営事務の兼業に係る承認取得（金監第4492号） 

平成19年９月30日 投資運用業としてみなし登録（関東財務局長（金商）第315号）（注） 



（２）【運用体制】 

① 組織 

 本資産運用会社の組織は次のとおりです。 

 

（注）リスク・コンプライアンス委員会の構成員及び開催頻度は以下のとおりです。なお、部門長は、部長及び室長をい

います。以下同じです。 

 

会計監査人 監査役（常勤）

リスク・コンプライアンス委員会 

株主総会 

取締役会 

代表取締役社長 専務執行役員 

執行役員 

リスク・コンプライアンス部 

監査室 

執行役員 

投資運用部 

常務執行役員 

財務経理部 総合企画部 

委員会 構成員 開催頻度 

リスク・コンプライ

アンス委員会 

・会長 

・社長（委員長） 

・執行役員 

・部門長（監査室長は、自らの業務

に関する案件を審議又は

伝達・報告する場合を除

き、立会人としての出席

とします。） 

（取締役、監査役及び本投資法人執

行役員は、立会人として出席する

ことができます。） 

定例の開催を１箇月に１回とし、必要に

応じて臨時に開催します。 



② 業務分掌体制 

 各組織・機関の主な業務・権限は次のとおりです。 

組織名称 主な業務・権限 

リスク・コンプライアンス委員会 コンプライアンス状況の伝達・報告 

リスク管理状況の伝達・報告 

リスク・コンプライアンス・プログラムの審議 

本投資法人の計算書類等の審議 

本投資法人の規約の審議 

本投資法人の諸規則の審議 

本投資法人の資産運用に係る投資方針の審議 

本投資法人の資産の取得・処分に係る審議 

本投資法人の資金調達に係る審議 

本投資法人の財務に関する状況の伝達・報告 

本投資法人の予算の審議 

本投資法人の資産に係る運営管理業務の実績の伝達・報告 

本投資法人の資産運用及び不動産管理に関する規程の審議 

その他、上記に関連する事項の審議又は伝達・報告 

投資運用部 本投資法人の資産運用に係る投資方針の立案 

本投資法人の資産の取得・処分に係る立案 

本投資法人の資産に係る運営管理業務（不動産の管理委託、賃貸、修繕・改

修等の立案・交渉等の業務をいいます。以下同じです。） 

運営管理業務に係る予算案の作成 

不動産市場に関する調査 

その他、上記に関連する一切の事項 

財務経理部 本投資法人の経理業務に関する委託先との協働 

本投資法人の決算・税務業務に関する委託先との協働 

本投資法人の入出金に関する委託先への指図（指図書の作成を含みます。） 

本投資法人による資金の借入れ及び投資法人債の発行等に係る立案 

本投資法人の予算・実績管理 

本投資法人の資産のポートフォリオ管理 

本資産運用会社の経理・税務・庶務・人事に関する業務 

その他、上記に関連する一切の事項 

総合企画部 経営企画及び事業企画 

金商法、投信法及び宅地建物取引業法に基づく各種の許認可・承認・登録申

請及び各種の届出 

本資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営に関する業務 

本投資法人の投資主総会及び役員会の運営に関する業務 

リスク・コンプライアンス委員会の運営に関する業務 

対外窓口業務 

会長及び社長の秘書業務 

組織の設置、変更及び廃止等に係る立案 

本投資法人の増資に係る立案 

投資主等への情報開示 

投資主等からの苦情、問い合わせに対する対応 

子会社の管理 

その他、上記に関連する一切の事項 

リスク・コンプライアンス部 リスク管理の統括 

コンプライアンスの統括 

リスク・コンプライアンス・プログラムの立案 

契約関係書類の点検その他の法的事項に関する業務 

物件審査に関する業務 

投資法人が保有し又は使用を許諾された商標権の管理 

その他、上記に関連する一切の事項 

 



③ 意思決定手続き 

(イ) 運用管理規程の変更 

Ⅰ. 投資運用部は、関係する部門の長の意見を聴いたうえで、運用管理規程の変更内容を企

画・立案します。 

Ⅱ. 総合企画部は、上記Ⅰ．の変更内容を審査・検討し、関係する部門との必要な協議を行っ

た後、運用管理規程の変更案を作成します。 

Ⅲ. 上記Ⅱ．の変更案は、リスク・コンプライアンス委員会の審査を経たうえ、取締役会に付

議されます。 

Ⅳ. 投資運用部は、決定した変更内容を速やかに本投資法人に報告します。 

Ⅴ. 運用管理規程に重要な変更が加えられる場合、総合企画部は金融商品取引所における適時

開示等、迅速に投資主への開示を行います。 

(ロ) 関係会社取引規程の変更 

Ⅰ. リスク・コンプライアンス部は、関係する部門の長の意見を聴いたうえで、関係会社取引

規程の変更内容を企画・立案します。 

Ⅱ. 総合企画部は、上記Ⅰ．の変更内容を審査・検討し、関係する部門との必要な協議を行っ

た後、関係会社取引規程の変更案を作成します。 

Ⅲ. 上記Ⅱ．の変更案は、リスク・コンプライアンス委員会の審査を経たうえ、取締役会に付

議されます。 

Ⅳ. 取締役会により承認された上記Ⅱ．の変更案は、本投資法人の役員会に付議されます。役

員会にて当該変更案が承認された場合、当該変更が決定されます。 

Ⅴ. 関係会社取引規程に重要な変更が加えられる場合には、総合企画部は、金融商品取引所に

おける適時開示等、迅速に投資主への開示を行います。 

(ハ) 投資方針の策定 

Ⅰ. 投資運用部は、本投資法人の規約及び運用管理規程を踏まえ、運用資産の内容・状況、経

済・金融情勢及び不動産市況等を総合的に勘案のうえ、本投資法人の資産運用に係る投資

方針を企画・立案し、リスク・コンプライアンス委員会に付議します。 

Ⅱ. 投資運用部の立案した投資方針は、リスク・コンプライアンス委員会で審議され、社長に

より決定されます。 

(ニ) 予算の策定 

Ⅰ. 投資運用部は、本投資法人の規約、運用管理規程及び投資方針を踏まえ、運用資産の内

容・状況を考慮したうえで、運用資産の運営管理業務（下記（ト）において定義しま

す。）に係る通期の予算案を作成します。投資運用部によって作成された運営管理業務に

係る予算案は、財務経理部によって検証されます。財務経理部は、投資運用部によって作

成された運営管理業務に係る予算案の検証に加え、資産運用等に係る報酬や支払利息等の

費用を考慮のうえ、本投資法人全体の予算を立案し、リスク・コンプライアンス委員会に

付議します。 

組織名称 主な業務・権限 

監査室 内部監査の実施 

内部監査報告書の作成 

監査計画の立案 

内部監査マニュアルの作成・整備 

主務官庁検査の窓口業務 

その他、上記に関連する一切の事項 



Ⅱ. 当該予算案は、リスク・コンプライアンス委員会で審議され、社長の承認を得て、本投資

法人役員会に付議されます。 

(ホ) 運用資産の取得・処分及びポートフォリオ管理 

Ⅰ. 投資運用部は、本投資法人の規約、運用管理規程及び投資方針を踏まえ、取得・処分する

資産の内容を慎重に調査・検討したうえで、その取得・処分に係る立案を行い、リスク・

コンプライアンス委員会に付議します。当該取得・処分案は、リスク・コンプライアンス

委員会で審議され、社長により決定されます。 

Ⅱ. 財務経理部長は、６箇月毎に、個別不動産の投資比率、地域別・用途別の投資比率、主要

テナントへの賃貸割合等、運用資産のポートフォリオの状況についてリスク・コンプライ

アンス委員会宛て報告します。 

Ⅲ. 運用資産のポートフォリオが投資方針を逸脱している場合又は逸脱するおそれがある場合

は、財務経理部長はその旨社長に報告し、社長は速やかに臨時のリスク・コンプライアン

ス委員会を招集し、善後策を検討します。 

(ヘ) ファイナンス 

Ⅰ. 総合企画部は、本投資法人の規約、運用管理規程及び投資方針を踏まえ、本投資法人の増

資に係る立案を行い、リスク・コンプライアンス委員会に付議します。当該増資案は、リ

スク・コンプライアンス委員会で審議され、社長の承認を得て、本投資法人役員会に付議

されます。 

Ⅱ. 財務経理部は、本投資法人の規約、運用管理規程及び投資方針を踏まえ、本投資法人の資

金の借入及び投資法人債の発行等に係る立案を行い、リスク・コンプライアンス委員会に

付議します。当該資金の借入及び投資法人債の発行等の案は、リスク・コンプライアンス

委員会で審議され、社長の承認を得て、本投資法人役員会に付議されます。 

Ⅲ. 財務経理部長は、３箇月毎に、本投資法人の財務に関する状況をリスク・コンプライアン

ス委員会宛て報告します。 

(ト) 運用資産に係る運用管理業務の実行 

Ⅰ. 投資運用部は、本投資法人の規約、運用管理規程及び投資方針を踏まえ、通期予算に基づ

き、運営管理業務を行います。 

Ⅱ. 投資運用部によって立案された管理委託、賃貸、修繕・改修等は、少額の修繕・改修等を

除き、執行役員又は社長により決定されます。 

Ⅲ. 投資運用部長は、月次ベースで、運営管理業務の実績をリスク・コンプライアンス委員会

宛て報告します。 

(チ) 原則的な取扱いから逸脱する場合の手続き 

 運用管理規程の原則的な取扱いから逸脱する場合には、運用管理規程の変更に準じた手続き

をとります。 

④ コンプライアンス手続き 

Ⅰ. 本資産運用会社の各部門は、法令、規約、投信協会規則、資産運用委託契約、不動産管理

委託契約、社内規則等を遵守し、社会一般の倫理、常識及び規範に則して担当業務を遂行

します。業務執行にあたってコンプライアンス上の問題を発見した場合には、コンプライ

アンス・マニュアルの規定に従い、速やかに所属の部門長及びリスク・コンプライアンス

部長にその内容を報告します。 



Ⅱ. 取締役会は、コンプライアンスの実践を公正かつ効果的に確保する責任を負っており、コ

ンプライアンスに関する重要事項を決議するとともに、リスク・コンプライアンス委員会

にて審議されたリスク・コンプライアンス・プログラムに承認を与えます。 

Ⅲ．リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する次の事項を審議し、取締

役会へ付議します。 

ｉ）コンプライアンスに関する基本方針の制定及び改定 

ⅱ）コンプライアンス・マニュアルの制定及び改定 

ⅲ）役職員行動実践の制定及び改定 

ⅳ）コンプライアンスに関する組織の設置及び変更 

ⅴ）リスク・コンプライアンス・プログラムの策定、実践及び進捗状況に関する事項 

ⅵ）その他上記に準ずる事項 

Ⅳ．リスク・コンプライアンス部管掌役員は、リスク・コンプライアンス部の業務を管掌しま

す。また、リスク・コンプライアンス部長は、コンプライアンスの統括を担当し、リス

ク・コンプライアンス部管掌役員の管掌のもと、次のような役割を担います。 

ｉ）基本方針・行動規範・役職員行動実践の周知徹底及びコンプライアンス意識の醸成 

ⅱ）運用資産の取得・処分、管理委託、賃貸、修繕・改修等に係る法令・規則等の遵守状況

の確認 

ⅲ）運用資産の取得・処分、管理委託、賃貸、修繕・改修等に法令・規則等の違反が発見さ

れた場合におけるリスク・コンプライアンス部管掌役員への報告 

ⅳ）四半期に一度、法令・規則等の遵守状況をリスク・コンプライアンス委員会に報告 

ⅴ）行動規範・役職員行動実践に関する相談対応 

ⅵ）行動規範・役職員行動実践に関する実践状況の調査の実施及び改善 

ⅶ）コンプライアンス研修の企画・実施 

Ⅴ. 運用資産の取得・処分、管理委託、賃貸、修繕・改修等の取引は、少額の修繕・改修工事

等の取引を除き、原則として、リスク・コンプライアンス部管掌役員若しくはリスク・コ

ンプライアンス部長を協議先として立案され、又はリスク・コンプライアンス部管掌役員

及びリスク・コンプライアンス部長を委員とするリスク・コンプライアンス委員会、若し

くはリスク・コンプライアンス部管掌役員を構成員とする取締役会に付議されます。リス

ク・コンプライアンス部管掌役員は、立案若しくは付議された取引その他職務の執行にお

いてコンプライアンス上の問題を発見した場合、又はリスク・コンプライアンス部長から

法令・規則等の違反を発見した旨の報告を受けた場合には、これらについて中止、是正又

は変更を勧告します。 

Ⅵ. リスク・コンプライアンス部長は、コンプライアンス上の問題を発見し、又は発見した旨

の報告を受けた場合には、リスク・コンプライアンス部管掌役員にその内容を報告するほ

か、コンプライアンスの状況について、３箇月毎に、リスク・コンプライアンス委員会に

て報告します。 

Ⅶ．リスク・コンプライアンス部管掌役員は、リスク・コンプライアンス部長より報告を受け

たコンプライアンスの状況について、３箇月毎に、取締役会にて報告します。 

Ⅷ．監査室長は、年度内部監査計画に基づき、年に１回以上社内全ての部署の監査を行い、さ

らに必要に応じて、都度各部署の監査を行います。監査室長はかかる監査を実施した後、

内部監査報告書を作成して社長に提出するとともに、その内容を取締役会及びリスク・コ

ンプライアンス委員会にて報告します。 

Ⅸ．監査室長は、内部監査の後、改善を要する事項について被監査部門の長に示達するととも

に、被監査部門の改善措置・改善の状況を取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会

に報告します。 



⑤ 関係会社等との取引の際の手続き 

 本投資法人のために、関係会社等との間で取引等を行う場合には（前記「第一部 ファンド情

報 / 第１ ファンドの状況 / ２ 投資方針 /（１）投資方針 / ④ 関係会社等との取引方針」を

ご参照下さい。）、以下の手続きに従います。 

Ⅰ. 当該取引案が制限取引等（前記「第一部 ファンド情報 / 第１ ファンドの状況 / ２ 投

資方針 /（１）投資方針 / ④ 関係会社等との取引方針 / (ハ) 関係会社等との取引等の

プロセス」をご参照下さい。）に該当する場合、当該取引案はリスク・コンプライアンス

委員会に付議されます（当該取引案が制限取引等に該当しない場合は、リスク・コンプラ

イアンス委員会の審議を経ずに、本資産運用会社の内規に従ってその可否が判断されま

す。）。 

Ⅱ. リスク・コンプライアンス委員会にて当該取引案は、法令、本投資法人の規約、運用管理

規程及び関係会社取引規程等に照らしたうえで、問題点の有無が審議されます。 

Ⅲ. リスク・コンプライアンス委員会における審議の後、当該取引案は本投資法人の役員会に

付議されます。 

⑥ 不動産管理業務等の概要 

 投資運用部は、本投資法人の資産運用会社としての業務のほか、本投資法人が保有する不動産

の管理業務を行います。その概要については前記「第一部 ファンド情報 / 第１ ファンドの状

況 / ２ 投資方針 /（１）投資方針 / ③ 不動産管理方針 / (ロ) 不動産管理業務の概要」をご

参照下さい。 

⑦ インサイダー類似取引の防止 

 本資産運用会社は、そのインサイダー類似取引の防止等に係る社内規則において、その役職

員が、東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」第1213条第２項第１号又は第1213条第３

項に定める資産運用会社又は資産運用を行う投資法人（以下「運用投資法人」といいます。）

に関する事実を知りながら、その公表前に当該運用投資法人の投資口に係る売買その他の有償

の取引をしてはならないこと及びかかる事実を知った役職員が他者（その者が法人である場合

にはその役員等を含みます。）に当該事実を伝達する場合には、当該他者に、当該事実の公表

前に当該運用投資法人の投資口に係る売買その他の有償の取引をさせてはならない旨を定めて

おります。 

⑧ 投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況 

 投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況については、前記「第一部 ファンド情報 /  

第１ ファンドの状況 / ３ 投資リスク /（２）投資リスクに対する管理体制」をご参照下さ

い。 

（３）【大株主の状況】 

（注）「比率」は、発行済株式総数に対する所有株式数の比率を表しております。 

  （有価証券報告書提出日現在）

名称 住所 
所有株式数

（株） 
比率（％）

（注） 

オリックス株式会社 東京都港区浜松町二丁目４番１号 1,600 80 

株式会社大京 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目24番13号 400 20 

合計 2,000 100 



（４）【役員の状況】 

 なお、本資産運用会社の従業員数は、有価証券報告書提出日現在、43名です（取締役及び監査役を

除きます。）。 

（有価証券報告書提出日現在）

役職名 氏名（生年月日） 主要略歴 
所有
株式
数 

代表取締

役社長 

佐藤 光男 

（昭和32年１月１日生） 

昭和55年４月 オリエント・リース株式会社 

（現オリックス株式会社）入社 

平成15年10月 オリックス・リアルエステート株式会社

（現オリックス不動産株式会社） 

不動産事業第六部長 

平成16年３月 同社 不動産事業第三部長 

平成16年４月 同社 都市開発事業部長 

平成17年８月 オリックス・アセットマネジメント株式

会社 取締役（非常勤） 

平成18年３月 同社 取締役専務執行役員 

平成18年８月 同社 代表取締役社長（現職) 

－ 

取締役 
田島 猛 

（昭和33年９月９日生） 

昭和56年４月 大京観光株式会社 

（現株式会社大京）入社 

平成13年11月 同社 財務部長 

平成15年４月 同社 都市開発部長 

平成16年10月 同社 仕入統括部長 

平成16年12月 同社 大阪支店副支店長 

平成17年４月 大阪支店長 

平成20年４月 オリックス・アセットマネジメント株式

会社 取締役専務執行役員（現職） 

－ 

取締役 
八塚 弘文 

（昭和29年４月23日生） 

昭和56年８月 オリエント・リース株式会社 

（現オリックス株式会社）入社 

平成10年５月 同社 神田支店長 

平成13年５月 同社 総務部副部長 

平成18年９月 オリックス・アセットマネジメント株式

会社 常務執行役員 

平成19年１月 同社 取締役常務執行役員（現職） 

－ 

取締役 
篠原 佐知子 

（昭和35年11月４日生） 

平成元年３月 オリエント・リース株式会社 

（現オリックス株式会社）入社 

平成18年10月 同社 リスク・モニタリンググループ 

副部長 

平成20年３月 オリックス・アセットマネジメント株式

会社 社長付 

平成20年４月 同社 取締役執行役員（現職） 

－ 

監査役 
伊藤 満 

（昭和18年９月９日生） 

昭和42年４月 富士火災海上保険株式会社 入社 

平成６年６月 同社 取締役 就任 

平成８年４月 同社 九州本部長 

平成10年４月 同社 関東上信越本部長 

平成12年６月 同社 取締役 退任 

同社 監査役 就任 

平成17年６月 同社 監査役 退任 

同社 顧問 就任 

平成18年６月 同社 顧問 退任 

平成18年９月 オリックス・アセットマネジメント株式

会社 監査役（現職） 

－ 



（５）【事業の内容及び営業の概況】 

① 資産運用委託契約上の業務 

(イ) 運用業務 

Ⅰ. 本投資法人を代理して資産の取得に係る一任業務を行うこと（本投資法人のための不動産

の購入の代理若しくは媒介又は不動産の賃貸借若しくは地上権の取得の代理若しくは媒介

を行うことを含みますが、これらに限りません。）。 

Ⅱ. 本投資法人を代理して本投資法人が保有する資産（以下、本項において「本資産」といい

ます。）の運営等に係る一任業務を行うこと（本投資法人を代理して不動産の管理委託を

行うことを含みますが、これに限りません。）。 

Ⅲ. 本投資法人を代理して本資産の処分に係る一任業務を行うこと（本投資法人のための不動

産の売却の代理若しくは媒介又は不動産の賃貸借若しくは地上権の譲渡の代理若しくは媒

介を行うことを含みますが、これらに限りません。）。 

Ⅳ. 本投資法人を代理して本投資法人の借入又は借換等に係る業務を行うこと。 

Ⅴ. 投信法、金商法、金融商品取引所の規則及び投信協会規則その他の法令、規則、通達及び

ガイドライン等（以下「関係法令等」といいます。）に基づき本投資法人が作成ないし届

出をなすべき書面（有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書及びその訂正事項分並び

に臨時報告書等を含みますが、これらに限りません。）について、その作成ないし届出に

係る業務を行うこと。 

Ⅵ. 関係法令等又はその趣旨に従い本投資法人が開示すべき事項（以下「開示事項」といいま

す。）について、関係法令等に従った開示に係る業務（以下「開示業務」といいます。）

及び開示事項を含めた本投資法人に関する情報について、その広報（開示業務を除いた広

報活動で、本投資法人のホームページへの掲載、報道機関への対応、アナリスト説明会の

開催、投資主への訪問活動等をいいます。）に係る業務を行うこと。 

Ⅶ. 上記各業務に関する報告及び資産管理計画書（投信協会規則第９条）等の作成に係る業務

を行うこと。 

Ⅷ. その他本投資法人が随時委託する上記各業務に関連し又は付随する業務を行うこと。 

(ロ) 助言・指示等 

Ⅰ. 本資産運用会社は、本投資法人の規約に従い、運用業務に関連する事項について、本投資

法人を代理して、自らの判断に基づき、本投資法人の締結した資産保管委託契約及び一般

事務委託契約に基づく指示等を行うことができます。 

Ⅱ. 本資産運用会社は、本投資法人の規約に従い、運用業務と密接な関連を有する事項（投資

法人債の募集、投資証券の発行、金銭の分配、投資口の分割又は併合、本投資法人の解散

又は合併を含みますがこれらに限られません。）に関して本投資法人に助言を行うこと及

び本投資法人を代理してこれらの事項に関し指示を出し、あるいは交渉に参加し又は交渉

を行うことができます。 

② 機関運営に係る一般事務受託者としての業務 

Ⅰ. 役員会、投資主総会の運営に関する事務（投資主名簿等管理に該当する事務を除きま

す。）。 

Ⅱ. 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する業務（上記Ⅰ．

の業務に関連するものに限ります。）。 



③ 不動産管理委託契約上の業務 

Ⅰ. 管理企画・渉外業務： 

 運用不動産の管理計画の企画・作成を行います。区分所有物件、借地物件及び共有物件に

おいては、本投資法人を代理して、他の区分所有者、借地権設定者及び他の共有者等との折

衝・調整業務にあたります。また、清掃衛生、保安警備等の建物管理業務について、本投資

法人のために委託先を検討し、本投資法人に委託先の助言を行います。 

Ⅱ. リーシング・マネジメント業務： 

 テナントの誘致及びテナントとの交渉並びにテナント入退去時の調整・立会い等、運用不

動産の賃貸に付随する業務を行います。 

Ⅲ. コンストラクション・マネジメント業務： 

 不動産の保全を長期的な観点から検討のうえ、改修・修繕計画を立案し、本投資法人に運

用不動産の改修・修繕業務の発注の助言を行います。また、運用不動産の改修・修繕に伴う

テナントとの交渉等を行います。 

Ⅳ. その他、本投資法人が随時委託する上記Ⅰ．ないしⅢ．に関連し又は付随する業務を行い

ます。 

 なお、有価証券報告書提出日現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は本投資法人

のみです。 

④ 経理の概況 

 本資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。 

(イ) 主な資産、負債の概況 

(ロ) 損益の概況 

  平成19年３月31日現在 

総資産額（百万円） 1,843 

総負債額（百万円） 169 

純資産額（百万円） 1,673 

 

第６期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

第７期 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

売上高（百万円） 1,094 1,314 

経常利益（百万円） 643 799 

当期純利益（百万円） 348 295 



２【その他の関係法人の概況】 

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

① 名称 

住友信託銀行株式会社（投資主名簿等管理人、資産保管会社、経理等に係る一般事務受託者）

② 資本金の額 

287,537百万円（平成19年９月30日現在） 

③ 事業の内容 

 銀行法（昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。）に基づき銀行業を営むととも

に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号。その後の改正を含みま

す。以下「兼営法」といいます。）に基づき信託業務を営んでおります。 

（２）【関係業務の概要】 

（イ）投資主名簿等管理人としての業務 

ⅰ） 投資口の名義書換、実質投資主通知の受理、実質投資主間及び一般投資主と実質投資主

間の名寄せ、質権の登録又はその抹消及び信託財産の表示又はその抹消に関する事務 

ⅱ） 一般投資主、実質投資主及び登録投資口質権者又はこれらの法定代理人若しくは以上の

者の常任代理人の住所、氏名及び印鑑の登録又はその変更登録に関する事務 

ⅲ） 投資口に関する諸届出の受理に関する事務 

ⅳ） 投資主名簿、実質投資主名簿及びこれらに付属する書類の作成、管理並びに投資主名簿

及び実質投資主名簿の閲覧又は謄写本若しくは証明書の交付に関する事務 

ⅴ） 投資証券不所持に関する事務 

ⅵ） 投資証券の交付に関する事務 

ⅶ） 投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務 

ⅷ） 分配金の計算及び支払に関する事務 

ⅸ） 投資口に関する照会に対する応答及び事故届出の受理に関する事務 

ⅹ） 投資口に関する諸統計及び官庁、金融商品取引所等への届出若しくは報告に関する資料

の作成事務 

ⅹⅰ）投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の分割併合、投資法人の合併等の臨時

事務 

ⅹⅱ）一般投資主、実質投資主に対する通知、催告、報告等の発送に関する事務 

ⅹⅲ）上記ⅰ）ないしⅹⅱ）に掲げる事項に付随する事務 

（ロ）資産保管会社としての業務 

資産保管業務： 

ⅰ）本投資法人の資産に係る権利を証する書類及びその他の書類の保管 

ⅱ）法定帳簿及び補助簿の作成 

ⅲ）本投資法人の資産と法定帳簿及び補助簿との照合 

ⅳ）法定帳簿及び補助簿等の備置 

金銭出納管理業務： 

ⅰ）金銭出納事務 

ⅱ）本投資法人名義口座の管理 



（ハ）経理等に係る一般事務受託者としての業務 

ⅰ）計算に関する事務 

ⅱ）会計帳簿の作成に関する事務 

ⅲ）納税に関する事務 

（３）【資本関係】 

該当事項はありません。 



第５【投資法人の経理状況】 

Ⅰ．財務諸表の作成方法について 

 本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号。その後の改正を含みます。）及び同規則第２条の規定により、「投資法人の計算に関す

る規則」（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）に基づいて作成しております。 

Ⅱ．監査証明について 

 本投資法人は、第11期計算期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）の財務諸表につい

ては、旧証券取引法（注）第193条の２の規定に基づき、第12期計算期間（平成19年９月１日から平成

20年２月29日まで）の財務諸表については、金商法第193条の２第１項の規定に基づき、あずさ監査

法人の監査を受けております。 

（注）証取法改正法による改正前の証券取引法をいいます。 

Ⅲ．連結財務諸表について 

 本投資法人には子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。 



１【財務諸表】 

（１）【貸借対照表】 

    
第11期 

（平成19年８月31日現在） 
第12期 

（平成20年２月29日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

現金及び預金 ※１   18,789     21,103   

営業未収入金     480     313   

未収消費税等     254     －   

未収還付法人税等     2     6   

前払費用     67     65   

繰延税金資産     2     3   

その他の流動資産     16     24   

貸倒引当金     △3     △5   

流動資産合計     19,610 7.7   21,511 8.6 

Ⅱ 固定資産               

 １．有形固定資産               

建物 ※１ 71,620     70,854     

減価償却累計額   4,992 66,627   5,621 65,232   

建物附属設備 ※１ 25,276     25,041     

減価償却累計額   5,534 19,741   6,276 18,764   

構築物 ※１ 912     886     

減価償却累計額   132 780   149 736   

機械及び装置   1,985     1,973     

減価償却累計額   360 1,624   417 1,556   

工具器具及び備品   172     170     

減価償却累計額   54 117   64 106   

土地 ※１   143,194     139,406   

建設仮勘定     －     1   

有形固定資産合計     232,086 91.7   225,804 90.8 

 ２．無形固定資産               

借地権     842     842  

ソフトウェア     1     1  

その他の無形固定資産     0     0  

無形固定資産合計     844 0.3   844 0.3 

 ３．投資その他の資産               

修繕積立金     309     326   

差入敷金保証金     77     97   

長期前払費用     207     174  

投資その他の資産合計     594 0.3   598 0.3 

固定資産合計     233,525 92.3   227,247 91.4 

資産合計     253,135 100.0   248,759 100.0 

 



    
第11期 

（平成19年８月31日現在） 
第12期 

（平成20年２月29日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

営業未払金     458     354   

短期借入金 ※２   27,300     4,000   

１年以内返済予定長期借入金 ※１   －     8,650   

未払金     445     474   

未払費用     340     289   

未払消費税等     －     358   

前受金     1,487     1,475   

その他の流動負債     311     61   

流動負債合計     30,342 12.0   15,663 6.3 

Ⅱ 固定負債               

長期借入金 ※１   84,650     77,000   

預り敷金保証金     13,998     14,196   

固定負債合計     98,648 39.0   91,196 36.7 

負債合計     128,991 51.0   106,860 43.0 

（純資産の部） ※３             

Ⅰ 投資主資本               

１．出資総額     120,860     137,814   

２．剰余金               

当期未処分利益     3,284     4,084   

投資主資本合計     124,144 49.0   141,898 57.0 

純資産合計     124,144 49.0   141,898 57.0 

負債・純資産合計     253,135 100.0   248,759 100.0 



（２）【損益計算書】 

    
第11期 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

 １．営業収益               

賃貸事業収入 ※１ 7,937     8,338    

その他賃貸事業収入 ※１ 1,223     1,161    

不動産等売却益 ※２ － 9,161 100.0 474 9,974 100.0 

 ２．営業費用               

賃貸事業費用 ※１ 4,304     4,240     

資産運用報酬   506     565     

資産保管報酬   31     31     

一般事務委託報酬   112     115    

役員報酬   9     9    

会計監査人報酬   11     12    

その他の営業費用   59 5,033 54.9 73 5,048 50.6 

 営業利益     4,127 45.1   4,925 49.4 

 ３．営業外収益               

受取利息   30     41     

未払分配金戻入   3     3     

消費税等還付加算金   －     3     

その他の営業外収益   0 34 0.4 0 48 0.5 

 ４．営業外費用               

支払利息   803     783     

投資口交付費    －     71     

その他の営業外費用   72 876 9.6 59 914 9.2 

 経常利益     3,285 35.9   4,060 40.7 

５．特別利益               

資産運用会社の善管注意義務
違反に伴う受取損害賠償金 

  － － － 25 25 0.3 

税引前当期純利益     3,285 35.9   4,085 41.0 

法人税、住民税及び事業税   2     1     

法人税等調整額   △1 1 0.1 △0 1 0.1 

当期純利益     3,284 35.8   4,084 40.9 

前期繰越利益     0     0   

当期未処分利益     3,284     4,084   



（３）【投資主資本等変動計算書】 

第11期（自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日）             （単位：百万円)

第12期（自 平成19年９月１日  至 平成20年２月29日）             （単位：百万円)

 
投資主資本 

純資産合計 
出資総額 

剰余金 
投資主資本合計 

当期未処分利益

平成19年２月28日残高 120,860 3,346 124,207 124,207 

当期変動額         

 剰余金の分配 － △3,346 △3,346 △3,346 

 当期純利益 － 3,284 3,284 3,284 

当期変動額合計 － △62 △62 △62 

平成19年８月31日残高  ※ 120,860 3,284 124,144 124,144 

 
投資主資本 

純資産合計 
出資総額 

剰余金 
投資主資本合計 

当期未処分利益

平成19年８月31日残高 120,860 3,284 124,144 124,144 

当期変動額         

新投資口の発行 16,953 － 16,953 16,953 

剰余金の分配 － △3,284 △3,284 △3,284 

当期純利益 － 4,084 4,084 4,084 

当期変動額合計 16,953 800 17,754 17,754 

平成20年２月29日残高  ※ 137,814 4,084 141,898 141,898 



（４）【金銭の分配に係る計算書】 

    
第11期 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

    金額（円） 金額（円） 

Ⅰ 当期未処分利益   3,284,291,494 4,084,728,957 

Ⅱ 分配金の額   3,284,120,784 4,084,579,926 

（投資口１口当たりの 

分配金の額） 
(14,572) (16,233) 

Ⅲ 次期繰越利益   170,710 149,031 

分配金の額の算出方法  本投資法人の規約第38条及び別

紙３第１項(2)に定める分配方針

に基づき、分配金の額は利益の金

額を限度とし、かつ、租税特別措

置法第67条の15に規定されている

本投資法人の配当可能額の90％に

相当する金額を超えるものとして

おります。 

 同左 

   かかる方針をふまえ、当期は配

当可能所得の金額（支払配当損金

算入前の当期課税所得）を超えな

い額で発行済投資口数225,372口

の整数倍数の最大値となる

3,284,120,784円を利益分配金と

して分配することといたしまし

た。なお、本投資法人規約別紙３

第２項に定める利益を超えた金銭

の分配は行っておりません。 

 かかる方針をふまえ、当期は配

当可能所得の金額（支払配当損金

算入前の当期課税所得）を超えな

い額で発行済投資口数251,622口

の整数倍数の最大値となる

4,084,579,926円を利益分配金と

して分配することといたしまし

た。なお、本投資法人規約別紙３

第２項に定める利益を超えた金銭

の分配は行っておりません。 



（５）【キャッシュ・フロー計算書】 

   
第11期 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

区分  
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益 3,285 4,085 

減価償却費 1,583 1,639 

長期前払費用償却費 38 38 

投資口交付費 － 71 

貸倒引当金の増加・減少額 3 1 

受取利息 △30 △41 

支払利息 803 783 

固定資産除却損 57 3 

営業未収入金の増加・減少額 △168 167 

未収消費税等の増加・減少額 △254 254 

未払消費税等の増加・減少額 △84 358 

前払費用の増加・減少額 0 1 

長期前払費用の支払額 △111 △5 

有形固定資産の売却による減少額 － 4,712 

修繕積立金の取崩額 3 － 

営業未払金の増加・減少額 △18 △41 

未払金の増加・減少額 7 28 

前受金の増加・減少額 186 △11 

その他 △14 △46 

小計 5,286 12,000 

利息の受取額 28 39 

利息の支払額 △704 △837 

法人税等の支払額 △2 △5 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,607 11,196 

 



   
第11期 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

区分  
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出 △6,060 △2,055 

定期預金の払出による収入 － 7,036 

有形固定資産の取得による支出 △27,012 △136 

預り敷金保証金の収入 2,061 699 

預り敷金保証金の支出 △660 △707 

差入敷金保証金の支出 － △20 

修繕積立金の支出 △25 △17 

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,696 4,799 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の借入による収入 44,100 40,300 

短期借入金の返済による支出 △26,800 △63,600 

長期借入金の借入による収入 34,000 1,000 

長期借入金の返済による支出 △25,038 － 

投資口の発行による収入 － 16,953 

投資口交付費の支出 － △71 

分配金の支払額 △3,347 △3,283 

財務活動によるキャッシュ・フロー 22,914 △8,701 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少額 △4,174 7,294 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 16,904 12,729 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 12,729 20,023 

  



（６）【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
第11期 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

１．固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定額法によっております。な

お、主な耐用年数は以下のとおり

です。 

 建物      34～50年 

 建物附属設備  ６～18年 

 構築物     10～20年 

 機械及び装置  15～18年 

(1) 有形固定資産 

 同左 

  ───── （追加情報） 

 平成19年度税制改正により、

当期より平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産につき

ましては、同税制改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法に

より取得価格の５％まで償却し

た営業期間の翌営業期間以後５

年間で備忘価格の１円を残して

均等償却する方法を採用してお

ります。 

  この結果により営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益に

与える影響は軽微です。 
  (2) 無形固定資産 

 定額法によっております。な

お、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用

しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

  (3) 長期前払費用 

定額法によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

２．繰延資産の処理方法 ───── 投資口交付費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上して

おります。 

貸倒引当金 

同左 

 



項目 
第11期 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

４．収益及び費用の計上基

準 

固定資産税等の処理方法 

 保有する不動産等に係る固定資

産税、都市計画税等については賦

課決定された税額のうち、当該決

算期間に納税した額を賃貸事業費

用として費用処理する方法を採用

しております。 

固定資産税等の処理方法 

 同左 

   なお、不動産等の取得に伴い精

算金として譲渡人に支払った取得

年度の固定資産税、都市計画税等

相当額については、費用計上せず

当該不動産の取得原価に算入して

おります。当期において不動産等

取得原価に算入したこれら公租公

課相当額は62百万円です。 

 なお、不動産等の取得に伴い精

算金として譲渡人に支払った取得

年度の固定資産税、都市計画税等

相当額については、費用計上せず

当該不動産の取得原価に算入して

おります。 

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理

の要件を満たしているため、特例

処理を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 金利スワップ取引 

 ヘッジ対象 借入金金利 

(3) ヘッジ方針 

 本投資法人は財務方針に基づき

投資法人規約に規定するリスクを

ヘッジする目的でデリバティブ取

引を行っております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップは特例処理の要件

を満たしているため、有効性の評

価は省略しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

 同左 

  

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

  

(3) ヘッジ方針 

 同左 

  

 

  

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

 同左 

  

６．キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲 

 キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３箇月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

 同左 

７．消費税等の処理方法  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

 同左 



（会計方針の変更に関する注記） 

（貸借対照表に関する注記） 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

有形固定資産の減価償却の方法 

 当期より法人税法の改正に伴い、平成19年４

月１日以降取得の有形固定資産につきましては

残存価格を廃止し、耐用年数経過時点において

備忘価格の１円を残して全額償却する方法を採

用しております。 

 この結果、従来の処理方法に比較して、賃貸

事業費用が７百万円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益が同額減少しておりま

す。 

───── 

第11期 
（平成19年８月31日現在） 

第12期 
（平成20年２月29日現在） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産及び担保付債務は次

のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産及び担保付債務は次

のとおりであります。 

（担保資産）   

現金及び預金 1,093百万円 

建物 8,855百万円 

建物附属設備 2,901百万円 

構築物 88百万円 

土地 21,898百万円 

 （合計） 34,835百万円 

（担保資産）   

現金及び預金 1,232百万円 

建物 8,758百万円 

建物附属設備 2,777百万円 

構築物 85百万円 

土地 21,898百万円 

 （合計） 34,751百万円 

（担保付債務）  

長期借入金 8,650百万円 

（担保付債務）  

１年以内返済予定 

長期借入金 
8,650百万円 

※２ コミットメントライン契約に係る借入未実

行残高等 

本投資法人は、取引銀行等とコミットメン

トライン契約を締結しております。 

コミットメント 

ライン契約の総額 

  
27,000百万円

借入実行残高   26,300百万円

借入未実行残高   700百万円

※２ コミットメントライン契約に係る借入未実

行残高等 

本投資法人は、取引銀行等とコミットメン

トライン契約を締結しております。 

コミットメント 

ライン契約の総額 

  
27,000百万円

借入実行残高   4,000百万円

借入未実行残高   23,000百万円

※３ 投資信託及び投資法人に関する法律第67条

第４項に定める最低純資産額 

※３ 投資信託及び投資法人に関する法律第67条

第４項に定める最低純資産額 

50百万円  同左 



（損益計算書に関する注記） 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

※１ 不動産賃貸事業損益の内訳   （単位：百万円） ※１ 不動産賃貸事業損益の内訳   （単位：百万円）

Ａ．不動産賃貸事業収益     

賃貸事業収入     

（賃料） 6,955   

（共益費） 981 7,937 

その他賃貸事業収入     

（駐車場使用料） 201   

（解約違約金） 25   

（その他営業収入） 996 1,223 

不動産賃貸事業収益合計   9,161 

Ｂ．不動産賃貸事業費用     

賃貸事業費用     

（管理業務費） 983   

（水道光熱費） 824   

（公租公課） 673   

（損害保険料） 14   

（修繕費） 137   

（減価償却費） 1,583   

（貸倒引当金繰入額） 3   

（その他賃貸事業費用） 83 4,304 

不動産賃貸事業費用合計   4,304 

Ｃ．不動産賃貸事業損益（Ａ－Ｂ）   4,856 

Ａ．不動産賃貸事業収益     

賃貸事業収入     

（賃料） 7,364   

（共益費） 973 8,338 

その他賃貸事業収入     

（駐車場使用料） 207   

（解約違約金） 25   

（その他営業収入） 929 1,161 

不動産賃貸事業収益合計   9,500 

Ｂ．不動産賃貸事業費用     

賃貸事業費用     

（管理業務費） 957   

（水道光熱費） 800   

（公租公課） 672   

（損害保険料） 13   

（修繕費） 130   

（減価償却費） 1,639   

（貸倒引当金繰入額） 2   

（その他賃貸事業費用） 24 4,240 

不動産賃貸事業費用合計   4,240 

Ｃ．不動産賃貸事業損益（Ａ－Ｂ）   5,259 

───── ※２ 不動産等売買損益の内訳 （単位：百万円）

ラウンドクロス青山 

不動産等売却収入 5,250

不動産等売却原価 4,712

その他売却費用 62

不動産等売却益 474



（投資主資本等変動計算書に関する注記） 

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記） 

（リース取引に関する注記） 

（有価証券に関する注記） 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

※ 発行可能投資口の総口数及び発行済投資口数 

発行可能投資口の総口数    2,000,000口 

発行済投資口数         225,372口 

※ 発行可能投資口の総口数及び発行済投資口数 

発行可能投資口の総口数    2,000,000口 

発行済投資口数         251,622口 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年８月31日現在） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年２月29日現在） 

現金及び預金 18,789百万円 

預入期間が3ヶ月を超える

定期預金 
△6,060百万円 

現金及び現金同等物 12,729百万円 

現金及び預金 21,103百万円 

預入期間が3ヶ月を超える

定期預金 
  △1,079百万円 

現金及び現金同等物 20,023百万円 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

オペレーティング・リース取引（貸主側） 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引（貸主側） 

未経過リース料 

１年内 2,047百万円

１年超 8,112百万円

合計 10,159百万円

１年内 2,382百万円

１年超 7,559百万円

合計 9,941百万円

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

 本投資法人は、有価証券取引を全く行っており

ませんので、該当事項はありません。 

 同左 



（デリバティブ取引に関する注記） 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

１．取引の状況に関する事項 

（1）取引の内容 

 本投資法人の利用しているデリバティブ取引

は、金利スワップ取引であります。 

１．取引の状況に関する事項 

（1）取引の内容 

 同左 

（2）取引に対する取組方針 

 本投資法人のデリバティブ取引は、将来の金

利の変動によるリスク回避を目的としており、

投機的な取引は行わない方針であります。 

（2）取引に対する取組方針 

 同左 

（3）取引の利用目的 

 本投資法人のデリバティブ取引は、借入金金

利等の将来の金利市場における利率上昇による

変動リスクを回避する目的で利用しておりま

す。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会

計を行っております。 

（3）取引の利用目的 

 同左 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理の要件を満

たしているため、特例処理を採用しておりま

す。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ取引 

ヘッジ対象 借入金金利 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

 本投資法人は財務方針に基づき投資法人規

約に規定するリスクをヘッジする目的でデリ

バティブ取引を行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップは特例処理の要件を満たして

いるため、有効性の評価は省略しておりま

す。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左  

（4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリ

スクを有しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関

に限定しているため、信用リスクはほとんどな

いと認識しております。 

（4）取引に係るリスクの内容 

 同左 

（5）取引に係るリスク管理体制 

 資産運用会社の運用管理手続に基づき、リス

ク管理を行っております。 

（5）取引に係るリスク管理体制 

 同左 

２．取引の時価等に関する事項 

 特例処理が適用されているため、注記を省略し

ております。 

２．取引の時価等に関する事項 

  同左 



（退職給付に関する注記） 

（税効果会計に関する注記） 

（持分法損益等に関する注記） 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

 本投資法人は、退職給付制度がありませんの

で、該当事項はありません。 

 同左 

第11期 
（平成19年８月31日現在） 

第12期 
（平成20年２月29日現在） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産） 

未払事業所税損金不算入額 1百万円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 1百万円 

その他 0百万円 

繰延税金資産合計 2百万円 

繰延税金資産の純額 2百万円 

   

未払事業所税損金不算入額 1百万円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 2百万円 

その他 0百万円 

繰延税金資産合計 3百万円 

繰延税金資産の純額 3百万円 

   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.57％ 

（調整）  

支払分配金の損金算入額 △40.55％ 

その他 0.02％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.04％ 

法定実効税率 39.67％ 

（調整）  

支払分配金の損金算入額 △39.66％ 

その他 0.02％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.03％ 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

 本投資法人には、関連会社はありませんので、

該当事項はありません。 

 同左 



（関連当事者との取引に関する注記） 

（１口当たり情報に関する注記） 

（注）１口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

１．親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 

１．親会社及び法人主要株主等 

同左 

２．役員及び個人主要株主等 

該当事項はありません。 

２．役員及び個人主要株主等 

同左 

３．子会社等 

該当事項はありません。 

３．子会社等 

同左 

４．兄弟会社等 

該当事項はありません。 

４．兄弟会社等 

同左 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

１口当たり純資産額 550,843円 

１口当たり当期純利益 14,572円 

１口当たり純資産額 563,936円 

１口当たり当期純利益 16,558円 

 なお、１口当たり当期純利益は、当期純利益を

日数加重平均投資口数で除することにより算定し

ております。 

 また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益

については、潜在投資口がないため記載しており

ません。 

 同左 

    

  
第11期 

自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

当期純利益（百万円） 3,284 4,084 

期中平均投資口数（口） 225,372 246,677 



（重要な後発事象に関する注記） 

第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

新投資口の発行等 

平成19年９月11日に開催の役員会において、

新投資口の発行を決議し、同年10月３日及び同

年10月30日に払込が完了し、以下の条件にて発

行いたしました。この結果、出資総額は

137,814,063,500円、発行済投資口数は251,622

口となっております。 

〔公募による新投資口発行〕 

①募集方法       一般募集 

②発行口数       25,000口 

③発行価格（募集価格） 668,360円 

④発行価格の総額    16,709,000,000円 

⑤発行価額（引受価額） 645,854円 

⑥発行価額の総額    16,146,350,000円 

⑦払込期日       平成19年10月３日 

⑧分配金起算日     平成19年９月１日 

〔第三者割当による新投資口発行〕 

①募集方法       第三者割当 

②発行口数       1,250口 

③発行価額       645,854円 

④発行価額の総額    807,317,500円 

⑤払込期日       平成19年10月30日 

⑥分配金起算日     平成19年９月１日 

⑦割当先の名称     大和証券エスエム 

ビーシー株式会社 

〔調達資金の使途〕 

借入金の返済（注）に充当しました。 

該当事項はありません。 

 



第11期 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日 

第12期 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

（注）借入金の返済 

コミットメントラインによる資金の借入れ 

①返済日   平成19年10月10日 

②借入先   住友信託銀行株式会社、三菱

ＵＦＪ信託銀行株式会社、株

式会社三井住友銀行、株式会

社みずほコーポレート銀行 

③返済金額  26,300百万円 

④借入利率  1.079％ 

⑤借入方法  無担保、無保証、変動金利借入

⑥借入実行日 平成19年９月20日 

⑦返済方法  期日一括返済 

⑧返済期日  平成19年10月10日 

⑨資金使途  借換資金 

 



（７）【附属明細表】 

Ａ．有価証券明細表 

 該当事項はありません。 

Ｂ．デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

注 ※１ 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しております。 

※２ 当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しております。 

※３ 時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 企業会

計基準第10号）に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価してお

りません。 

Ｃ．不動産等明細表のうち総括表 

※ 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。 

Ｄ．その他特定資産の明細表 

 該当事項はありません。 

  （単位：百万円）

区分 種類 
契約額等 ※１ 

時価 ※２  
 うち１年超 

市場取引以外の取引 
金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
8,500 8,500 △114 

合計 8,500 8,500 △114 

（単位：百万円）

資産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 
減価償却累計額又は 

差引当期末
残高 

摘要 
償却累計額 当期償却額 

流動資産 － － － － － － －   

有形固定資産 

建物 71,620 27 793 70,854 5,621 712 65,232   

建物附属設備 25,276 35 270 25,041 6,276 833 18,764   

構築物 912 － 25 886 149 21 736   

機械及び装置 1,985 － 11 1,973 417 59 1,556   

工具器具及び

備品 
172 1 3 170 64 12 106  

土地 143,194 7 3,794 139,406 － － 139,406 ※ 

建設仮勘定 － 1 － 1 － － 1   

小計 243,161 73 4,900 238,334 12,530 1,639 225,804  

無形固定資産 

借地権 842 － － 842 － － 842   

ソフトウェア 2 － － 2 0 0 1   

その他の無形

固定資産 
0 － － 0 － － 0   

小計 845 － － 845 0 0 844  

投資その他の

資産 
長期前払費用 363 5 － 368 193 38 174   

合計 244,369 79 4,900 239,548 12,724 1,678 226,824   

  土地の減少 東京都港区所在 「ラウンドクロス青山」  土地        3,794百万円 



Ｅ．投資法人債明細表 

 該当事項はありません。 

Ｆ．借入金明細表 

                  （単位：百万円）

区分 
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

平均利率 
（％）※１ 

返済期限 使途 返済方法 摘要 
  借入先 

短期借入金 

※９ 
株式会社静岡銀行 

1,000 － 1,000 － 

変動金利 

1.11750％ 

平成19年 

11月５日 
※３ 

期日一括

返済 

無担保・

無保証・

非劣後 

短期借入金 

※６ 

住友信託銀行 

株式会社 5,274 － 5,274 － 

変動金利 

1.10250％ 

※２ 

平成19年 

９月20日 
※３ 

期日一括

返済 

無担保・

無保証・

非劣後 

三菱ＵＦＪ信託 

銀行株式会社 5,274 － 5,274 － 

株式会社 

三井住友銀行 4,614 － 4,614 － 

株式会社みずほ 

コーポレート銀行 2,637 － 2,637 － 

小計 17,800 － 17,800 － 

短期借入金 

※７ 

住友信託銀行 

株式会社 2,518 － 2,518 － 

変動金利 

1.09866％ 

※２ 

平成19年 

９月20日 
※３ 

期日一括

返済 

無担保・

無保証・

非劣後 

三菱ＵＦＪ信託 

銀行株式会社 2,518 － 2,518 － 

株式会社 

三井住友銀行 2,203 － 2,203 － 

株式会社みずほ 

コーポレート銀行 1,259 － 1,259 － 

小計 8,500 － 8,500 － 

短期借入金 

※８ 

住友信託銀行 

株式会社 － 7,792 7,792 － 

変動金利 

1.07900％ 

※２ 

平成19年 

10月10日 
※３ 

期日一括

返済 

無担保・

無保証・

非劣後 

三菱ＵＦＪ信託 

銀行株式会社 － 7,792 7,792 － 

株式会社 

三井住友銀行 － 6,818 6,818 － 

株式会社みずほ 

コーポレート銀行 － 3,896 3,896 － 

小計 － 26,300 26,300 － 

短期借入金 

※10 

住友信託銀行 

株式会社 － 2,962 2,962 － 

変動金利 

1.21917％ 

※２ 

平成20年 

１月21日 
※３ 

期日一括

返済 

無担保・

無保証・

非劣後 

三菱ＵＦＪ信託 

銀行株式会社 － 2,962 2,962 － 

株式会社 

三井住友銀行 － 2,592 2,592 － 

株式会社みずほ 

コーポレート銀行 － 1,481 1,481 － 

小計 － 10,000 10,000 － 

短期借入金 

住友信託銀行 

株式会社 － 1,185 － 1,185 

変動金利 

1.13917％ 

※２ 

平成20年 

３月21日 
※３ 

期日一括

返済 

無担保・

無保証・

非劣後 

三菱ＵＦＪ信託 

銀行株式会社 － 1,185 － 1,185 

株式会社 

三井住友銀行 － 1,037 － 1,037 

株式会社みずほ 

コーポレート銀行 － 592 － 592 

小計 － 4,000 － 4,000 

合計 27,300 40,300 63,600 4,000          
 



                  （単位：百万円）

区分 
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

平均利率 
（％）※１ 

返済期限 使途 返済方法 摘要 
  借入先 

長期借入金 

（タームロ

ーン③） 

住友信託銀行 

株式会社 1,750 － － 1,750 

固定金利 

1.84646％ 

※２ 

平成20年 

９月20日 

※４ 

※５ 

※３ 

期日一括

返済 

※４ 

※５ 

担保付・ 

無保証・ 

非劣後 

三菱ＵＦＪ信託 

銀行株式会社 2,150 － － 2,150 

農林中央金庫 1,250 － － 1,250 

株式会社 

三井住友銀行 1,000 － － 1,000 

株式会社損害 

保険ジャパン 500 － － 500 

株式会社千葉銀行 500 － － 500 

東京海上日動火災

保険株式会社 500 － － 500 

株式会社 

八十二銀行 500 － － 500 

みずほ信託 

銀行株式会社 500 － － 500 

小計 8,650 － － 8,650 

長期借入金 

（タームロ

ーン④） 

住友信託銀行 

株式会社 4,000 － － 4,000 

固定金利 

1.09000％ 

※２ 

平成21年 

９月24日 

※５ 

※３ 

期日一括

返済 

※５ 

無担保・ 

無保証・ 

非劣後 

全国共済農業 

協同組合連合会 3,000 － － 3,000 

株式会社福岡銀行 3,000 － － 3,000 

全国信用協同 

組合連合会 2,000 － － 2,000 

株式会社百五銀行 1,000 － － 1,000 

あいおい損害 

保険株式会社 500 － － 500 

株式会社東邦銀行 500 － － 500 

第一生命保険 

相互会社 500 － － 500 

日本興亜損害 

保険株式会社 500 － － 500 

小計 15,000 － － 15,000 

長期借入金 

（タームロ

ーン⑥） 

住友信託銀行 

株式会社 2,500 － － 2,500 

固定金利 

1.44663％ 

※２ 

平成22年 

３月19日 

※５ 

※３ 

期日一括

返済 

※５ 

無担保・

無保証・

非劣後 

三菱ＵＦＪ信託 

銀行株式会社 1,000 － － 1,000 

株式会社 

三井住友銀行 4,200 － － 4,200 

東京海上日動火災

保険株式会社 2,500 － － 2,500 

株式会社みずほ 

コーポレート銀行 1,800 － － 1,800 

株式会社損害 

保険ジャパン 1,000 － － 1,000 

全国信用協同組合

連合会 1,000 － － 1,000 

小計 14,000 － － 14,000 

長期借入金 株式会社静岡銀行 

－ 1,000 － 1,000 

固定金利 

1.51500％ 

平成22年 

11月５日 

※５ 

※３ 

期日一括

返済 

※５ 

無担保・

無保証・

非劣後 

 



注 ※１ 平均利率は、期末残高による加重平均利率（年率）を記載しております。また、金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を

記載しております。 

※２ 短期借入金及び長期借入金（タームローン③、タームローン④、タームローン⑤、タームローン⑥、タームロ

ーン⑦）の利率・返済期限等の条件はそれぞれの借入先につき全て同一であります。 

※３ 資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金又はその借換資金であります。 

※４ 当期末に残高のある長期借入金の「返済期限」は予定返済期日を記載しております。最終返済期日は予定返済

期日の２年後に定められており、借入金の実際の返済期日が予定返済期日より遅れた場合には、予定返済期日

までの金利に２％のスプレッドの上乗せが予定されております。 

※５ 長期借入金の貸借対照表日以後５年以内における１年毎の返済予定額の総額は以下のとおりとなっておりま

す。 

※６ 短期借入金17,800百万円は、平成19年９月20日に全額返済しております。 

※７ 短期借入金8,500百万円は、平成19年９月20日に全額返済しております。 

※８ 短期借入金26,300百万円は、平成19年10月10日に全額返済しております。 

※９ 短期借入金1,000百万円は、平成19年11月５日に全額返済しております。 

※10 短期借入金10,000百万円は、平成20年１月21日に全額返済しております。 

〔その他〕 

 以下に添付する「個別物件の収益状況（参考情報）」については、あずさ監査法人による監査を受け

ておりません。 

                  （単位：百万円）

区分 
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

平均利率 
（％）※１ 

返済期限 使途 返済方法 摘要 
  借入先 

長期借入金 

（タームロ

ーン⑤） 

住友信託銀行 

株式会社 4,000 － － 4,000 

固定金利 

1.99541％ 

※２ 

平成23年 

４月27日 

※５ 

※３ 

期日一括

返済 

※５ 

無担保・ 

無保証・ 

非劣後 

株式会社 

三井住友銀行 3,500 － － 3,500 

株式会社 

りそな銀行 2,300 － － 2,300 

三菱ＵＦＪ信託 

銀行株式会社 1,400 － － 1,400 

三井生命保険 

株式会社 1,400 － － 1,400 

株式会社千葉銀行 1,400 － － 1,400 

株式会社百五銀行 1,000 － － 1,000 

株式会社 

あおぞら銀行 1,000 － － 1,000 

太陽生命保険 

株式会社 1,000 － － 1,000 

小計 17,000 － － 17,000 

長期借入金 

（タームロ

ーン⑦） 

住友信託銀行 

株式会社 6,000 － － 6,000 固定金利 

1.78543％ 

※２ 

平成24年 

３月19日 

※５ 

※３ 

期日一括

返済 

※５ 

無担保・

無保証・

非劣後 

三菱ＵＦＪ信託 

銀行株式会社 5,500 － － 5,500 

小計 11,500 － － 11,500 

長期借入金 

（タームロ

ーン⑧） 

農林中央金庫 

8,500 － － 8,500 

固定金利 

1.78543％ 

平成24年 

３月19日 

※５ 

※３ 

期日一括

返済 

※５ 

無担保・

無保証・

非劣後 

長期借入金 
全国共済農業 

協同組合連合会 
3,000 － － 3,000 

固定金利 

1.39875％ 

平成24年 

９月20日 

※５ 

※３ 

期日一括

返済 

※５ 

無担保・

無保証・

非劣後 

長期借入金 
全国共済農業 

協同組合連合会 
7,000 － － 7,000 

固定金利 

2.19625％ 

平成25年 

４月26日 

※５ 

※３ 

期日一括

返済 

※５ 

無担保・

無保証・

非劣後 

合計 84,650 1,000 － 85,650          

（単位：百万円）

  １年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

長期借入金 8,650 15,000 15,000 17,000 23,000 



個別物件の収益状況（参考情報） 
（単位：百万円）

  (注)５．     (注)７．  

物件名 
青山サンクレスト 
ビル 

ラウンドクロス 
一番町 

ビサイド白金 ラウンドクロス青山 
ラウンドクロス 
赤坂見附 

対象期間 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日 
至 平成19年12月26日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

１ 賃貸事業収入          

賃貸収益（含共益費） 144 139 45 89 53 

その他収入 17 16 6 10 7 

賃貸事業収入小計Ａ 162 155 51 99 61 

２ 賃貸事業費用          
公租公課 13 11 4 16 4 

（うち固定資産税） 13 11 4 16 4 

（うちその他公租公課） － 0 0 0 － 

諸経費 31 21 11 14 10 

（うち管理業務費） 11 10 6 6 6 

（うち水道光熱費） 14 8 3 7 3 

（うち保険料） 0 0 0 0 0 

（うち修繕費） 1 2 1 1 0 

（うちその他営業費用） 3 － 0 － － 

減価償却費 9 26 10 11 5 

（うち建物） 4 9 3 4 2 

（うち建物附属設備） 5 11 5 5 2 

（うち構築物） 0 0 0 0 0 

（うち機械・装置） 0 3 － 0 － 

（うち工具器具・備品） 0 0 0 0 0 

貸倒引当金繰入額 － － － － － 

賃貸事業費用小計Ｂ 54 59 26 42 21 

３ 不動産賃貸事業損益 
Ａ－Ｂ 107 95 25 57 40 

        (注)６． (注)６． 

物件名 日本橋イーストビル 
ラウンドクロス 
南麻布 

ラウンドクロス赤坂 ラウンドクロス三田 芝大門ビル 

対象期間 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

１ 賃貸事業収入          

賃貸収益（含共益費） 61 63 115 － － 

その他収入 8 8 16 － － 

賃貸事業収入小計Ａ 70 71 131 － － 

２ 賃貸事業費用          
公租公課 5 6 7 － － 

（うち固定資産税） 5 6 7 － － 

（うちその他公租公課） 0 0 0 － － 

諸経費 13 19 21 － － 

（うち管理業務費） 6 6 8 － － 

（うち水道光熱費） 5 6 10 － － 

（うち保険料） 0 0 0 － － 

（うち修繕費） 0 1 1 － － 

（うちその他営業費用） 0 5 1 － － 

減価償却費 12 11 11 7 7 

（うち建物） 6 5 4 4 4 

（うち建物附属設備） 5 4 5 3 3 

（うち構築物） 0 0 0 0 0 

（うち機械・装置） － 0 － － － 

（うち工具器具・備品） 0 0 1 0 0 

貸倒引当金繰入額 － － － － － 

賃貸事業費用小計Ｂ 31 38 39 － － 

３ 不動産賃貸事業損益 
Ａ－Ｂ 38 33 91 44 52 



（単位：百万円）

  (注)５．        

物件名 ラウンドクロス築地 
オリックス 
神保町ビル 

オリックス 
芝２丁目ビル 

青山２４６ビル 
オリックス 
赤坂２丁目ビル 

対象期間 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

１ 賃貸事業収入          

賃貸収益（含共益費） 126 144 262 186 579 

その他収入 18 21 20 17 55 

賃貸事業収入小計Ａ 144 165 283 203 634 

２ 賃貸事業費用          
公租公課 11 11 20 12 34 

（うち固定資産税） 10 10 20 12 34 

（うちその他公租公課） 0 0 0 0 0 

諸経費 34 24 34 23 81 

（うち管理業務費） 17 9 18 13 44 

（うち水道光熱費） 11 11 13 6 35 

（うち保険料） 0 0 0 0 0 

（うち修繕費） 5 4 2 0 0 

（うちその他営業費用） 0 0 － 1 0 

減価償却費 21 20 52 11 106 

（うち建物） 10 11 20 4 45 

（うち建物附属設備） 9 9 29 6 54 

（うち構築物） 0 0 0 0 0 

（うち機械・装置） 1 0 2 0 5 

（うち工具器具・備品） 0 0 0 0 － 

貸倒引当金繰入額 － － － － 2 

賃貸事業費用小計Ｂ 67 56 108 46 224 

３ 不動産賃貸事業損益 
Ａ－Ｂ 

77 108 175 156 410 

    (注)５． (注)５． (注)６．  

物件名 
日本橋本町 
１丁目ビル 

キャロットタワー 東陽ＭＫビル 
ラウンドクロス 
元代々木 

ラウンドクロス 
西新宿 

対象期間 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

１ 賃貸事業収入          

賃貸収益（含共益費） 229 262 211 － 81 

その他収入 19 0 34 － 12 

賃貸事業収入小計Ａ 249 263 246 － 94 

２ 賃貸事業費用          
公租公課 0 25 20 － 6 

（うち固定資産税） － 25 19 － 6 

（うちその他公租公課） 0 － 0 － － 

諸経費 24 71 64 － 10 

（うち管理業務費） 13 71 28 － 4 

（うち水道光熱費） 11 － 28 － 5 

（うち保険料） 0 0 0 － 0 

（うち修繕費） － 0 7 － 0 

（うちその他営業費用） － 0 0 － － 

減価償却費 54 65 57 47 10 

（うち建物） 19 31 23 21 6 

（うち建物附属設備） 30 33 30 22 3 

（うち構築物） 0 0 0 0 0 

（うち機械・装置） 2 － 2 2 － 

（うち工具器具・備品） － － 0 0 0 

貸倒引当金繰入額 － － － － － 

賃貸事業費用小計Ｂ 78 162 141 － 27 

３ 不動産賃貸事業損益 
Ａ－Ｂ 170 100 104 128 66 



（単位：百万円）

    (注)５．      

物件名 ビサイド木場 ＤＴ外苑 
代々木 
フォレストビル 

オリックス池袋ビル オリックス新宿ビル 

対象期間 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

１ 賃貸事業収入          

賃貸収益（含共益費） 113 100 49 314 299 

その他収入 16 16 6 36 26 

賃貸事業収入小計Ａ 130 116 56 350 325 

２ 賃貸事業費用          
公租公課 7 8 5 16 18 

（うち固定資産税） 6 8 5 16 18 

（うちその他公租公課） 0 0 0 － 0 

諸経費 26 25 11 37 49 

（うち管理業務費） 11 10 4 12 25 

（うち水道光熱費） 9 8 3 21 17 

（うち保険料） 0 0 0 0 0 

（うち修繕費） 4 5 3 2 7 

（うちその他営業費用） － 0 0 0 － 

減価償却費 24 15 7 56 43 

（うち建物） 13 7 4 26 16 

（うち建物附属設備） 10 7 3 25 26 

（うち構築物） 0 0 0 1 0 

（うち機械・装置） － 0 － 4 0 

（うち工具器具・備品） 0 0 0 0 0 

貸倒引当金繰入額 － － － － － 

賃貸事業費用小計Ｂ 57 49 24 110 112 

３ 不動産賃貸事業損益 
Ａ－Ｂ 

72 67 31 240 212 

    (注)５．       

物件名 ラウンドクロス新宿 
シーフォートスクエア／ 

センタービルディング 
ラウンドクロス蒲田 

ラウンドクロス 
新宿５丁目 

ＫＮ自由が丘プラザ 

対象期間 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

１ 賃貸事業収入          

賃貸収益（含共益費） 274 717 228 128 72 

その他収入 27 179 29 10 11 

賃貸事業収入小計Ａ 302 897 257 139 83 

２ 賃貸事業費用          
公租公課 23 97 17 0 － 

（うち固定資産税） 23 97 17 － － 

（うちその他公租公課） 0 0 0 0 － 

諸経費 33 359 50 21 10 

（うち管理業務費） 18 185 17 12 4 

（うち水道光熱費） 13 147 26 8 4 

（うち保険料） 0 1 0 0 0 

（うち修繕費） 0 19 5 0 0 

（うちその他営業費用） 0 4 0 － 0 

減価償却費 33 124 50 34 7 

（うち建物） 11 60 20 13 4 

（うち建物附属設備） 19 56 29 19 2 

（うち構築物） 0 2 0 0 0 

（うち機械・装置） 2 2 0 1 － 

（うち工具器具・備品） 0 3 0 － 0 

貸倒引当金繰入額 － － － － － 

賃貸事業費用小計Ｂ 90 581 118 56 17 

３ 不動産賃貸事業損益 
Ａ－Ｂ 212 315 138 82 65 



（単位：百万円）

  (注)５．   (注)６．    

物件名 ネオ・シティ三鷹 ラウンドクロス川崎 名古屋伊藤忠ビル 
ラウンドクロス 
心斎橋 

ＯＲＩＸ高麗橋ビル 

対象期間 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

１ 賃貸事業収入          

賃貸収益（含共益費） 129 180 － 433 204 

その他収入 40 20 － 66 34 

賃貸事業収入小計Ａ 170 201 － 499 238 

２ 賃貸事業費用          
公租公課 13 17 － 54 18 

（うち固定資産税） 13 17 － 54 18 

（うちその他公租公課） － － － 0 － 

諸経費 41 38 － 103 37 

（うち管理業務費） 31 17 － 56 19 

（うち水道光熱費） 7 14 － 43 17 

（うち保険料） 0 0 － 0 0 

（うち修繕費） 1 5 － 2 － 

（うちその他営業費用） 0 0 － 0 0 

減価償却費 16 28 57 48 51 

（うち建物） 8 12 22 19 20 

（うち建物附属設備） 7 14 33 26 30 

（うち構築物） 0 0 0 0 0 

（うち機械・装置） 0 1 － 1 0 

（うち工具器具・備品） 0 0 0 0 － 

貸倒引当金繰入額 － － － － － 

賃貸事業費用小計Ｂ 71 84 － 206 107 

３ 不動産賃貸事業損益 
Ａ－Ｂ 

99 116 141 292 131 

      (注)６． (注)６．  

物件名 
ＯＲＥ名古屋伏見 
ビル 

ルナール仙台 
越谷ロジスティック
センター 

日本地所南青山ビル ＣＵＢＥ代官山 

対象期間 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

１ 賃貸事業収入          

賃貸収益（含共益費） 344 261 － － 71 

その他収入 61 43 － － － 

賃貸事業収入小計Ａ 406 305 － － 71 

２ 賃貸事業費用          
公租公課 25 － － － 3 

（うち固定資産税） 25 － － － 3 

（うちその他公租公課） － － － － － 

諸経費 70 61 － － 2 

（うち管理業務費） 36 29 － － 1 

（うち水道光熱費） 31 24 － － － 

（うち保険料） 0 0 － － 0 

（うち修繕費） 1 6 － － 0 

（うちその他営業費用） 0 0 － － － 

減価償却費 93 81 35 4 6 

（うち建物） 35 26 25 2 4 

（うち建物附属設備） 52 42 8 1 0 

（うち構築物） 0 1 1 0 0 

（うち機械・装置） 5 10 － － － 

（うち工具器具・備品） － － － 0 0 

貸倒引当金繰入額 － － － － － 

賃貸事業費用小計Ｂ 189 142 － － 11 

３ 不動産賃貸事業損益 
Ａ－Ｂ 216 162 71 62 59 



（注）１．不動産賃貸事業損益は、各運用不動産の賃貸事業収入から各運用不動産に直接係わる賃貸事業費用を控除し

た、その差額を指しております。運用不動産の収支に直接的に係わらない資産運用報酬、支払利息等について

は賃貸事業費用には含まれておりません。 

（注）２．個別物件の収益状況に係る数値は、百万円未満を切捨てて表示しております。 

（注）３．固定資産税、都市計画税等については、当該決算期間において納税した額を賃貸事業費用として費用処理して

おります。なお、運用不動産の取得に伴い精算金として譲渡人に支払った取得年度の固定資産税、都市計画税

等相当額については、費用計上せず当該運用不動産の取得原価に算入しております。 

（注）４．修繕費は、年度による差異が大きいこと及び定期的に発生する金額ではないこと等から、対象期間における修

繕費が、運用不動産を長期にわたり継続して保有する場合の修繕費の金額と大きく異なる可能性があります。

（注）５．当該運用不動産は区分所有物件です。上記においては、当該運用不動産の他の所有者又は区分所有者が所有し

ている部分に係わる数値は算定上含まれておりません。 

（注）６．当該運用不動産において賃貸借契約を締結したテナント数が１若しくは２であるか又は特定のテナントとの賃

貸借契約における契約賃料が、当該テナントに関する運用不動産の契約賃料合計の80％以上を占めておりま

す。有価証券報告書提出日現在、本投資法人は、このようなテナントから契約賃料やその他の数値を開示する

ことについて同意を得られていないため、やむを得ない場合として記載をしておりません。 

（注）７．平成19年12月26日付でラウンドクロス青山の譲渡を行いました。 

（単位：百万円）

    (注)６． (注)５．、(注)６． (注)５．、(注)６． 

物件名 クロスゲート 
パークアクシス 
西麻布ステージ 

グランドメゾン白山 ソネット上池袋 

対象期間 
自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日

自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日 

１ 賃貸事業収入        

賃貸収益（含共益費） 685 － － － 

その他収入 189 － － － 

賃貸事業収入小計Ａ 874 － － － 

２ 賃貸事業費用        
公租公課 54 － － － 

（うち固定資産税） 54 － － － 

（うちその他公租公課） 0 － － － 

諸経費 305 － － － 

（うち管理業務費） 107 － － － 

（うち水道光熱費） 177 － － － 

（うち保険料） 1 － － － 

（うち修繕費） 16 － － － 

（うちその他営業費用） 1 － － － 

減価償却費 220 8 3 22 

（うち建物） 95 4 2 10 

（うち建物附属設備） 115 3 1 10 

（うち構築物） 1 0 0 0 

（うち機械・装置） 6 － － 1 

（うち工具器具・備品） 1 0 0 0 

貸倒引当金繰入額 － － － － 

賃貸事業費用小計Ｂ 580 － － － 

３ 不動産賃貸事業損益 
Ａ－Ｂ 

294 22 12 51 



２【投資法人の現況】 

【純資産額計算書】 

（注）１単位当たりの純資産額は、小数点以下を四捨五入により記載しております。 

（平成20年２月29日現在）

Ⅰ 資産総額 248,759,035,259円 

Ⅱ 負債総額 106,860,242,802円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 141,898,792,457円 

Ⅳ 発行済数量 251,622口 

Ⅴ １単位当たりの純資産額（Ⅲ／Ⅳ）（注） 563,936円 



第６【販売及び買戻しの実績】 

 平成20年２月期の直近６計算期間の本投資法人による販売、買戻し及び払戻しの実績はありませ

ん。なお、平成20年２月期の直近６計算期間における本投資法人の投資口の発行実績は以下のとお

りです。 

（注） ( )内の数字は本邦外における発行口数、買戻口数及び発行済口数です。 

計算期間 発行日 発行口数（口） 
（注） 

買戻口数（口） 
（注） 

発行済口数（口）
（注） 

第７期 

自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 

  該当なし   175,372 (0) 

第８期 

自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日 

平成17年９月14日 47,500 (0) 0 (0) 222,872 (0) 

平成17年10月12日 2,500 (0) 0 (0) 225,372 (0) 

第９期 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

  該当なし   225,372 (0) 

第10期 

自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日 

  該当なし   225,372 (0) 

第11期 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

  該当なし   225,372 (0) 

第12期 

自 平成19年９月１日 

至 平成20年２月29日 

平成19年10月３日 25,000 (0) 0 (0) 250,372 (0) 

平成19年10月30日 1,250 (0) 0 (0) 251,622 (0) 



第７【参考情報】 

 当該計算期間の開始日から本有価証券報告書提出日までの間に、本投資法人が提出した金商法第25条

第１項各号に掲げる書類は以下のとおりです。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

計算期間第11期（自：平成19年３月１日 至：平成19年８月31日） 

平成19年11月28日に関東財務局長に提出 

(2）有価証券届出書及びその添付書類 

平成19年９月11日に関東財務局長に提出 

(3）有価証券届出書の訂正届出書及びその添付書類 

上記(2)に係る訂正届出書及びその添付書類を平成19年９月25日に関東財務局長に提出 

(4）臨時報告書 

金商法第24条の５第４項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第１項及び

同条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書 

平成20年３月３日に関東財務局長に提出 



独立監査人の監査報告書

    平成19年11月22日 

オリックス不動産投資法人    

  役員会 御中  

  あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 浜嶋 哲三  印 

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 畑岡  哲  印 

 当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状

況」に掲げられているオリックス不動産投資法人の平成19年３月１日から平成19年８月31日までの第11

期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配に

係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、オリックス不動産投資法人の平成19年８月31日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する

計算期間の損益及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。 

追記情報 

１．注記表の「会計方針の変更に関する注記」に記載されているとおり、投資法人は当計算期間より

法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降取得の有形固定資産についての減価償却方法を変

更している。 

２．注記表の「重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、投資法人は新投資口の発行

等を行っている。 

 投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以 上

 （注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人が別途保管してお

ります。 



独立監査人の監査報告書

    平成20年５月19日 

オリックス不動産投資法人    

  役員会 御中  

  あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 浜嶋 哲三  印 

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 畑岡  哲  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人

の経理状況」に掲げられているオリックス不動産投資法人の平成19年９月１日から平成20年２月29日ま

での第12期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭

の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監査を行った。この

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、オリックス不動産投資法人の平成20年２月29日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する

計算期間の損益及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。 

 投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以 上

 （注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人が別途保管してお

ります。 
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